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まえがき 

 

農林水産政策研究所では，令和元～3年度，プロジェクト研究「ICTや先端技術を活用し

た農村活性化，地域資源・環境の保全に関する研究」を実施した。都市に先駆けて高齢化や

人口減少が進む農村において，ICT等を活用して定住条件の強化等を進める取組や持続可能

なバイオエネルギーシステムを構築する取組，また，地域資源を観光コンテンツとして磨き

上げ国内外の旅行者の増加等につなげる取組等が見られるが，このような取組を拡大させ

て農村の活性化につなげることは，今後一層重要となる。本研究では，効果的な取組の普及

や持続可能な地域資源の活用に向けて，その課題等を明らかにすることを目的とした。 

本資料は，このプロジェクト研究のうち，「滞在型交流による農山漁村地域の活性化に関

する研究」の成果をとりまとめたものである。ビジネスとして滞在型交流に取り組む地域，

いわゆる農泊地域を中心に調査分析や，旅行者の意向・行動や海外におけるアグリツーリズ

ムの制度・取組の実態把握等を行ったが，令和 2年度からは，新型コロナウイルス禍におけ

る農村地域の状況等についても，可能な範囲で情報収集を行い，その成果をとりまとめた。

感染拡大防止のため行動制限等があり，十分調査できなかったところもあるが，3年間の研

究成果として理解いただきたい。 

一日も早く新型コロナウイルス感染が収束することを願いつつ，本資料が滞在型交流に

よる農山漁村地域の活性化や持続的な農村振興策の検討に活用されれば幸いである。 
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序章 研究の目的と報告書の構成 
 

平形 和世  
 
１．研究の背景と課題 

 
2020 年，年々成長し続けていた訪日外国人旅行者数は，新型コロナウイルス感染症の

感染拡大によって激減し，2022年 3月現在なおインバウンド需要の蒸発は続いている。感

染拡大の影響が長期化することで，新たなポストコロナ社会すら出来上がりつつある。高

齢化や人口減少が進行している農山漁村では，急速に拡大するインバウンド需要をも見据

えて，旅行者に農山漁村を訪れてもらい，地域の人々との交流を通じて地域活性化を図る

ことに期待を寄せていたが，状況は一変した。 

農林水産省では，農泊とは，農山漁村地域に宿泊し，滞在中に豊かな地域資源を活用

した食事や体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のこと（農林水産省，2022 年 2 月 10

日参照）と定義し，2017 年度から農山漁村振興交付金の一つとして農泊推進対策を実施

している。これを受けて，農林水産政策研究所では，2017～2018 年度，プロジェクト研

究「都市住民等による農業・農村の価値・魅力の発揮を支える多様な取組に関する研究」

（2016～2018 年度）の下で，交流人口増加に関する研究に取り組み，農泊に関する研究

動向として，これまで研究蓄積が豊富なグリーンツーリズム全般はじめ，農家民宿や農家

民泊等と，農家民宿・農家民泊等にかかる規制緩和，そして農泊の持続的発展に向けた課

題に関する研究動向をとりまとめた。この詳細は，福田（2018）を参照いただきたい。 

本書は，当研究所が 2019～2021 年度に実施したプロジェクト研究「ICT や先端技術を

活用した農村活性化，地域資源・環境の保全に関する研究」のうち，「滞在型交流による

農山漁村地域の活性化に関する研究」の成果をとりまとめた本研究の課題は，国内の農泊

地域を中心に調査を行い，課題や発展性について分析するとともに，都市住民を対象に農

山漁村滞在型旅行や体験に関するアンケート調査を実施し，旅行者の意向や行動等を把握

することである。また，海外の事例として，イタリアとフランスのアグリツーリズム等の

制度・取組等について調査を行い，アグリツーリズムの先進国の実情を把握する。さらに，

コロナ禍における農村地域の状況等についても，可能な範囲で情報収集を行い，実態を把

握することとした。 

なお，2020 年時点での成果として，徳島県西部地域を対象とする農泊の取組状況の現

地調査の結果から，広域的範囲で，地域の多様な主体が参加し農泊に取り組む体制を構築

していると評価できる本地域を「広域的総合農泊地域」として位置づけ，広域的総合農泊

地域としての成果や成功要因を明らかにしている。この研究成果の詳細は，福田ら

（2020）を参照いただきたい。 
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２．本報告書の構成 

 
上記の研究課題について，本報告書の構成は，序章，終章のほか，4 部 12 章とする。 
第 1 部「新型コロナウイルス感染拡大による我が国農泊地域の影響と対応」では，第 1

章で，新型コロナウイルス感染拡大下における国内農泊地域への影響を概観し，感染拡大

の長期化による農泊地域の対応変化の見通しについて考察する。第 2 章では，埼玉県秩父

地域と長崎県西海市の二事例の取組を通して，教育体験旅行型農泊の課題と発展可能性に

ついて検討する。第 3 章では，北海道の古民家活用型農泊地域として八雲町の取組を紹介

し，農泊事業が持続的に運営されている要因を明らかにする。第 4 章では，長崎県西海市

雪
ゆきの

浦
うら

地区のコミュニティ拠点型の古民家農泊施設の取組を紹介し，農泊の取組が地域再

生や地域づくりのツールとしての役割を併せ持つ可能性を明らかにする。第 5 章では，温

泉地連携型農泊について，岐阜県中津川市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区の事例から，

連携における特徴を整理し，課題について考察する。 

第 2 部「我が国の持続可能な農村観光に向けた取組」では，第 6 章で，持続可能な観光

に向けた課題の一つである多様な宗教・生活習慣への対応の推進の観点から，ムスリム観

光客に配慮した農村観光の国内先進事例を紹介し，現状と課題について述べる。第 7 章で

は，持続可能な観光指標開発の経緯，国内外の観光指標等の特徴等を解説した上で，農泊

地域が観光指標を利用する意義を検討する。 

第 3 部「農山漁村滞在型旅行における旅行者の行動の実態」では，第 8 章で，農山漁村

滞在型旅行を行った旅行者を対象とした大規模アンケート調査により，旅行前，旅行中，

旅行後の行動を把握し，プロモーション活動に有用な知見を提示する。 

第 4 部「イタリア，フランスにおける農村ツーリズムの動向」では，第 9 章で，イタリ

アのアグリツーリズムの動向や制度的枠組みを整理するとともに，アグリツーリズム農家

事例を紹介する。第 10 章では，イタリア農村ツーリズムの特徴であるアグリツーリズム

とアルベルゴ・ディフーゾを比較分析し，農村ツーリズムとしての課題を整理する。第

11 章では，イタリアのキアンティ地方の事例から，高級ワイン生産者団体によるアグリ

ツーリズムと，広域連合による地産地消的で持続的な都市近郊農業プロジェクトとの対立

について歴史的に明らかにする。第 12 章では，フランスのアグリツーリズム支援組織の

動向を整理し，ウール・エ・ロワール県におけるアグリツーリズム支援組織とオンライン

旅行会社との連携事例を紹介する。 

最後に，終章では，とりまとめを行い，本研究から得られた知見を基に農泊のさらな

る発展に向けて考察する。 
 

３．農泊推進の政策的位置づけと取組状況について 
 

本論に入る前に，農泊推進の政策的位置づけと取組状況について，概説する。 
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「農泊」は，明日の日本を支える観光ビジョン（2016年 3月，明日の日本を支える観光

ビジョン構想会議決定）（以下，「観光ビジョン」）において，初めてその推進がうたわれ

た。明日の日本を支える観光ビジョン構想会議は，2016 年に訪日外国人旅行者数 2,000 万

人の目標達成が現実になるのを踏まえ，次の時代の新たな目標を定め，必要な対応の検討

を行うため，2015 年 10 月に開催されたもので，その第 2 回会合で観光ビジョンが策定さ

れた。観光ビジョンでは，改革の柱として三つの視点が示され，そのうちの一つ「観光資

源の魅力を極め，地方創生の礎に」の中で，日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を

含む農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進すると記された。これを受けて，農

林水産業・地域の活力創造プラン（2016 年 11 月改訂，農林水産業・地域の活力創造本部

決定）において，人口減少社会における農山漁村の活性化に向けて展開する施策として，

持続的なビジネスとしての「農泊」によるインバウンド需要の取り込みが位置づけられ，

持続的なビジネスとして実施できる農泊地区の 500 地区創設が目標とされた。また，観光

立国推進基本計画（2017年 3月閣議決定）においても，農山漁村滞在型旅行をビジネスと

して実施できる体制を持った地域を 2020 年までに 500 地域創出することにより，「農泊」

の推進による農山漁村の所得向上を実現することが掲げられた。  

このように，農泊は，地方創生の潮流，インバウンド需要の中で推進されたが，政策

的なねらいとしては，「持続的なビジネスとしての農泊地域」の推進であろう。1992 年に

グリーンツーリズムの振興が政策的に位置づけられ，それ以降，農山漁村滞在型旅行の普

及を牽引
けんいん

してきたのは，農林漁業体験民宿であり，2008 年から農林水産省，文部科学省，

総務省が連携して実施してきた子ども農山漁村交流プロジェクトである。しかしながら，

2019年 4月にとりまとめられた農泊推進のあり方検討会の中間とりまとめでは，コンテン

ツの質の向上・量の拡大，利用者の利便性の向上，そして地域の体制整備等を課題として

挙げており，従来の都市住民や子供等の農業体験等を通じた交流を更に発展させ，持続的

なビジネスとしての視点を持った地域の取組が，農泊の推進に不可欠であることを示して

いる。 
農林水産省は，2017 年度から農山漁村振興交付金に「農泊推進対策」を創設し，農泊

の推進に必要となる専門人材の派遣や施設整備の支援等，ソフト・ハード対策を一体的に

支援している。これにより，農泊推進地域は，2019 年度に 500 地域を超え，2021 年度末

で 599 地域となった。中間とりまとめで課題とされた点についても，農泊地域を対象に行

った実績調査では，体験プログラム数や食事メニュー数，また OTA（Online Travel Agent，

オンライン旅行会社）予約や Wi-Fi 対応等に取り組む農泊地域も増加してきている。コロ

ナウイルス禍において，近隣への旅行（マイクロツーリズム）やワーケーション，リモー

トワークの目的地としての農泊ニーズも高まっているという。農林水産省では，こうした

新たな需要へ対応しつつ，引き続き，観光コンテンツの磨き上げ，農泊実施のための体制

整備，多言語対応やワーケーション対応等の利便性向上，滞在施設等の整備等を一体的に

支援することとしている。 
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第１章 新型コロナウイルス感染拡大による国内農泊への影響 

 
福田 竜一  

 

１．はじめに 
 

本章では，主に 2020年における新型コロナウイルスCOVID-19（以下，「新型コロナ」）

の感染拡大が，国内の農泊に与えた影響と各地域の対応状況を，以下の三つの観点から分

析する。第 1に，2020年の新型コロナ感染拡大下における国内の宿泊施設の宿泊客数の激

減状況を確認した上で，農泊の宿泊者数の影響を，宿泊形態としての農泊等の特徴を踏ま

えつつ分析する。第 2 に，2020 年 4 月に発出された第 1 回目の「緊急事態宣言」の下にお

いて，農泊実践地域がどのような状況にあったのか，電子メールによる現地関係者への聞

き取り調査結果を報告する。第 3 に，第 1 回目の緊急事態宣言解除以降の農泊実践地域の

状況と，新型コロナ感染拡大の長期化による農泊実践地域の対応変化の見通しについて，

農泊実践地域の現地調査の結果からその特徴や課題を検討する。 

 
２．新型コロナ感染拡大による宿泊客数の激減 
 

（１）新型コロナ感染拡大の状況 

まず 2020 年１月から翌 2021 年 1 月における新型コロナ感染拡大に伴う主な出来事を時

系列で確認する（第 1-1 表）。2020 年の 1 月から 3 月にかけて，海外の新型コロナ感染拡

大国からの入国拒否の措置が取られはじめ，3月 24日に東京五輪・パラリンピックの延期

が決定された。4 月には米国，中国，韓国なども入国拒否の対象にされると，同月 7 日に

7 都府県に対して第 1 回目の緊急事態宣言が発令された。同月 16日に宣言対象は全国に拡

大され，13 都道府県は特定警戒都道府県に位置づけられた。5 月からは段階的に緊急事態

宣言は解除され，5 月 25 日に全国で緊急事態宣言が解除された。 

緊急事態宣言の解除後は，宣言で大きな打撃を受けた宿泊業や旅行業などを支援する

ため，7 月に「Go To トラベル事業」による宿泊代金の割引が予定よりも前倒しで実施さ

れた。10 月には地域共通クーポンの配布が開始され，適用除外されていた東京都内の旅

行と東京都在住者の旅行が割引対象となった。しかしその後，新型コロナ感染の再拡大を

受け，12 月 28 日には Go To トラベルが全国一斉で停止され，翌年 2021 年 1 月 8 日には 1

都 3 県に第 2 回目の緊急事態宣言が発令された。 
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第 1-1 表 新型コロナ感染拡大に関する主な出来事（2020 年 1 月～2021 年 1 月） 
年 月 日 主な内容 

2020 1 27 中国政府が海外への団体旅行を禁止 

 3 9 日本政府が中国と韓国に発給済みのビザの効力停止 

 3 19 イタリアなど 3か国の一部地域からの入国拒否の対象に追加 

 3 24 東京五輪・パラリンピックの開催延期を決定 

 3 27 欧州 21 か国とイラン全土を入国拒否の対象に追加 

 4 3 米国，中国，韓国など 49か国・地域を入国拒否の対象に追加 

 4 7 政府が 7都府県に緊急事態を発令 

 4 16 
緊急事態宣言の対象を全国に拡大 

（13 都道府県を特定警戒都道府県と位置づけ） 
 5 14 8 都道府県を除く 39 県で緊急事態宣言を解除 

 5 21 大阪，京都，兵庫の 3 府県で緊急事態宣言を解除 

 5 25 
首都圏 1 都 3県と北海道の緊急事態宣言が解除され，全国で緊急事態

宣言を解除 
 7 14 「観光ビジョン実現プログラム 2020」 

 7 22 Go To トラベル事業による宿泊代の割引を前倒して開始 

 10 1 
Go To トラベルによる地域共通クーポンの配布を開始。 

東京都内の旅行及び東京都在住者による旅行も割引対象に 

 12 3 
観光戦略実行推進会議 

「感染拡大防止と観光需要回復のための政策プラン」を決定 

 12 3 
Go To トラベルの期限延長を決定 

（2021 年 1月末から同年 6 月末へ） 

  12 28 Go To トラベルを全国一斉停止（2021 年 1月 11 日まで） 

2021 1 8 1 都 3 県に緊急事態宣言再発令（2021 年 2月 7 日まで） 

 1 8 Go To トラベルの全国一斉停止を延長（2021 年 2月 7 日まで） 

  1 14 7 府県を緊急事態宣言の対象に追加 

資料：各種報道等を基に筆者作成． 

 

（２）宿泊者数の激減と訪日外客の「蒸発」 

次に新型コロナ感染拡大による 2020 年における国内宿泊者数全体への影響を確認する。

第 1-1 図は観光庁「宿泊旅行統計調査」による 2019 年と 2020 年の月別の延べ宿泊者数で

ある。2020 年の延べ宿泊者数は，1 月は前年同月を上回ったが，2 月以後は前年同月数を

下回った。緊急事態宣言が発令された 4 月から 5 月は，前年同月比で▲80％超の減少に見

舞われた。 

緊急事態宣言が解除された 6 月以降，宿泊者数は徐々に回復していき，その後開始され

た Go To トラベル効果もあいまって，11 月には前年同月比▲30.5％にまで回復した。しか

し新型コロナ感染の再拡大により，12 月には再び減少幅拡大に転じた。なお先にみたよ
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うに 2020 年 3 月までには入国制限は大幅に強化されており，訪日外客は 3月に同▲93.0％，

さらに 4 月には同▲99.9％（実数 2,917 人）となった。この間，訪日インバウンドはまさ

に「蒸発」したといえ，5 月以降も新型コロナのパンデミックが収束することはなかった

ため，同年内に訪日外客数が回復することはなかった。 

 

 

第 1-1 図 国内延べ宿泊者数の推移（2019 年 1月～2020 年 12月） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」。 

 

（３）一般宿泊と農泊との宿泊数の比較 

農林水産省の調べ(1)によれば，2020 年 5 月から 2021 年 1 月の間における農泊の延べ宿

泊数は 465,888 人泊で，前年同期比▲51％の減少であった。他方，「宿泊旅行統計調査」

による同じ期間における国内の延べ宿泊数は 224,505,150 人泊で，前年同期比は農泊と同

じ▲51％の減少であった。 

さらに第 1-2 図から，農泊と全体の宿泊者数の推移を月別にみると，両者がほぼパラレ

ルに変化していたことがわかる。第 1-3 図から，前年同月比の減少率を比較しても，この

間，両者がほぼ同じように推移していた。 

このように新型コロナ感染拡大による影響について，一般的な宿泊と農泊の宿泊数に

は，全体として明確な違いは認められなかった。ただし，2020年 5月の最初の感染拡大時

と，2021年 1月の再度の感染拡大時においては，農泊の前年同月比の減少率が全体の宿泊

者数よりもやや大きく下押ししていた。つまり，新型コロナ感染拡大時と再拡大時のショ

ックは，農泊の方がやや大きく受けていた可能性を指摘できる。 
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第 1-2 図 国内延べ宿泊者数の推移（2020 年 5月～2021 年 1月） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」及び農林水産省（2020）より筆者作成。 

 

 
第 1-3 図 国内延べ宿泊者数の前年同月比率の推移（2020 年 5 月～2021 年 1 月） 

資料：前掲図に同じ。 
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（４）考 察 

農山漁村地域に宿泊し地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ農泊が，新型コロナ感

染拡大の影響を受けやすい要因と，同じく農泊が受けにくい要因について，それぞれ「宿

泊施設」，「農山漁村地域」，「その他」の三つの観点から，以下のように整理することがで

きる（第 1-2 表）。 

 

第 1-2 表 新型コロナ感染拡大の影響に関する農泊の特徴 

 新型コロナ感染拡大の影響を 

農泊が受けやすい要因 

新型コロナ感染拡大の影響を 

農泊が受けにくい要因 

農
泊
の
特
徴 

宿泊施設 

農家民宿（民泊）の多くは，経営

主らの住む母屋に宿泊し，食事な

どの交流と体験をメインとするた

め，「三密」を避けにくい 

母屋と別の離れや古民家などの

「一棟貸」の施設であれば，他

者との接触機会を大きく減らす

ことが可能で，感染リスクも減

らしやすい 

農山漁村 

地域 

・経営主や地域内には高齢者が多

く，感染拡大地域からの宿泊客

から感染するリスクが意識され

やすい 

・農山漁村は医療体制が脆 弱
ぜいじゃく

な

ことが多く，外部からの受入れ

に消極的にならざるを得ない 

農山漁村地域は人口密度が低

く，感染者数も都市部に比べ少

ないことから，いわゆる「コロ

ナ疎開先」として注目された 

その他 

・緊急事態宣言が教育体験旅行の

集中期(4-5 月)と重なった 

・農泊自体が「不要不急」とみな

された 

・利用者に感染防止の観点から訪

問自粛の考えが広がった 

農泊のインバウンド利用割合は

概して低いため，入国制限の影

響もより少ない 

資料：筆者作成。 

 
 
農家が主に自宅（母屋）を宿泊施設とする農家民宿（民泊）の場合，その多くは母屋

で経営主ら家族と宿泊客が寝食をともにしていると考えられる。その場合，いわゆる経営

主と宿泊者らとの「三密（密集・密接・密閉）」は避けがたい。これに対し，施設数は非

常に少ないものの，古民家や町家などを改装した宿泊施設のうち，いわゆる「一棟貸し」

の施設では，宿泊客と他の客や従業員との接触機会を大幅に減らすことも十分に可能であ

る。このため，農泊の中でもこれらの宿泊施設では新型コロナ感染拡大下でも比較的安全

な宿泊先として注目を集めた面があった(2)。 

他方，農山漁村地域と都市的地域を比較すると，主に人口密度の違いなどから，新型

コロナの感染リスクに大きな違いがあると考えられているが，それは農泊にとってプラス
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の要因になる場合と，逆にマイナスの要因になる場合がある。また次節でみるように緊急

事態宣言発令下における農泊実践地域に対する聞き取りなどによれば，特に緊急事態宣言

下における農泊での外客受入れがさらなる感染拡大を招くリスクに対する不安は大きく，

農泊の受入れを続けるべきか否かという点で，地域には大きな葛藤を引き起こしていた。

その他にも，緊急事態宣言の発令時期の問題やインバウンドへの依存度の違いといった点

も，新型コロナ感染拡大の影響に関する違いをもたらす要因として考えられる。 

しかし，そのような違いはあるにせよ，新型コロナ感染の拡大過程とそこからの回復過

程において，農泊と他の宿泊形態の全体的な動向を見る限り，大きな違いは認められなか

った。この点については，さらなる分析が必要ではある。例えば，農泊では農業体験プロ

グラム等と連携していれば，宿泊施設は一般のホテルや旅館でも可能であり，特に取組開

始からの期間が間もない農泊地域では，既にあるホテルや旅館と連携して宿泊施設にして

いるところは少なくない。このようにそもそも農泊が他と比べ特殊な宿泊形態であるとは，

必ずしも言い切れないことなどが指摘できる。 

新型コロナの感染拡大初期において，農泊の宿泊客数の減少率が全体よりやや下押した

点に関しては，農泊の多くの宿泊形態で，他者同士の濃厚接触が避けられないこと，また

宿泊客・利用者側にも，感染者数が少ない農山漁村地域の宿泊先に，自らの訪問によって

感染拡大を招くような迷惑をかけたくないという意識が働きやすいなど，農泊の特徴や特

色がマイナスの要因として，一般の宿泊形態よりも強く働いた可能性があると考えられる。

逆に新型コロナ感染が収束し始めると，農泊が新型コロナ感染拡大の影響を受けにくい要

因がクローズアップされ，混雑する人気観光地等よりも観光需要が早く回復する傾向もあ

るかと推察される。 
 
３．緊急事態宣言発令による農泊実践地域への影響調査 
 

（１）調査方法と対象地域の概要 

本節では 2020 年 4～5 月に発令された第 1 回目の緊急事態宣言の影響について，農泊実

践地域に対する電子メールを用いた聞き取り調査を実施し，回答が得られた 3 地域の調査

結果を分析する。主な調査内容は，①宿泊客数の減少，②教育体験旅行の停止，③受入地

域としての反応とコロナ感染拡大防止対策，④当面の見通しの 4 項目である。ただし，地

域によっては的確な回答が得られなかった項目もあった。3 地域の概要は以下のとおりで

ある。 

A地域は畑作や酪農などの盛んな農業地帯である。グリーンツーリズムの開始当初は教

育体験旅行やツアーなどの団体客の受入れを行っていたが，必ずしも労力に見合った対価

が得られず，観光業としての自立性と地域の持続性を確保する観点から，教育体験旅行や

団体客の受入れをやめて，主に近隣からの個人旅行客をターゲットに変更した地域である。 

B 地域は，茅葺き屋根の古民家の農村集落での農家民宿，第三セクターによる温泉宿泊

施設の運営，キャンプ場の運営などを実施している農泊実践地域である。かつて主産業で

12
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あった林業の衰退で，30 年以上前からの長期間にわたるグリーンツーリズムの取組を地

域ぐるみで継続しており，個人客・団体客，教育体験旅行など幅広く広く受入可能な現在

の農村ツーリズムの体制を構築した地域である。 

C 地域は，一般家庭や農家による教育体験旅行の受入れに特化したグリーンツーリズム

にやはり長く取り組んできた農泊実践地域である。C 地域では，ビジネスとしてよりも，

農泊やグリーンツーリズムの持つ教育的あるいは社会的効果といった公益的な意義を重視

して，地域ぐるみで農泊やグリーンツーリズム等に取り組んでいる。 

 

（２）調査結果 

 

１）宿泊客等の激減 

A地域と B地域では新型コロナ感染拡大前にはインバウンドが多数訪れていたため，新

型コロナ感染拡大の影響は 2020 年 2 月の時点で既に現れていた。A 地域は，もともと冬

季は閑散期で客数が少ないが，A 地域を含む都道府県内全域で，宿泊や体験プログラムの

利用客が，やはり 2 月以降はほぼ途絶えてしまったということであった。 

また B地域では 2月上旬からインバウンドの宿泊や，農村レストランでの団体昼食の予

約キャンセルが始まったとのことであった。その後，国内旅行客の激減が始まり，3 月の

温泉施設の売上げは前年同月の 4 割弱，4 月の平日は予約ゼロの状況となり，平日のみの

休業を検討していた。茅葺き屋根の集落や道の駅では，団体旅行客のバスは全く見なくな

ったが，個人客は自家用車で多く訪れているとのことであった。 

 

２）教育体験旅行の停止 

教育体験旅行に特化した C 地域では，2020 年春の教育体験旅行が全て秋に延期か中止

が決定されており，非常に深刻な影響を受けていた。更に秋に延期予定とした学校でも，

「延期の延期」を今後検討せざるを得ない状況にあった。4～5月は教育体験旅行が 1年で

最も集中する時期にも関わらず，C 地域の協議会としての売上げはほぼゼロとなった。秋

のシーズンも不透明な状況となり，少なくとも 1 年間は事業が全くできなくなることを前

提に対策を講じることを想定していた。 

B 地域でも，4 月以降の国内外の教育体験旅行等は全てキャンセルされていた。例年，

利用実績のある都市部の小学校や大学等の教育体験旅行は，6 月までキャンセルされてお

り，7 月以後の実施も不透明であった。 

 

３）受入地域の反応と新型コロナ感染拡大防止対策 

C 地域の協議会の教育体験旅行等の受入れに対する姿勢は，新型コロナ感染拡大下にお

いても「来るものを拒まず」であったが，他方で「身内」の受入家庭（農家）や地域内か

ら，新型コロナ感染拡大下で地域外部からの客の受入れに対する反対意見が出てくるので

はないかと懸念していた。協議会としても滞在中の客や生徒らに新型コロナの発症があっ

12 13
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た場合，どう対処すればいいのかわからないと述べていた。万一，教育体験旅行実施中の

生徒から受入家庭に感染が拡大すると，地域全体に影響が生じるおそれもあり，引いては，

新型コロナ収束後の受入再開にも影響しかねないことを懸念していた。 

B 地域では，新型コロナ感染拡大が収束するまでは，積極的な誘客対策はできないとし

ており，宿泊施設などのウェブサイト上では，宿泊施設の新型コロナ対策情報を発信して，

安全性をアピールしていた。 

 

４）当面の見通し 

A 地域では，2020 年は翌年以降の準備期間として計画を練るつもりとした。また 2021

年秋に国際的イベントを予定していたが，「こういうときには焦っても仕方がないので，

いまは来年以降の目標や計画の見直しをするつもりで構える」としていた。 

また B 地域では，新型コロナ収束後，大規模なキャンペーンやインバウンドの取戻し

のための国内外での集客イベント，プロモーション活動を実施したいとしており，国や自

治体には助成措置を要望していた。 

 

５）小括 

先に全体の状況をみたように，個別の農泊実践地域においても，新型コロナ感染拡大

による最初の影響は 2020 年 2 月頃からのインバウンドの途絶という形から現れ始めた。

その後，同年 4 月の第 1 回目の緊急事態宣言の発令によって，いずれの農泊実践地域でも

宿泊客数はほぼゼロとなる深刻な事態に陥った。特に半年前から 1 年以上前に予約が入る

教育体験旅行は，同年秋以降の予定も早い段階でキャンセルが入っていたため，先を見通

せない状況にあった。さらに外部との交流による感染拡大へのおそれから，地域には外客

の受入れに否定的な態度が広がりつつあった。他方で，緊急事態宣言下でも一部の個人客

は，自家用車を利用した観光をしていたこともわかった。 

 
４．緊急事態宣言解除後の農泊実践地域の状況―おわりにかえて 
 

（１）緊急事態宣言の解除後 

2020 年 5 月の第 1 回目の緊急事態宣言の解除後は，7 月に Go To トラベルによる宿泊料

金の割引が開始されたことなどから，先にみたように宿泊数も徐々に回復する傾向にあっ

た。しかし翌 2021 年 1 月 8 日に 1 都 3 県で緊急事態宣言が再発令（2 回目）され，その後

も感染の拡大状況の変化に応じ，宣言等の解除と再発令が 9 月 30 日の全面解除に至るま

で，度々繰り返されており，この間 Go To トラベルは停止状態が続いた。 

このように国内旅行や移動に関する状況は極めて厳しいものであったが，全ての旅行

等が完全に停止したわけでもなかった。すなわち，自家用車などを利用した少人数の家

族・個人旅行は，「三密」を避けることができることから，比較的安全な旅行形態として

注目されていた。緊急事態宣言解除後の旅行再開も，修学旅行や団体旅行ではなく，近場

14
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の個人旅行客（マイクロツーリズム）が牽引した。 

教育体験旅行の受入れを主に行う農泊実践地域では，教育体験旅行が緊急事態宣言解

除後も依然として中止ないし延期されていることが多く，実施する場合でも，徹底した感

染対策は言うまでもなく，場合によっては，宿泊施設を個室が確保できるビジネスホテル

等への変更を余儀なくされた（第 2 章の西海市の事例）。片や農泊実践地域側にも，農家

民宿（民泊）には同居の高齢者がいることも多いことから，感染リスクの高さを懸念して，

受入れの断念若しくは規模縮小といった苦渋の決断を下さざるを得ないことも少なくなか

った。このように新型コロナ感染拡大の長期化による農泊の停止の長期化は，農泊取組主

体の取組に対するモチベーションを大きく低下させたおそれがある。 

 

（２）新型コロナ感染拡大の長期化による農泊実践地域の対応変化の見通し 

個人旅行の受入れを行う農泊実践地域では，インバウンドや富裕層，あるいは都市住

民から，地元住民らによるマイクロツーリズムへとその対象をじわりとシフトする動きも

一部に見られた。ワーケーションなどの新たな宿泊の需要創出は，アフター・コロナにお

いて重要なことは間違いないが，その取組はまだ端緒の段階であり，アクセスや通信イン

フラなどの面で不便な農山漁村がワーケーション先に選ばれるための方策も別途考える必

要があると考えられる。 

他方，教育体験旅行をメインとする農泊実践地域ではメインターゲットの変更はほぼ

不可能であった。少なくとも 2020 年はそれらの地域の農泊は多くの場合，ほぼ中止状態

となり，翌 21 年においても，新型コロナ感染拡大は収束せず，新型コロナ感染拡大前の

「日常性の回復」を待ち続けなければならない日々が続いた。 

農泊を支える地域協議会組織等では，第 2 章や第 4 章でもみるように新型コロナ感染拡

大対策の支援政策を活用した資金繰りの確保等が，長期にわたる休業などを余儀なくされ

た農家民泊では，取組へのモチベーションの維持が，それぞれ課題であったといえる。 

第 1-3 表は農泊実践地域や実践主体の経営・運営に関して，第 1-4 表は農泊実践地域の

構造と範域そしてコンテンツについて，それぞれビフォア・コロナとアフター・コロナで

どのように変化する，あるいは変化した可能性があるのか，筆者によるこれまでの農泊実

践地域への聞き取り調査結果や，各種報道資料などを基に，試論的にまとめてみたもので

ある。なお両表で提示したのは，新型コロナの感染拡大の前後で，全ての内容がそっくり

入れ替わるという主旨ではなく，アフター・コロナにおける農泊が，ビフォア・コロナの

農泊とは，多かれ少なかれ異なる取組に変えざるを得なくなったことは明らかであり，変

化しなければならないと考えられる事柄を，様々な観点から，なるべく具体的に 2021 年

12 月の脱稿時点において書き記したものと捉えていただきたい。 
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第 1-3 表 新型コロナ感染拡大による農泊の変化の可能性 

（農泊地域と個別主体の経営と戦略） 

  
ビフォア・コロナ 

における農泊 

アフター・コロナ 

における農泊 

戦
略 

外部 

要因 

（農泊

地域） 

「機会」 

国内各地からの団体旅行（教育体験

旅行や企業等の研修旅行），短期滞

在，インバウンド，東京オリンピック

2020 

Go To トラベル等による観光支援政策

の拡大，新たな農村ツーリズム需要の

創出・増大，旅館・ホテルや飲食店，体

験プログラムの実施者など地域内事業

者らとの連携 

「脅威」 

災害や疫病の発生，国際情勢の変

化による旅行需要の不安定性，取組

主体数の高齢化・減少,外部資本の

参入による地域内競争の激化 

宿泊者の新型コロナの発症，国や自治

体の観光業支援政策の打ち切り・制度

変更，地域人口の減少・高齢化 

内部 

要因 

（個別 

主体） 

「強み」 
リーズナブルな料金での宿泊，専門

知識や技能，経験不要，簡単な研

修だけで誰もが直ちに取組可能 

高級志向・高価格を反映した宿泊，一

棟貸し等の宿泊施設による「三密」回

避，多面的機能を有する「拠点施設」と

して地域内で確立された地位 

「弱み」 
取組内容の品質は個々の主体に

「おまかせ」。同一料金で質が異なる

宿が混在 

研修や訓練等を要する専門知識・技能

が不足，コストアップに耐えられない経

営体力の脆弱さ 

成
果 

アウト 

プット 

農泊 

地域 

農家民宿（農泊）数の増加，宿泊者

数・訪問客数の増加 

関係人口，移住の増加，農業生産の増

加，耕作放棄地の解消， 集落活性化 

個別 

主体 

自家の空き部屋活用，遊休農地等

の利用拡大 

世帯所得の増加，取組主体の収入源

の多様化，後継者の確保 

アウト 

カム 

農泊 

地域 

農山村地域の活力創造，都市農村

交流の活発化 

農林水産業と観光業の調和による  

持続可能な農泊実践地域の確立 

個別 

主体 
第二の人生における「生きがい」 

地域内外との交流拡大，生活基盤の確

立 

課
題 

農泊地域 
大規模団体旅行受入れのための農

家民宿（民泊）数の確保・地域全体

の受入れ規模の維持 

他組織・団体や他地域との連携・ネット

ワークの強化，移住・定住者の呼び込

み・取り込み 

個別主体 
体験コンテンツを増やす，マンネリ化

の打破 

経営・家計リスクの管理，外客に依存し

すぎない多角的ビジネスの構築 

資料：筆者作成。 
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第 1-4 表 新型コロナ感染拡大による農泊の変化の可能性（農泊実践地域の取組） 

  

  

ビフォア・コロナ 

における農泊 

アフター・コロナ 

における農泊 

構
造 

担い手 
定年退職者，高齢の在来農家，跡

継ぎに農業経営権を譲るなどし

て，現役を引退した「隠居世代」 

収入・所得の「新たな柱」を必要

とする若年者層・後継者世代，地

域に根ざすことを目指す起業家や

移住・定住者 

宿泊施設 母屋にある空き部屋の活用 
母屋とは別の「離れ」や，古民家

などを利用した「一棟貸し」など 

範
域 

取組の範囲 単独の市町村・旧町村・小学校区 
複数市町村との広域連携化（地域

間ネットワーク化） 

地域内 

関係 

地域住民 
関係者中心の「地域ぐるみ」で地

域住民は疎外 

一般住民も巻き込んだ「観光地域

づくり」 

地域関係 

組織・ 

団体 

農泊協議会，観光協会，商工会，

農協，行政（農林課，商工観光

課，教育委員会等）が各々活動 

地域づくり観光法人（DMO）注の

下，関係する組織・団体の活動が

一体化・一元化 

地域外関係 
団体旅行受入れにおける宿泊部屋

数の地域間融通等 

広域化による総合的・一体的なブ

ランド確立，コンテンツ等に関す

る相互補完 

コ
ン
テ
ン
ツ 

食事 
形態 ホストとの共同調理・飲食 ゲストの自炊や「泊食分離」 

食材利用 
地場農産物利用促進は個々の取組

主体レベルによる取組 

地場農産物利用を地域レベルで促

進 

交流・体験 
濃密・濃厚接触を伴う対面による

交流 

「三密」を回避し，衛生対策など

感染防止対策を講じた交流・体

験，非対面・非接触が可能な VR

による疑似的体験 

資料：筆者作成。 
注.「地域づくり観光法人（DMO）」とは Destination Management/Marketing Organization の和訳語である。JTB 総合

研究所「観光用語集」よると「DMO とは，観光物件，自然，食，芸術・芸能，風習，風俗など当該地域にある

観光資源に精通し，地域と協同して観光地域作りを行う法人のこと」とされる。 
https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/dmo/（2022 年 2 月 17 日参照）。 
 
アフター・コロナの農泊の課題は，本資料に掲載した各章の事例調査結果にもそれぞ

れ言及されているが，あえて一言でいえば，主に感染拡大の防止を目的とした生活様式の

激変という環境の変化に農泊としてどのように対応するのか，ということになるであろう。

しかし他方で，アフター・コロナの課題には，農泊の担い手の世代交代や，持続可能な農

泊の実現といった，ビフォア・コロナの頃から既に農泊の課題とされてきたような事項も

決して少なくないといえる。これは例えば ICT 技術を活用したワーケーションやテレワー

クのように，新型コロナ感染拡大以前からの社会的課題が，新型コロナの感染拡大による

対応として，ことごとく前倒しに実現されていったようなことが，農泊の取組においても

起こっているという意味である。 

新型コロナの感染拡大防止策としての「三密」の回避は，教育体験旅行などの団体旅

行を主な顧客としている農泊実践地域に対しては，より利益率の高い質の高い宿泊サービ
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ス等を求める傾向のある個人旅行の受入れの検討を迫るものであったともいえるが，現実

には教育体験旅行等に特化した地域ではそのような転換が難しく，新型コロナの感染が収

束するまで「やり過ごす」しかない状況にあった。もっとも教育体験旅行の受入れを行う

多くの家庭や農家にとって，それは基本的には副業や生きがいのためであり，農業や自営

業や年金などの主な収入源はあるため，主業等も大きな影響を受けていない限り，農泊を

休止した経済的影響は限定的であったともいえる。第 3 章のように，福祉事業が中心だっ

たため，新型コロナ感染拡大の影響がやはり限定的に抑えられたケースもあった。 

しかし，第 2 章でみるように教育体験旅行に取り組む農泊地域の事務局等はこの間に手

数料収入等がほぼゼロとなったため，新型コロナ関連対策による各種支援なしには立ち行

かなかった可能性が高い。また第 5 章で指摘されるように，地域の飲食店は新型コロナ感

染拡大により度々休業や時短営業などを余儀なくされていた。このように新型コロナ感染

拡大が農泊実践地域に与えた影響は明らかに一様ではなかった。 

他にもインバウンドや都市住民といった，農泊実践地域とは地理的距離のある場所に

所在する顧客らだけでなく，例えば隣接する市町村や同じ都道府県内といった比較的近場

に住む個人らを対象とするマイクロツーリズムの重要性が新型コロナ感染拡大で高まり，

さらなる取組によって，当該地域における関係人口や移住者の増加につなげていくことも，

新たな農泊の課題になったことなどがある(3)。 

最後に，新型コロナ感染拡大の渦中において，各種活動を休止せざるを得なかった各

農泊実践地域が，その間どのようにアフター・コロナを見通し，そのための備えや対策な

どをどこまで実行することができたかによって，その後の農泊実践地域の発展に違いをも

たらす可能性があることを指摘しておきたい。本章で取り上げたA地域のように，この危

機をいかに「やり過ごすか」を考え，同時にアフター・コロナの構想を練ることができた

事例として，他にも，第 4 章でみる長崎県西海市雪浦地区のように，逆境を逆手に取る形

で，各種コロナ支援政策を「前向きに」活用し，アフター・コロナを見据えた地域内の合

意形成などの準備などに取り組むことができたかどうかは，農泊実践地域としてのその後

の発展の違いをもたらす要因になるだろう。 

 
注（1）第 1 回「多様な地域資源の更なる活用に関する農泊推進研究会」（2021 年 7 月 9 日開催）に提出された資料

（農林水産省，2020）に掲載の農泊地域における 5～1 月の利用実績調査。 

（2）「一棟貸し」の宿泊施設では，従業員や他の宿泊者等との接触を極力減らすことができることをセールスポイ

ントの一つとしてアピールしていた。また，2020 年の Go To トラベルでは，旅行代金の 35％が一律で割引され

たことから，比較的高額な宿泊料金の施設への人気が集まったとされており，農泊でいえば，古民家の一棟貸施

設のようなより高価格帯の宿泊施設に人気が集まったと考えられた。ただし，観光庁の「Go To トラベル事業の

利用実績及び利用状況」によれば，2020 年 7～10 月の Go To トラベル事業における利用価格帯分布は，1 人当た

り宿泊代金 1 万円未満の割合が合計 66.9％（5 千円未満が全体の 25.8％，5 千円以上 1 万円未満が 41.1％）を占

めていたとしており，上述のような説が必ずしも適切だとは言えない。 

（3）なお筆者によるビフォア・コロナ時点における徳島県西部地域の農泊実態調査（福田ら，2020）では，観光

18
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の取組を移住者増加につなげることが明確に目標化されていたことを報告している。同地域は我が国における着

地型観光の先進地であり，農林業を含む地域内産業が長期にわたって衰退している過疎地域であるが，ビフォ

ア・コロナ時点において，関係人口や移住者の増加を着地型観光や農泊の取組における間接的な課題，ないしア

ウトカムと位置づけられていたといえる。 
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第２章 教育体験旅行型農泊の発展可能性と課題 

―埼玉県秩父地域と長崎県西海市の事例より― 
   

平口 嘉典  
 

１．はじめに 
 
1990 年代のグリーンツーリズム農政以降，主として小・中学校の生徒が農家等家庭に

民泊して農業や農村の暮らしを体験する，教育体験旅行の取組が拡大してきた。2017 年

度より開始された農泊推進対策は，これまでの取組の維持発展に寄与するものとして期待

される。 

本稿では，教育体験旅行型農泊に取り組む二事例より，その発展可能性と課題を明ら

かにする。対象事例は，埼玉県秩父地域において公社が主導する取組と長崎県西海市にお

いて農家等が主導する取組であり，前者を行政主導型農泊，後者を住民主導型農泊と位置

づけて以下実態把握と分析を行う。 

佐藤（2010）によれば，教育体験旅行の受入先となる農家民宿では，農家主導の「ス

キー民宿転換型」と行政主導の「新規開業型」の二つのタイプが発展してきたが，近年，

第三の型として農家主導の「新規開業型」の農家民宿の出現が指摘されており，その例と

して，代表的な農泊地域である大分県宇佐市安心院や石川県能登町の事例が挙げられてい

る。また，坊・中村（2014）では，教育体験旅行の受入家庭の組織化等を行う受入組織

の運営方法に着目し，行政によって受入家庭数の確保が行われるものを「行政主体」，行

政は関わるものの住民が主体的に受入家庭数の確保や受入れ調整をするものを「住民主体」

と表現し，両者の比較から住民主体受入組織の課題として，サービス水準の低さ，人件費

確保，地区を越えた受入組織間の連携が挙げられている。 

本稿では，行政が農泊を主導し，受入家庭の探索や調整を行う取組を「行政主導型農

泊」とし，行政の支援は受けながらも農家・住民やそれらによる組織が農泊を主導し，受

入家庭の探索や調整を行う取組を「住民主導型農泊」とする。 

大學・納口（2021）は農泊地域五事例の事務局組織を対象に，地方行政の関係性に着

目した調査を行い，住民主体の事務局組織の展開がみられるものの，その運営においては

依然として地方行政による公的資金等の支援によって下支えされている実態を明らかにし

ている。また農林水産省（2019）では，今後の農泊推進においては，提供されるコンテ

ンツの質向上や利用者の利便性向上に加え，体制整備の強化が課題として挙げられ，農泊

の運営を担う中核法人（事務局組織）が経営能力を向上させながら安定的に発展すること

が望まれている。 

一方，現場レベルでは，運営を担う事務局サイドの問題だけでなく，受入れを担う住

民サイドの高齢化やモチベーションの問題も散見される。本稿では事務局組織と受入住民

の両面から取組課題を明らかにし，発展可能性と課題を考察する。 
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２．埼玉県秩父地域の事例 
 

（１）埼玉県における教育体験旅行誘致の取組 

埼玉県では，2012 年から「教育旅行のメッカ埼玉づくり事業」として教育体験旅行の

受入れを推進した(1）。当事業の実施において，県産業労働部では「教育旅行における『農

山村家庭での生活体験に伴う宿泊』に係る取扱方針」を定め，安全・衛生に関する講習を

受けた家庭であれば，農林漁業体験民宿等の登録がなくても受入れが可能となっている。

当初から秩父地域は受入地域となり，後述するO社が事務局を担って教育体験旅行の受入

れを開始した。 

 

（２）埼玉県秩父地域の概要 

埼玉県秩父地域は県西部に位置し，1 市 4 町（秩父市，横瀬町，皆野町，長瀞町，小鹿

野町）からなる。都心から 60～100km 圏内にあり，総面積の約 84％を森林が占め，農地

は約 2％である。地域の産業は，かつては養蚕・繊維業，林業，セメント業が中心だった

が，近年は観光業やハイテク産業が中心になっている。農林産物では，中山間地域の特徴

を生かし，キュウリ，ナス，イチゴ，ソバ，コンニャク，シイタケが生産されている。ま

た観光業との連携により，直売や体験農園なども開設されている(2）。 

 

（３）一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社の概要 

秩父地域の 1 市 4 町は，ちちぶ定住自立圏構想のもとで観光推進に取り組んでおり，そ

の中核団体として，一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社（以下，O 社）が存在する。

O 社では圏域自治体の負担金を主な収入として，滞在型観光の促進，外国人観光客の誘致，

地域ブランドの確立と特産品の販売促進に取り組んでいる。公社が主導する教育体験旅行

では年間 200 万円程度の手数料収入を得ている。 

 

（４）秩父地域における教育体験旅行受入れの実態 

 

１）全体像 

 O 社が窓口となり，県外小中学校の教育体験旅行を受け入れている。受入先は，地域内

の農家及び一般家庭である。 

 教育体験の主目的は，田舎暮らしを体験することであり，農業体験を必須とはしていな

いため，農家だけでなく一般家庭も受入れをしている。登録軒数は約 200 軒あるが，実際

に受入れをするのはそのうちの 70 軒程度である。教育体験旅行の受入れは 2014 年度から

開始し，年々受入数を増やしてきた（第 2-1 表）。 

  

20 21



第２章 教育体験旅行型農泊の発展可能性と課題―埼玉県秩父地域と長崎県西海市の事例より―（平口） 

22 

第 2-1表 延受入家庭数，延宿泊者数，受入校数の推移 

年度 2014 2015 2016 2017 2018 

延受入家庭数（軒） 136 250 359 420 263 
延宿泊者数（人泊） 467 1,111 1,238 1,496 913 
受入校数（校） 3 7 10 18 13 

注．O 社調べ。 
 
 
 利用者は，首都圏以外の小中学校の生徒が多い。当該地域は大都市近郊に立地すること

から，都市観光のオプションとして選択されるケースが多く，午後に到着し，翌日の午前

中に出発する例もある。近年は，埼玉県庁の勧めもあり，台湾等海外の生徒も受け入れて

おり，国内とあわせて年間 7 校程度を受け入れている。 

 体験内容については，農業体験や郷土料理体験以外にも，各家庭の実状に合わせて様々

な体験メニューが実施されている。外食は禁止事項になっているが，それ以外は特に制約

はなく各家庭に任されている。O 社では年 1 回，受入家庭を対象に食品衛生と消防に関す

る講習を開催し，受入時の安全確保に努めている。また，家庭での食事メニューの改善の

ために，外部講師を招いて講習会を開いたこともある。 

 O 社では当初から，受入家庭の確保に苦労した。行政の広報を通じて受入家庭を募った

ものの，ほとんど集まらず，市町の関係課に紹介してもらい，1 軒 1 軒直接交渉をして受

入家庭を開拓していった。こうした経緯もあって，受入れにはあまり制約を設けず，各家

庭が実施しやすい形をとっている。 

 料金は，1 泊 2 食付きで 1 人当たり 8,000 円程度である。このうち，約 7 割が受入家庭

に支払われ，1 割が旅行会社の仲介手数料(3），約 2 割が O 社の収入となる。 

 2019 年度には，農林水産省・農山漁村振興交付金（農泊推進対策）を受給している。

新型コロナウイルス感染拡大により，2020 年度より教育体験旅行の受入れを休止してい

る。 

 

２）受入家庭 a 

受入家庭 aでは，70代の女性１名で受入れをしている。知り合いに誘われたことがきっ

かけである。 

非農家だが，知り合いの農家の圃場を使わせてもらい，農業体験をさせることもある。

食事は郷土料理を盛り込んだ家庭料理であり，食材購入から調理まで，生徒と一緒に行う。

受入れ開始当初は，農業体験や郷土料理体験を意識的に準備していたが，最近はそれらに

こだわらず，自分の得意なもの，楽しめるものに少しずつシフトしている。自宅で趣味の

手芸教室を開いているため，生徒には手芸体験をさせているが，体験した生徒の反応はよ

い。海外の生徒の受入れも引き受けており，言葉は通じないが大きな問題はなく受入がで

きている。受入人数が多い時は知り合いに手伝いを頼むこともある。手伝いがきっかけで，

自身も受入れを始めた人もいる。受入れに掛かる費用は体験料収入で十分まかなえており，

そもそも収入が目的ではないので特に不満はなく，値上げを要望することもない。 

22



農林水産政策研究所 ［ICT 活性化プロジェクト【農泊】］研究資料 第２号 (2022.3) 

23 

無理のない範囲で，自分の生きがいとして受入れをしており，今以上の受入れ拡大は考

えていない。 

 
３）受入家庭 b 

受入家庭 bでは，60 代の夫婦で受入れをしている。O社からの誘いがきっかけで，当初

からのメンバーである。 

自給用の農地を所有しており，農業体験に利用している。食事は郷土料理や家庭料理を

生徒と一緒に調理している。近隣の名所案内や伝統芸能活動の見学など，地域の文化に触

れることも体験メニューにしている。農業体験をできる環境はあるものの，それだけでは

生徒の反応がよくないため，農業以外の様々な体験を盛り込むようにしている。受入れを

重ねるうちに，生徒たちにとっては農業や郷土料理を体験する以前に，「人の家に泊まる」

ことを体験する意義が大きいと考えるようになった。海外の生徒も受け入れており，言葉

は通じないが翻訳アプリを活用するなどして特に問題なく受入れができている。現在，受

入件数は年間 7 件程度である。受入れに掛かる費用は体験料収入で十分まかなえている。

収入を得ることが目的ではなく，現状の支払額に対して特に不満はなく，仮に支払額が増

えたからといって受入回数を増やす動機にはならない。 

教育体験旅行の生徒受入れの主目的は，生徒との交流を通じて生きがいを得ることであ

り，ビジネスとしては捉えていない。そのため，今以上の受入れ拡大も考えていない。 

受入家庭 2 軒の取組をまとめると第 2-2 表のようになる。 
 

第 2-2表 受入家庭数及び延宿泊者数の推移 
 

  受入家庭 a   受入家庭 b 

受入従事者 女性 1 名（70 代） 夫婦（60 代） 

農業との関連 なし（近隣農家と連携あり） 自給用農地 

農業以外との関連 手芸教室講師 山林所有 

農林漁業体験民宿登録 なし なし 

受入客層 教育体験旅行のみ 教育体験旅行のみ 

年間延宿泊者数 約 10～20 人泊 約 20 人泊 

農泊の目的 生きがい 生きがい 

注．ヒアリングを基に筆者作成。 
 
 

（５）小括 

本事例では，事務局を担うO社のリーダーシップのもと，行政主導で農泊を実施してお

り，受入家庭側の協力もありながら着実に実績を積んできた。受入家庭には厳格な受入条

件を課さず，自由度を与えることで，一般家庭の農泊への心理的障壁を下げ，結果として

受入家庭を確保し，比較的大規模な受入先にも対応している点は評価できる。 

ただし今後の展望においては，次に挙げる点で限界も指摘できる。それは，体験内容の

多くは各家庭に任されている点である。受入家庭にとってはできるだけ制約条件がない方

が取り組みやすく，創意工夫を発揮しやすいという点はメリットである。しかし反面，各
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家庭の自己流，試行錯誤の域からステップアップすることは難しく，仮に優れた実践があ

るとしても，それを広める仕組みを持ち合わせていない点はデメリットである。 

事業の継続性を考慮すれば，受入家庭のスキルアップやプロ化のための技能講習や受入

家庭同士の交流・意見交換などが必要である。また各家庭の自由度や個性は認めながらも，

体験内容のガイドラインの作成も必要である。もっとも，これにより受入家庭が脱退する

こともあり得るが，今後を見通した強固な受入態勢を構築するためには不可避といえよう。

逆に，ガイドラインが示されることで，ビジネスとして取り組む意欲のある受入家庭や民

宿業者を新規で確保することにもつながるだろう。 
 

３．長崎県西海市の事例 
 

（１）長崎県における農泊，教育体験旅行誘致の取組 

長崎県では，1996 年に長崎県グリーンツーリズム推進協議会が発足し，グリーンツー

リズムの研修会や誘客活動が開始された。2005 年には「長崎県農林漁業体験民宿方針」

を制定し，農林漁家民宿の開業支援として県独自の規制緩和を行い，同年，県内初の農林

漁業体験民宿が開業した。以降，県内の民宿軒数は年々増加し，2018 年には 1,057 軒に達

したが，近年は高齢化等による廃業がみられるようになり，減少傾向にある。2020 年度

における農林漁業体験民宿軒数は，922 軒である(4）。 
 

（２）長崎県西海市の概要 

長崎県西海市は県西端部に位置し，三方を海に囲まれた自然豊かな地域である。2005

年に西彼町，西海町，大島町，崎戸町，大瀬戸町の 5 町が合併し，現在の西海市となった。

福岡市から 150km 圏内，近畿地方から 700km 強と大都市から離れているが，長崎市まで

は 50km 圏内にあり，アクセスは悪くない。温暖な気候を生かしたミカンやトマトの栽培

が盛んである。またエビやタコなどの海産物も豊富に存在する。 
 

（３）一般社団法人山と海の郷さいかいの概要 

西海市農泊の前史は，旧西海町時代のグリーンツーリズムの取組に遡る。旧西海町長の

発案で西海町グリーンツーリズム協会が設置され，農山漁村体験交流が進められることに

なった。2005年には町内 6戸の農家が，県内で初めて農林漁業体験民宿を開業し，町外者

への体験交流宿泊受入れが始まった。しかし合併を機に，事務局機能を持つ旧町グリーン

ツーリズム協会が新市観光協会に移管されたことを境に，集客に苦慮する状態が続き，し

ばらく取組が停滞していた。 

それから約 10 年が経過し，体験民宿に取り組む農家・住民の間で農山漁村体験交流を

再興する機運が高まり，2016年に当時 8軒まで増えていた農林漁業体験民宿により，住民

主導で，山と海の郷さいかい（以下，任意団体 S）が立ち上げられた。任意団体 S は立ち

上げ時に市補助事業を活用したものの，運営自体は民宿家庭の手による，住民主体の組織
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である。 

2018 年度には事務局機能の強化のため，地域おこし協力隊制度を活用して市外から専

従の事務局員を招き入れ，20 年度には法人化を果たし，一般社団法人山と海の郷さいか

い（以下，S 社）となった。 

 

（４）西海市における教育体験旅行受入れの実態 

 

１）全体像 

当市では前述の任意団体 S のもとで，2016 年度より教育体験旅行の受入れが本格的に

開始された。受入家庭数は年々増加し（第 2-3 表），2020 年度には 45 軒に達した(5）。これ

に呼応して延宿泊者数も順調に増加してきたが，新型コロナウイルス感染拡大の影響を受

け，20 年度の宿泊数は 471 人泊と，前年度からほぼ半減した。特に 20 年度の教育体験旅

行受入れは 1,520 人泊（15 校）を予定していたが，ほぼ全てがキャンセルとなり，受入家

庭及び事務局運営に与えた影響は甚大である。 

 

第 2-3表 受入家庭数及び延宿泊者数の推移 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 

受入家庭数（軒） 18 27 32 40 45 
延宿泊者数（人泊） 132 266 602 926 471 

注．S 社調べ。延宿泊者数には一般客も含む。 

 

S 社の業務は体験宿泊手配が主であり，旅行手配サービス業の登録をしている。S 社の

収入は，宿泊料金の 18%程度を占める手数料と市からの農泊関連業務委託費が主であり，

それらは人件費と事務費に充てられる。任意団体 S の時代から各種助成金を活用しながら

運営を継続しており，2019 年度には関係機関と連携し，農林水産省・農山漁村振興交付

金（農泊推進対策）を受給している。 

新規受入家庭の探索・勧誘は，事務局と現受入家庭の主要メンバーで行っている。以前，

市報に勧誘記事を掲載したが効果はなく，知り合いに声を掛けたり，区長会に出向いて説

明をしたりして，徐々に受入家庭を増やしている。受入れを躊躇する理由の一つに食事の

提供があるため，普段通りの食事で良いことを都度伝えている。 

事務局では将来的には市等の補助金に依存しない，自立経営を目指しており，そのため

には 40 軒で年間 6,000 人泊の受入れが必要と考えている。これは売上げに換算すると約

6,000 万円で，事務局は 1,000 万円程度の手数料収入を得られることになり，事務局員を 2

名雇用できる計算である。 

受入れの質の最低ラインを確保するために，受入時に各家庭で実施すべきことを細かく

記したチェックリストを事務局で作成し，各家庭に配布している。また，受入家庭が参加

するワークショップを不定期で開催し，情報共有と質の向上を図っている。さらに，受入

時の場つなぎのツールとして，方言カードやすごろくを事務局で作成し，各戸に配布して
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いる。 

事務局が考える受入れの理想は，生き生きとした受入家庭の姿を見てもらうことと考え

ており，そのためのアシストをするのが事務局の役割と自認している。 

ここで，受入家庭 45 軒はタイプごとに次の三つに分類できる。それらは，X：農家副

業タイプ，Y：趣味的タイプ，Z：民宿専業タイプである。 

X：農家副業タイプは，専業農家が副業として農泊に取り組むタイプであり，10 軒が該

当する(6）。Y：趣味的タイプは，X タイプ，Z タイプのいずれにも該当せず，農泊を言わ

ば趣味として取り組むタイプであり，33 軒が該当する。Z：民宿専業タイプは，教育体験

旅行だけでなく一般客も受け入れ，農泊を生業とするタイプであり，2 軒が該当する。 

各タイプに該当する受入家庭を 1 軒ずつ抽出し（x，y，z），次にそれらの取組実態を述

べる。 

 

２）受入家庭 x 

X：農家副業タイプに該当する受入家庭 x は，ビワ 50a（ハウス 30a，露地 20a），ミカ

ン 1ha を生産する専業農家である。県内の農林漁業体験民宿の第 1 号であり，本市の取組

が始まった 2005 年当初から農泊を開始した。60 代夫と妻で受入れをしているが，40 代息

子の家族が同居しており，教育体験旅行の受入れの際は息子夫婦，孫も交流に参加してい

る。 

ビワ栽培の繁忙期である 4，5 月の受入れはできないが，それ以外は受入れが可能であ

る。以前は一般旅行客も受入れをしたが，最近は教育体験旅行の受入れのみであり，年間

延 50～60 人泊を受け入れている。受入滞在時間の関係もあり，子どもたちに農作業体験

をさせることはあまりなく，ビワやミカンを使ったお菓子作りや郷土料理の押し寿司づく

りを体験させている。 

農泊を始めた動機は，副収入を得ることではない。人口減少・高齢化が進む当市に子

どもたちを呼び込み，農業や田舎体験をしてもらい，地域で子どもたちの声が聞こえるよ

うにしたいという思いから農泊に取り組んでおり，小遣い程度の収入があれば良いと考え

ている。 

このように受入家庭 x は農業の副業として農泊に取り組んでいるが，収入目的ではなく，

地域振興を目的としていることが分かる。 

 

３）受入家庭 y 

Y：趣味的タイプに該当する受入家庭 y は，70 代夫と妻で受入れをしている。約 10 年

前に夫の定年退職を機に，実家に U ターンした。サツマイモ 20a ともち米数十 a を生産

し，それらを材料に，自宅の工房で郷土菓子のかんころ餅を年間 3,500 本製造している。

1 本 400 円で，年間 140 万円ほどの売上げになるが，材料費と手間を考えれば儲けはほと

んどないものの，手作りにこだわり，老後の楽しみとして続けている。直売所への出荷は

せず，得意客への販売やふるさと納税の返礼品として出品している。 
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2013 年に観光協会から誘いがあり農林漁業体験民宿を開業したが，数年間はほとんど

客が入らない状態が続いた。2016 年の任意団体 S の立ち上げに関わり，数年間，経理を

担当した。 

現在は年間延 80人泊程度を受け入れており，そのうち 2/3は教育体験旅行である。受入

れは収入目的ではなく，自分たちの生きがいとして行っており，市の活性化のためにも農

泊は重要と考えている。 

このように受入家庭 y は定年退職後に農業と農産加工に趣味的に取り組みながら，農泊

にも趣味の域で取り組んでおり，収入目的ではなく，趣味目的であることが分かる。 
 
４）受入家庭 z 

Z：民宿専業タイプに該当する受入家庭 zは，県内近隣市より 2002年に移住し，2016年

から夫婦で農林漁業体験民宿を開業した。海に面した立地であることから，地元漁協の准

組合員となり，保有する小型漁船は遊漁船登録をし，船釣りを体験メニューとして提供し

ている。 

もともと自然と一体化した暮らしがしたいと考えており，現在の家が売りに出た際に

すぐに購入し，夫婦で移住を決断した。現在 40 代の妻は，いつかは農林漁業体験民宿を

したいと考えてはいたものの，移住から数年間は他の仕事に従事していた。2016 年に仕

事を辞めるタイミングで任意団体 S の立ち上げに関わることになり，当組織の事務局を務

めることになった。任意団体 S では当初から住民に体験民宿の新規開業を促す活動をして

おり，自らがモデルになり他の住民に開業を促したいという思いから同年，体験民宿を開

業した。 

ターゲットは 40 代以上の女性を設定し，働く女性のリトリートステイや女子旅の利用

を狙っていたが，そうした客層だけでなく，家族客も多く来訪している。年間延宿泊者数

は 300人泊弱であり，リピーターが 7割を占める。2020年はコロナ禍にもかかわらず，延

宿泊者数は 275 人泊であった。 

自然と一体化した自分たちの暮らしを宿泊者に横目で見てもらい，一緒に楽しんでも

らいながら，その暮らしの良さを伝えたいという思いで体験民宿を経営している。また，

民宿専業で生計を立て，次世代に引き継ぎたいと考えており，教育体験旅行だけでなく，

若干高めの料金設定が可能な一般旅行客の受入れを積極的に増やしている。以前は教育体

験旅行の受入れは毎回受けていたが，今は受入家庭が不足する場合のみ引き受けるように

している。 

宿泊に来た子どもたちを自然に触れさせたり食事の調理をさせたりして，その反応を

みることに喜びややりがいを感じており，体験を通じた子どもたちへの教育効果にも意義

を見いだしている。 

このように受入家庭 z は x，y とは異なり，収入を得て生計を立てることを目的に農泊

に取り組んでいることが分かる。もちろん，収入のみを求めているわけではなく，宿泊者

と交流し，体験を通じて自分たちの思いを伝えるという目的も持っている。 
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受入家庭 3 軒の取組をまとめると第 2-4 表のようになる。 

第 2-4表 受入家庭数及び延宿泊者数の推移 
 

  受入家庭 x   受入家庭 y   受入家庭 z 

タイプ X：農家副業 Y：趣味的 Z：民宿専業 

受入従事者 夫婦（夫 60 代） 夫婦（夫 70 代） 夫婦（妻 40 代） 

農業との関連 ビワ 50a（ハウス 

30a，露地 20a）， 

ミカン 1ha 

サツマイモ 20a， 

もち米数十 a， 

農産加工 

－ 

農業以外との関連 － － 漁協准組合員， 

遊漁船登録 

農林漁業体験民宿 

登録年 

2005 年 2013 年 2016 年 

受入客層 教育体験旅行のみ 教育体験旅行が主， 

一般旅行が従 

一般旅行が主， 

教育体験旅行が従 

年間延宿泊者数 50～60 人泊 約 80 人泊 300 人泊弱 

農泊の目的 地域振興 趣味 収入 

 注．ヒアリングを基に筆者作成。 

 

（５）小括 

以上，農泊事務局を担う S 社と受入家庭 3 軒の取組実態を見てきた。これらから次の四

点が指摘できる。 

第一に，農泊に取り組む受入家庭の目的は，必ずしも収入ではなく，生きがいややり

がいを得ることである点である。対象事例では農家副業タイプと趣味的タイプで顕著であ

った。また民宿専業タイプにおいては収入が一義的な目的ではあるが，宿泊客との交流が

受入サイドのやりがいにつながっていた。こうした点は既存研究でもしばしば指摘されて

いるが，本事例においても確認された事実である(7）。 

第二に，住民主導型農泊地域における事務局組織の財務状況は厳しく，行政支援が不

可欠な点である。この点も既存研究において指摘されているが，今回新型コロナウイルス

感染拡大により手数料収入が激減したことで，より鮮明になった課題である。現状では事

務局組織の事業収入のほぼ全てが手数料収入のみであるという事業モデルが抱える課題と

もいえる。 

第三に，コロナ禍において教育体験旅行の中止が相次ぎ収入が激減した一方で，一般

旅行はさほど減少がみられない点である。本事例においても約 1,500 万円の売上げに相当

する 1,520 人泊がほぼ消滅しており，S 社や多くの受入家庭にとっては大きな痛手となっ

た。しかし受入家庭 z でみられたように，コロナ禍においても一般旅行客には大きな減少

はみられない。これは農家民宿経営においても重要であるが，手数料収入を得る S 社にも

次に挙げるように重要な示唆を与えている。 

第四に，農泊地域の事務局組織の経営維持のためには，教育体験旅行だけでなく，一

般旅行客の取り込みが必要な点である。当農泊地域では教育体験旅行をてこに受入家庭を

増加させてきたが，今後はリスクヘッジの点からも，一般旅行客誘致の戦略を立てる必要
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がある。ただしその場合，受入家庭 z でみられるように，一般客を受け入れるためのサー

ビス全般の質向上が必要になる。またコロナ禍の終息を見据え，インバウンド需要への対

応も再度検討されてよいだろう。農泊地域が安定的に維持発展していくためにも，受入れ

の間口を広げ，複数の選択肢を持つことは重要である。 
 
４．二事例の比較 
 

 （１）農泊運営体制の比較 

本稿で対象にした二事例の運営体制を比較すると第 2-5 表のようになる。以下，秩父地

域を事例 1，西海市を事例 2 と呼ぶ。 

両事例とも，教育体験旅行を開始したのは比較的最近である。事例 1 は都内から 100km

圏内にあるため，地方から関東圏への修学旅行客を取り込むことができている。一方事例

2 は大都市からは離れているものの，修学旅行先として人気を博す長崎市から 50km 圏内

にあり，長崎市周辺の観光資源とリンクして修学旅行客を取り込めている。 

農泊の実施体制では，事例 1 は公社が主導して取組を開始し，受入家庭の探索・勧誘や

受入先との調整を全て公社が行っており，行政主導型農泊と位置づけられる。一方事例 2

では，行政の支援は受けながらも，前身の任意団体の時から住民主導の組織として運営し

ており，受入家庭の探索・勧誘や受入先との調整も全てこの組織が行っており，住民主導

型農泊と位置づけられる。 

事例 1 の公社は，旅行会社，鉄道会社，ほか多数の企業・団体と連携しており，実施事

業は農泊のみならず，観光企画，特産品 PR など多岐にわたる。定住自立圏構想で拠出さ

れた市町からの負担金が主な収入であり，農泊による手数料収入は収入全体の比重として

は大きくないが，公社独自の事業収入の存在を対外的に示す上では重要な意味を持ってい

る。事例 2 では手数料収入による自立経営を目指しているが，実際には一時的な行政から

の助成金を活用して運営を存続しているのが実態である。 

受入規模をみると，受入家庭数，1 回当たりの受入人数，年当たり延宿泊数において事

例 1 が事例 2 のほぼ 2 倍である。事例 2 では農林漁業体験民宿の登録が必須であるのに対

し，事例 1 では県の取扱方針に沿った受入であり，取組のハードルが低いことが要因と考

えられる。 

宿泊料金は事例 1 と事例 2 で 2,000 円弱の開きがあるが，手数料収入は 1,700～1,800 円

台に収まっている。 

これまでにインバウンドへの対応として，海外の学生を受け入れた実績があるが，コ

ロナ禍により一時中断した。事例 2 では在留外国人（留学生を含む）を対象に，一部受入

れを再開している。 

いずれの事例においても，コロナ禍により教育体験旅行の受入れを中止しており，事

務局収入の激減がみられる。 
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第 2-5 表 二事例の比較 
 

事例 1：秩父地域 事例２：西海市 

教育体験旅行取組開始時期 2014 年 2016 年 

取組範囲 1 市 4 町 1 市（旧 5 町） 

大都市へのアクセス 東京都 100km 圏内 福岡 150km 圏内，近畿 700km 強，

長崎市 50km 圏内 

近隣の大型観光地・施設 東京ディズニーリゾート，都内 ハウステンボス，長崎市内 

農泊の実施体制 行政主導（観光公社） 住民主導（任意団体→法人） 

連携先 旅行会社，鉄道会社，ほか多数 市役所 

農泊以外の取組 あり（観光企画，特産品 PR 等） ほぼなし（農業体験予約代行） 

行政からの人的支援， 

資金支援 

・定住自立圏負担金の配分 

・農泊交付金（～2020 年度） 

・一時的な市の補助（起業支援，補

助事業），観光協会からの委託事業 

・農泊の取組主体として市から補助

（2021 年度～） 

・農泊交付金（～2020 年度） 

受入登録軒数（稼働軒数） 約 200 軒（約 70 軒） 45 軒（約 30 軒） 

１回当たりの受入人数 約 200 人（70 軒で） 約 120 人（30 軒で） 

宿泊業許可 なし，ガイドライン農泊 簡易宿所（農林漁業体験民宿） 

年当たり延宿泊数（人泊） 1,045 人泊 

（2014 年～18 年平均） 

482 人泊 

（2016 年～19 年平均） 

宿泊料金，内訳 8,000 円： 

受入家庭 5,500 円(約 70%)，旅行

会社 800 円（10%），公社 1,700

円（約 20%） 

9,900 円： 

受入家庭 6,600 円，旅行会社 990

円（10%），保険料 500 円，S 社

1,810 円（約 18%） 

インバウンド対応 あり あり 

コロナ禍の影響 教育体験旅行の受入れを中止 教育体験旅行の受入れを中止。

2021 年夏に一部再開するも，民泊

は無し。 

注．ヒアリング結果より筆者作成。 

 
 

 （２）受入家庭の特徴 

次に，二事例における受入家庭の特徴を整理する。事例 1 では県の取扱方針に沿って受

入を行っており，農林業体験民宿等の登録をしていない受入家庭が大多数であり，教育体

験旅行型農泊に特化している。受入家庭に自由度をもたせ，行政主導で広く薄く農泊地域

を形成することを可能にしている。 

一方，事例 2 では，農林漁業体験民宿の登録を要件とし，一般旅行客も受入可能な条件

を備えた上で教育体験旅行型農泊に取り組んでいる。受入家庭の多くは趣味目的で取り組

むものの，農家副業タイプで副収入を得るものや，民宿専業で収入を目的として取り組む

ものもみられ，受入家庭の分化が見られる。面的な広がりにはやや欠けるものの，住民主

導で発展可能性のある農泊地域を形成している。 

二事例における受入家庭の共通点として，次の二点が指摘できる。第一に，教育体験
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受入による収入は多くの受入家庭にとって副収入である。このことは，民宿専業の受入家

庭においても主収入は一般旅行客であることから，ほぼ全てに当てはまる。第二に，教育

体験受入に取り組む目的は，収入ではなく，受入側の生きがいややりがいである。事例 2

においては，生きがいややりがいを得る目的が根底にある上で，地域振興，趣味，収入と

いった目的への分化が見られた。 

 

（３）教育体験旅行型農泊の発展可能性と課題 

以上，二事例の分析から，教育体験旅行型農泊の発展可能性と課題について，次のよ

うに指摘できよう。 

まず，事例 1 のような取扱方針に沿って取り組む地域では，受入家庭が農林漁業体験民

宿の許可申請を進めることで，事例 2 の段階に進むことができる。しかし許可申請には費

用と手間を要することから，農泊受入に積極的かつ一般旅行客の受入も検討したい家庭が

対象になり，これまでのように行政主導で全面的に進めることは困難であろう。受入家庭

の主体性が必要であり，行政の役割としては，申請手続の手助けや申請費用の一部補助と

いった支援が中心になる。 

次に，農林漁業体験民宿の申請を終えた地域では，趣味的な取組から，農家副業又は

民宿専業へと発展する経路が見いだされる。この発展経路を進むためには受入家庭のサー

ビスの質の向上が求められ，一定期間，教育体験旅行で経験を積んでから一般旅行客の受

入れを行うというような段階が必要である。 

事務局サイドの支援として，スキルアップのための講習会の企画開催や，受入家庭間

の交流促進が挙げられる。一方で，対外的には事務局が集客活動を行い，教育体験旅行と

一般旅行の両面で受入家庭への送客をすることで，農家副業又は民宿専業の経営が安定化

するとともに，手数料収入の増加により事務局自身の経営安定化にもつながる。 

以上のような取組を事務局が費用を捻出して全てを行うことは難しく，行政サイドか

らの資金援助や，個の農泊受入家庭の支援が必要である。 

 

５．まとめ 
 

本稿では，教育体験旅行型農泊に取り組む二事例を行政主導型と住民主導型と位置づけ，

その発展可能性と課題を明らかにした。教育体験旅行型農泊については現状維持志向が強

く，高齢化等による受入家庭の減少に伴い受入規模の縮小，受入停止に追い込まれること

も予想される。さらにコロナ禍により，教育体験旅行型農泊のビジネスモデルの脆弱性が

露呈している。 

最後に，教育体験旅行型農泊の発展を図るために，三つの方向性を指摘する。第一に，

受入家庭のスキルを向上させ，受入家庭のプロ化を進めることである。農業経営の多角化

としての農家副業，あるいは民宿専業がこれに当てはまる。第二に，既存の宿泊施設と連

携し，宿泊と体験を分離した形で受入れを進めることである。体験のみの受入れであれば，
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これまで躊躇していた家庭や高齢家庭においても取り組める可能性があり，受け皿を増や

すことができる。第三に，地域振興を目的とした組織と連携し，地域振興活動の中に教育

体験旅行を位置づけて進めることである。言わば，地域ぐるみの農泊であり，対象事例か

らは導出できなかったが，農泊地域におけるもう一つの発展経路になり得ると考える。 

 
注（1）埼玉県における教育旅行誘致の取組は兒玉（2016）を参照されたい。 

（2）以上，埼玉県秩父農林振興センター（2020）「秩父地域農林業の概要」より。 

（3）教育体験旅行型農泊では，学校と受入先の間を旅行会社が仲介するのが一般的である。 

（4）以上，長崎県農林部農山村対策室提供資料より。 

（5）全ての受入家庭で農山漁村体験民宿の許可を得ている。登録手続は市の委託費により任意団体 S（現在は S 社）

が代行して行うため，受入家庭には費用負担はない。また，消防設備の購入や保健所への申請・登録料につい

ても市からの補助があり，新規開業への行政支援が準備されている。 

（6）S 社事務局へのヒアリングを基に集計した。Y，Z も同様。 

（7）福田ら（2020）では，徳島県にし阿波地域を広域的総合農泊地域と位置づけ，その可能性と課題を論じてお

り，専業農家が営む農家民宿の分析から，「やりがい」や「生きがい」を得る場になるという意識が農家民宿経

営の支えになっていることを指摘している。 
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第３章 古民家活用型農泊の地域社会における位置づけ 

―北海道八雲町における地域運営と結びついた農泊事業の展開― 
 

寺林 暁良  
 

１．はじめに 
 

農林水産省が実施する農泊推進対策では，農泊の推進体制の構築などを指す「ソフト」

とともに，農泊の拠点施設となる「ハード」の支援も実施されており，そのハードの具体

例として「古民家等を活用した滞在施設，廃校改修交流施設，農山漁村体験施設，農林漁

家レストラン等」(1)が挙げられている。本章では，この中の「古民家等を活用した滞在施

設」の例として，北海道二海
ふ た み

郡八雲
や く も

町において特定非営利活動法人やくも元気村（以下，

「やくも元気村」とする）が運営する「地場産レストラン＆古民家ゲストハウス SENTŌ」

（以下「SENTŌ」とする）を紹介する。八雲町では古民家という「ハード」を地域社会

の課題解決を図る拠点として位置づけることで，町の持続可能性の向上に寄与するととも

に，農泊事業自体の持続可能性も高めている。この事例を基に，古民家活用型農泊を地域

運営の手段として位置づけることの有効性を考察していきたい。 

本章の構成は次のとおりである。２．では，古民家の再生や活用が求められる背景や

そのための課題についてまとめる。３．では，北海道における古民家活用型農泊の現状を

紹介する。４．から６．までは，北海道における古民家活用型農泊の事例として，北海道

八雲町の取組を紹介する。まずは八雲町における農泊推進体制を概観するとともに，八雲

町で古民家活用型農泊が実施された経緯を述べる（４．）。そして，八雲町の農泊事業の具

体的内容を紹介するとともに（５．），コロナ禍による影響と対応について述べる（６．）。

最後に，以上を踏まえて７．では，八雲町において古民家活用型農泊が持続的に運営され

ている要因を考察する(2)。 

なお，本章の４．から６．は，寺林(2022)を転載し，本報告書向けに加筆・修正した

ものである。 

 

２．古民家の再生・活用とその課題 
 

まず，古民家とは何かを整理しておこう。古民家の定義は曖昧であるが，古民家鑑定

士や伝統再築士，伝統耐震診断士などの資格者のネットワークである一般社団法人全国古

民家再生協会は，古民家を「昭和 25 年の建築基準法制定時に既に建てられていた『伝統

的建造物の住宅』すなわち伝統構法」(3)と定義している。また，一般的には登録有形文化

財建造物の基準に準じて「築 50 年以上を経過していること」，日本家屋の伝統的な建築工

法である「木造軸組工法で建てられていること」などが条件になることが多い(4)。 
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現在，古民家の利用は各地で広くみられ，かつ求められるものになっている。その背

景には，都市部・農村部によらず日本各地で「空き家」が増えていること，地域文化を象

徴する建築物である古民家の地域資源としての価値が見直されていることなどが挙げられ

る（藤川，2013）。こうした中で，農村部においては古民家が「農家民宿」や「農家レス

トラン」などとして活用される事例が増えてきたといえる。 

ただし，古民家を再生・活用していくためには，課題もある(5)。まず，活用するために

は，現代的な生活様式に沿うような改修が必要になることである。具体的には，断熱・気

密性能の向上，水回り（台所，トイレ，浴室など）の入れ替えなどが行われることが多い。

また，古民家の活用を継続していくためには，以上のような改修費用を回収し，事業を運

営していくための資金を継続的に稼ぎ出す必要がある。 

このように，古民家は既に地域にある資源ではあるものの，その再生・活用のために

は，改修費用や運転資金などの費用負担が発生する。そのため，これらの費用を賄えるよ

うな活用のあり方を考えることが重要となる。特に，新型コロナウイルス感染症の流行は，

地域外の旅行者に依存したビジネスモデルの脆弱性も露呈した。古民家のような「ハード」

の事業の持続可能性を高めるためには，宿泊施設や飲食施設としての活用だけではなく，

様々な活用の選択肢を整理することが求められているといえる。 

 

３．北海道における古民家活用型農泊 
 

八雲町のある北海道における古民家や古民家活用型農泊の状況についても概観してお

こう。総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査」によると，北海道には 1950（昭和

25）年以前に建てられた住宅が 2 万 2,600 棟残されている。北海道の古民家の特徴は，明

治・大正時代の開拓期に開拓者たちが移住元の大工を呼び寄せて住宅を建てたため，日本

各地の建築様式をもつ古民家が残されていることである(6)。また，都市部には開拓期に和

洋折衷様式で建てられた古民家があるほか，農村部には木造バルーン工法の畜舎や軟石造

りの石倉，サイロなどの農業関連施設などもある。このように，活用しうる古民家等は少

なくない。 

ただし，古民家活用型で農泊推進対策に取り組んでいる事例は多くない。北海道では

2021 年 5 月時点で 45 地域が農泊推進対策に採択されている(7)が，八雲町以外で古民家活

用型農泊に取り組んでいるのは，河東
か と う

郡鹿追
しかおい

町（2017 年度採択）， 石狩
いしかり

市（2018 年度採

択），函館市（2019 年度採択）の 3 地域にとどまっている。なお，全国古民家再生協会の

北海道支部でもある一般社団法人北海道古民家再生協会が管理や改修に携わる伝統工法の

古民家は石狩市と八雲町の 2 地域にとどまっている(8)。 

このように，古民家活用型の農泊事業が広がらない背景の一つにも，設備を所有し，

維持管理することへのハードルの高さがあると思われる。以上のような背景のもと，古民

家活用型農泊を持続可能なかたちで展開する事例として，八雲町を取り上げていきたい。 
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４．八雲町における農泊の契機 
 

（１）八雲町の農泊事業の概要 

八雲町は，渡島
お し ま

総合振興局管内，渡島半島の中央部に位置する人口 1 万 5,468 人，8,105

世帯（2021年 7月末時点）の町である。八雲町は，中心市街のある八雲地区，南部の落部
おとしべ

地区（1957 年合併の旧落部村），西部の熊石
くまいし

地区（2005 年合併の旧熊石町）の 3 地区から

なる。函館市と札幌市の間，あるいは函館市と倶知安町やニセコ町といった外国人観光客

に人気の観光地の間に位置し，通過する旅行者は多いものの，八雲町が滞在地にされるこ

とは少ないという課題があった。一方，2030 年には北海道新幹線の新八雲駅が設置予定

であり，人流の拡大に期待が寄せられている。 

こうした中，八雲町では 2018 年 10 月に八雲グリーンツーリズム推進協議会が農林水産

省の「農村漁村振興交付金（農泊推進対策）」の対象として採択されたことで農泊事業が

始まった。同協議会には宿泊部門，食事部門，体験・交流部門の各部門があり，それぞれ

に町内の関係団体が加わっている（第 3-1 図）。実質的に農泊事業に取り組むのは，同協

議会で中心的な役割を担い，八雲町でまちづくりに関わる様々な事業を展開する，やくも

元気村である。1 年に 1 度開かれる同協議会の総会では，やくも元気村から事業の進捗状

況について報告が行われるなど，構成団体間で情報共有が行われている。 

 

 

第 3-1 図 八雲グリーンツーリズム推進協議会の実施体制 

資料：農林水産省ウェブサイト(9)。 

 

八雲町での農泊事業は，1907 年頃に銭湯として開業した古民家(10)を改修し，宿泊施設

と地産地消レストラン（地場産レストラン＆古民家ゲストハウス SENTŌ，以下「SENTŌ」

とする）として活用しているところに特徴がある。交付金は古民家の改修費用に活用され

ているほか，2018年度（事業 1年度目）には古民家の改修とモニターツアーなどによる農

泊受入れの体制づくり，2019年度（事業 2年度目）にはウェブサイトの構築や情報発信の

強化などの体制強化を行ってきた。 

 

八雲グリーンツーリズム推進協議会

中心的な役割
を担う団体

宿泊部門 食事部門
体験・
交流部門

その他

• NPO法人やくも
元気村

• NPO法人やく
も元気村

• 八雲ホテル旅
館組合

• NPO法人やく
も元気村

• 八雲町料飲店
組合

• 八雲グリーン
ツーリズム推
進有志の会

• NPO法人やく
も元気村

• 八雲観光物産
協会

• 八雲町
• 八雲商工会
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（２）特定非営利活動法人やくも元気村 

 

１）設立の経緯 

ここで，八雲町の農泊事業を中心的に担う，やくも元気村について説明しておきたい。

やくも元気村は，就労継続支援 B 型事業所として福祉事業を展開してきた NPO である。

やくも元気村の農泊事業は，この福祉事業とも密接に関係している。 

やくも元気村は，2011 年 1 月に NPO 法人として設立認証されたまちづくり団体で，定

款上の目的を「『結の精神』を生かし，社会全体でお互いを思いやり，支えあい，成長し

あえる環境づくりを目指して，障がい者など社会的弱者の人権尊重と社会参加の促進を図

ることにより，地域福祉に寄与するとともに，すみよいまちづくりに向けての環境づくり

や社会教育活動の推進を図ることを目的とする」(11)としている。 

やくも元気村が設立したきっかけになったのが，1978 年に設立した「若人の集い」と

呼ばれる青年組織活動に代表される，住民による活発なまちづくり活動である（内田，

1994；坂西，2019；若人の集い，2020）。やくも元気村は，これらの住民活動を行ってき

た有志が，障がい者福祉の取組を具体的に進めるために設立し，法人化したものである。 

やくも元気村の中心的な施設である「共生サロン八雲シンフォニー」は，2011 年に共

生型基盤整備事業の補助を受けて設立した定員 40 人の就労継続支援 B 型事業所であると

ともに，コミュニティカフェやミニ図書館，キッズスペース，施設貸館などを併設する施

設である。障がい者のみならず，子どもから高齢者まで様々な人々の交流拠点として年間

3,000 人程度が利用している。 

 

２）福祉事業所としての取組 

やくも元気村は，福祉の事業所として利用者の様々な作業を支援している。各施設で

は，パソコン技術の習得，コミュニティカフェでの接客及び調理，コースターなどの木工

品やポストカード，アクリルたわし，ふきんなどの手芸品や，本革製品の製作などを行っ

ている。しかし，組織内だけでは作業内容が限られるため，様々な企業や組織・団体から

作業を受託するなどして，その幅を広げている。 

その一つとして，やくも元気村では 20a ほどの面積で農業に取り組んでいる。具体的に

は，製薬会社より漢方薬の原料となるトウキの生産を受託しているほか，独自に販売する

ためにサツマイモやジャガイモ，枝豆を栽培している。農地は，やくも元気村の各施設の

隣接地を利用しているほか，農家から遊休農地の借入れも行っている。耕起などの重機が

必要な作業は，やくも元気村の理事を務める農業者が担っている。 

野菜宅配も行っており，やくも元気村で生産した野菜のほか，近隣農家から購入した

野菜を活用することもある。そのほかにも，イチゴ農家の選別作業や除草作業などを受託

する場合もある。 

また，町内の企業や団体などからの受託作業としては，ミニコミ誌の折り込み・発送，

ふるさと納税返礼品でもある海産物の箱折・袋詰め，漁具の修復作業，バイオマス利活用
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施設での廃棄物の選別・処理作業などがある。 

ただし，以上の受託作業は季節的なものが多いほか，作業量が相手先の都合に左右さ

れることもあるため，利用者が拡大する中で，やくも元気村が独自に作業内容を創出する

ことも重要であった。そこでやくも元気村は，2017 年に「パン工房げんき」を設立した。

パン工房は，パンの生産，販売，店舗運営まで，1 年を通じて常設的な作業の場を確保す

ることにつながった。 

そして，SENTŌ を設立した理由の一つもまた，福祉事業所として作業の場を確保する

ことであった。このように，やくも元気村が農泊事業に参入した一つの背景は，福祉事業

が進展したことに求められる。 

 

３）やくも元気村による農泊事業の契機 

以上を踏まえ，やくも元気村が農泊事業を始めた経緯について説明する。直接の契機

になったのは，2016 年にやくも元気村の理事長の息子である A 氏が八雲町に U ターンし

たことである。A 氏は海外の大学を卒業後に首都圏の民間企業に就職していたが，八雲町

の第一次産業における労働力不足，特にホタテ養殖の耳吊り作業時期における人手不足に

問題意識を持っていたほか，首都圏で働く中で，都市での生活に疲れた若者を農村に呼び

込んでみたいという思いも持っていた。そこで企業を退職し，都市部から人を呼び込むた

めの人材紹介会社を起業するため，八雲町に戻った。 

こうして八雲町で人材紹介事業を始めたものの，この時に A 氏が痛感したのは，第一

に，八雲町に働きに来てもらうためには八雲町の魅力を可視化する必要があること，第二

に，人材を受け入れるためには一定期間滞在できる宿泊施設が必要であることであった。

そこで着目したのが，農村漁村振興交付金を活用した農泊事業であった。農泊事業を実施

することで，海と山に囲まれた八雲町の魅力を発信することにつながるほか，町外者の滞

在場所となる宿泊施設を確保できると考えられた。 

一方，やくも元気村でも，上述のように福祉の作業場所を更に確保したいとの思いを

持っていたほか，まちづくりや第一次産業の活性化の一環として観光事業に取り組みたい

という希望も持っていたため，この農泊事業をやくも元気村の「グリーンツーリズム事業」

と位置づけて実施することになった。 

やくも元気村が農泊事業の主体になることは，やくも元気村の福祉事業と農泊事業の

双方にとってメリットが期待できることであった。すなわち，福祉事業にとっては，宿泊

施設の自前で持つことによって，障がい者の恒常的な作業場所を確保することにつながる。

一方，農泊事業にとっては，宿泊施設を新規に起業することには大きな事業リスクがある

が，やくも元気村の活動の一環として位置づけることで，福祉事業という安定した経済基

盤を得ることができる。宿泊施設の作業の一部を福祉事業所の作業場とすれば，人件費も

抑制できる。 

こうして，やくも元気村は町内の関係組織に声かけをして協議会を立ち上げるととも

に，農村漁村振興交付金の申請を行った。申請書の作成に当たっては，八雲町役場や北海
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道庁渡島総合振興局に内容確認やアドバイスなどの支援を受けることができた。 

 

５．八雲町における農泊事業の内容 
 

（１）古民家 SENTŌ の運営 

やくも元気村は，農泊事業をグリーンツーリズム事業と位置づけ，Yakumo Village とい

う名称で運営している。ここでは，具体的にやくも元気村のグリーンツーリズム事業につ

いて紹介していきたい。 

やくも元気村は，「農村漁村振興交付金（農泊推進対策）」の申請に当たってグリーン

ツーリズム事業の拠点となる宿泊施設やレストランを確保することが必須であると考え，

現在 SENTŌ となっている古民家の購入と改修を申請書に盛り込んだ。幸いにも，JR 八雲

駅から徒歩 10 分程度という好立地にある古民家を購入するめどを付けられていたため，

計画は順調に進んだ。この古民家を改修するに当たっては，北海道古民家再生協会に設計

を依頼した。そして SENTŌ は，2018 年 11 月にゲストハウス，レストラン，直売所とい

う三つの機能を有する施設として開業した（第 3-2 図）。 

 

 
第 3-2 図 地場産レストラン＆古民家ゲストハウス SENTŌ 

資料：筆者撮影（2021 年 10 月 18 日）。 
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まず，ゲストハウスは，比較的安価に宿泊でき，宿泊者間の交流も楽しめる宿泊施設

である。宿泊部屋には，男女混合ドミトリー，女性専用ドミトリー，個室の三つがある。

ドミトリーには 2 段ベッドが二つずつ配置され，1 部屋につき 4 人が宿泊できる。宿泊者

が多い場合には，初対面同士でも相部屋となるのが特徴である。個室は団体の場合，最大

3 名まで宿泊できる。宿泊部屋のほかには，キッチンを備えた共用のラウンジ（居間）が

あり，ゲスト同士が交流できるスペースとなっている。トイレとシャワーは二つずつあり，

共用である。宿泊料金は，ドミトリーが素泊まりで 1 泊 1 人 3,000 円，個室が 1 泊 1 人

4,000 円，一棟貸切りが 10 人まで 3 万円となっており(12)， Yakumo Village のウェブサイト

や Booking.com などの宿泊予約サイトからインターネット予約が可能である。支払には各

種クレジットカードをはじめとするキャッシュレスサービスが利用できる。 

このゲストハウスは開業直後から多くの宿泊客を集め，開業１年間でのべ 670 人が宿泊

した。その 4 分の 1 は外国人であり，グリーンツーリズム事業の拠点として大きな役割を

果たすことになった(13)。 

次にレストランは，昼はランチ，夜は居酒屋として営業されている。提供料理に使わ

れる米や牛肉，豚肉，卵，牛乳，軟白ネギ，ホタテなどに代表される食材は，八雲町の地

場産であることにこだわっている。居酒屋でも八雲町産の地ビールや地酒などが提供され

る。地場の食材にこだわって提供しているのは，八雲町の魅力を発信するとともに，地域

経済に貢献したいという意図があるためである。銭湯であった頃の浴槽がそのまま残され

ており，一部の客席はこの浴槽の中に設けられている。また，レストランは地域住民の交

流場所にもなっており，ここで高齢者の「100 歳体操」や落語の寄席，オープンマイク音

楽イベントなど，各種のイベントが行われることもある。やくも元気村の活動を紹介する

資料も展示しており，地域内外の人々にやくも元気村の取組を知らしめる拠点にもなって

いる。 

そして，直売所では八雲町やその周辺で生産・採取された野菜や山菜などが販売され

る。これも，八雲町の魅力を発信し，地域経済へ貢献する役割を果たしている。 

なお，SENTŌ は，福祉事業の利用者にとっては，様々な作業の場としても機能してい

る。SENTŌ 全体では庭の管理や雪かきなど，ゲストハウスでは清掃作業など，レストラ

ンでは接客や清掃，配膳など，直売所では品出しや仕分け清掃などが主な作業である。人

件費部分が利用者の作業工賃として抑制されることは，SENTŌ の経営上の大きなメリッ

トとなっている。特に，レストランは地場産の食材を使うことにこだわっていることから，

仕入れの単価が高くならざるを得ない部分もある。しかし，福祉と連携した施設運営を行

うことによって，持続的な運営が可能になっている。 

 

（２）体験事業の実施とコーディネート 

グリーンツーリズム事業のメインターゲットは外国人であったが，外国人は「体験」

にお金を落とす傾向があるとの認識を持っていたことから，やくも元気村では，ゲストハ

ウスの開業直後から体験事業の整備も進めた。 
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現在，実施している体験プログラムは，第 3-1 表のとおりである。農業関係の体験は，

農家 5 軒程度と連携して行っている。「オリジナルねぷた作り体験」や「もち米農家で本

格餅つき体験」「熊彫り体験」などは，町内在住の専門家に対応を依頼している。「星空観

察」などの自然体験は，町内の有識者などに対応を依頼することもあるが，やくも元気村

の職員（特にA氏）が案内することが多い。また，体験プログラム実施場所までの送迎や

実施補助，道具の準備，片付けなどは，福祉事業の利用者が担当する場合もある。 

体験プログラムの客数も順調に増え，2019年度は農業体験を中心に累計で 200人近くが

参加した。やくも元気村では，今後も体験プログラムの種類を増やしたり，組み合わせて

パッケージ化したりするなどして，参加者を増やしていきたいとしている。 

 

第 3-1 表 Yakumo Village の体験プログラム 

体験名 時期 料金 
（大人 1 人） 

和牛のお世話体験 通年 2,000 円 
軟白ネギの収穫体験 9～4 月 3,500 円 
オリジナルねぷた作り体験 通年 2,000 円 
熊彫り体験 通年 3,000 円 
もち米農家で本格餅つき体験 通年 4,500 円 
ホタテの養殖体験（耳吊り作業） 3〜5 月 3,000 円 
スノーシュー体験 1〜3 月 2,000 円 
スノーモービル体験 1〜3 月 4,500 円 
八雲名所巡りツアー 通年 3,000 円 
星空観察体験 通年 1,500 円 
オオワシ・オジロワシウォッチング 10〜3 月 3,000 円 
資料：Yakumo Village ウェブサイト(14)。 

 

（３）教育旅行 

やくも元気村では，グリーンツーリズム事業の開始に合わせて，教育旅行のコーディ

ネートも開始した。開始に当たっては，教育旅行の実施団体として実績のある有限会社マ

ルベリー（所在地：蘭越町）のもとで研修を行い，その後も教育旅行客を紹介してもらう

など連携が続いている。 

教育旅行を受け入れる農家や漁家は，八雲グリーンツーリズム推進協議会にも名を連

ねる，グリーンツーリズム有志の会である。この会には八雲町内の 21 軒に加え，周辺の

長万部町や森町，せたな町からも加わっており，全体で 30 軒程度になっている。中学

校・高等学校から修学旅行を受け入れ，農家や漁家で過ごしてもらうことである。漁師で

あれば朝 3 時に出港し，酪農家であれば夜 8 時から搾乳するなど，それぞれの生活時間も

含めて体験してもらうことにしている。 

2019 年度は，岩手県，神奈川県，大阪府，京都府の 4 府県から合計 4 校の生徒合計 270

人程度が宿泊した(15)。 
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（４）情報発信 

やくも元気村では，農村漁村振興交付金で Yakumo Village のウェブサイトを整備するな

ど，情報発信を進めてきた。 

まず，初年度には交付金事業としてモニターツアーを行ったが，その際には農業体

験・交流 NGO であるWWOOF
ウ ー フ

ジャパンを通じて受け入れていた外国人ボランティアの協

力を得た。やくも元気村は，外国人ボランティアにやくも元気村の「ヘルパー」として働

いてもらう代わりに，宿泊場所と食事を無償提供するという仕組みを導入している。これ

によって多くの外国人と交流を進めていたことで，モニターツアーの開催も順調に進める

ことができた。 

また，定期的な情報発信としては，Yakumo Village のウェブサイト内にあるブログのほ

か，Facebook や Instagram, Twitter といった SNS での情報発信をメインに行っている。ま

た，A氏個人も頻繁に SNSの更新を行っており，これによって培われたネットワークが，

他地域との連携も含めて，事業運営に大いに役立っている。 

 

（５）他の組織や地域との連携 

やくも元気村のグリーンツーリズム事業は，町内外の様々な組織との連携によって拡

大しようとしている。その具体例として，まずは先述の WWOOF ジャパンを通じた外国

人ボランティアの受入れが挙げられる。やくも元気村には，八雲町民と結婚して定住し，

NPO 職員となった外国人もいるなど，外部人材との交流にはメリットがある。 

また，八雲町内の落部地区には，2019 年度に「農村漁村振興交付金（農泊推進対策）」

を受けた落部ブルーツーリズム推進協議会がある。こちらは漁家民泊が中心であり，活動

の中心地区も異なることから八雲グリーンツーリズム推進協議会とは住み分けられている。

両協議会の担当者間の交流は深く，八雲町内で農泊イベントを共同開催するなど，積極的

に連携している。 

さらに，道南の周辺の町との連携にも力を入れており，2020年 7月にはやくも元気村を

事務局として渡島・檜山管内の 9 市町（北斗市，函館市，八雲町，鹿部町，七飯町，森町，

せたな町，今金町，奥尻町）の観光団体とともに Discover Southern Hokkaido という協議

会を立ち上げた。この協議会は，各市町が持つ魅力を紹介し合えるような体制を作ること

で，道南を他の観光地への通過点ではなく，周遊できる目的地とすることを目的としてお

り，法人化や DMO への登録を目指している。 

 

６．八雲町における農泊事業のコロナ禍対応 
 

（１）コロナ禍を受けた方針転換 

以上のように，やくも元気村のグリーンツーリズム事業は開始年度から順調に進んで

きたが，その状況に変化をもたらしたのが，新型コロナウイルス感染症の流行であった。

北海道では，2020 年 2 月 28 日に道独自の「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が出され，
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その後も「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」による対策が断続的に続いた。 

これに伴い，やくも元気村でも，2020 年度の前半は宿泊客や体験客が激減した。特に，

外国人旅行者は皆無となった。宿泊支援策として，2020 年 7 月 1 日に北海道独自の「どう

みん割」が，7 月 22 日に全国の「Go To トラベル」が始まったが，ゲストハウスはそもそ

も単価が低く，割引額が大きくないため，利用するかどうかを検討しているうちに感染が

再拡大し，どちらも中止された。 

メインターゲットであった外国人旅行者が激減したことで，国内からの宿泊客や体験

客を増やす方向へと転換を迫られることになった。ただし，やくも元気村のグリーンツー

リズム事業全般を見ると，コロナ禍による影響は限定的な部分もあった。そもそも，やく

も元気村のグリーンツーリズム事業は，福祉事業の基盤があるため，事業を継続する分に

は稼働率の低さはあまり問題とはならなかった。また，特に 2020 年後半以降には，SNS

などの情報を基に，リモート授業を受けたり海外留学ができなくなったりした大学生，あ

るいはリモートワークのできる社会人，各地を渡り歩くいわゆる「ノマドワーカー」など

が比較的長期に滞在することも多くなり，ゲストハウスの稼働率を持ち直すこともできた。 

 

（２）インターンシップ事業の開始 

これらの大学生や社会人の滞在者に加え，やくも元気村では，国内から中長期滞在者

や移住候補者を呼び込むための取組として，2020 年 11 月に関係人口創出インターンシッ

プを開始した。これは，もともと交流のあった NPO 法人プラットフォームあおもりとい

うまちづくり団体と関係人口づくりの取組で連携したことがきっかけになっている。その

ため，募集活動はプラットフォームあおもりが窓口となった。 

この事業は，「農山漁村振興交付金人材発掘事業」の体験研修プログラムの一環として

行われる。インターンシップの参加者には，日報・報告書の作成やキャリアカウンセリン

グの受講などが義務付けられるが，滞在費用は基本的に無料であり，奨励金や交通費の補

助が支給される。インターン生は，八雲町の滞在中，SENTŌ に宿泊することになる。 

やくも元気村が 2020 年 11 月に 1～2 週間の企画として募集したインターンシップは，

漁師・農家との交流や観光商品開発が可能な「友達作りインターン」，一次産業の現場の

PR や課題解決に携われる「一次産業インターン」，八雲町や酪農業の理解を目的とした

「酪農研修インターン」の 3 種類である。募集はインターンシップ検索サイトを通じて行

った。その結果，オンライン授業を受ける道外の大学生やリモートワークを行う社会人な

ど，7 人の申込みがあった。2021 年 6 月には大学生を対象に，3 か月の長期インターンの

募集も行った。一つは Discover Southern Hokkaido が準備する「道南観光 EXPO」に関する

インターンシップである。もう一つは八雲シンフォニーを主体とする，「田舎オフィス IT

化プロジェクト」のインターンシップである。 

インターン生の中には，インターンシップ終了後にも SENTŌ にしばらく滞在したり，

一度帰った後に再び訪問・滞在したりする人もいた。SENTŌ を拠点に，八雲町と町外者

を比較的長期に結びつけることに寄与したといえる。 
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（３）滞在者向けのアルバイト紹介 

また，やくも元気村では，体験プログラムで協力を得ている農業者や漁業者の労働力

確保も兼ねて，SENTŌ の滞在者に対して，短期的な農業・漁業アルバイトの紹介を行っ

ており，2021 年度にはのべ 60 人程度がこうしたアルバイトに参加した。これは，新しい

SENTŌ への滞在のスタイルを示すことにもつながった。 

背景には，コロナ禍以前から先々で農作業等の手伝いをしながら全国を周遊する若者

が増加していたことがある。SENTŌ にもこうした若者が訪れていたことから，やくも元

気村が体験プログラムを提供する農業者や漁業者を紹介することになった。この取組は

SNSを通じて同様の若者に知られることになり，それが新たな滞在者を呼び込むことにつ

ながった。また，やくも元気村では，リモートワークやリモート授業を行いながら

SENTŌ に滞在する利用者や，インターンシップの前後のインターン生，NPO でボランテ

ィアを行うヘルパーにもこうしたアルバイトの紹介をした。 

これは，農業者や漁業者の労働力確保にとっても大きな助けになった。第一次産業で

は，通年での雇用は必要ないが，季節的に多くの労働力が必要になることがある。農業で

いえば，播種や収穫時期，漁業でいえばホタテの耳吊りの時期などがそれに該当する。 

実際にアルバイトを受け入れた事例として，T 農園を紹介する。T 農園は，もともと代

表者が町の青年活動に参加していたこともあり，町会社との交流自体にも大きな意義を感

じて体験プログラム事業に協力してきた。この T農園でも，やくも元気村から提案があっ

たことから，2021 年の播種の時期に，3 人の長期滞在者に 5 日間程度，農作業アルバイト

を依頼した。これは T農園にとって大きな助けになったことから，その後も収穫作業時な

どの人手が必要な時にアルバイトの紹介を依頼し，これまでに 20 人ほどのアルバイトに

助けを借りてきた。 

このように，SENTŌ に滞在者がいることで，農業者・漁業者にとっては季節的なアル

バイトを確保でき，滞在者等にとっては短期アルバイト収入を得ることのできる機能が備

わってきた。コロナ禍で新しいスタイルの滞在者が増えるのと並行する形で，第一次産業

の労働力をマッチングする仕組みが整えられていったといえる。 

 

（４）ワーケーションの場の整備 

また，八雲町では 2021 年 6 月から，ワーケーションの場づくりも本格的に開始してい

る。ワーケーションとはワーク（work）とバケーション（vacation）を組み合わせた造語

であり，自宅や普段の仕事場から離れた場所に滞在してリモートワークを行いつつ，その

前後に休暇を楽しむ新たなワークスタイルとして注目されている。 

やくも元気村では SENTŌ が既にワーケーションの場として一定の役割を果たしてきた

が，八雲町でのワーケーションを更に進めるためには，より多くの仕事の種類に対応でき

る場が必要だという結論に至った。 

そこで，八雲町が出資して設立した株式会社木蓮
もくれん

が中心となって廃校（旧大関
だいかん

小学校）

をワーケーションスペースに改修する事業を開始した。旧大関小学校は酪農研修牧場を運
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営する第三セクター「青年舎」が短期研修施設として所有しており，木蓮が施設管理の委

託を受けている形である。この事業は直接やくも元気村と関係しているわけではないが，

木蓮は若者の起業支援や人材育成を目的とした会社であり，A 氏が役員を務めていること

もあって，両者の人的な交流は盛んに行われている。 

このワーケーションスペースは「ペコレラ学舎」と名付けられ，パソコン作業のでき

るオフィスだけではなく，芸術系の作業場など，様々なタイプの仕事ができる場として整

備されている。また，交流型のキャンプ場も併設される。改修作業には大学生などのイン

ターン生をのべ数十人程度受け入れ，コンセプト作りから運営体制の計画，プロモーショ

ンまでを担ってもらった。作業の資金調達の一部はクラウドファンディングで調達してお

り，目標額 80 万円に対して，100 人から 96 万円が集まった(16)。 

キャンプ場は 8 月に，ワークスペースは 10 月に運営を開始し，さらなる関係人口の拡

大に期待がかけられている。 

 

７．おわりに 

 

本章では，古民家活用型農泊を持続させてきた事例として，八雲町でやくも元気村が

実施するグリーンツーリズム事業（農泊事業）を紹介してきた。古民家という「ハード」

を活用した農泊事業には期待がかかるが，古民家を維持・管理するには様々な困難もある。

これに対し，やくも元気村では，古民家活用型農泊事業と福祉や人材不足といった地域の

課題解決に向けた取組を一体化することで，その持続可能性を高めていた。特に，コロナ

禍という状況下においても農泊事業の安定性を保ってきたことは，特筆すべきことだろう。 

具体的に第 3-2 表を参照しながら確認していきたい。まず，やくも元気村の古民家活用

型農泊事業を経営面で支えていたのは，福祉事業であった。SENTŌ というハード設備を

維持しながら運営するために，福祉事業の財政的基盤に支えられていることが大きなメリ

ットとなった。一方，農泊施設があることは，就労継続支援 B型作業所を運営するやくも

元気村の福祉事業にとってもプラスになっている。SENTŌ は通年で利用できる福祉作業

の場として活用されている。 

農業者や漁業者との連携もまた，やくも元気村の古民家活用型農泊事業を支えていた。

やくも元気村の体験プログラムは農業者・漁業者との連携によって成り立っている。さら

に現在は農業の播種・収穫時期，漁業のホタテの耳吊り作業時期のように季節的な労働力

不足に対して，SENTŌ に滞在者を呼び入れて労働力を確保するための仕組みを整えつつ

あり，それが SENTŌにとっても稼働率の向上に役立っている。SENTŌ自体もレストラン

や直売所の機能を持ち，町内の農産物や水産物の消費を促す役割を果たしている。 
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第 3-2 表 やくも元気村による古民家活用型農泊事業と町内各事業の関係 

 
資料：筆者作成。 

 

以上のように，やくも元気村による古民家活用型農泊事業は，福祉や農業・漁業の振

興といった地域課題の解決を目指した取組と結びついており，それこそが農泊事業自体を

持続させる要因にもなっている。八雲町では，地域コミュニティの課題を総合的に捉え，

それらの解決を目指す地域運営の中に農泊事業を位置づけることによって，農泊事業自体

の社会的・経済的価値が高められているのである。 

それでは，八雲町ではなぜ地域運営の中に農泊事業を位置づけることができたのだろ

うか。それは，まさに民間のまちづくり NPO であるやくも元気村，特に A 氏がコーディ

ネーターとしての役割を担ってきたからにほかならない。やくも元気村の運営目的はまち

づくり全般にあるため，農泊事業と地域課題の解決に向けた取組は自然と一体的に運営さ

れることになってきた。また，SNSや人材紹介サイトなど，インターネットを活用した取

組を展開できたのもA氏の役割が大きい。八雲町における農泊事業の展開には，活用しう

るリソースや地域の課題を俯瞰し，関係者を結びつけることのできるコーディネーターの

存在が不可欠であったといえる。 

この章では北海道八雲町の事例を紹介し，古民家活用型農泊事業の持続可能性を高め

るための方法として，地域運営や地域再生と結びつけることが有効であることを示した。

そして，それらをうまく結びつけられるコーディネーターの重要性についても確認した。

地域コミュニティに社会的利益をもたらし，地域コミュニティに支えられるやくも元気村

の SENTŌ の事例は，古民家活用型農泊事業の一つのモデルケースとして注目することが

できるだろう。 

 

注 （1）農林水産省「『農泊』の推進について」， 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/nouhaku_top.html (2021 年 10 月 31 日参照)。 

（2）本章の執筆に当たっては，2021 年 3 月と 10 月に北海道八雲町を訪問し，やくも元気村の理事長や農泊事業担

当者，八雲町役場，体験プログラムを実施する農業者に対して 1〜2 時間の半構造化インタビュー調査を実施し

た。また，2020 年 8 月と 2021 年 12 月には一般社団法人北海道古民家再生協会に，北海道の古民家保全の現状

について調査を実施した。 

（3）一般社団法人全国古民家再生協会「『古民家』の定義について」，http://www.g-cpc.org/「古民家」の定義につ

いて(2021 年 10 月 31 日参照)。 

古民家活用型農泊事業

が得る効果

古民家活用型農泊事業

がもたらす効果

やくも元気村の

福祉事業

・財政的基盤の確保 ・利用者の作業場所の確保

・地域交流拠点の創出

農業・漁業 ・体験プログラムの提供

・長期滞在の宿泊客の獲得・拡大

・体験事業収入

・体験による交流

・アルバイト人材の紹介
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（4）2020 年 8 月に実施した一般社団法人北海道古民家再生協会へのヒアリングより。 

（5）（4）に同じ。 

（6）（4）に同じ。 

（7）北海道「北海道の農泊地域一覧」， 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/gt/hokkaidou_nouhaku.html (2021 年 11 月 3 日参照)。 

（8）石狩市では，北海道古民家再生協会が中心となって 2018 年 7 月に「いしかり古民家活用地域活性化協議会」

を組織した。沢沿いの散居村にある 1910（明治 43）年に建てられた農家住宅を改修し，再生協会の会長が経営

する建築事務所によって一棟貸しの宿泊施設「古民家の宿Solii
ソ リ ー

」が運営されている。 

（9）農林水産省「北海道の農泊実践地域 八雲町 NPO 法人やくも元気村」， 

  https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/attach/pdf/jissentiiki-44.pdf (2021 年 9 月 15 日 参照)。 

（10）『朝日新聞』2020 年 6 月 5 日付，夕刊北海道，8。 

（11）内閣府 NPO 法人ポータルサイト「やくも元気村」， 

  https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/001000964，2021 年 11 月 3 日参照)。 

（12）やくも元気村「Yakumo Village ゲストハウス」， 

  https://yakumo-village.com/guesthouse/ (2021 年 9 月 15 日参照)。 

（13）『北海道新聞』2019 年 11 月 14 日，朝刊地方（函館・渡島・檜山），18. 

（14）やくも元気村「Yakumo Village 体験プログラム」， 

  https://yakumo-village.com/experience/(2021 年 9 月 15 日参照)。 

（15）（13)に同じ。 

（16）CAMPFIRE「八雲町の廃校をリノベして，「オモシロイ」に出会えるコミュニティ拠点を作りたい！」， 

  https://camp-fire.jp/projects/view/474767 (2021 年 10 月 27 日参照)。 
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第４章 コミュニティ拠点型の古民家農泊施設の実践と成果 

―長崎県西海市雪浦地区における取組― 
 

福田 竜一・平口 嘉典  
 

１．はじめに 
 

農泊では，古民家等の歴史的建造物の保存を目的とした利活用も重要な課題の一つで

ある。そうした古民家を利用した「古民家農泊施設」では，我が国での伝統的な農村での

生活などに興味を有するインバウンドや富裕層，都市住民らをメインターゲットとした，

1 日の宿泊客数の限定や「一棟貸し」などの宿泊形態があり，他の宿泊客等との接触を最

小限として，いわゆる「三密（密集・密接・密閉）」を避けた宿泊も可能，などといった

理由で，新型コロナ感染拡大下でも一定の需要を確保した。 

他方，古民家農泊施設には「地域コミュニティの拠点施設」としての役割を担う場合

がある。すなわち，農泊のための宿泊施設として地域の内外から宿泊客を受け入れながら，

かつ地域の人々が日常的に集える場としての機能をもたせようとすることである。農泊の

宿泊施設が地域コミュニティを明確に志向することで，地域外客に過度に依存しないコミ

ュニティビジネスモデルになるというメリットもある。 

ここでは，そのような事例として長崎県西海市雪
ゆきの

浦
うら

地区の古民家農泊施設(1)を取り上

げる。同地区では地域交流イベントの成功などを契機として，地域 NPO を立ち上げ，地域

再生と地域づくりの新たな取組を開始した。その活動の一環として，地区の古民家を改装

した古民家農泊施設を開設したという経緯がある。 

本章では，本事例を基にコミュニティ拠点型の古民家農泊施設の実践状況に関する現

地調査結果(2)から，コミュニティビジネスモデルとしての成果を分析し，農泊の取組が所

得や雇用の確保はもとより，地域再生や地域づくりの新たなツールの役割を併せ持つ可能

性を明らかにする。また新型コロナ感染拡大による経営等への影響や対応状況も併せて報

告する。 

 

２．長崎県西海市雪浦地区の概要 
 

（１）地区概況 

長崎県西海市雪浦地区は，西彼杵
に し そ の ぎ

半島の西部，雪浦川及び支流の河通
ごうつう

川の流域に位置

する。東部は西彼杵半島の中央部に連なる山地で，西は東シナ海に面する。雪浦地区は

1955 年に合併して旧大瀬戸町(3)となるまで，1889 年に成立した雪浦村であった。 

西海市では，字の単位として郷を用いており，郷の下に行政区がある。雪浦地区の行

政区は 11 で，農林業センサスの農業集落とほぼ一致している。なお雪浦地区は全て中間
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農業地域である。 

2021 年 3 月末の雪浦地区の人口は 1,004 人（西海市指定区別人口調）で，高齢化率は

42.0％（旧大瀬戸町）である。2015 年農林業センサスによれば，雪浦地区の農家数は 97

戸，うち販売農家は 40 戸である。雪浦地区の耕地面積は 105ha，うち田が 53ha，畑が

38ha，樹園地 14ha である。 

 

（２）地域交流イベント「雪浦ウィーク」 

雪浦地区で毎年 5 月のゴールデンウィークの時期に 4 日間にかけて開催しているのが，

同地区の住民有志で始めた「手づくり」の地域交流イベントである「雪浦ウィーク」であ

る。雪浦ウィークの開催期間中には，地区内の各所に出店があり，来訪客は地区内の各所

を歩き回って目当ての店まで出向くという「地域回遊型イベント」であることが大きな特

徴である。来訪者数は推計で 1 万人を超えており，車で 1，2 時間程度の長崎市や佐世保

市はもとより，県外からも多くの観光客が訪れる一大交流イベントとなっている。 

雪浦ウィークは 1999 年の第 1 回から毎年継続して開催してきた。第 1 回開催時の出店

数は 16 店であったが，その後，徐々に出店数は増えていき，2018 年の第 20 回には 38 店

となった。直近の出店数は総数で 50 店程度にも達するとのことである。雪浦ウィークの

出店者は，原則として何らかの形で雪浦と関わり合いを持つ者に限定している。20 年以

上の長きにわたって継続開催してきた雪浦ウィークだが，2020 年は新型コロナ感染拡大

によって初めて中止を余儀なくされた。2021 年はオンラインでの開催となった。 

 

（３）特定非営利活動法人「雪浦あんばんね」 

 

１）設立の経緯 

雪浦地区の地域づくりの取組のあゆみを第 4-1 表に示す。雪浦ウィークは地域活性化の

取組として高い評価を受けており，2013 年に「総務省全国過疎地域自立促進連盟会長賞」

を受賞した。この時，他地域の受賞地域の取組事例を知る機会を得たが，それらと比較す

ると雪浦の取組は発展途上であることを皆思い知ったという。翌 2014 年には，総務省の

過疎集落自立支援事業に採択されたことから，地域づくりの取組を更に発展させるため，

地域づくりに取り組むため NPO を設立させる運びに至った。 

こうして 2015 年に新たに設立されたのが特定非営利活動法人「雪浦あんばんね」であ

る。「あんばんね」とは，地域の方言で，「遊んでいきませんか」の意である。組織体制は

理事 3 人，監事 1 人，事務局 2 人となっている。理事長は雪浦ウィーク実行委員会の中心

メンバーの 1 人である。その他 2 名が「雪浦あんばんね」の事務局を担っている。 

 

２）主な活動内容 

 「雪浦あんばんね」が取り組んでいる主な事業は，①シェアカフェ運営，②移住相談，

③月 1 回の雪浦マルシェ開催，④ウェブサイトによる地域情報の発信，⑤イベント開催
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（体験プログラムの企画・提供）である。 

第 4-1 表 雪浦地区の取組 

年 主な出来事 

1999 第 1 回雪浦ウィーク開催 

2001 音浴博物館開館 

2009 長崎県地域文化賞受賞 

2010 「通り名看板」の設置（国土交通省「通り名事業」） 

2013 総務省全国過疎地域自立促進連盟会長賞 受賞 

2014 総務省過疎集落自立支援事業に「雪浦あんばんね交流事業」が採択 

2015 特定非営利法人「雪浦あんばんね」設立，交流拠点施設「ゆきや」開業 

2016 あんばんね農園開園（棚田 1.4ha 長崎県小さな楽園事業） 

2017 農水省農山漁村振興交付金事業に採択 

2018 ゲストハウス森田屋開業 

2020 第 10 回地域再生大賞（優秀賞）受賞，雪浦ウィーク初の中止 

資料：現地調査と各種資料より筆者作成。 

 
 

①は上述した総務省事業を利用し，地区の空き店舗を改装した交流施設「ゆきや」を

利用した取組である。「ゆきや」の 1 階にはカフェ・レストランスペースがあり，移住者

が店主となってレストランやパン屋としても一時期利用された。2 階はフリースペースで，

会議やワークショップ向けに有料で貸し出されている。②は上述した雪浦小学校が一時期

統廃合の対象に含まれたため，学校存続を目標として，取り組んできたという経緯がある。

20 年前からの通算で 80 名程度が実際に雪浦に移住した実績がある。 

③の雪浦マルシェは，雪浦に日常的に人が集まるための定期イベントであり，「ゆきや」

の駐車場で開催する青空市場のことである。マルシェの出店者は地域外からも広く求めて

おり，雪浦ウィークへの出店希望者の呼び水的な意味合いもあるという。⑤は地域の有志

などと協力して，様々な地域イベントを適宜開催している。これも雪浦への日常的な訪問

を促す取組である。 

 

３．古民家農泊施設の開設と経過 
 

（１）古民家農泊施設の開業経緯 

「雪浦あんばんね」の地域活性化の取組は，地域に日常的な賑わいをもたらすことを

目標としている。しかし外部から人が訪れる場合，雪浦地区には宿泊施設が無いため，地

域内で長期滞在することは不可能であった。そこで地域に新たな宿泊施設を作るという意

見があった。さらに既に雪浦を離れて，他地域に居住する旧住民の数は少なくないが，彼
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らは墓参や里帰りなどで，年に数回は雪浦を訪れている。そうした旧住民にとって地区に

宿泊施設が無いことは大きな問題であり，そのため，かつての住まいを手放すことも難し

かった。そうした旧住民の家屋は，日常はほぼ空き家の状態にあり，これを移住希望者向

けに利用することも地域としての課題であった。 

そこで，どのような宿泊施設が望ましいかが検討された。仮に民宿や旅館にする場合，

経営や運営にはかなりの人手や手間がかかり，実現のハードルは非常に高かった。しかし，

それほど手間がかからないゲストハウスであれば，「雪浦あんばんね」が単独で運営でき

る見込みがたった。他方，施設の開設のために必要な資金は不足しており，資金の獲得が

課題であった。 

その折に，長崎県の「小さな楽園(4)」事業を利用して，地区内の古民家を改装してゲ

ストハウスにする構想が持ち上がった。古民家は，地区を流れる雪浦川にかかる国道の雪

浦橋付近にある，旧雪浦村長宅の家屋である。改修に利用した「小さな楽園」事業は，事

業期間 3 年間（2016～18年）で，事業費は約 30百万円，うち施設整備に約 15 百万円を充

当した。「小さな楽園」事業では，ソフト事業として，地域の診療所と連携した住民向け

の健康教室の運営，地域内の耕作放棄地を再生した有機農業の取組（「あんばんね農園」）

の取組等も行っている。 

2017 年には農水省の「農山漁村振興交付金」の農泊推進対策（事業期間 2 年）に採択

された。同事業に応募したきっかけは，九州でグリーンツーリズムの広域連携を推進する

「ムラたび九州」関係者からの紹介であった。同事業では雪浦ウィーク開催関連の取組や

体験プログラムの充実化を図る取組を行った。またゲストハウスのスタッフは，農水省の

交付金の人材活用事業を利用し，研修生として「雪浦あんばんね」で 1 名を新たに雇用し

た。 

宿泊施設の改修費用は「小さな楽園事業」の補助金を主に充てたが，決して十分な額

ではなかった。そのため，コスト削減の工夫が必要であったという。具体的には，設計変

更のほか，厨房や空調などの機器類をインターネットで調達，また 1 階の土間の工事は有

志らによる「ワークショップ形式」で改修するなどした。2018 年には追加工事の発生で

追加資金が必要となったため，有志による森田屋の宿泊券やふるさと便などの返礼品付き

寄付金で資金調達した(5)。 

 

（２）「ゲストハウス森田屋」の概要 

こうした経緯を経て，2018 年 5 月に古民家農泊施設「ゲストハウス森田屋（以下，森

田屋と呼称する）」が開業した。森田屋の名称は，所有家にちなんだものである。建物

（第 4-1図）は 2階建ての古民家で，開業時既に築 90年以上が経過していた。なお森田家

の当主は既に雪浦を離れており，「雪浦あんばんね」が，古民家農泊施設としての利用に

賛同した当主と賃貸借契約を締結して利用している。 
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第 4-1 図 ゲストハウス森田屋全景 

資料：筆者撮影。 

 

1 階には広い土間があり，オープンカウンターを設置した。1 階では昼間の時間帯にコ

ミュニティカフェを運営しており，地域住民や旅行者など宿泊者以外の誰でも利用可能で

ある。同カフェでは，コーヒーや紅茶以外にも，雪浦の薬草や有用植物を使った薬草茶も

提供している。 

同じく 1 階にある広さ 16 畳の大座敷は，各種イベントなどでも利用可能であり，有料

で提供している。また 2021 年春には，「長崎県宿泊施設受入環境整備事業」のグレードア

ップ事業(6)を利用し，車椅子利用者のためのスロープと，ウッドデッキ（第 4-2 図）を建

物の前庭に新たに設置した。このほか，1 階には宿泊者向けの風呂や洗面所，トイレ，宿

泊者が自炊で利用できるキッチン，コインランドリーなどの設備があり，Wi-Fi も利用可

能である。なお 2 階にも洗面所とトイレがある。 
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第 4-2 図 ゲストハウス森田屋前庭のウッドデッキ 

資料：筆者撮影。 

 

宿泊部屋は 1 階に 1 部屋（和室），2 階に 3 部屋がある。2 階は 2 部屋がドミトリー，1

部屋が和室である。ドミトリーには 1 部屋につき 2 段ベッドが 2 台，シングルベッド 1 台

を設置している。なおドミトリーは，コロナ感染対策期間中，別客同士の相部屋を中止し

た。 

宿泊料金は，ドミトリーが素泊まり 1 泊 1 人 3,300～4,000 円，和室が同 4,000～4,500 円

である。宿泊予約の大半は宿への電話予約によるものだが，宿のウェブサイトからのイン

ターネット予約のほか，楽天トラベル，ブッキング・ドットコム（Booking.com），アゴダ

(Agoda)，エアビーアンドビー（Airbnb）などの OTA（Online Travel Agency or Agent）を通

じたインターネット予約も対応しており，クレジットカードも利用可能である。 

 

（３）体験プログラム 

第 4-2 表に訪問客や宿泊客向けに提供されている（提供予定を含む）主な体験プログラ

ムを示す。地域住民や地域事業者と「雪浦あんばんね」との協力のもと，雪浦への訪問者

や森田屋の宿泊者など向けに様々な体験プログラムを用意している。マリンスポーツ関係

では，地域内のサーフショップとの連携で SUP（Stand Up Paddleboard）とサーフィン体

験が提供されている。また東シナ海に沈む夕日を海上で鑑賞するサンセットクルージング
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は利用者からは特に好評を博している代表的な体験プログラムである。雪浦地区の山間部

にあるかつての雪浦小学校の分校校舎を利用した「音浴博物館」は，貴重なアナログレコ

ードを多数収集し，アナログの音楽鑑賞を体験できる全国的にも珍しい施設であることか

ら，団体旅行の訪問先としても人気である。さらに地域内の事業者等との連携による鍼灸，

音楽セラピー体験といった「癒やし」の体験プログラムも事業者や個人がそれぞれ提供し

ている。また 2021 年 12 月に雪浦への移住者が新たに開店したパン屋兼ゲストハウスもパ

ン作り体験プログラムを提供するなど，体験プログラムを通じた地域内の事業者間連携が

構築されつつある。 

 

第 4-2 表 主な体験プログラム等（2020 年 2 月現在。計画・予定含む） 

体験プログラム名 実施者 備考 

SUP・サーフィン

体験 
ゆきのうらビーチストア 4000 円（2 時間/レンタル料込） 

勾玉作り体験 龍の口荘園（農家民宿） 1000 円（約 1 時間） 

サンセット 

クルージング 
NPO 法人雪浦あんばんね 大人 2200 円（４～8 人） 

農業体験 NPO 法人雪浦あんばんね  

音浴博物館 
NPO 法人推敲の森実行委員

会 
大人 750 円 

味噌作り体験 川添酢造 
川添酢造が 2022年に雪浦地区にてお

酢のカフェを新規開店予定 

鍼灸 陽鍼はり灸  

ステンドグラス 

づくり体験 
（雪浦地区移住予定者） 2022 年雪浦地区にて新規開店予定 

パンづくり体験  mahalo 

2021 年 12 月雪浦地区にて新規開

店。1階はパン販売と喫茶。2階はゲ

ストハウスとして宿泊可能 

音楽セラピー体験 Yoko Cantaluna 7000 円（90 分） 

資料：「NPO 雪浦あんばんね」のウェブサイト（https://yukinoura.net/ 2022 年 2 月 16 日参照）と 2022 年

2 月に実施した電話調査を基に筆者作成。 

 

４．コミュニティ拠点型の古民家農泊施設の利活用 
 

 （１）宿泊者数の推移 

森田屋の開業時（2020 年 5 月）から 2021 年 7 月までの延べ宿泊者数の月別推移を示す

（第 4-3 図）。開業年の 2018 年（5～12月）は 392人泊だったが，2 年目の 2019 年は 1,286

人泊にまで増加した。月別でみると，特に宿泊者数が多いのは雪浦ウィークが開催された

5 月の 226 人泊，次いで 8 月の 139 人泊，4 月の 120 人泊の順となっている。 

しかし 2020 年は年初からの新型コロナ感染拡大の影響を受けており，特に緊急事態宣

言の発令で，4月 19日から 5月末日までは休業を余儀なくされたため，同年の宿泊者数も
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641 人泊にとどまった。ただし 9 月からは宿泊者数が前年同月を上回る回復を示していた

（10 月を除く）。なお，森田屋では当初「Go To トラベル」に参加していたが，申請手続

に手間がかかり，事務の担当者が産休に入ったため，キャンペーン期間の途中で取りやめ

たとのことであった。 

 

 

第 4-3 図 ゲストハウス森田屋の月別宿泊数の推移（2018 年 5 月～2020 年 7 月） 

資料：「NPO 雪浦あんばんね」提供資料より筆者作成。 

注.2020 年 4 月と 5 月は緊急事態宣言発令による休業措置により宿泊者数はゼロ。 

 
 
その後，秋から冬にかけての新型コロナ感染の再拡大によって 2021 年 1 月から宿泊者

数は再び減少に転じており，同年 1 月～7 月は通算で 348 人泊であった。さらに 7 月末ご

ろからの新型コロナの感染の再拡大は全国的に広がり，8 月 28 日から 9 月 12 日までは長

崎県独自の緊急事態宣言の発令を受け，再び休業した。 

 

 （２）宿泊者の属性 

森田屋の宿泊者や利用者は多種多様である。ゲストハウスというリーズナブルな料金

の宿であることはもとより，宿泊者や地域の人びとの交流を楽しめる宿を探している家族

連れ旅行客や，少人数旅行，1 人旅のバックパッカーなどが多いとのことである。また既

に指摘したように，雪浦地区内の家屋を手放した旧住民が，墓参や里帰りする際にも利用

されている。 
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他にも西海市内にある火力発電所の現場作業の関係者が地域外から森田屋に長期滞在

するといった利用もあったとのことである。なお 2021 年には西海市内にビジネスホテル

が新たに開業したため，火力発電所関係者の宿泊需要の一部はそちらへ移ったが，長期滞

在という利用形態からか，ビジネスホテルよりもゲストハウスを好む人も一定数いるとの

ことであった。 

 

 （３）コミュニティ拠点施設としての利活用 

森田屋は，旅行者や他出した旧住民といった地域の外部にいる者の利用だけにとどま

らず，雪浦地区の全ての住民が利用可能である開かれた場所となっている。 

先に指摘したようにカフェは住民の「たまり場」としても利用されており，1 階の大広

間もイベントなどで利用可能である。大広間の利用形態としては，地域内の会合開催，地

区内での葬儀・葬祭(7)，月命日や三回忌などといった法事のほか，雪浦小学校などの同窓

会での利用がある。他にも，1 階の大広間には寄付されたピアノが設置されているが，中

学生がバンド演奏でピアノを使用したいという依頼があり，無償で利用してもらったこと

もある。しかしこちらも新型コロナ感染拡大で，以前のような人が多く集まるイベントの

開催等は非常に難しくなった。それでも各種コロナ感染防止策等を講じることで，イベン

ト開催とコロナ感染防止の両立に努めている。 

先述の 2021 年に新設したウッドデッキは，新型コロナ感染拡大防止のため，完成披露

会は中止せざるを得なかった。このウッドデッキは，宿泊者など森田屋の利用のみならず，

各種のイベント，例えば，雪浦マルシェ（雪浦マルシェ de あんばんね），ビアガーデンな

ど，地域の人びとが気軽に集える様々な催しを開催するためのスペースとしての活用もな

されている。 

 

 （４）大学等との連携による国際交流等の実施 

NPO では国際交流にも力を入れており，地元の長崎大学や長崎国際大学の留学生の受

入れを実施している。留学生らの宿泊施設として，森田屋を利用している。しかしこれも

新型コロナ感染拡大で，一時期中止を余儀なくされた。非常事態宣言解除後の取組の再開

に当たっては，コロナ感染拡大防止策として，少人数のグループ分けした上で，森田屋と

西海市内の複数の農家民泊（民宿）に分散して宿泊するようにした。 

このほか，国際協力機構（JICA）からの協力依頼で，アフリカのフランス語圏国から

の研修生が，毎年，地域交流研修を雪浦で受けている。2020 年はコロナ感染拡大で中止

となったが，同年 12 月には JICA 九州センターの職員と長崎大学へ出向している JICA 職

員に，1 泊 2 日で地域づくりに関する職員研修を実施した。また大学教員による雪浦地区

でのフィールド調査研究への協力も実施しており，現地調査の際には，教員や学生の宿泊

施設として森田屋を利用してもらうことにしている。  
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５．新型コロナ感染拡大の影響と対応 
 

 （１）新型コロナ感染拡大の影響 

既に指摘してきたように，森田屋の経営も新型コロナ感染拡大の影響を大きく受けて

いた。2020 年以後の森田屋の宿泊者数の推移や状況は，既に前掲第 4-3 図に示したとおり

である。なお聞き取りによれば，2020 年 3 月のキャンセル数は 50 を超え，同月の宿泊者

数は前年同月の 3 割以下に減少した。さらに翌 4 月と 5 月の予約も全てキャンセルとなり，

4 月には休業に至ったことは既に述べたとおりである。森田屋の家主には家賃を支払って

いるが，深刻な事態を受けて，家主の厚意で家賃を一時無償にしてもらうことになった。 

 

 （２）新型コロナ感染拡大支援対策の活用 

2020 年は，コロナ感染拡大による緊急事態宣言の発令などの厳しい状況を乗り切るた

め，行政や日本政策金融公庫などの新型コロナ対策事業を活用した。国の持続化給付金，

長崎県の休業補償金，西海市の応援交付金などに申請しており，これらで資金繰りは乗り

越えることができたという。なお利用した支援金等は合計で 300 万円程度とのことであっ

た。 

日本政策金融公庫には新型コロナ感染拡大以前から借入金があったが，通常資金であ

ったため，新たにコロナ対策の資金への借換えも行った。日本政策金融公庫の新型コロナ

対策関係資金は，2 年間据え置き，無担保で，実質無利子であった。この借換えによって，

返済にはかなりの余裕が生まれたとしている。 

 

 （３）ワーケーションの取組 

 新型コロナ感染拡大による新たな生活様式の導入や，ワークライフバランス見直しとい

った社会変化の中で，休暇先である観光地やリゾート地で仕事を行うワーケーションの取

組が注目されており，インバウンドなどの需要を喪失した観光業界，引いては農泊への新

たな需要先の一つと目されている。森田屋も農泊施設としては先駆的にワーケーションの

取組を実施している。 

 森田屋でワーケーションを実施したのは，「株式会社西海クリエイティブカンパニー

（本社：西海市）」である。同社は西海市の「地域商社」として電力小売事業などに取り

組んでおり，１次産品の直販を支援するマッチングアプリの開発など，西海市の地域活性

化に資する事業を展開している。「雪浦あんばんね」とは日頃から親密な関係にあり，森

田屋では以前から同社の合宿先としての利用があったという。 

 ワーケーションを体験したのは同社社員の 4 名で，森田屋に 2 泊した。社員は IT 関連

の職種で，午前中は主に 1 階の大広間で各自がパソコンを広げて仕事をしていた。しかし

人によっては，夜中に仕事をすることもあるようで，ワーケーション期間中には，各自が

自分のペースで仕事をしていたという。彼らは非常にクリエイティブな仕事であるため，

ワーケーション中に時間を決めて，「雪浦あんばんね」が提供している体験プログラムで
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ある「サンセットクルージング」に参加してもらい，「頭を空っぽ」にしてもらうことに

したとのことである。また夕食では，郷土料理の「ガネ汁」づくりを体験してもらった。

「雪浦あんばんね」の理事長によれば，ワーケーションによって，地元を知り楽しむ体験

を提供できたとのことである。 

他方，森田屋では，定額料金を支払うことで，全国の宿泊施設等を利用できる定額制

宿泊サービスの Hafh（ハフ）に登録している(8)。Hafh を通じた森田屋の利用客は 20～30

歳代が多く，一般の会社員もいれば，移住先を探し求めている人もいるという。他にコロ

ナ感染拡大で県をまたぐ利用の自粛が求められていたため，長崎県民が，県内の各地を訪

れるために利用している場合もみられたとのことである。ただし，Hafh を通じた利用者

は，森田屋の場合，年間で数名程度にとどまっているという。こうしたことから，現状で

はワーケーションないしテレワーク需要は利便性が高い都市部や著名な観光地のホテルや

旅館等に偏りがちではないかと森田屋ではみている。 

 

 （４）アフター・コロナを見据えた取組 

「雪浦あんばんね」では，新型コロナ感染拡大期においても，アフター・コロナに向

けた取組を進めた。2020 年には，新型コロナ感染収束後を見据えるため実施された長崎

県の「観光地受入態勢ステップアップ事業」(9)に採択されたことから，新たに「雪浦ニュ

ーツーリズム協議会」を立ち上げた。 

同協議会は「雪浦あんばんね」が事務局になって，雪浦の地場企業で，手作りにこだ

わった酢や味噌などを製造・販売する（有）川添酢造，音浴博物館，各種の体験プログラ

ムの事業者らで構成される。事業では，参加事業者への人件費の支援のほか，アフター・

コロナを見据えた取組として，英語版と日本語版のパンフレットを作成した。他にも地域

内で看板の設置予定もある。そのほかにも，音浴博物館の新しい体験メニューの開発や川

添酒造の商品の英語表記などに取り組んでいる。このほか，2022 年度にも長崎県の「住

んでよし・訪れてよしの観光まちづくり応援事業」に応募する計画があり，計画では同協

議会の枠組みで，雪浦地区の観光地域づくりを推進するとのことであった(10)。 

 

６．おわりに 
 

雪浦地区では，地域の新たなシンボルとして，外部からの訪問者のみならず，地域住

民を含め，誰もが気軽に集えるというコンセプトの地域内拠点施設としての古民家農泊施

設であるということが，当初から明確に意図されて整備されていた。本事例ではそうした

コンセプトの明確さに加えて，施設整備と各種ソフトの事業や取組がマッチしていたこと

がこれまでの成功要因の一つと考えられる。農泊の取組には一般に地域内の所得と雇用増

加が期待されているが，それだけにとどまらないコミュニティ拠点型の古民家農泊施設の

持つ多面的効果の可能性を確認することができた。 

コミュニティ拠点型の古民家農泊施設では，宿泊形態にもよるが，宿泊業としての付
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加価値を高めることは難しいという課題がある。他方で，宿泊施設の経営は主に外客に依

存せざるを得ないこと以外にも，宿泊施設としてのサービスなどでの付加価値の向上が，

固定費用の増大と表裏一体であることも多い。一般に固定費の増大は経営の不安定化を招

くおそれがあるため，安定的な経営が望ましいコミュニティビジネスには不向きだともい

える。その点に関して，本事例ではまず改修費を DIY などで節約しつつ，ゲストハウス

という固定費を極力抑えられる施設にすることで，可能な限りのコストとリスク縮減を行

った。 

また森田屋の宿泊施設のコンセプトは，単なるゲストハウスにはとどまらず，地域内

外の多くの人びとからの共感を呼んでおり，地域内における需要も確保している。農泊が

必ずしも外部からの需要に依存した取組にはとどまらないことを本事例は示している。 

他方，宿泊施設と地域の事業主体や住民，とりわけ移住者らを中心とした地域内で新

たな事業に取り組む人びととの連携強化によって，飲食や体験メニュー等の充実による地

域内での付加価値の創出は今後の課題の一つである。同時に新型コロナ感染拡大を奇貨と

して，雪浦地区では，「雪浦あんばんね」を中核とする観光地域づくりに向かう流れが形

成されつつあることを確認できた。 

新型コロナ感染拡大の長期化は，「雪浦あんばんね」の経営や運営にも，「雪浦あんば

んね」が中心となって実施している各種の地域活性化の取組にも極めて大きな痛手となっ

た。しかし，資金面では各種の新型コロナ支援対策等を活用することで，また時間面では，

新たな観光地域づくりを構想する準備のための期間として，コロナ禍の空白期間をむしろ

好機として捉えていた。 

アフター・コロナに向けた今後の課題は，いかに観光地域づくりによって地域内付加

価値を高めるかである。また地域観光づくりの取組の担い手は，新たな事業などを求める

移住者が中心となりがちであるが，そこに在来の地域住民らを巻き込んでいくことで，取

組の幅を広げていくことも課題と思われる。 

 
注（1）古民家の一般的な定義などについては，本資料の第 3 章（寺林，2022）を参照のこと。 

（2）現地調査は，2020 年 11 月と 2021 年 8 月の 2 回実施した。後述の電子メール調査は 2020 年 4 月に実施した。

2022 年 2 月にも電話による聞き取り調査を実施した。 

（3）旧大瀬戸町は 2005 年に合併により西海市となった。なお西海市全域での教育体験旅行受入れを主とする農泊

の取組は第 2 章を参照。 

（4）長崎県は県内の市町が進める「小さな拠点」づくりを後押しするため，基幹集落と周辺集落を結ぶ生活支援

サービスの取組と，周辺集落の中で廃校舎等を活用した活性化の取組をモデル地区として支援し，県内全域へ

小さな拠点づくりの取組を波及させるとしている。 

（5）不特定多数からネットで資金を募るクラウドファンディングは，利用手数料が高いため利用しなかったが，

多数の賛同者らから，約 100 万円の資金が集まったとのことである。 

（6）客室単価増につながる施設改修等に補助率 3/4，補助上限 1000万円，補助下限 200万円で補助する県単事業。 

（7）「急なお葬式があり，明日・明後日に宿泊できないか」といった問合せが宿にしばしばあるという。 
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（8）Hafh では，宿側に固定的な登録料金等は発生しないが，Hafh を通じた宿泊の場合，森田屋では 1 泊当たり 1

千円程度の割引を行っている。予約の仕組みは，利用日を特定した空き部屋の有無の確認が先方から入り，も

し当日空いている部屋があれば，予約が成立する。 

（9）長崎県内に事業所を置く宿泊事業者や交通事業者，地場旅行会社，観光協会等が，従事者の雇用を維持し，

魅力ある観光地づくりにつながる取組を行う場合，最大で 1000 万円の支援を行うという事業。飲食店や土産物

屋などの観光関係事業者が観光協会などと連携した取組を行った場合も対象となる。 

（10）本稿脱稿後，同事業に採択され,新たに観光地域づくりのための「非営利型」の株式会社の設立に至った。 

 

 

［引用文献］ 

 

寺林暁良(2022)「第３章 古民家活用型農泊の地域社会における位置づけ―北海道八雲町における地

域運営と結びついた農泊事業の展開―」農林水産政策研究所『[ICT 活性化プロジェクト【農泊】]

研究資料 第１号 地域資源を活用した農泊による農村活性化の現状と課題―日本，イタリア，

フランスにおける事例を中心に―』．
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第５章 温泉地連携型農泊の現状と特徴 
―岐阜県中津川市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区を対象に― 

 
佐藤 彩生  

 

１．はじめに 

 

農泊地域では，旅行者の滞在施設の整備に向けて農家民宿や農家民泊，古民家，廃校，

ホテルや旅館などの利活用が進められている。また，滞在中に楽しめる観光コンテンツづ

くりや受入体制の確立に当たって，農林漁家に限らず他業種も含めた事業者等，さらに観

光地経営を行う DMO（Destination Management/Marketing Organization，観光地域づくり法

人）など多様な主体との連携が期待されている。このように農山漁村での滞在型旅行の創

出においては，農林漁家のみならず，ホテル，旅館，DMO など観光関連事業者との連携

が見込まれている。 

そこで本研究では，農泊地域における観光関連事業者との連携に主眼を置き，その現

状や特徴をみていく。ただし観光関連産業の裾野は広いため，温泉地(1)のエリアの観光関

連事業者と連携して誘客につなげている農泊地域を対象とし，これを「温泉地連携型農泊」

と定義した上で，二つの農泊地域についてみていく。 

本章の構成は以下のとおりである。２．では滞在型旅行創出の背景と本稿の課題提起

を行い，３．で調査方法を提示した。４．では岐阜県中津川市加子母
か し も

地区における農泊の

事例を，５．で宮城県仙台市秋保
あ き う

地区の農泊の事例を紹介し，６．ではまとめとして温泉

地連携型農泊における特徴と課題を整理した。 

 

２．背景と課題設定 

 

（１）農山漁村における滞在型旅行 

農林水産省が「農泊」と銘打ち農山漁村での「宿泊」を強調する背景には，農泊の前

身であるグリーン・ツーリズムが日帰り体験を中心としていることに理由があるとみられ

る。そのため，農泊推進対策の事業を機に，旅行者が農山漁村地域に宿泊することでより

長く滞在 (2)する旅行の定着を意図しているものと考えられるが，こうした農山漁村滞在

型旅行の促進に当たっては宿泊施設の整備がまず課題となる。これまで子供の教育旅行を

受け入れてきた地域では，大人の宿泊が許可されていれば，農家民宿や農家民泊において

ある程度の規模の大人の宿泊も可能である。しかし，日帰り体験が中心の地域では地域内

に十分な農家民宿等がないケースも多く，これらの地域では滞在型旅行につなげる工夫が

必要となる。 

農泊推進対策の事業では，宿泊施設等の整備に対応して古民家等宿泊施設の改装資金
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として半額助成の補助金が用意されているものの，実質的には改装に多額の資金が必要と

なる。そのため，実現性の高い事業計画や資金確保，地域の合意形成などの条件が揃わな

ければ安易に実行できるものではない。そこで宿泊における別の策としては，近隣の観光

地におけるホテルや旅館の活用などが挙げられる。農泊推進対策の事業では，農林漁家だ

けでなく地域住民，民間事業者や自治体等多様な主体の参画が推奨されており，宿泊施設

においても農家民宿や農家民泊に限らずホテルや旅館等の活用も含まれる。つまり，滞在

型旅行の実現においては，ホテルや旅館など観光関連事業者を含めた多様な主体との協力

が打開策となり得る。 

 

（２）観光関連産業における滞在型旅行 

滞在型旅行創出は農泊地域側だけに限らず観光地においても共通の課題である。特に

宿泊客数が減少し続けている温泉観光地では，連泊を促進するために温泉街の再開発やま

ち歩きのためのコンテンツづくりに力を入れてきた。また連泊の促進に当たって，岐阜県

の下呂市 DMO では下呂温泉と市内のエコツーリズムとの連携を強化したり，新潟県南魚

沼市の旅館では地域の農村体験と連携したりする動きがみられる。 

こうした他産業との連携の取組は，近年観光庁でも推奨されており，観光との関わり

が薄い農業や漁業等との他産業連携を通じて魅力的な観光資源を作ることで新たなニーズ

の獲得や収益化による地域還元が期待できるとされている(3)。2021 年度に観光庁が開始

した「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」においても，

観光事業者，DMO，交通事業，漁業，農業，地場産業などの多様な事業者の連携による

観光資源の磨き上げを行う体制の構築が重要(4)とされている。 

つまりは，観光関連産業を主産業とする地域においても滞在型旅行創出と多様な主体

との連携の必要性が増してきており，他産業の連携先として農林漁業が注目されているこ

とから，今後観光関連産業と農泊地域との接点が増す可能性が高いものと考えられる。 

 

（３）目的・課題設定 

本稿では，農泊地域が温泉地の観光関連事業者と連携して誘客につなげている農泊地

域を「温泉地連携型農泊」と定義し，温泉地連携型農泊の現状や特徴を明らかにすること

を目的とする。温泉地におけるグリーンツーリズムの取組には大分県の由布院温泉や宮城

県の鳴子温泉など先行事例はあるものの，今後新たに温泉地との連携に取り組む農泊地域

にとっての検討材料として還元できるよう，農泊地域と温泉地の連携に向けて近年取組に

動きのある地域を対象とした。 

本研究では，温泉地に近接する農泊地域を対象に，①農泊地域の地域内における観光

の位置づけ，②農泊地域の取組経緯と運営体制や取組内容，③近接する温泉地の観光関連

事業者と農泊地域の接点をみていき，いかなる観光関連事業者が関与し，いかなる連携を

行っているのか，またその特徴を明らかにする。ここから，農泊地域での観光関連産業と

の連携における方策の示唆を得たい。 

60 61



第５章 温泉地連携型農泊の現状と特徴―岐阜県中津川市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区を対象に―（佐藤） 

62 

３．方法 

 

本研究では，岐阜県中津川市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区の 2 地域を対象に，農

泊地域の関係者及び自治体に対して聞き取り調査を行った。 

一つ目の調査対象地である岐阜県中津川市加子母地区は下呂温泉から車で約 25 分の距

離にある地区で，加子母森林組合が農泊の協議会の事務局を担っている。加子母地区の調

査は 2018 年 11 月，2020 年 1 月，2020 年 11 月，2021 年 7 月，11 月に各 1 回実施し，加子

母森林組合，特定非営利活動法人かしもむら，ファンファーミング有限会社，かしも明治

座，ゆうらく館株式会社，山守資料館，Meets Nakasendo 合同会社，中津川市加子母総合

事務所，中津川市商工観光部観光課にヒアリングを行った。下呂市の調査は 2021 年に 1

回実施し，下呂市観光商工部観光課，一般社団法人下呂温泉観光協会にヒアリングを行っ

た。 

二つ目の事例である宮城県仙台市秋保地区は秋保温泉と同地区であり，民間の観光ま

ちづくり会社が農泊の協議会の事務局である。秋保地区の調査は 2019 年 9 月と 2021 年 9

月（オンライン）に各 1 回実施し，株式会社アキウツーリズムファクトリー，株式会社仙

台秋保醸造所，株式会社たびむすび，仙台市文化観光局観光交流部観光課にヒアリングを

行った。 

なお，加子母地区の事例は佐藤（2020）に調査結果を追記した。各事例は，調査当時

の内容であり，本稿の公開時までに状況が変化していることにご留意いただきたい。 

 

４．岐阜県中津川市加子母地区の事例 

 

（１）地区概要 

岐阜県中津川市加子母地区（旧加子母村）は，中津川市の北部に位置し，下呂市，加

茂郡東白川村，長野県大滝村に隣接した中山間地域である。2005 年に中津川市に合併し，

加子母地区の人口は 2,602 人（2021 年 9 月末），世帯数は 961 世帯で，地区面積の 94％を

山林が占め，世帯の約 8 割が林家で加子母森林組合の組合員である。主産業は，農業，畜

産，林業，木工業で，トマト栽培や飛騨牛の肥育が盛んであり，東濃ひのきの産地で木材

住宅の産直も行っている。加子母地区へのアクセスは乗用車で名古屋から 2 時間，中津川

駅から 40 分，下呂温泉から 25 分程度であり，地区の南北を国道 257 号が通り，中津川駅

周辺から下呂温泉へとつながっている。 

下呂温泉は，名古屋駅から快速電車で 1 時間 40 分，車で 2 時間のアクセスにあり，下

呂温泉旅館協同組合加盟の宿泊施設数は 37 施設（客室数 1,468 室）ある。2021 年のじゃ

らんの温泉地ランキングで全国 10 位，東海 2 位となっており，日本三名泉の一つとして

数えられている(5)。下呂市の宿泊客数は 100万人台で推移していたが，2020年度は新型コ

ロナウイルスの影響を受けて半減している（第 5-1 図）。 
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第 5-1 図 下呂市の宿泊客の推移 

資料：下呂温泉宿泊統計 

 

（２）中津川市における加子母地区の観光の位置づけ 

中津川市の観光スポットには馬籠宿，落合宿，中津川宿など中山道沿いの宿場や苗木

城跡があり，同市は 2018年の NHK の朝の連続テレビ小説「半分，青い」のロケ地にもな

った。また栗と砂糖を使った素朴な和菓子「栗きんとん」でも有名である。 

加子母地区の主な観光施設の 2020 年の観光入込数（延べ数）をみると，道の駅加子母

は 240,683 人，直売所のかしも産直市は 89,149 人であった（第 5-2 図）。中津川市内の観

光施設は上位から，馬籠宿（観光入込数 322,973 人），道の駅花街道付知（同 261,612 人），

道の駅賤母（同 260,726 人）で，道の駅加子母は 4 番目，かしも産直市は 12 番目であっ

た。市内にある観光協会は中津川観光協会，付知町観光協会，馬籠観光協会，やさか観光

協会，蛭川観光協会で，加子母地区に観光協会はなく，観光の取組は発展途上にある。 

 

 

第 5-2 図 加子母の施設の観光客入込数（延べ人数）の推移 

資料：岐阜県観光入込客統計調査 
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（３）加子母地区の農泊の取組経緯 

加子母地区での観光の取組は，自治組織である「加子母むらづくり協議会」（以下，む

らづくり協議会）が母体となっている。加子母地区では，2005 年の編入合併により行政

機能が縮小したことを受けて，むらづくり協議会を設置した。むらづくり協議会は，テー

マの異なる 10 の分科会によって編成されており，地域内の情報共有や地域課題に対する

全住民参加型の提案の場となっている。加子母地区での観光による地域活性化については

分科会の一つである地域づくり分科会内で話合いが行われ，中津川市の支所である加子母

総合事務所の職員を中心に 2011 年にトマトの収穫体験や郷土料理体験を試験的に行い，

2012年から味噌づくりや木曾ヒノキ美林見学，製材所見学などの 1 泊 2 日のモニターツア

ー（加子母るツアー）を実施した。 

 2016 年には観光の取組拡大のために，むらづくり協議会の事業の実行組織である特定

非営利活動法人かしもむら（以下，かしもむら），加子母森林組合，農業法人のファンフ

ァーミング有限会社等の若手メンバーが新たに観光専門部会を立ち上げ，加子母森林組合

が中心となって「農泊」の推進事業の申請に向けて協力者を募り，事業採択後には加子母

農林泊推進協議会（以下，林泊協）を設立し，加子母森林組合の職員とかしもむらの職員

が中心となり乙女渓谷の氷瀑
ひょうばく

のモニターツアーや PR を行った。 
 

（４）加子母地区の農泊の取組 

 

１）加子母農林泊推進協議会の取組 

林泊協のメンバーは，加子母森林組合，かしもむら，ファンファーミング有限会社を

中心に，道の駅のゆうらく館株式会社，山守資料館，渡合温泉ランプの宿，和菓子製造会

社の仁太郎，加子母優良材生産クラブ，かしもひのき建築協同組合の 9 団体で構成されて

いる（第 5-3 図）。 

 

第 5-3 図 加子母農林泊推進協議会の実施体制 

資料：農林水産省「東海管内の農泊地域一覧」，

https://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/nouhaku/attach/pdf/20200219-3.pdf（2021 年 12 月 8 日参照）。 

加子母農林泊推進協議会
（事業実施主体）

【事務局】
加子母森林組合

中津川市役所加子母総合事務所
かしもむらづくり協議会

中津川市北商工会加子母支部

NPO法人かしもむら
（有）ファンファーミング

ゆうらく館株式会社
山守資料館

渡合温泉ランプの宿
仁太郎

かしもひのき建築協同組合
加子母優良材生産クラブ

オブザーバー
区会長制度による地域内合意形成

および全戸周知など

観光専門部会設置
（受入体制の整備、合意形成等）

ファンファーミング有限会社 

加子母むらづくり協議会 
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2017 年から 2019 年の林泊協の活動内容を第 5-1 表に整理した。林泊協では，モニター

ツアーの実施や PR 活動，多言語パンフレットや資料，動画の作成などインバウンド受入

れに取り組んでいた。 

 

第 5-1 表 加子母農林泊推進協議会の取組内容 

 
資料：佐藤（2020）より作成。 

 

２）協議会メンバーのコロナ前の取組 

林泊協の各メンバーの取組についてみていく（第 5-2 表）。加子母森林組合は，体験交

流施設モクモクセンターでの箸の絵付けやバターナイフづくりの体験提供や木工製品の販

売を行うほか，キャンプ場運営を行っている。かしもむらは 2018 年より芝居小屋「明治

座」の指定管理者となっている。明治座は，1894 年に旧加子母村の村民によって設立さ

れ，県の重要民俗文化財に指定されており，ガイド付きの見学が可能で通年開館している。

ファンファーミング有限会社は，野菜生産や産直及び農業法人であり，観光客に対して収

穫体験を実施している。当初はブルーベリーの収穫体験のみを提供していたが，トウモロ

コシやイチゴ，特産品の西方いもなど品目を増やし通年での体験を提供している。また直

売所「産直市」を経営しており，加子母の農家が生産した野菜を販売している。ゆうらく

館株式会社は，地産品などの土産物を販売する売店と食堂が併設された道の駅を運営して

2017年度農山漁村振興交付金（農泊推進事業）

①農泊に対する「気づき」の理解醸成事業
　シンポジウムの開催，先進地視察
②「儲かる」体制の確立事業
　JTBとの新規ツアー共同開発の提案

　恵那・中津川広域観光事業によるインバウンド向け，トレッキング等の新規開発
③加子母地域の取組を「知って」もらう機会の創出事業
　土岐プレミアムアウトレット，岐阜品などで体験プログラムの実施
　モニターツアー（11月，2月），インバウンドツアー（12月）開催

　県の海外戦略と連携し，外国語（フランス語）パンフレットの制作配布

2018年度農山漁村振興交付金（農泊推進事業）

①インバウンド受入体制の確立
　フランス領事館・日仏協会，FIT（タイ・フランス）加子母視察受入

　多言語パンフレットの作成，多言語翻訳資料作成，明治座案内ビデオ英語幕作成
②森林を主体としたツアーなどの造成・販売
　国有林モニターツアー，氷瀑ツアー，マウンテンバイクツアーの開催
　JR「Shupo」ツアー企画（下呂・中津川広域観光）

③国内・外への認知度を高めるための積極的なPR
　釜山国際観光展，バンコク日本博に出展及び営業
　JAL中部地区担当者へのPR，WOODコレクションなどのイベントを利用したPR
④翌年以降に向けた取組
　加子母農林泊推進協議会の設立
　加子母フィルムコミッション事業計画作成

2019年度農泊地域高度化促進事業

①多言語対策：明治座案内ビデオ仏語・中国語字幕作成，翻訳機購入
②トイレ洋式化：渡合温泉のトイレ洋式化
③Wi-fi・キャッシュレス環境整備：森林組合売店ほか

①多言語対策：明治座案内ビデオ作成（仏語・中国語字幕），翻訳機購入 
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いる。食堂では郷土食の朴葉寿司や鶏ちゃんを提供しており，農泊推進事業の採択を機に

恵那鶏や飛騨牛，西方いもをメニューに使用するようになった。ゆうらく館株式会社の代

表取締役が山に詳しいため，不定期で観光客向けに山歩きのガイドを実施しており，紅葉

狩りや氷瀑，マウンテンバイクツアーや観光客の希望に合わせた案内を行っている。樹齢

1000 年のヒノキや伊勢神宮の御用材などを見学する「裏
うら

木曾
き そ

古事
こ じ

の森
もり

」のツアーガイド

も実施している。 

 山守資料館は，祖先が山守である内木氏（20 代目）が内木家の屋敷を個人の資料館と

して改装し，当時の山守に関する資料や古文書，調度品を展示している。来訪者の予約に

合わせて屋敷の案内や資料の解説を行っている。 

 加子母地区には，下呂温泉に行く個人観光客が，産直市や道の駅の売店や食堂を利用し

たり，明治座に訪れたりしている。また，後述する下呂温泉の宿泊客の団体バスツアーを

迎え入れて，明治座の館内のガイドを行っている。 

 

第 5-2 表 加子母農林泊推進協議会の参画メンバーが提供する体験（コロナ前） 

 
資料：佐藤（2020）より作成。 

 
 

３）新型コロナウイルスの影響 

中津川市では，2020 年 4 月 18 日～5 月 6 日の期間で休業協力金(6)が支給されたことか

ら，加子母地区内の事業者は休業や時短営業で対応していた。道の駅は 4 月中旬から 5 月

の連休まで休業し，営業時には食堂は 14 時までの時短営業，換気の徹底，座席数の縮小

などで感染対策を行った。また新たに，お弁当（20 個程度）やお惣菜，加子母のトマト

と飛騨牛を使ったハンバーガー（10 個/日）の販売・配達も行った。地元住民の食堂利用

者は一時期は減ったが徐々に回復傾向にあり，道の駅の通販の注文が以前より増えている。

道の駅で貸出しを行っていたマウンテンバイクは，消毒が負担となることから提供をやめ，

加子母森林組合

箸づくり体験(800円/人）

バターナイフづくり体験(1,000円/人）

キャンプ場
モクモクセンターでの買い物

NPO法人かしもむら

加子母るツアー
モニターツアー
明治座の指定管理
・明治座の入館料（300円/団体のみ）

・明治座案内（500円）

・隈取体験（3,500円/人）

ファンファーミング有限会社
ミニトマト，イチゴ，枝豆，トウモロコシ，西方いもな
どの収穫体験（1,700円程度/大人1人。ただし作目によっ

て料金は異なる）

道の駅かしも
山歩き，マウンテンバイクツアー，郷土料理提供，道の
駅での買い物（2,000円～15,000円/人。コースによって料

金は異なる）

山守資料館 資料館の案内
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道の駅の職員が行っていた山歩きのツアーも中止した。加子母地区の観光入込客数を第 5-

4 図に示した。 

モクモクセンターは，従業員の感染を防ぐため 2020 年 4 月中旬から 5 月の間休業して

いた。営業再開後は，箸づくり体験の 1 回の参加者数を減らすなどして対応しているが，

来る客はわずかであった。2020年 11月中旬から 12 月下旬にかけては，岐阜県の「家族で

県内修学旅行プラン」(7)という企画で県内の小中学生がいる家庭を対象とした旅行商品が

造成され，コースの一つとして，箸づくりや明治座見学と下呂温泉の宿泊がセットになっ

た旅行商品（宿泊・体験付きで大人 11,000 円～，小中学生 2,200 円～）が販売された。週

末に 50～60 人，5 週間の平均で 1 日当たり 40 人が県内から箸づくりに訪れた。また，巣

ごもり需要を受けて，まな板など日用品やアロマ系の商品，アウトドア関連の商品購入が

増えた。加子母森林組合はキャンプ場を経営しているが，夏季の団体利用客が減ったこと

で売上げは減少した。 

産直市は屋外で開放感があるため通常通り営業し，地域外の利用客の増加により 2020

年度の売上げは前年度と比べ増加した。加子母地区内にある和菓子屋も同様に，9 月の栗

きんとんのシーズンに自家用車で買いにくる客が増えたことで売上げ増となった。ファン

ファーミング有限会社での農業体験は，以前のように多人数の受入れができないため時間

的な負担が増えてしまい，受入れを中止している。 

明治座は観光客が激減し，それに伴い明治座の屋根部分を補修するくれ板の寄付金や

手ぬぐい販売，団体案内料の収入が大きく落ち込んだ（第 5-5 図，第 5-6 図）。明治座は屋

根の葺き替えが必要であることや，かしもむらの事業の一つであることからも，団体旅行

客の受入れが見込めない中で，今後いかにして収入を増加させるかが課題である。かしも

むらでは，加子母に訪れたことのある人との関係性の維持を狙って，加子母の地産品を扱

った EC サイト「カシモール」を 2020 年 11 月に立ち上げ，加子母の地産品の販売促進に

も着手している。 

地域全体としては，コロナの影響は飲食店が最も打撃を受けたものの，休業協力金の

受給やなじみの顧客によるテイクアウトサービスの利用で経営困難に陥る事業者はいなか

った。 

 また，恵那市と中津川市の有志メンバーで DMC（Destination Management Company）で

ある Meets Nakasendo 合同会社が 2020 年に設立され，加子母森林組合の職員が加わってい

る。ここでは中山道を歩くことをコンセプトに，人と資源に着目した新しい広域の観光ル

ートづくりをコロナ明けに向けて進めている。並行してエリアを限定しないガイドの育成

も行っており，加子母の裏木曾古寺の森の案内を行えるガイドの確保につなげようとして

いる。 

  

66 67



第５章 温泉地連携型農泊の現状と特徴―岐阜県中津川市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区を対象に―（佐藤） 

68 

 

第 5-4 図 加子母地区の観光施設の年間入込客数 

資料：特定非営利活動法人かしもむら提供資料。 
注（1）2020 年は 1～9 月の合計。 

                      （2）入込客数のカウント数は岐阜県観光入込客統計調査と異なる。 

 

 

第 5-5 図 明治座の観光収入等（各年 4月～9 月） 

資料：第 5-4 図に同じ。 

 

 

第 5-6 図 明治座の観光客数（各年 4 月～9 月） 

資料：第 5-4 図に同じ。 
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（５）加子母地区と下呂温泉の接点 

加子母地区と下呂温泉との接点の一つに，下呂・中津川広域観光振興協議会で商品造

成されたバスツアーがある。下呂・中津川広域観光振興協議会は，下呂市と中津川市の自

治体や観光協会等が中心となって 2010 年に設立され，両市の連携する旅行商品の企画や

PR を行う協議会である。協議会のメンバーは，下呂市，中津川市，一般社団法人下呂温

泉観光協会，一般社団法人中津川観光協会，中津川観光連絡協議会，下呂商工会，中津川

商工会議所及び中津川北商工会で構成されている。 

 主な旅行商品としては，下呂温泉に宿泊し，中津川市内の観光スポット巡りや体験を行

う行程のバスツアーがある（第 5-3 表）。両市と JR 東海が企画するもので，年ごとにルー

トを変えることもあるが，加子母地区では明治座やモクモクセンターでの体験がツアー内

に含まれている。こうした下呂市と中津川市を周遊するツアーは 2011 年から開始し，JR

東海が JR 東海ツアーズ，クラブツーリズム，阪急交通社などの大手旅行会社に造成を依

頼し，各社で販売を行ってきた。バスツアーの参加者の多い時期では 2013 年と 2014 年に

2,000 人程度で，近年は 500～600 人程度である。下呂と中津川を結ぶバスツアーは同協議

会で販売しているもの以外にもあり，両市の境に位置し，加子母地区の入り口に近い舞台

峠観光センターでも，下呂温泉に宿泊し明治座に立ち寄るバスツアーを造成し読売旅行で

販売を行っていた。 

 

第 5-3 表 下呂・中津川地域周遊促進事業におけるバスツアーの内容 

 
資料：下呂市提供資料より作成。 
注． ①，③，④は JR 東海タイアップバスツアー商品造成支援，②は読売旅行タイアップバスツアー商品造成支

援。 
 

両市の連携のメリットは，下呂市で宿泊し，中津川市で体験するという役割分担がされ

ていることで両市の利害が一致することにある。特に，2027 年に中津川市にリニア中央

新幹線の新駅が開業することを受けて，下呂市ではリニアを利用する旅行者の獲得が期待

できるため，連携を深化させることのメリットは大きい。また，新宿駅にある京王電鉄の

中部地方インフォメーションプラザ in 京王新宿にて首都圏からの誘客促進にむけて両市

の観光 PR のブースを設置していた。 

コロナ禍により 2020 年と 2021 年の同協議会のバスツアーは中止されたが，同協議会内

での新しい観光ルートの検討に当たっては，加子母の神宮備林を題材としたストーリーと

実施期間 行程
バスの運行台数
と参加者数

①2018/5/6～7/14 下呂温泉（宿泊）→かしも明治座→夕森公園→馬籠宿→
ちこり村→にぎわい特産品館→中津川駅

50台，1,230人

②2018/12/10～3/24 下呂温泉（宿泊）→かしも明治座→モクモクセンタ→舞
台峠→地蔵寺→飛騨萩原

2台，31人

③2019/5/7～7/12 下呂温泉（宿泊）→かしも明治座→夕森公園→馬籠宿→
ちこり村→にぎわい特産品館→中津川駅

38台，895人

④2020/5/7～7/31 下呂温泉（宿泊）→常盤座→苗木城→馬籠宿→ちこり村
→にぎわい特産品館→中津川駅

不催行
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しての活用のほか，ゆうらく館株式会社の取締役や明治座の案内人を新たに期待される人

材と資源として報告書に取り上げられている(8)。 

 また同協議会以外の動きとして，2021 年 11 月に一般社団法人下呂温泉観光協会が主導

する下呂市内の観光協会や地域の事業者が参加する勉強会にかしもむらも参加し意見交換

を行っている。 

 

５．宮城県仙台市秋保地区の事例 

 

（１）地区概要 

宮城県仙台市太白区秋保地区は仙台市の南西部に位置し，世帯数は 1,731 世帯，人口は

3,946 人（2021 年 10 月 1 日）である。秋保地区（旧名取郡秋保町）は 1988 年 3 月に仙台

市に編入された。同地区は仙台駅から車で 30 分，バスで約 50 分の場所に位置しており，

秋保温泉を源泉とする旅館やホテルが名取川沿いに連なっている。宿泊者数は，90 万人

前後で推移しており，2019 年は 856,116 人だったが，2020 年は 541,568 人に落ち込んだ

（第 5-7 図）。 

秋保温泉旅館組合に加盟するホテルと旅館数は 11軒で総客室数は 1,030 室（総収容人数

4,730 人）である(9)。2021 年のじゃらんの温泉地ランキングでは東北 4 位(10)である。コロ

ナ前の夏場や秋のトップシーズン，ゴールデンウィークなどの客室は繁忙期には満室にな

った。秋保地区には雪が降らずスキー客は来ないため冬場の観光客は少ないものの，県内

の観光客は冬場に多い傾向にある。 

 
第 5-7 図 秋保地区の宿泊客の推移 

資料：仙台市観光統計基礎データ。 

 

（２）仙台市の観光における秋保地区の位置づけ 

仙台市は 2019年 3月に「仙台市交流人口ビジネス活性化戦略」を策定した。そこでは 3

年間の観光戦略を立て，2021年までに宿泊者数 600万人泊を目標数として設定している。

施策の重点項目の一つに，1,000 本の体験プログラム創出を掲げており，多様な体験を充
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実させることで個人観光客の誘客につなげていきたい意向である。仙台市の中でも秋保地

区は観光地として有力なエリアであり，後述する株式会社アキウツーリズムファクトリー

（以下，ATF）に，地域おこし協力隊（仙台市西部地区観光地域おこし協力隊）の雇用や

マネジメント，体験プログラム創出等を委託している。 

また，秋保地区の観光拠点の一つであるアキウ舎（古民家）は，特区（国家戦略特区

エンジェル税制）を活用した資金調達が行われた。秋保地区がサイクリングのコースの一

つに含まれる SENDAI SATOYAMA RIDE は ATF が運営し，市は自転車の貸与を行ってい

る。秋保地区にある市の観光施設には，秋保・里センター，仙台市秋保ビジターセンター，

秋保工芸の里がある。 

 

（３）秋保地区の農泊の取組経緯 

秋保地区における農泊の取組の背景には，2013 年より震災復興を目的としてキリンビ

ールが開始した絆プロジェクトの一つである，次世代農業経営者育成「東北復興・農業ト

レーニングセンタープロジェクト」(11)がある。このプロジェクトは，生産管理，経営，

販売までの勉強会や農業先進地の視察などを通して，岩手県，宮城県，福島県の 3 県の若

手農業経営者の育成を目指した 3 年間のプログラムである。受講生は 84 名で，農泊の事

務局である ATF の代表取締役や秋保地区で有機農業を行う株式会社大滝自然農園の代表，

佐藤茂氏が第１期生として参加していた。 

大滝自然農園は，有機農業を学びたい農家や移住者を受け入れて有機農業の技術の研

修を行ってきたが，その研修後に同農園の近隣で新規就農する人が多いことから，同農園

の一帯を無農薬栽培のブランド産地に形成することを考え，その目的を達成するために同

プロジェクトに参加していた。大滝自然農園では 2014 年からは実践の年として，秋保地

区の民間の道の駅である秋保ヴィレッジに野菜を出荷するようになった。 

2018 年には，同プロジェクトの受講生から農村にお客さんを呼んで観光を行いたいと

いう声が上がり，新たに「ファームツーリズムプロジェクト」が立ち上げられた。農場で

食べて飲んで楽しむというコンセプトのツアー（ファーミードリンキングツアー）を，各

地域の受講生が旅行会社やガイドと組んでツアーづくりに取り組んだ。秋保では，他の地

域の受講生の取組との差別化を図るために，農村をめぐるサイクルツアーを取り入れ，滝

や寺社仏閣，ワイナリーのブドウ畑を巡り，畑で芋煮会を行ったり，地元ワインを提供し

てアキウ舎（2018年 7月末オープン）で食事会を行ったりした。こうしたツアーが秋保の

農泊の体験に活用されている。 
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（４）秋保地区の農泊の取組内容 

 

１）実施体制 

秋保ファームツーリズム推進協議会（以下，秋保協）は 2018 年度に農泊推進事業と人

材活用事業に採択された。先の東北復興・農業トレーニングセンタープロジェクトでは，

主に農家支援を目的に農産物の認知や販売促進を目指してきたが，農泊推進事業では農家

だけでなく地域の事業者にも波及するような地域外貨獲得を取組の目的としている。その

ため，協議会のメンバーは観光まちづくり会社のATFのほか，ATFが経営するアキウ舎，

秋保温泉旅館組合，秋保ヴィレッジ，秋保ワイナリー（株式会社仙台秋保醸造所），まっ

たりん（婦人グループ），太田とうふ店（豆腐屋），Vienna29（ソーセージ工房）など地域

の事業者や地域住民で構成されている（第 5-8 図）。宿泊については新たな宿泊施設を創

設するのではなく，秋保温泉旅館組合の宿泊施設の利用の促進を狙っている。 

 

 

第 5-8 図 秋保ファームツーリズム推進協議会の実施体制 

資料：農林水産省「東北地方の農泊地域一覧」，https://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/gt/attach/pdf/nohoku_list-11.pdf
（2021 年 12 月 8 日参照）。 

 
 

２）コロナ前の取組内容 

ATF では，子どもたちが里芋収穫と調理を行う里芋の芋煮会や，秋保ワイナリーのブド

ウ畑をマウンテンバイクで走るツアーを 2018 年の秋に実施した。また 10 月には秋保の里

山や温泉の周辺をオフロードバイクで走る体験とホテルでの温泉入浴やアキウ舎でのラン

チをセットにするツアーを実施した。アキウ舎で提供するメニューは，地元の婦人会グル

ープのまったりんが協力してメニュー開発を行った。 

 2019 年からは，地域おこし協力隊 2 名が ATF に所属し，農泊のメンバーの特色を生か

した体験やツアーを販売するようになった。体験等では，秋保ワイナリーのぶどうの蔓を

使用したリース作り，Vienna29でのソーセージ作り，団子汁作り，秋保産そば粉，雪下人

参など地域の食材を活用した料理教室が実施された（第 5-4 表）。 

このほかに，プロのマウンテンバイカーがガイドするサイクルツーリズム（AKIU 

NINJA RIDE）を春と秋の週末に実施した。ツアーは，秋保の温泉街を手軽に楽しめるも

のや里山風景を楽しむもの，社寺めぐり，美食などでテーマを変えて，最短で 1 時間，最

長で 5 時間のコースが用意された。ツアー途中に太田とうふ店や秋保ワイナリーへの立ち

秋保ファームツーリズム推進協議会
（事業実施主体）

【食事部門】
アキウ舎（レストラン）

秋保ヴィレッジ（直売所）
秋保ワイナリー（醸造所）

【事務局】
株式会社

秋保ツーリズム
ファクトリー

【宿泊部門】
秋保温泉旅館組合

【体験・交流部門】
まったりん（婦人グループ）
太田とうふ店（豆腐屋）

Vienna29（ソーセージ工房）

【その他】
仙台市
その他の
連携団体

アキウツーリズム 

ファクトリー 
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寄りやアキウ舎でのランチが組まれている。参加費は 5,500 円～9,000 円（税別）で，1 組

5～6人で年間約 150人が参加した。サイクリングには，国内観光客のみならずインバウン

ド観光客も多く訪れ，ツアー参加者は秋保の旅館やホテルに宿泊した。 

 野菜のレストランをコンセプトとしているアキウ舎では，秋保ヴィレッジを通じて 30

～40 軒の農家から地元野菜を買い取っている。農家が生産・出荷可能な野菜のロット数

が小規模のためアキウ舎で提供するメニューも入手可能な野菜の種類に合わせてアレンジ

している。また，アキウ舎で提供しているしそジュースは，婦人グループのまったりんが

収穫から抽出まで行ったものであり，ほかにもアキウ舎で販売したあんころ餅や正月の雑

煮もまったりんは協力している。アキウ舎には地元と近県からの客が多く，6～7 割は仙

台市内から来ている。 

 

第 5-4 表 秋保ファームツーリズム推進協議会で提供した体験内容（コロナ前） 

 

資料：第 5-8 図に同じ。アキウ舎ウェブサイト，https://akiusha.jp/cycle（2021 年 12 月 8 日参照）。 

 

３）コロナ禍での体験内容 

コロナ禍の影響でサイクルツーリズムのガイドが秋保地区を離れ，サイクルツアーが

縮小したことを受けて，秋保協では体験の見直しを行い，2020 年からは仙台市民を対象

とする家族向けの農業体験や自然体験のマイクロツアーに切り替えた。 

農業体験は，5～6 月に山菜採り（タラの芽，しいたけ，コゴミ，コシアブラなど）と

天ぷらや豚汁づくりのほか，野菜の苗植えやしいたけの菌種打ち，飯盒炊飯や BBQ を行

い，7～9 月に夏野菜の収穫，10～11 月に秋野菜の収穫と仙台味噌作り，芋煮，漬物など

の加工を実施した。 

参加費は１人当たり 1,500 円で追加の飲み物や食べ物は別途料金とし，家族 1組 3～4 人

の平均的な料金は 5,000～6,000 円となっている。ただし，客単価設定は試行段階のため協

議会内の勉強会を通じて適正価格を検討中である。秋保協では，農業体験の開催 1 回につ

き参加者数 15 人を想定し年間 200 名を目標としていたが，コロナ禍の影響や緊急事態宣

【地域の食や農を発信するイベントの開催】
　秋保風芋煮モニターイベント（20人）
　秋保ワイナリーのぶどうの蔓のリース作り体験（26人）
　秋保の食材を使ったソーセージ作り体験（5人）
　雪下ニンジンでタルトつくり（7人）
【子供の食育につながるイベントの開催】
　大人と子供で楽しむソーセージ作り体験（10人）
　秋保産のそば粉を使った料理教室（5人）
　秋保の自然と食文化にふれよう～春の草花さがしと団子汁（7人）
【新規での体験メニュー】　7本造成（12組24人，75人）
【秋保の生き物ハンドブック】　3,000部制作，配布
【AKIU NINJA　RIDE】
（①日本の原風景！里山のんびりグルメ&買い物コース，②旅館からサクッと！温泉街ぶらりショートコー
ス，③御朱印をGET！，神秘の社寺めぐりコース，④美酒と食を堪能！“テロワージュ”秋保コース）
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言を受けて 2020 年 4～6 月と 2021 年 8 月半ばから 9 月も中止となり，2020 年の参加者数

は 160名程度となった。2021年は年間 180人を目標にしている。コロナの影響で農業体験

に人気が出たため，募集開始（先着順）から 2 週間で予約終了になるほどであった。イン

ターネットの募集ではすぐ定員となるため，アキウ舎に設置するチラシや大滝自然農園の

お客様や口コミだけで募集を行っている。リピーターが約半分と多いが，新しい顧客を獲

得し，幅広い顧客の獲得を行いたいと秋保協では考えている。 

農業体験の提供に当たり，大滝自然農園の経営者は初年の 2020 年はガイドとして少し

関わる程度であったが，2 年目からは大滝自然農園側が主導して体験提供を行うようにな

った。これにより，1 年目では提供していなかった，しいたけの菌種打ちや山菜採りなど

を行うようになり，体験内容の幅が広がった。またこうした農業体験の提供を機に，大滝

自然農園の経営主の娘が秋保地区に戻り，農業体験の提供を行っている。これらの流れか

ら，大滝自然農園が募集や受付も含めて農業体験の提供を自立して行えるよう，地域おこ

し協力隊がサポートに当たっている。大滝自然農園において農業体験は収益部門ではない

が，大滝自然農園で販売する野菜の定期通販の購買増にもつながるため，定期購入をする

顧客へのサービスとしての提供も検討中である。こうした大滝自然農園の取組に触発され

て，他の有機栽培農家が取組の見学に来てノウハウを学ぼうとしている。 

ほかにも間伐材を切り出し丸太にして斧を使って薪にする体験やカブトムシの幼虫を

採る自然体験も提供している。 

 

４）コロナ禍における対応やその他の取組 

コロナ禍を受けて，アキウ舎ではテーブル間の空間を広げたり，テラス席を増やした

りした。これにより，コロナ前に比べて利用客が大幅に増加し売上げが過去最高となった。

アキウ舎が混んでいる場合にも秋保地区のほかのカフェ利用につなげるため，2020 年か

ら秋保のカフェマップを作成して，アキウ舎での配布を行っている。 

また，定禅寺ジャズフェスをはじめ仙台市の大きなイベントがコロナ禍で中止となる

中で，比較的小規模なイベントのニーズが高まっていることを受けて，秋保ワイナリーで

は，隔週で農産加工物の販売とジャズライブを中心としたマルシェイベントを 2021 年 10

月から実施する。地元の養蜂家，オーガニックスイーツ，地元カフェ，パプリカ農家，リ

ンゴ農園などが出店予定である。 

 

（５）秋保地区の農泊と秋保温泉の接点 

コロナ前までは秋保温泉の宿泊客がサイクルツーリズムやアキウ舎での飲食を楽しん

だり，秋保ワイナリーへ立ち寄るなど，施設等を相互利用していたが，秋保協と秋保温泉

旅館組合とで具体的に連携した取組は行ってこなかった。しかし，コロナの影響で宿泊客

が減少し，ホテルや旅館で個人宿泊客の獲得が更なる課題となる中で，新しい動きが生ま

れている。 

温泉旅館の蘭亭（客室数 68 室，収容人数 260 人）では，アウトドアをしたい家族層向
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けのグランピング施設を 2021 年 8 月から敷地内にオープンした。グランピング施設の客

室稼働率は週末 100％，平日 70％強を超えた。このグランピング施設の宿泊者向けにオプ

ションとして農業・自然体験，マウンテンバイクツアーを提供する企画が進行し，秋保協

が体験提供を担当する。また蘭亭の敷地を自然散策やドッグランへ活用するに当たり，

ATF の社員が蘭亭の裏山の整備を行っている。犬のにおいは野生動物を寄せ付けないため，

ドッグランや犬を連れた宿泊客の散歩により，野生動物から畑を守る効果を狙っている。 

こうした蘭亭との協力を機に，秋保協では旅館の若手従業員と勉強会を実施したり，

旅館の遊休施設となっている仲居の寮の活用にも着手したりしている。また，副業規定か

らすぐの実現は難しいものの，旅館の従業員が秋保の農村や農業体験のガイド人材として

育成する構想も生まれている。こうした取組の成功事例が増えることで，今後，秋保の他

の旅館やホテルにも波及する可能性があるとみられている。蘭亭以外にもペットと一緒に

宿泊できるホテルと連携し，ペットツーリズムの定着に向けて，ドッグイベントの実施や

勉強会，支援を行うなど，新しい顧客層獲得に向けた一体的な動きをみせている。 

今後，秋保協では，秋保地区の就農者増を目指して，旅館の遊休施設の就農者用の寮

への活用や地域おこし協力隊を就農につなげる仕組みづくりを構想中である。 

 

６．まとめと考察 
  

加子母地区と秋保地区の二事例について第 5-5 表に整理した。まず，観光関連事業者と

の関わりをみてみると，加子母地区においては，行政では岐阜県，中津川市，下呂市，民

間事業者では舞台峠観光センター（下呂市），JR 東海，読売旅行等旅行会社などが連携に

関与していた。一方で秋保地区では秋保協と旅館が直接連携していた。こうした違いは，

加子母地区では，連携先の温泉地の行政区分が異なることや秋保地区と比べて地理的な距

離があること，また秋保地区では，秋保協の事務局である ATF 自体が観光まちづくり会

社のため，連携において主導権を握りやすいことなどがあると考えられる。 

次に，連携における特徴を三点挙げたい。一つ目は，農泊地域側が体験，温泉地側が

宿泊という明確な役割分担をした上で連携を行っている点である。加子母地区では，下呂

市と中津川市を巡る団体バスツアーにて，加子母地区の農泊は箸づくりや明治座見学など

体験提供の役割を担っていた。また秋保地区においても，旅館のオプションとしての農業

体験や自然体験が提供される予定であり，役割が明確化されている。つまり，体験と宿泊

のすみ分けが可能な地区では利害が一致するため，連携の効果が発揮しやすいものとみら

れる。 

二つ目は，農泊地域側が提供する体験が個人旅行者向きであり，これが温泉地経営の

変化にも適合し得る点である。近年，国内の観光動向が団体観光客から個人観光客へシフ

トし，コロナの影響でこうした動きが加速する中で，温泉地が持続可能な観光地経営を目

指す上では個人観光客への嗜好への対応が求められる。秋保温泉の旅館では，コロナに対

応した経営戦略として個人旅行客の獲得のためにグランピング施設を導入し，そのオプシ
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ョン体験として農業体験や自然体験が評価されている。一方で加子母地区では，裏木曾古

寺の森のツアーや山歩き，農業体験，明治座見学，山守資料館のいずれも個人旅行者に適

した体験内容である。正確な数は把握できていないが，下呂温泉の宿泊者が加子母地区に

立ち寄ってこれらの体験を行っていることが確認されている。温泉地の滞在旅行促進やリ

ピーター獲得に当たって，こうした個人旅行者の嗜好にあったオーダーメイドのツアーや

特色ある体験との連携が有用であると考えられ，今後も農泊地域で提供しているような体

験のニーズは増すものと考えられる。 

 

第 5-5 表 加子母地区と秋保地区の農泊の内容と温泉地との接点 

地区名 岐阜県中津川市加子母地区 宮城県仙台市太白区秋保地区 

協議会名 加子母農林泊推進協議会 秋保ファームツーリズム推進協議会 

協議会メンバー 

加子母森林組合，特定非営利活動法人か

しもむら，ファンファーミング有限会

社，ゆうらく館株式会社（道の駅），山

守資料館，渡合温泉ランプの宿，仁太郎

（和菓子製造会社），加子母優良材生産

クラブ，かしもひのき建築協同組合 

株式会社アキウツーリズムファクトリ

ー，秋保温泉旅館組合，アキウ舎，秋保

ヴィレッジ，株式会社仙台秋保醸造所

（秋保ワイナリー），まったりん（婦人

グループ），太田とうふ店， Vienna29
（ソーセージ工房） 

体験内容 

芝居小屋見学，箸づくり体験，山歩き，

MTBツアー，農業体験，山守資料館見

学，直売所・道の駅での買い物，直売所

での郷土料理の提供，裏木曽古寺の森の

ツアー等 

サイクルツアー，農業体験，自然体験，

料理体験 

近隣温泉地名 下呂温泉 秋保温泉 

温泉地との距離関係 車で25分 徒歩圏内 

観光関連事業者・団体 

下呂・中津川広域観光振興協議会，下呂

市観光課，下呂温泉観光協会，舞台峠観

光センター，読売旅行，JR東海，JR東海

ツアーズ，クラブツーリズム，阪急交通

社，京王電鉄 

仙台市観光課，秋保旅館組合，蘭亭（旅

館） 

連携（接点）の内容 

団体バスツアーの立ち寄り，家族で県内

修学旅行プランのコース，下呂・中津川

広域観光の新しい観光ルートにおける地

域資源，観光関連事業者の勉強会 

サイクルツーリズムや体験参加者の宿

泊，旅館のグランピング施設のオプショ

ン体験，観光関連事業者の勉強会 

今後の方向性 
ガイド人材育成，広域の新しい観光ルー

トの造成 

ガイド人材育成，就農者支援 

資料：筆者作成。 

 
 三つ目は，連携により農泊地域側の体験提供の機会創出につながることが挙げられる。

加子母地区では，下呂・中津川広域観光振興協議会が企画した団体バスツアーにより，例

年まとまった数の体験参加者を獲得していた。またコロナ禍で団体旅行や農泊に関わる体

験や交流が難しくなる中でも，岐阜県の「家族で県内修学旅行プラン」によって下呂温泉

の宿泊とセットで箸づくり体験や明治座見学などの家族向け割安旅行商品が販売された。

こうしたことからも，農泊の体験提供の機会創出において下呂温泉の宿泊とセットになる

ことの利点は大きいとみられる。また秋保地区においても，旅館の宿泊オプションとして

農業・自然体験を提供することは，新規の体験参加者の獲得につながる可能性が考えられ

る。 

 今後の課題としては，加子母地区では温泉地である下呂温泉が下呂市内の複数の地域と

連携しているため，他の地域と差別化した体験内容を加子母地区で提供することが求めら
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れる。下呂市にも芝居小屋があるものの加子母地区の明治座がバスツアーに組み入れられ

ているのは，下呂市の芝居小屋が通年開館していないことが理由であり，明治座にガイド

を常駐させていることが加子母地区の体験の優位性を高めている。こうした体験の差別化

に当たっては，観光資源を説明できるガイドの存在が鍵を握るものと考えられ，ガイド人

材の確保と育成が今後重要となるだろう。 

他方，秋保地区ではまだ一つの旅館との農業・自然体験での連携が進められている段

階で，成果の検証ができていないため，他の旅館やホテルは同様の取組に着手しづらい状

況にある。仮に同様の取組が各旅館やホテルに導入された場合，地区内において協力し競

合しない工夫が求められるため，地区内で連携する部分と個々で差別化を図る部分のすみ

分けが必要であると考えられる。また農業体験や自然体験が一時的なブームとなる可能性

もあるため，今後も宿泊客のニーズに柔軟に対応していくことが重要である。 

現状では両地域とも温泉地との連携は試行錯誤の段階であり，今後も取組内容は流動

的であるとみられる。観光関連事業者を交えた勉強会を行うなど有志による連携が両地域

で行われているため，今後はこうした話合いを通じて新たな連携による取組が展開される

と期待できる。 

 
注（1）農泊推進のあり方検討会の中間とりまとめでは，2020 年までに重点的に実施すべき取組のうち農泊コンテン

ツの充実では「温泉や文化体験など農泊との親和性が高いコンテンツについては，観光庁が進めているテーマ

別観光等との連携を図ることなどにより，地域に存在する資源を活かした魅力ある体験プログラムを充実して

いくべきである」と示している。また，農泊地域と温泉地との連携の可能性については佐藤・八木（2021）を

参照。 

（2）JTB 総研では滞在型旅行を「1 箇所に滞在し静養や体験型を始めとしたレジャーを楽しむこと。又はそこを拠

点 に 周 辺 の 観 光 を 楽 し む レ ジ ャ ー 形 態 の こ と 」 と 説 明 し て い る 。JTB 総 研 「 観 光 用 語 集 」，

https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/staying-tour/（2021 年 10 月 15 日参照）。 

（3）観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」の「ナレッジ集」， 

https://www.mlit.go.jp/common/001412623.pdf （2021 年 12 月 9 日参照）。 

（4）観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」， 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000183.html（2021 年 12 月 9 日参照）。 

（5）じゃらん「人気温泉地ランキング」， 

https://www.jalan.net/jalan/doc/etc/onsenranking/onsenranking_index.html（2021 年 10 月 21 日参照）。 

（6）岐阜県で１事業当たり 50 万円，うち市が 1/3 を負担。 

（7）岐阜県「“家族で県内修学旅行プラン”の実施について」， 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/110214.html（2021 年 12 月 9 日参照）。 

（8）「新しい周遊の旅提案事業 業務報告書」。 

（9） 秋保温泉旅館組合「加盟旅館一覧」， 

http://www.akiuonsenkumiai.com/ryokan/index.html（2021 年 10 月 19 日参照）。 

（10）じゃらん「人気温泉地ランキング」， 
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https://www.jalan.net/jalan/doc/etc/onsenranking/onsenranking_tohoku.html（2021 年 12 月 9 日参照）。 

（11）キリンホールディング株式会社「地域創成トレーニングセンタープロジェクト」，  

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/csv_management/social_contributions/kizuna/special/chiiki_tresen/（2021 年

10 月 19 日参照）。 
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第２部 我が国の持続可能な農村観光に向けた取組 
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第６章 農山村におけるムスリムフレンドリー観光の
現状と課題 

  
寺野 梨香・佐藤 真弓・古橋 元  

 

１．はじめに 
 

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大や感染拡大防止のための渡航制限等により，

我が国のインバウンド観光は低迷し続けている。とはいえ，人口減少・少子高齢化に直面

する我が国において，インバウンド観光による地域活性化に期待するところは大きく，本

稿では，多様な宗教や文化をもつ外国人観光客の誘致を進める農山村地域の動きに注目す

る。具体的には，世界全人口の約 4 分の 1 を占めるムスリム（イスラム教徒）の宗教や文

化，生活習慣等へ配慮したムスリムフレンドリー観光を取り上げる。多様な宗教・生活習

慣への対応は持続可能な観光に向けた課題の一つでもあり，その現状や課題を把握するこ

とはアフター・コロナにおいて有益である。 

ムスリムの生活規範を示す概念には，神のみが定めることのできるハラール（許され

たもの）やハラーム（禁じられたもの）がある。ムスリムが人口の多数を占めるイスラム

国家では，イスラム法で許された（ハラール）商品であることを示す認証制度が食の分野

を中心に発達している（多和田，2012）。こうした認証制度に対して賛否はあるものの，

食品の提供においてハラール性を担保する「ハラール認証が食品産業において制度化」

（阿良田，2020:47）されている。最近では，ムスリム市場の拡大を背景に，非ムスリム

国家においても食品メーカー等がハラール認証制度を用いた商品やサービスを提供する動

きが広がっている。例えば，マレーシアのイスラム開発局（JAKIM）が相互認証してい

る海外の認証団体は，46 か国 84 団体に及ぶ（JAKIM, 2020）。 

近年，ムスリムの生活規範に配慮した取組は，食品産業にとどまらず観光産業にも広

がっている。例えば，マレーシアでは，2015 年に観光分野においてムスリムフレンドリ

ー規格 MS2610:2015（“Muslim Friendly Hospitality Services”）(1)が初めて導入された。その

対象範囲は，施設内のレストランや調理場，ジムやプール，スパ施設等の宿泊施設内の各

種設備やサービスに及んでいる。こうした観光分野におけるムスリム対応の取組は，ヨー

ロッパや東アジアの非ムスリム国家にも広がりつつある。観光産業におけるムスリムへの

対応は，各事業者等が可能な範囲でムスリムの生活習慣や文化に配慮する際の基準を設け

ているという点で，ハラール性を担保するために,食品産業が取得するハラール認証とは

異なる側面がある。 

ムスリムフレンドリー観光は，農村観光との親和性が比較的高いと考えられる。ムス

リム観光客は歴史や文化，食に関心が高いという調査結果があり（日本政府観光局，

2016:3；地域計画建築研究所，2020:5-3～5-4），自然環境を含めた多様な地域資源の活用
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が可能な農山村地域では，ムスリム観光客のニーズに応える潜在能力がある。農山村地域

におけるムスリムフレンドリー観光の活性化は，ムスリム以外の外国人観光客の受入れの

素地となり得るだけでなく，ゴールデンルートへの観光客の過度な集中によって引き起こ

されるオーバーツーリズムの回避にも貢献するだろう。 

ムスリムフレンドリー観光に関する研究は，Henderson（2016）によるレビュー論文か

らもわかるようにマレーシア，シンガポールのように，東南アジアの中でも民族が混住す

る地域に多く，先進事例の紹介やムスリム観光客のニーズ分析が進められている。他方で，

我が国において，ムスリムフレンドリー観光の取組は始まったばかりであり，こうした取

組を対象とした研究はほとんど行われていない。 

以上を踏まえ，本稿では，日本の農山村におけるムスリムフレンドリー観光の先進的

な事例を取り上げ，取組の背景や取組内容の特徴を比較し，その推進に向けた検討課題を

考察する。具体的な事例対象地域には， 石川県小松市，栃木県佐野市，岡山県岡山市・

吉備中央町（以下，岡山地域とする），熊本県人吉市である。 

まず２．では，特にムスリムが多く含まれている東南アジアからの訪日外国人観光客

数の推移を概観し，ムスリムフレンドリー観光に関する国の施策の動向と，都道府県によ

るムスリムフレンドリー観光に関する施策を概観する。その上で３．では，上記事例対象

地域におけるムスリムフレンドリー観光の取組状況を五つの視点で整理する。最後に４．

では各地域の事例を比較し，その特徴や今後の検討課題を考察する。 

なお，本稿で取り上げた事例のうち佐野市を除く三事例の記述は，寺野ら（2021）を

加筆修正したものである。佐野市については，2020～2021 年にかけてオンラインによる

聞き取り調査を実施した。また，新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大等は，我が国

におけるインバウンドやムスリムフレンドリー観光の推進に大きな影響を与えているが，

本稿ではパンデミック後の状況については取り上げていない。 

 

２．訪日観光客の推移とムスリムフレンドリー観光に関する施策 
 

（１）訪日観光客数の推移 

 日本へのムスリム観光客はその多くを東南アジアからの旅行者が占めている。コロナ禍

以前，訪日観光客数は 521 万人（2003 年）から 3,119 万人（2018 年）へ増加した。その中

で，東南アジア諸国からの訪日観光客数は，近年，2013年の 114万人から 2019年には 383

万に急増している（第 6-1 表）。 
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第 6-1 表 東南アジア諸国からの観光客数推移 

（単位：人） 

 2003 年 2005 年 2010 年 2013 年 2015 年 2019 年 

タイ 80,022 120,238 214,881 453,462 796,731 1,318,977 

シンガポール 76,896 94,161 180,960 189,280 308,783 492,252 

マレーシア 65,369 78,173 114,519 176,521 305,447 501,592 

インドネシア 64,637 58,974 80,632 136,797 205,083 412,779 

フィリピン  137,584 139,572 77,377 108,351 268,361 613,114 

ベトナム 17,094 22,138 41,862 84,469 185,395 495,051 

東南アジア計 441,602 513,256 710,231 1,148,880 2,069,800 3,833,765 

資料：日本政府観光局。 

 

 この背景の一つには，国による観光立国に向けた施策の展開があると考えられる。我が

国においては 2003 年にビジット・ジャパン事業を開始し，観光庁を中心に外国人観光客

の受入に対する環境整備に取り組んできた。具体的には，公共交通機関や観光地における

多言語表示への対応，無線 LAN の普及等，観光インフラの整備である（観光庁，2020）。

一方で，東南アジア諸国からの旅行者が増加した背景には，地方空港への LCC（格安航

空会社）の就航開始や就航便数の増加(2)，東南アジア諸国を対象とした観光ビザ要件の大

幅緩和といった直接的な要因のほか，ここ 10 年の円安という経済動向による間接的な影

響もあると考えられる。 

 

（２）国によるムスリム観光客誘致に関する取組 

こうした状況下において，国はムスリム観光客の誘致と受入体制の整備に関する施策

を展開している。まず観光庁では 2015 年に「訪日ムスリム外国人旅行者受入環境整備等

促進事業」を開始し，食事や礼拝等の環境整備に加え，ムスリム観光客誘致に向けたプロ

モーション活動に取り組んでいる。加えて，同庁では『ムスリムおもてなしガイドブック』

を発行し，飲食店や宿泊施設等のサービス提供者に，実際にムスリム観光客を受け入れる

際の具体的な手順や準備内容を示している。 

ムスリム観光客への対応は，農林水産省においても主に食の分野から進められている。

同省では，ムスリムフレンドリー観光に先立ち，イスラム市場への食品輸出に関する事業

が実施されてきた。その中でハラール食品に係る実態調査や，農林水産物や食品に対する

ハラール認証についての検討が重ねられている(3)。ムスリムフレンドリー観光については，

2016 年に作成された『飲食事業者のためのインバウンド対応ガイドブック』に記述が見

られ，実際にムスリム観光客を受け入れる飲食店や事業者を対象としたセミナーの開催等

にも取り組んでいる。 
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（３）都道府県別ムスリムフレンドリー観光の推進状況 

我が国においてムスリムフレンドリー観光の推進は，自治体や民間事業者等様々な組

織や団体が主導している。その全体状況を把握することは容易ではないが，以下では，自

治体のウェブサイトや新聞記事情報等から得られたデータを基に，さしあたり都道府県に

おけるムスリムフレンドリー観光の推進状況を把握した。 

 

第 6-2 表 都道府県別ムスリムフレンドリー観光に取り組む担当部局 

  

担当部局名 

分野 

観光 商工 農林 企画 
文化・

交流 
その他 

北海道 ・北海道観光振興機構地域支援事業部 1 
     

宮城 ・宮城県食産業振興課 
 

1 
    

秋田 ・秋田県観光文化スポーツ部観光振興課 1 
     

山形 ・山形県観光立県推進課 
      

栃木 ・産業労働観光部国際課 経済・交流担当 1 
     

群馬 ・企画部総合政策室 
   

1 
  

埼玉 ・埼玉県保健医療部 薬務課（化粧品開発） 
     

1 

東京 ・東京都産業労働局観光部受入環境課 1 
     

神奈川 ・神奈川県国際文化観光局 観光部国際観光課 1 
     

新潟 ・新潟県観光局国際観光推進課 

・新潟県国際交流協会 

1 
   

1 
 

富山 ・富山県観光・交通振興局 観光振興室 1 
     

山梨 ・山梨県観光部国際観光交流課 1 
     

長野 ・観光部観光誘客課国際観光推進室 1 
     

岐阜 ・岐阜県商工労働部海外戦略推進課 
 

1 
    

静岡 ・静岡県経済産業部産業革新局マーケティン

グ課 6 次産業推進班 

 
1 

    

愛知 ・愛知県社会活動推進課多文化共生推進室多

文化共生推進グループ 

・愛知県国際観光コンベンション課 

1 
   

1 
 

三重 ・三重県農林水産物・食品輸出促進協議会事

務局 

・三重県農林水産部フードイノベーション課 

・三重県外国人観光客誘致促進協議会事務局 

・三重県雇用経済部国際戦略課  

1 
 

1 
 

1 
 

滋賀 ・滋賀県商工観光労働部商工政策課 
 

1 
    

京都 ・京都府農林水産部農政課 

・京都府農林水産部食の安心・安全推進課 

  
1 

   

鳥取 ・鳥取県交流人口拡大本部観光交流局観光戦

略課 他 

1 
     

広島 ・広島県海外ビジネス課 
 

1 
    

山口 ・山口県観光政策課・観光プロジェクト推進

室・インバウンド推進室 

1 
     

高知 ・公益財団法人 高知県国際交流協会（高知

県国際交流課） 

    
1 

 

熊本 ・熊本県経済観光局観光交流部観光政策課 1 
     

宮崎 ・宮崎県総合政策課 
   

1 
  

沖縄 ・沖縄県文化観光スポーツ部 1 
     

合計担当部署数（計 26 都道府県） 15 5 2 2 4 1 

資料：各自治体のウェブサイト及び農業新聞等の情報を基に，筆者作成。 
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第 6-2 表では，都道府県別にムスリムフレンドリー観光を推進する担当部局を示してい

る。これによると，2020 年現在，北海道から九州・沖縄まで 26 の都道府県が何らかの形

でムスリムフレンドリー観光に取り組んでいる。また，その担当部局は観光分野を中心に，

商工や文化・交流，農林，企画等にわたっている。 

 

（４）事例対象地域と分析項目 

本稿では，農村観光としてムスリムフレンドリー対応を進める地域の事例を取り上げ

る。具体的な事例対象地域は，石川県小松市，栃木県佐野市，岡山県岡山市・真庭市・吉

備中央町（岡山地域），熊本県人吉市の 4 地域である。これらの地域では，ムスリムフレ

ンドリー観光に関する取組を始めた経緯や背景，具体的な取組内容は様々であるが，食や

農泊など，農山村の地域資源を再編し，ムスリム観光客に提供していることに共通点が見

られる。 

以下では，ムスリムフレンドリー観光の取組状況を把握するため，①取組の背景及び

経緯，②ムスリムフレンドリー認証及びガイドライン，③人材育成，④観光客への発信情

報，⑤取組を主導する組織・団体の点から各事例を整理する。具体的には，①については，

ムスリムフレンドリー観光に関する取組の位置づけや事業開始までの経緯を概観する。②

については，自治体や事業者が共有するムスリム観光客を受け入れる際のガイドラインや

認証制度について紹介する。③については，自治体や事業者が開催するセミナーや勉強会

の開催状況を把握する。④については，ムスリム観光客に向けた情報発信の取組を把握す

る。⑤については，ムスリムフレンドリー観光を主導する組織や団体とその役割を記述す

る。 

 

３．事例対象地域におけるムスリムフレンドリー観光の現状 
 

（１）農林水産振興として開始されたムスリムフレンドリー観光の取組： 

石川県小松市 

 

１）取組の背景及び経緯 

 石川県小松市は 2011 年に「国際都市こまつ」を掲げた「NEXT10 年ビジョン」を打ち

出している。その主要な柱は，国際化，交通インフラの整備，農林水産業の振興である。

まず国際化という点では，小松市には製造業関連企業が集積しており，小松製作所を中心

にこれまでも海外からの研修生を数多く受け入れてきた経験がある。そうした地域性を踏

まえ，小松市では，2018 年の公立小松大学開学（国際文化交流学部創設）や 2020 年の東

京オリンピック・パラリンピック開催をさらなる国際化の契機と捉えてきた。また，交通

インフラの整備という点では，空路，陸路双方での整備が進んでいる。小松空港では，旅

客便に国内線 6 路線及び国際線 4路線が定期便として加わり，2024 年には北陸新幹線小松

駅の開業が目指されている。小松市では農林水産業の振興にも力を入れている。特に，同

市は，2011 年に民間団体である環境大国認定委員会（大阪市）が選ぶ「環境王国」に北
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陸地方で初めて認定されたことを契機として，自然環境の保護を図りつつ，農産物のブラ

ンド化や 6 次産業化の取組に力を注いでいる。 

 同市におけるムスリムフレンドリー観光の取組「ムスリムフレンドリーKOMATSU｣(4)

は，「環境王国」の取組の一環として 2016 年 7 月に農林水産課で開始された。同課では，

豊富な農林水産資源が多様な宗教や食習慣を背景とした観光客のニーズに対応可能である

と考えている。国際色豊かな地域性はムスリム対応との親和性が高く，空路・陸路双方に

おける交通インフラの整備は，インバウンド誘致に大きく貢献するという期待もある。 

 

２）ムスリムフレンドリー認証及びガイドライン 

小松市では，食事や礼拝，飲食店におけるサービス内容をまとめた『ムスリムフレン

ドリーKOMATSU おもてなしガイド』を作成している。これは，2015 年に観光庁が発行

し，2018 年に改訂した増補版『ムスリムおもてなしガイドブック』に準拠したものであ

る。同ガイドラインは，「ムスリムの習慣」，「食事」，「礼拝」等から構成され，その中

で，飲食店のメニューや使用されている食材の英語表記，調理方法に関する情報開示を呼

び掛けている。 

ムスリムフレンドリー認証については，「ムスリムフレンドリーKOMATSU 宣言書」が

用いられている。これは小松市が独自に定めたチェック項目のうち，各事業者が店舗や施

設で基準に達した項目についてピクトグラムを用いて情報開示するものである。実施を希

望する事業者は対応可能な事項を市に提出し，市は専門家とともに現地確認を行い，宣言

書を代行作成する。作成された宣言書は事業者に配布されるとともに，市ウェブサイトで

公表される。チェック項目は最大で 11に及ぶ。現在，市内 8か所の飲食店と公共施設（こ

まつ芸術劇場うらら）の計 9 か所が宣言店として指定されている。以上のように小松市で

は，既存の認証制度ではなく，市が定める独自項目への対応情報を公表する形で，ムスリ

ムフレンドリー対応の質を担保している。 

なお小松市では，このほかに，外国人観光客の利便性を高める取組として，飲食店で

のクレジットカード決済の導入を促進している。 

 

３）人材育成 

同市においてムスリムフレンドリー観光を担う人材育成は，「おもてなしセミナー」と

いう講習会形式で実施されている。初回は 2016 年 11 月で，これまで計 3 回実施された。

各回の概要は次のとおりである。 

第 1 回目：ムスリムの基本知識・旅行傾向について 

第 2 回目：イスラム教で禁止されている食材，情報開示方法 

第 3 回目：ムスリム留学生を招いた試食会 

日本の観光・食品産業や食の多様化を得意とするコンサルティング会社から講師を招

へいした初回のセミナーには，市内の飲食店経営者や従業員約 60 名が参加した。イスラ

ム教で禁止されている食材や，情報開示をテーマとした 2 回目のセミナーには，商工会議
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所等から約 40 名の参加が見られた。第 3 回には金沢大学の留学生 10 数名を招いて試食会

が開催された。 

 

４）観光客への発信情報 

現在，小松市役所のウェブサイトには，市内の飲食店 8 店舗と小松市が管理運営する

「こまつ芸術劇場うらら」の礼拝スペースが掲載されている。ウェブサイト上では，各施

設についての基本情報（名称，連絡先，ウェブサイトのリンク等）とともに，ムスリム対

応の具体的な取組内容を示す「宣言書」が公表されている。飲食店には，日本料理店やイ

タリアンレストラン，蕎麦やうどんを提供する食堂のほかに，ベジタリアンやヴィーガン

向けのメニューを提供しているカフェ等も含まれている。こうした活動は小松市のウェブ

サイトだけでなく，イスラム市場に関する情報サイトにも掲載され発信されている。 

 

５）取組を主導する組織と飲食店での取組事例 

小松市では農林水産課が「ムスリムフレンドリーKOMATSU」に関する取組を主導して

いる。以下では，「宣言店」のうち二つの飲食店での取組を紹介する。 

最初に，「小松うどん道場つるっと」は，JR 小松駅の高架下でうどんや郷土料理を提供

する飲食店である。同店は，2018 年 2 月に宣言書を掲げ，「ムスリムフレンドリー

KOMATSU」に参加した。具体的な取組としては，店内でのメニュー標記に英語とアラビ

ア語を用いていること，調理の際に出汁の取り方を工夫していること（イスラム教で禁忌

とされている豚肉を厨房に持ち込まない，みりんの不使用を徹底する）等が挙げられる。

もっとも同店では，宣言書を掲げる以前から，客の要望を受けて調理方法を変更する経験

は少なくなかった。その点では，ムスリム，非ムスリムを問わずできる限り個別の要望に

も応えるという基本的な姿勢は一貫している。 

 
第 6-1 図 小松市ムスリムフレンドリー宣言書 
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次に，自家製麺を使用したラーメンや餃子を店内で提供及び持ち帰り商品として販売

する「よっしー製作所」は，2006 年に開業した。同店は，当初から素材や味付けにこだ

わり，多様なニーズに応えたいとムスリムだけでなく，ベジタリアンやヴィーガン向けの

メニューを開発してきた。特に，ムスリムについては，戒律に最も厳格な層に対応できる

ように基準を設定している。「ムスリムフレンドリーKOMATSU」には 2018 年 2 月に参加

した。市の事業によってムスリムフレンドリーという概念を初めて知った店主は，自ら宣

言店として手を挙げた。宣言書の記載内容について，例えば，当店では使い捨て容器を使

用し，アルコールを提供した食器を使わず飲食ができると書かれている（第 6-1 図）。こ

れは，一度でもアルコール飲料を提供したグラスを使用することを倦厭
けんえん

するムスリムの規

範に配慮したものである。 

 

（２）スポーツを核としたムスリムフレンドリー観光の推進：栃木県佐野市 

 

１）取組の背景及び経緯 

 栃木県佐野市では「両毛ムスリムインバウンド推進協議会」が中心となって，ムスリム

フレンドリー観光に取り組んでいる。同協議会は 2015 年 11 月に佐野市を含む両毛地区

で，ムスリムフレンドリー観光に関わる民間事業者によって設立された。2021 年の調査

時には 18 団体が加盟している。2016 年，佐野市の「訪日ムスリムインバウンド推進事業

～Muslim Welcome Town SANO～」が地方創生加速化交付金事業に採択され，2020 年まで

交付されていた。佐野市，両毛ムスリムインバウンド推進協議会，ジャパンハラルツアー

（日本及びインドネシアでインバウンド事業や訪日外国人向けのプロモーション事業を実

施する J HTC JAPAN 株式会社の子会社）でムスリムフレンドリー観光の推進に関する覚

書を締結した。 

 佐野市においてムスリムフレンドリー観光は，スポーツ振興を通したまちづくりとして

の延長線上に展開している。日本クリケット協会本部・国際規格のクリケット場がある佐

野市では，クリケットを積極的に誘致しており，「クリケットのまち佐野市」をスローガ

ンに，クリケット場の整備や国内外での大会の誘致，イベント開催等を行ってきた。クリ

ケットは特に南アジアでの競技人口が多く，ムスリムからの人気も高いスポーツである。

そのため，全国大会や国際大会には国内外のムスリムが佐野市に集い，周辺の飲食店等で

は必然的にムスリムへの対応が求められていた。こうした経験が，後述のような佐野市に

おける飲食店を中心としたムスリムフレンドリー観光推進の基盤となっている。 

 

２）ムスリムフレンドリー認証及びガイドライン 

 佐野市ではムスリムフレンドリーに関するガイドラインや認証制度は設けていない。た

だし，後述の観光ガイドブック（「ムスリム向け観光ガイド佐野マップ」）の一部には，ム

スリム観光客に向けた情報が発信されている。 
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３）人材育成 

 佐野市では，人材育成に関する取組として，フォーマルな勉強会とインフォーマルな情

報共有が見られる。前者については，佐野市が飲食事業者を対象とした料理教室や，市職

員がムスリムの食や習慣，文化に関する知識を得るための勉強会を開催している。後者に

ついては，地域おこし協力隊の活動を通した関係者への知識や経験の共有が当てはまる。

2020年に採用された地域おこし協力隊は，Youtube や SNSを活用して佐野市のインバウン

ド誘致に関する取組を積極的に発信している。 

 

４）観光客への発信情報 

 ムスリム観光客に向けた情報発信は，佐野市，両毛ムスリムインバウンド推進協議会，

地域おこし協力隊等により行われている。まず佐野市では，市役所ウェブサイトに「ムス

リム佐野観光 PR 動画(PR video of Sano City for Muslim)」を掲載し，都心から佐野までの

アクセスや市内の観光スポットを紹介している。このほかに，観光立市推進課の SNS 

（Twitter・facebook）や Youtube を通して，観光情報が定期的に発信される。両毛ムスリム

インバウンド協議会では両毛地域の観光スポットや飲食店，土産物屋等を英語表記で紹介

する「ムスリム向け観光ガイド佐野マップ」を作成・配布している。その中には，モスクや

礼拝所に関する情報も記載されている。このほかに，前出の地域おこし協力隊は，

Youtubeや各種 SNSを通じて，観光客に向けた情報発信も行っている。市の観光コンテンツ

やクリケットを中心とした関連イベントの様子等，ライブ感のある動画が発信されている。 

 

５）取組を主導する組織・団体 

佐野市においてムスリムフレンドリー観光は行政主導ではなく，佐野市街地にある飲

食店が中心となって開始された。その中心メンバーは，ラーメン店「日光軒」の経営者

で，両毛ムスリムインバウンド推進協議会の会長でもある五箇大成氏である。同氏は 10

年以上前からムスリム向けのラーメンや餃子を提供しており，現在は 1 日に 150 人以上の

外国人客が来店している。同氏の活動は自身の飲食店経営にとどまらない。佐野市在住の

ムスリムやその他外国人居住者への生活支援や，地元住民との交流活動などを主導してき

た。こうした活動の経験や蓄積が両毛ムスリムインバウンド推進協議会の発足につながっ

た。 

他方，行政の立場からムスリムフレンドリー観光を推進しているのは佐野市観光立市

推進課である。具体的な事業内容は，第一に，佐野市では，ムスリム観光客の新規開拓の

ため，インドネシアから現地旅行事業者やメディア，インフルエンサー等を誘致するファ

ムトリップを計画・実施している。第二に，前述のとおり，佐野市では 2020 年にインバ

ウンドの誘致や両毛ムスリムインバウンド推進協議会の活動支援を任務とする地域おこし

協力隊員 1 名を初めて採用した(5)。第三に，佐野市では，同じく前述のとおり，ムスリム

フレンドリー観光に取り組む人材を育成するための勉強会を開催している。第四に，同じ

く前述のとおり，観光客に向けた情報発信を行っている。 
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（３）ヘルスツーリズムとして開始されたムスリムフレンドリー観光の取組： 

岡山県岡山市・真庭市・吉備中央町 

 

１）取組の背景及び経緯 

岡山県では岡山市とその近隣の真庭市及び吉備中央町との広域連携により，ムスリム

フレンドリー観光を推進している。岡山県は中四国地方の他県に比べ，外国人宿泊者数が

少なく，その誘致が課題となっていた。その際，ターゲットとなったのがムスリム観光客

であった。岡山県の外国人観光客に占めるムスリムの割合は 1％強に過ぎず，受入体制の

整備が不十分であった。そのため，同地域では他地域に先行し，ムスリム観光客の誘致や

それに向けた統一的な対応を図ることが，インバウンドの活性化策として期待されたので

あった。 

同地域において，ムスリムフレンドリー観光の取組を主導しているのは，2 市 1 町の旅

行業者，飲食店業者，研究機関等を構成員とする「岡山型ヘルスツーリズム連携協議会」

である。同協議会は，2016年 8月に地域再生法による地域再生計画「岡山型国際対応ヘル

スツーリズム拠点化促進プロジェクト」の認定を契機として発足した。岡山型ヘルスツー

リズムは，「『健やかに楽しむ』をテーマに，どんな国籍のお客様にも岡山を楽しんでいた

だくためのプロジェクトとして，「郷土文化や健康志向をテーマにした体験メニュー」を

取り入れたツーリズムの構築や，2 市 1 町における受入体制の整備を目指す取組である(6)。

具体的な取組内容は，ムスリムフレンドリー観光に取り組む事業者向けに対応のポイント

をまとめた「おもてなしハンドブック」の作成及び配布，旅行者向けの観光ガイドブック

やパンフレットの作成及び配布，宿泊事業者を対象とした研修会の開催，インバウンドツ

アーの企画，現地旅行事業者を招いたファムトリップの開催，マレーシアやインドネシア

で開催される旅行博や商談会への参加（各国年 1～3 回程度）等，多岐に及んでいる。 

 

２）ムスリムフレンドリー認証及びガイドライン 

岡山型ヘルスツーリズム連携協議会では，ハラール認証を行う認証団体の監修を受け，

「ピーチマーク」によるムスリムフレンドリー認証制度を独自に創設している。ピーチマ

ークの認証基準は 2 段階に分けられており，英語メニューや豚肉や豚由来の成分を含まな

い食品を提供している場合には「ピーチマークⅠ」に，さらにノンアルコールやハラール

認証肉を使用したメニューを提供している場合には「ピーチマークⅡ」が与えられる（第

6-3表）。ピーチマークの取得を希望する飲食店や観光事業者は，申請書を作成し協議会事

務局に提出する。事務局の訪問監査と協議会での承認を経て，ピーチマークの認定に至る。

2020 年 4 月の時点で，「ピーチマークⅠ」は計 45 の事業者が，「ピーチマークⅡ」は 12 の事

業者がそれぞれ認定されている。ピーチマークは，ムスリムが避けるべきものを視覚的に

判断することができるように，県の特産物である桃のイラストをロゴマークとしている。 
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３）人材育成 

岡山型ヘルスツーリズム連携協議会では，訪日観光客を現地案内するためのツアーア

シスタントの登録制度を設けている。登録者には，英語力のある主婦や通訳を本職とする

者がおり，ムスリムフレンドリー観光について学ぶ研修を受講することになっている。 

 

４）観光客への発信情報 

岡山型ヘルスツーリズム連携協議会のウェブサイト（OKAYAMA Health TOURISM）で

は，2市 1町の観光情報を「ACTIVITY」「FOOD」「STAY」「SOUVENIR」に分け掲載して

いる。またウェブサイトには“MUSLIM FRIENDLY TRAVEL TOURIST GUIDEBOOK2021”

と称する観光ガイドブックが掲載されており，ダウンロードすることができる。ガイドブ

ックは 28 ページにわたり，各地域での観光情報やモスクや礼拝スペースの案内等が掲載

されている。特に観光情報の大半には，ムスリムによる実際の体験談が写真付きで掲載さ

れている点に特長が見られる。このほかに，岡山型ヘルスツーリズム連携協議会では，留

学生を対象にモニターツアーを実施し，体験談を SNS で発信する取組も行っている。 

 

第 6-3 表 岡山型ヘルスツーリズム連携協議会によるピーチマーク認証の概要 

 認証基準 認証事業者数 

（2020 年 4 月現在） 

ロゴ（ピーチマーク） 

ピーチマークⅠ ・英語メニューの提供 

・豚肉や豚由来の成分を

含まない食品の提供 

宿泊施設14 

飲食店  28 

製造業   3 

 

ピーチマークⅡ ・ノンアルコールの提供 

・ハラール認証肉を使用

したメニューの提供 

宿泊施設 1 

飲食店   1 

製造業  10 

 

 

資料：Okayama Health Tourism（URL:  https://okayamahealthtourism.com/）。 

 

 

５）取組を主導する組織・団体 

前述のとおり，同地域の広域連携において中心的な役割を果たしているのは，「岡山型

ヘルスツーリズム連携協議会」である。岡山市が事務局を運営し，2019年 3月末現在，飲

食や宿泊事業者等，42 団体で構成されている。 

3 市町のうち吉備中央町では，「吉備中央町農家民宿推進協議会」を設立し，農家民宿

を中心としたムスリムフレンドリー観光に取り組んでいる。町内には 2021 年 2 月現在，
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10 軒の農家民宿が営業している。各民宿ではムスリム観光客の受入れに際し，ムスリム

向けの食材や調味料，礼拝マット，コンパス等を準備する。受入人数及び期間は一回当た

り 4 名前後を上限に，最長 2 週間を目途とし，食事の準備はムスリム旅行者も一緒に行う

こととしている。一方で，宿泊客の予約や問合せには，吉備中央町協働推進課が窓口とな

り対応する。 

このうち開業 2 年目の農家民宿Ａでは，年間の宿泊者数が 2018 年の年間 50～60 人程度

から，2019年の 120人に倍増した。背景には，吉備中央町農家民宿推進協議会からのムス

リムや台湾からの観光客のあっせんがあった。現在では，宿泊者の半数近くを外国人観光

客が占めている。農家民宿Ａでは以前から弁当の製造・販売業を営んでいる。農家民宿で

のムスリムへの対応においては，アレルギーの有無や客層に応じて，食材の調達や選定に

配慮してきた，これまでの経験が生かされている。 

 

（４）農村ツーリズムとしてのムスリムフレンドリー観光の推進：熊本県人吉市 

 

１）取組の背景及び経緯 

熊本県人吉市では，2015 年に「人吉ハラール促進区実現のためのハラール“おもてなし”

構築事業」が開始された。同事業は，地域再生計画法に基づく再生計画に位置づけられ，

市が主導してムスリムを含めた東南アジアからの観光客誘致に取り組んできた。その中で

同市は，地域活性化のためのプラットフォーム構築に貢献する好事例として，市内でハラ

ール認証を取得した牛肉を製造・販売する「ゼンカイミート株式会社」等とともに，内閣

府によって選定されている。 

同市におけるムスリムフレンドリー観光に関する取組は，2012 年の内閣府補助事業

「人吉市特定地域再生事業『地域起点型アジア市場の研究プロジェクト』」に端を発する

ものである。同事業において人吉市は，企画政策部企画課が中心となって，「ハラール促

進区」の構築を目指し，ハラール市場の動向や，国内に在住するムスリムを対象とした調

査研究を実施した。しかし，その後の市政転換により，その構想に大きな前進は見られな

い。とはいえ，自治体が中心となったこうした試みは全国でも珍しく，同市においてムス

リムフレンドリー観光が展開する原動力となった。 

 

２）ムスリムフレンドリー認証及びガイドライン 

人吉市では 2015 年に，市が中心となって「人吉市流ムスリムフレンドリー“おもてなし”

ハンドブック」（第 6-2 図）を作成した。ここでは，ムスリムに関する基礎知識や，ムス

リムを迎えるに当たって配慮すべきことが「食」，「礼拝」，「習慣・マナー」に分け記述さ

れている。人吉市では，ムスリムフレンドリーに関する認証制度やガイドラインは設けら

れておらず，同ハンドブックは各事業者の取組に際し，最低限の基準を示すものとなって

いる。 
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第 6-2 図 「人吉市流ムスリムフレンドリー“おもてなし”ハンドブック」 

 

３）人材育成 

人吉市では取組が開始された 2015 年当初，市が中心となってムスリムやその食習慣を

理解するための勉強会が開催されていた。現在はムスリムフレンドリー観光に従事する農

泊事業者による自主的な勉強会や情報交換会が毎月開催されている。その中心は，自身も

農家民宿や農家レストランを経営し，後述する「一般社団法人隠れ里ひとくまツーリズム」

代表の本田節氏である。勉強会のテーマは，イスラム文化やハラールについての基礎知識

から外国語会話（英語及びマレー語等），郷土料理に関する学習等多岐にわたる。本田氏

は，在住ムスリムにも協力を求めている。例えば団体客を受け入れる際には，事前に地元

国立大学の留学生を講師に招き，農泊事業者や地域の通訳ボランティアが日常会話や食文

化について学習する場を設ける。ここで学んだ農泊事業者通訳ボランティアがツアーガイ

ドの役割を担っている。 

 

４）観光客への発信情報 

観光客に対する情報発信についても，「一般社団法人隠れ里ひとくまツーリズム」が中

心的な役割を担っている。多言語対応のパンフレットの作成・配布や，Facebook 等 SNS

を通じた情報発信が積極的に行われている。代表の本田氏はメディアを通じた広報活動や

書籍の出版を通した普及活動にも熱心に取り組んでいる。 

 

５）取組を主導する組織・団体 

 上述のとおり，人吉市では，事業開始当初は市がムスリムフレンドリー観光の推進にお

いて主導的な役割を担っていた。その後，徐々に現在のような民間事業者に主導権が移行

していった。その中でも農泊事業において中心的な役割を担っているのは，「一般社団法

人隠れ里ひとくまツーリズム」（以下，ひとくまツーリズム）である。ひとくまツーリズ

ムは，2019 年に前身の「人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会」（2007 年設立）が法人
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化したもので，地域活性化を目的として農村観光に取り組んでいる。同法人は法人化を契

機に，行政主導の運営方法から転換し，現在は 20 名の農泊実施者やその他協力者によっ

て誘客や研修事業を実施している。 

ひとくまツーリズムの代表を務める本田節氏は，人吉市で農家レストラン「郷土の家

庭料理 ひまわり亭」を経営し，九州の農山漁村で持続可能なツーリズムによる地域づく

りや，国内外の観光客の誘致に取り組む「一般社団法人ムラたび九州」の代表も務める，

九州地方における農村ツーリズムを牽引する存在である。 

人吉球磨地域（人吉市を含む 10 市町村）(7)では，これまでも広域で農泊事業に取り組

んできた。近年，農泊を実施する世帯はピーク時の 33 世帯から 20 世帯に減少している。

一方で，ひとくまツーリズム（当時の人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会）では，

10 年ほど前から外国観光客の個人旅行や団体旅行を積極的に受け入れてきた。ムスリム

の受入れは，2019 年に（株）農協観光と共同で実施した，東南アジアからの観光客を対

象とした 2 度のモニターツアーが最初であった。プログラムには泊食分離の形態が採用さ

れ（各世帯での宿泊及び朝食を除く），タケノコ掘りや夕食作り等は，代表の本田氏が古

民家を改修し整備した宿泊型交流施設「食・農・人総合研究所リュウキンカの郷」で行わ

れた。ひとくまツーリズムでは，今後も，これまでの外国人観光客の受入れで培った知識

や経験を活かし，ムスリム観光客を積極的に受け入れていきたいと考えている。 

 

４．考察 
 
（１）事例対象地域における取組内容の比較 

これまでムスリムフレンドリー観光を推進している農山村地域での先進的な事例を取

り上げ，そこでの取組内容を①取組の背景・経緯，②ムスリムフレンドリー認証・ガイド

ライン，③人材育成，④観光客への発信情報，⑤取組を主導する組織・団体の各点から把

握した。第 6-4 表は，それらを改めて整理したものである。以下では，最初に各地域の取

組内容を比較しながら，それぞれの特徴を明らかにし，その上で，今後，各地域において

ムスリムフレンドリー観光を更に普及するための課題を検討する。 

 

１）取組の目的・経緯 

 事例対象地域において，ムスリムフレンドリー観光に関する取組はインバウンドの推進

やそれを通した地域振興が目指されている点で共通していた。また取組の開始時期は，人

吉市を除き，いずれも 2015～2016 年頃で，観光庁がムスリムフレンドリー観光に関する

事業を開始した時期と対応している。小松市を除く 3 地域では，国の地方創生に係る事業

の活用が見られた。 
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第 6-4 表 各地域におけるムスリムフレンドリー観光の取組状況 

資料：筆者作成。 
注．「―」は該当なしを示す。 

  

 
石川県小松市 栃木県佐野市 

岡山県岡山市・真庭

市・吉備中央町 
熊本県人吉市 

取組の目的・経緯 国際化，農林水産振

興（農産物のブラン

ド化，6 次産業化） 

・2011年「国際都市

こまつ」 

・2011 年「環境王

国」認定 

・2015年「ムスリム

フ レ ン ド リ ー

KOMATSU」 

・2018年，公立小松

大学国際文化交流学

部創設 

インバウンド推進，

スポーツによるまち

づくり 

・2015年「両毛ムス

リムインバウンド推

進協議会」発足 

・2016年，地方創生

加速化交付金事業

「訪日ムスリムイン

バウンド推進事業」 

・2020年，地域おこ

し協力隊採用（イン

バウンド推進担当） 

ヘルスツーリズムに

よるインバウンド推

進 

・2016年「岡山型ヘ

ルスツーリズム連携

協議会」発足 

・2016年，地域再生

計画「岡山型国際対

応ヘルスツーリズム

拠点化促進プロジェ

クト」  

ハラール促進区の実

現，農村ツーリズム

として 

・2012年「人吉市特

定地域再生事業」 

・「人吉ハラール促

進区実現のためのハ

ラール“おもてな

し”構築事業」 

・2015年「地域資源

を活かした人吉ハラ

ール促進区を実現す

るための地域再生計

画」 

・2019年，一般社団

法人隠れ里ひとくま

ツーリズム設立  

ムスリムフレンドリ

ー認証・ガイドライ

ン  

『おもてなしガイ

ド』の作成，ムスリ

ムフレンドリー宣言

店の認定 

― 

『おもてなしハンド

ブック』の作成，ピ

ーチマークによる認

証 

『おもてなしハンド

ブック』の作成  

人

材

育

成 

研修会開催 「おもてなしセミナ

ー」（小松市） 

飲食店を対象とした

料理教室（佐野市） 

ツアーアシスタント

を対象とした研修会

（岡山型ヘルスツー

リズム連携協議会） 

勉強会（人吉市，一

般社団法人隠れ里ひ

とくまツーリズム） 

専門家・外部

講師招へい 

コンサルティング会

社 
― 

ムスリムフレンドリ

ー認証団体 
地元大学の留学生 

手引き作成 『おもてなしガイ

ド』 
― 

『おもてなしハンド

ブック』 

『おもてなしハンド

ブック』 

ツアーアシス

タント養成 
― 

地域おこし協力隊の

採用 

ツアーアシスタント

登録制度 

農泊事業者や通訳ボ

ランティアの養成 

観

光

客

へ

の

情

報

発

信 

観光ガイドの

作成・配布 

ウェブサイトで宣言

店紹介（小松市） 

ウェブサイトにムス

リム向け観光ガイド

マップを掲載（両毛

ムスリムインバウン

ド推進協議会） 

ウェブサイトにガイ

ドブックを掲載（岡

山型ヘルスツーリズ

ム連携協議会） 

ウェブサイト（一般

社団法人隠れ里ひと

くまツーリズム） 

SNS 等での情

報発信 

情報サイト（Salam 
Groovy Japan） 

観 光 PR 動 画 ，

Twitter,Facebook（佐

野市） 

留学生を対象とした

モニターツアー 

ウェブサイト（一般

社団法人隠れ里ひと

くまツーリズム） 

多言語対応 あり あり あり あり 

取組を主導する組

織・団体 

行政 

（小松市農林水産

課） 

民間事業者による協

議会（両毛ムスリム

インバウンド推進協

議会） 

行政・民間事業者に

よる協議会 

（岡山型ヘルスツー

リズム連携協議会） 

民間事業者による法

人組織（一般社団法

人隠れ里ひとくまツ

ーリズム） 

94 95



第６章 農山村におけるムスリムフレンドリー観光の現状と課題（寺野・佐藤・古橋） 
 

96 

取組を開始した経緯や，ムスリムフレンドリー観光に関する事業の位置づけは地域に

よって様々であった。事例対象地域のうち小松市では，唯一，ムスリムフレンドリー観光

に関する取組が農林水産業の振興策として位置づけられていた。小松市では，食のブラン

ド化や 6 次産業化等の農林水産業の振興とともに国際化が市の長期計画の柱とされている。

ムスリムフレンドリー観光の推進は，こうした市の長期計画を基盤に，両者にまたがる取

組として展開している。佐野市及び岡山地域は，インバウンド推進の一環として，特にム

スリム観光客の誘致に注力する地域である。このうち佐野市は，それ以前からクリケット

の大会やイベントを通して国内外からムスリムが来訪し，飲食店等ではムスリムフレンド

リーの取組が求められ，独自に対応してきた。佐野市がインバウンド事業においてムスリ

ムに着目した理由は，こうした流れを受けたものである。他方，岡山地域においては，近

隣観光地との差別化の手段としてムスリム観光客の誘致が開始された。その際，これら取

組を推進する際の枠組みとして用いられたのが，多様な国籍，健康志向，郷土文化等をキ

ーワードとする「ヘルスツーリズム」であった。人吉市は，4 地域の中で最も早くムスリ

ムフレンドリー観光の取組を開始した。人吉市の「ハラール促進区」構想は，誘客やプロ

モーション等の観光振興にとどまらず，雇用の創出や人口還流を企図するものであった。

その後の市政転換によって，当初の目的は必ずしも達成されていないが，農村ツーリズム

に取り組む事業者において，ムスリムフレンドリー観光の取組が着実に広がっている。 

 

２）ムスリムフレンドリー認証・ガイドライン 

事例対象地域において，ムスリムフレンドリーの認証やガイドラインに関しては 4 通り

の対応が見られた。第一は，基準を独自に設定した認証制度を設けている地域で，岡山地

域がこれに当たる。同地域では，岡山型ヘルスツーリズム連携協議会がムスリムフレンド

リーに関する二段階の基準を設定し，それを満たした事業者にピーチマークを付与してい

る。第二は，認証制度は設けていないが，事業者が開示したムスリムフレンドリーに関す

る取組を自治体が認定する地域で，小松市の「ムスリムフレンドリー宣言店」認定の取組

がこれに当たる。第三は，自治体や協議会がムスリム観光客への対応マニュアルを作成・

公表し，それが事実上ムスリムフレンドリーに取り組む際の一定の基準として機能してい

る地域である。名称は『おもてなしガイド』（小松市）,『おもてなしハンドブック』（岡

山型ヘルスツーリズム連携協議会），『おもてなしハンドブック』（人吉市）と様々である

が，その内容はいずれも観光庁の『ムスリムおもてなしガイドブック』に依拠している。

ここで示されている情報は，ムスリムフレンドリー観光に取り組む関係者間で共有されて

いる。第四は，ムスリムフレンドリー認証やガイドラインに関する取組が特段行われてい

ない地域で，佐野市がこれに当たる。 

4 地域ではいずれも，外部の認証団体が基準を定めた認証制度の導入は見られず，既存

の認証取得にはこだわらないムスリムフレンドリー観光のあり方が模索されている。その

際，重要な役割を果たしているのが在住ムスリムや観光客との直接的なコミュニケーショ

ンの経験であった。 
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３）人材育成 

人材育成に関する取組は，研修会の開催，専門家や外部講師の招へい，手引きの作成，

ツアーアシスタントの養成に大きく分けられる。このうち研修会については，いずれの地

域においても各地域で取組を主導する組織が中心となって取り組まれている。その際，佐

野市を除く 3 地域では，ムスリムフレンドリーに詳しいコンサルティング会社の社員や，

地元大学に通う留学生ムスリムに講師を依頼している。また認証制度を創設する際にムス

リムフレンドリーの認証団体から助言を得ている地域も見られる（岡山地域）。 

 

４）観光客への情報発信 

ムスリム観光客への情報発信については，観光ガイドの作成・配布，SNS等での情報発

信が取組の中心であった。いずれの地域においても多言語対応が進んでいる。このうち

SNS での情報発信においては，留学生や地域おこし協力隊等の人材が活用されている。 

 

５）取組を主導する組織・団体 

各地域において取組を主導する組織や団体は，大きく 3 タイプに分けられる。具体的に

は，①自治体が取組を主導している地域（小松市），②民間事業者による協議会や法人組

織が取組を主導している地域（佐野市，人吉市），③官民一体型の組織が取組を主導して

いる地域（岡山地域）である。①の自治体主導の地域では，ムスリムに対応する事業者や

情報のとりまとめ，人材育成，情報発信等が自治体主導で行われ，事業者は自治体と直接

コンタクトを取る形で取組に参加している。事業者は個別にムスリムフレンドリー観光に

取り組み，事業者が連携した取組は見られない。②の民間事業者主導の地域では，ムスリ

ムフレンドリー観光に関する事業の開始当初こそ自治体が取組を主導するものの，その後

は民間事業者を構成員とする協議会や法人組織に取組の主導権が移行している。これら組

織ではいずれも，地域リーダーによる強力なリーダーシップの発揮が見られた。③の官民

一体型の組織が取組を主導している地域では，複数の自治体から，飲食店や農泊事業者等

の異なる分野の事業者が参加している。協議会ではムスリムフレンドリーに関する独自の

認証基準を設け，それを共有する構成員はゆるやかなネットワークを構築していた。 

 

（２）今後の検討課題 

以上の事例分析の結果を踏まえ，最後に，我が国の農山村においてムスリムフレンド

リー観光を普及・推進するために検討すべき課題を三点にまとめる。 

第一は，地域に応じた行政と民間事業者との役割分担に関する検討である。本稿の事

例分析から，ムスリムフレンドリー観光の取組を主導する組織や団体は地域によって異な

っていた(8)。一方で，（１）の５）で指摘した三つのタイプのいずれの地域においても，

ムスリムフレンドリー観光の推進において行政の関与が不可欠であった。各地域では，自

治体と民間事業者がそれぞれムスリムフレンドリー認証やガイドラインの策定，人材育成

や情報発信に関する取組の一部を分担，共有しながら，ムスリムフレンドリー観光を推進
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していた。本稿では詳細に分析できなかったが，両者の具体的な役割分担やその中で行政

に求められる役割は，地域の条件やそれによって生じる課題等に応じて様々であると考え

られる。例えば，タイプ②の民間事業者が取組を主導する地域では，地域リーダーの強力

なリーダーシップのもと取組が実施され，その中で行政は後方から取組を支援している。

こうした地域では，一般に取組が地域リーダーの有する社会関係資本に左右される傾向が

見られる。他方，タイプ①の行政主導の地域では，今後，事業者が個別に蓄積してきた経

験やそれに基づき形成された理念を，参加者間で共有していくことが，取組のさらなる普

及に不可欠であろう。 

第二は，我が国のムスリムフレンドリー観光に関するニーズ分析である。事例対象地

域において，ムスリムフレンドリー観光は，例えばクリケット（佐野市）やヘルスツーリ

ズム（岡山地域）といった様々な地域資源との結びつきが，宣伝・普及されていた。これ

らはどのようなメディアを媒介し，どのように潜在的なムスリム観光客の掘り起こしにつ

ながっているのか。そこには，ムスリムが有する我が国の農山村に対する期待とどのよう

な一致あるいはズレが見られるのか。ムスリムフレンドリー観光を取り巻く，メディアや

言説，地域資源等との視点で，ムスリムフレンドリー観光に関するニーズ調査・分析が求

められる。 

第三は，ムスリムフレンドリー観光の推進における，ムスリムへの配慮やハラール性

の担保に関する検討である。本稿の事例対象地域においては，人吉市や佐野市を除き，ム

スリムフレンドリーの基準を示すためのガイドラインや認証が何らかの形で示されていた。

他方で，既存のハラール認証制度の利用はいずれの地域においても見られなかった。我が

国の農山村においては，現状では完全なハラール対応は難しく，過渡的な対応と捉えるこ

とができる。今後，農山村においてムスリムフレンドリー観光を更に普及拡大していくた

めには，どの程度，どのようにハラール性を担保する必要があるのか。この点については，

地域の状況やムスリムのニーズに合わせて，更に検討する必要がある。 

 

注（1）MS(マレーシア規格)を管理する SIRIM QAS (SIRIM QAS International Sdn. Bhd.)。 

（2）国土交通省「我が国における LCC の参入促進」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000025.html) 最終アクセ

ス 2020 年 8 月 15 日），外務省（2020）「最近のビザ緩和（一般旅券所持者）」。 

（3）農林水産省（2018）「平成 30 年度輸出環境整備推進委託事業のうちハラール支援事業報告書」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/index.html) （2020 年 8 月 15 日参照）。 

（4）小松市（2018）「ムスリムフレンドリーKOMATSU」 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/nourinsuisan/kankyououkokukomatsu/3468.html （2020 年 8 月 15 日参照）。 

（5） 2021 年 3 月に退任予定。 

（6）岡山型ヘルスツーリズム協議会“OKAYAMA Health TOURISM”  

http://okayamahealthtourism.com/ja/about-us/ （2021 年 3 月 8 日参照）。 

（7）人吉球磨地域の 10 市町村とは，西エリアの山江村，球磨村，人吉市，中央エリアの五木村，相良村，あさぎ

り町，錦町，東エリアの水上村，湯前町，多良木町を指す。 
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（8）地理的条件とムスリムフレンドリー観光の取組状況との関係については，寺野ら（2021）において検討した。 
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第７章 持続可能な観光指標の意義について 
 ―農泊地域による活用可能性― 

 
平形 和世  

 
１．はじめに 

 
2020 年 6 月，観光庁は，各地方自治体や観光地域づくり法人（DMO）の持続可能な観

光地マネジメント促進を目的として，「日本版持続可能な観光ガイドライン」（Japan 

Sustainable Tourism Standard for Destinations）（以下，「JSTS-D」）を公表した。我が国では，

訪日外国人旅行者の急速な増加も一因として，一部の地域で地域住民や訪問する旅行者の

間で混雑やマナー違反などの問題への関心が高まった。こうした，いわゆるオーバーツー

リズム問題などを背景に，観光庁では 2018 年から，持続可能な観光の実現に向けて国内

の実態把握や今後の取組の方向性について検討が進められていたが，ガイドラインの公表

は，奇しくも新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の最中となった。現在，本ガイド

ラインの普及促進を目的に，全国でモデル事業が実施されている(1)。JSTS-D は，グロー

バル・サステナブル・ツーリズム協議会（Global Sustainable Tourism Council）（以下，

「GSTC」）が開発した観光地向けの指標（GSTC Destination Criteria）（以下，「GSTC-D」）

に準拠しており，モデル地区では，GSTC 公認のトレーニングプログラムや，危機管理や

エコツーリズム等について有識者による指導等が行われる。観光庁のウェブサイト(2)では，

本ガイドラインについて，「今から始められる，with コロナ，after コロナ禍での持続可能

な観光を実現するための情報が満載」と表現している。旅行者が過多な状況でも過少な状

況でも，目指すところは持続可能な観光ということだろう。また，（一財）運輸総合研究

所は，観光庁，国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所等の関係機関，有識者からなる

委員会を設置し，指標等を活用した持続可能な観光地域経営についての実践的な議論を重

ね，2022 年 3 月，「観光を活用した持続可能な地域経営に関する手引き」（以下，「持続可

能な地域運営手引き」）を公表した。 

他方，農林水産省では，2017 年度から農山漁村における所得向上や雇用の増大を図る

ことを目的に，「農泊」を持続的なビジネスとして推進し，農泊地域を支援してきた。こ

れまで 599 地域（2021 年度末）が農泊地域として採択されている。2019 年に公表された

「農泊推進のあり方検討会(3) 中間とりまとめ」においては，本中間とりまとめが持続的

な農村ビジネスの確立と普及に不可欠な農村アントレプレナーシップの育成に向けて有益

な指針を提供し，農泊コンテンツの整備が進み，交流人口の増加から所得と雇用を生み出

しその活性化をもたらし，住みよく持続可能な農山漁村地域を実現し，ひいては食が安定

的に供給されるという好循環が生まれることを期待すると締めくくられている。また，

2021 年には農林水産省に，農山漁村の多様な地域資源の有効活用等について，幅広く関
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係者間で情報共有し，次の時代の農泊のあり方を模索することを目的として「多様な地域

資源の更なる活用に関する農泊推進研究会」が設置され，議論が進められている。持続的

な農泊ビジネス・農泊地域，農泊による持続可能な農山漁村の実現を目指していることは

間違いない。実際，持続可能な農泊の実践との観点から，（一社）日本ファームステイ協

会の品質評価支援研究所が，農泊宿泊施設や体験教育施設の評価項目を定め，2021 年度

から農泊品質評価支援制度を始めており，農泊品質評価員育成や評価支援事業等を行って

いる。今後農泊地域が持続可能性を高めることを目指す上で，観光地向けの観光指標等を

活用することも想定されるが，JSTS-D はじめ観光地向けの持続可能な指標等を活用した

農泊地域の運営についてはまだ十分な議論がなされていない。本稿では，持続可能な農泊

に関する議論に資するため，持続可能な観光指標の策定経緯やその内容を整理し，その意

義を明らかにすることを目的とする。 

文献に基づいて，持続可能な観光といった概念がどのように出来上がったのか，そし

て，JSTS-D のベースとなった国際基準としての持続可能な観光指標，EU における持続可

能な観光地経営のための観光指標システム等の策定経緯やその内容について整理する。ま

た，主な持続可能な観光指標等の比較を行った上で，最後に，持続可能な指標活用の意義

についてとりまとめ，農泊地域への適用について考察する。 

 

２．「持続可能な観光」の概念化 
 

まず，そもそも「持続可能な観光」といった概念がどのようにして形成されたのかに

ついて解説する。 
1987 年，国連の「環境と開発に関する世界委員会」（通称ブルントラント委員会）は

「我ら共通の未来（Our common Future）」（通称ブルントラントレポート）を公表し，そ

の中で持続可能な開発を「将来の世代のニーズを満たしつつ，現代の世代のニーズも満足

させるような開発」と定義した。環境と開発は互いに反するものではなく共存しうるもの

として捉えられ，環境保全を考慮した節度ある開発が重要であるという理念が示された。

その後，1992 年リオデジャネイロ（ブラジル）で開催された国連環境開発会議（UNCED，

地球サミット）では，持続可能な開発を実現するための行動原則である「環境と開発に関

するリオ宣言」とその具体的な行動計画である「アジェンダ 21」が，約 200 か国の参加

の下採択された。条約のような拘束力はないが，各国政府，国際機関，非政府機関，地域

組織等に向けて取り組むべき行動が記されている。この中で，観光は，持続可能な開発を

達成するために積極的に貢献できる一つとして言及された。その内容は，エコツーリズム

の推進・支援，海岸を有する国の海中生物資源を利用する観光活動を拡大する開発の推進，

歴史遺跡・動植物園・国立公園その他の保存地区を利用して環境的に健全な観光活動の推

進等，自然志向の観光に関するものであったが，あらゆる観光に焦点を当てたものではな

かった(4)。そこで，1995年，国連世界観光機関（United Nations World Tourism Organization）

（以下，「UNWTO」），世界旅行ツーリズム協議会（World Travel & Tourism Council）（以下，
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「WTTC」），国際的 NGO の地球会議（Earth Council）は，アジェンダ 21 の内容を観光産

業に固有のものとし，「旅行・観光産業のためのアジェンダ 21」（Agenda for the Travel and 

Tourism Industry）を発表した。この中では，「持続可能な観光」の定義を，未来の世代の

観光機会を維持・向上させつつ，現在の観光者のニーズを満たすことであるとし，ブルン

トラントレポートの持続可能な開発の定義を踏襲する形をとっている。また，世界経済に

占める比重を考えれば，観光産業が率先して持続可能な開発に取り組むべき立場にあり，

行政，企業，関係機関のパートナーシップの重要性が強調された。そして，優先分野を示

しながら，政府や公的観光機関，観光関連業界への行動計画，旅行・観光企業の責任等が

具体的に提示された(5)。つまり「持続可能な観光」という概念は，持続可能な開発の理念

を観光分野で具体的に実践しようとする中で生まれていると言えよう(6)。 

 
３．持続可能な観光指標開発の経緯 

 
２．では，「持続可能な観光」の概念の誕生について解説した。次に，概念が生まれた

後，どのように持続可能な観光指標が開発されることになるのか，その経緯について国内

外の動きを詳述する（第 7-1 表）。 

 
（１）地球サミット等の契機 
世界の観光に関わる持続可能性指標の開発は，国際会議等と連動して進められており，

その中でも指標開発に大きな流れを作ったのは，1992 年の地球サミットである（二神，

2013：10）。前述のとおり，地球サミットで策定されたアジェンダ 21 は，環境分野での国

際的な取組に関する行動計画であるが，その中で行動計画の実施手段に関する細則が規定

され，あらゆるレベルの意思決定に対して信頼できる根拠を提供するために，持続可能な

発展のための指標の開発と利用が必要であると定められた。また，アジェンタ 21 には国

際的な機構の整備に関する規定もあり，これにのっとり国連経済社会理事会の下に設立さ

れた国連持続可能な開発委員会（United Nations Conference on Sustainable Development: 

UNCSD）はアジェンダ 21 の実施状況を監視し，円滑かつ着実な実施を促している。また，

同委員会は，1995 年に指標開発のための作業計画を立ち上げ，中心的指標の選定等を行

った。 

 
（２）UNWTO 等による国際的な指標開発 

このような持続可能性指標開発に向けた潮流を受けて，1993 年 UNWTO は「ツーリズ

ムの持続的マネジメントのための指標」を提唱し，UNWTO の指標を適用するパイロット

研究を実施した。そして，1995 年に UNWTO と WTTC 等が発表した「旅行・観光産業の

ためのアジェンダ 21」では，持続可能な発展の進捗状況の測定において地方及び全国レ

ベルにも適用できる指標の作成は政府等の責務としている。また，1996 年 UNWTO は

「ツーリズム管理者が知っておくべきこと：持続可能な観光のための指標の開発と利用の
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実践ガイド」を策定し，世界各地で地域セミナーを開催して積極的に普及活動を行ったり，

指標の地域への適用を行ったりして，研究と実践を繰り返した。 

2002 年，南アフリカのヨハネスブルグで開催された持続可能な開発に関する世界首脳

会議（World Summit on Sustainable Development：WSSD）(7)で持続可能な観光に向けた取

組の一層の強化が求められ，2004 年，UNWTO は，10 余年にわたる指標開発の集大成と

して，「観光地のための持続可能な開発指標：ガイドブック」（以下，「UNWTO ガイドブ

ック」）を策定した。 

UNWTO ガイドブックの序論で，持続可能な観光は，1) 環境資源を最適に利用しなけれ

ばならない，2) ホストコミュニティの社会文化的真正性を尊重しなければならない，3) 

全ての関係者に社会経済的便益を供給しながら，実行可能な長期的経済活動を確保しなけ

ればならないと記されており，環境，経済，社会文化的側面の適切な均衡がとることが長

期間の持続可能性につながるとしている。また，持続可能な観光の発展には，全ての関係

者の参画や強力な政治的リーダーシップが必要であるほか，その達成には継続的なプロセ

スや影響の監視が必要で，観光客の高いレベルの満足を維持すべきしている。 

その後，持続可能な観光の推進と持続可能な観光の国際基準を作ることを目的に発足し

た国際非営利団体である GSTC は，2008 年に観光産業向け(8)指標（GSTC-I）を策定し(9)，

2013 年には観光地向け指標（GSTC-D）を策定した。いずれも GSTC が管理しており，

GSTC-I については 2012 年に第 2 版，2016 年に第 3 版が策定され，GSTC-D については

2019 年に第 2 版が策定されている。GSTC-I 第 3 版では，第 2 版と基準自体は同じである

が，パフォーマンス指標が異なるとの観点から，ホテル向けのものとツアーコンダクター

向けと分けて作成された。また，GSTC-D 第 2 版では，基準の適用は持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダと 17 の持続可能な開発目標（SDGs）に貢献しうることから，それ

ぞれの基準に対して，17の SDGsのうち一つ以上が示されている。観光地は，この基準へ

の達成に応じて GSTC 認証を取得することができるが，GSTC 自体は認証機関ではなく，

GSTC が認証機関を認定する仕組みとなっている。 

 
（３）欧州版観光指標システム 
欧州委員会は，2001 年以降策定した観光に関する数次の政策文書（コミュニケーショ

ン）や，2004 年に EC が創設した観光持続可能性グループ（Tourism Sustainability Group）

がまとめた報告書（2007 年）などを踏まえて，2013 年，欧州版観光指標システム

（European Tourism Indicator System）（以下，「ETIS」）を策定した（国土交通省国土交通

政策研究所，2018：24；二神，2014：219-222）。共通の同等のアプローチを使用して，持

続可能な観光パフォーマンスを監視し，測定することを目的としており，ETIS は自主的

な管理ツールであると ETIS 序章において説明されている。背景には，持続可能で高品質

な観光地としてのヨーロッパの地域ブランドを確立し，国際的な競争力を高めようとする

ねらいがあった（二神，2014:217；中島，2016:42）(10)。副題には，持続可能な観光地マ

ネジメントのための ETIS ツールキットであることも記されており，実用性があるものと
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なっている。現在公表されている ETIS は，約 100 の観光地での実証実験の結果，専門家

の支援を受けてフィードバックを分析し，2016 年に改訂されたものである。 

 
第 7-1 表 持続可能な観光指標開発の経緯 

1987 年 国連特別委員会「環境と開発に関する世界委員会」（ブルントラント委員会） 
・持続可能な開発の定義 

1992 年 国連環境開発会議（UNCED，地球サミット）「環境と開発に関するリオ宣言」「アジェン

ダ 21」を採択 
・観光という項目はないが，持続可能な発展のための指標の開発と利用の必要性が規定 

1993 年 UNWTO「ツーリズムの持続的マネジメントのための指標」を提唱 
1995 年 国連持続可能な開発委員会が指標開発のための作業計画を策定し，中心的指標の選定を行う 

UNWTO，WTTC，地球会議が「旅行・観光産業のためのアジェンダ 21」を策定 
1999 年 UNWTO「世界観光倫理憲章」を採択 
2002 年 持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ） 
2004 年 UNWTO が「観光地のための持続可能な開発指標：ガイドブック」を策定 

・観光の持続可能な発展の概念的定義 
・UNWTO 指標の策定 

2008 年 UNWTO を含む 27 国際機関で構成されるグローバルサステナブルツーリズム基準のため

のパートナーシップ（GSTC の前身組織）が GSTC-I を策定 
2012 年 GSTC-I 第 2 版公表 
2013 年 GSTC が GSTC-D を策定 

欧州観光指標システム「ETIS」公表 
・高品質な観光地づくりのための 2000 年代初めから検討，約 100 観光地で実証試験導入 

2015 年 国連「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」（持続可能な開発サミット） 
・17 の持続可能な開発目標と 169 の項目 

2016 年 ETIS 改訂版公表 
・実証実験結果をフィードバック 
GSTC-I 第 3 版公表 
・ホテル向けとツアーコンダクター向けを作成 

2019 年 GSTC-D 第 2 版公表 
・SDGs の目標と関連性を記載 

2020 年 観光庁・UNWTO 駐日事務所「日本版 持続可能な観光ガイドライン」（JSTS-D）を策定 
資料：筆者作成。 

 
（４）我が国における持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D） 

2018 年，観光庁と国土交通政策研究所が，全国の自治体を対象に持続可能な観光（主

にオーバーツーリズムに関する課題）についてアンケート調査を実施したところ，多くの

自治体が，旅行者の増加に関連する課題（特に混雑やマナー違反）の発生を認識して様々

な対策を講じ始めていることが明らかになった。そして，報告書「持続可能な観光先進国

に向けて」（2019 年 6 月公表）では，今後の取組の方向性として，観光客と地域住民の双

方が満足できる持続可能な観光を実現するためには，適切な観光地マネジメントが不可欠

であり，そのために観光指標のあり方について検討を進めることとされた。こうした背景

の下，GSTC-Dをベースに，JSTS-Dが開発された。国連において，GSTC-Dは観光地が最
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低限遵守すべき項目と位置づけられ，加盟国での遵守が求められているためである。 

 
４．持続可能な観光指標等の比較 

 
ここでは，目的地（観光地）向けの持続可能な観光指標等である UNWTO ガイドブッ

ク，GSTC-D，ETIS，JSTS-D について，その特徴やどのように運用するのかを比較して

整理する。 

 
（１）UNWTO ガイドブック 

UNWTO ガイドブックは，UNWTO が 1990 年代初めから取り組み，世界各国の取組成

果に基づき 10 年間の集大成として作成した，観光地域に携わる担当者向けの手引書とい

える。本ガイドブックの構成は，なぜ指標が重要なのか等が書かれた序論から始まり，第

2 章で指標開発の手順，第 3 章で持続可能性の問題と観光指標，第 4 章で地域への適用，

第 5 章で実際に指標を適用した際の観光計画とその管理，第 6 章で世界各地の 25 事例が

掲載され，第 7 章の結論では，指標を使用することのメッセージやステークホルダーの役

割や課題で締めくくられている。また，付録として，テンプレート等も用意されている。 

指標を用いることの利点として，より良い意思決定がリスクやコストの低減につなが

る，今後起こりうる問題の特定し，予防的対策を可能とする，影響要因の特定によって必

要に応じた修正が可能となる，計画等の達成度の測定することで持続可能な観光の進捗度

を評価することができる等が掲げられている。また，指標には，早期に警告するもの，産

業の現状を把握するもの，観光開発の環境・社会・経済的影響を測定するもの，管理の効

果や成果を測定するもの等，様々な種類があることが記されている。 

持続可能な観光指標を用いた地域マネジメントの方法として，12 ステップの手順を示

している（第 7-2 表）。モニタリングの結果を踏まえて，計画・ビジョンへのフィードバ

ック，また指標やモニタリングの仕組みの見直しを行うことが必要としている。指標につ

いては，課題に対応する指標で整理されているが，いわゆる分野は明記されていない。全

部で 748 の指標が提示されているが，基本的なものとして 12 の課題と 29 の指標が別記さ

れている（第 7-3 表）。しかしながら，内容的には経済的，社会文化的，環境的，マネジ

メントの 4 基軸で捉えられている（二神，2008：163）。また，指標は観光地の特性（類型）

によって項目・指標が異なることから，観光地に応じた適用を提案している（第 7-4 表）。 
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第 7-2 表 UNWTO ガイドブック：指標開発の手順（12 ステップ）（仮訳） 
調査と組織化 ステップ 1 地域の定義／範囲を明確にする 

ステップ 2 参加型プロセスを活用する 
ステップ 3 観光資源とリスクを明確化する 
ステップ 4 地域の長期ビジョンを共有する 

指標の開発 ステップ 5 重点課題を特定する 
ステップ 6 重点課題を踏まえて候補指標を特定する 
ステップ 7 候補指標のデータソースを整理する 
ステップ 8 指標を選定する 

モニタリング

の実施 
ステップ 9 指標の計測手法を具体化する 
ステップ 10 データを収集・分析する 
ステップ 11 コミュニケーション，報告する 
ステップ 12 指標の適用の評価・見直しを行う 

資料：UNWTO ガイドブックを基に筆者作成。 
 

第 7-3 表 UNWTO ガイドブック：基本的課題と基本的指標（仮訳） 

基本的課題 基本的指標 
観光に対する地域

の満足 
観光に対する地域の満足度（アンケート調査） 

観光による地域コ

ミュニティへの影

響 

地域住民に対する観光客の割合（平均及びピーク時） 
観光が新しいサービスやインフラの改善に役立ったと考える地域住民の割合（ア

ンケート調査） 
コミュニティで利用可能な社会的サービスの数とキャパシティ（うち観光業に帰

属する割合） 
観光客の満足度の

維持 
来訪者の満足度（アンケート調査） 
金銭的価値に対する満足度（アンケート調査） 
リピーター割合 

観光の季節性 月別・四半期別観光客数（通年の分布） 
許可を受けた宿泊施設の月別稼働率（通年の分布）及び繁忙期（四半期又は月）

における稼働率 
通年営業している事業所の割合 
正規雇用又は通年雇用者数・割合（非正規雇用者数との比較） 

観光の経済的便益 観光産業で雇用されている地域住民の数・割合（男女比） 
地域の総収入に占める観光産業による収入の割合 

エネルギーの管理 一人当たりの（全ての資源からの）エネルギー消費量 
省エネルギープログラムに参加又は省エネ方針や技術を適用している企業の割合 
エネルギー消費における再生可能エネルギー消費の割合（地域，施設において） 

水資源の利用と保

全 
水の利用（総消費量，観光客 1 人 1 日当たりの消費量（リットル）） 
節水（削減，回収，リサイクルの割合） 

飲用水の水質 国際基準に合致した飲料水を提供する観光施設の割合 
水に起因する疾患の頻度：滞在中に罹患が報告された訪問者数／割合） 

下水処理 地域からの下水のうち処理されている割合（一次，二次，三次の処理段階別） 
下水処理システムが提供されている観光施設の割合 

固形廃棄物の管理 地域で発生する廃棄の量（月別）（トン） 

総廃棄量に占める再利用された量の割合（種類別） 

公共の場に廃棄されたごみの量 

開発管理 観光分野を含む土地利用・開発計画プロセスの有無 

エリア全体の面積における開発規制区域の面積の割合 

混雑の管理 観光客総数（平均，月別総数・繁忙期の総数） 

場所（ビーチ，アトラクション等）1m2当たりの観光客数，地域 1km2当たりの観

光客数－平均数，繁忙期の平均値 

資料：UNWTO ガイドブックを基に筆者作成。
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第 7-4 表 UNWTO ガイドブック：観光地特性の類型（仮訳） 
1 沿岸地帯 
2 ビーチ 
3 小さい島々 
4 砂漠／乾燥地域 
5 山岳地域 
6 自然／繊細な生態系に配慮が必要な地区 
7 エコツーリズムを推進する地域 
8 公園／保護地域 
9 保護地域内・隣接する集落 

10 トレイル（長距離自然歩道・史跡巡りコース）／ルート（街道・交易路） 
11 歴史的建造物を有する地区 
12 伝統的集落 
13 都市 
14 会議／コンベンションセンター 
15 観光開発を目指す集落 
16 テーマパーク 
17 ウォーターパーク 
18 クルーズ寄港先 
資料：UNWTO ガイドブックを基に筆者作成。 

 
（２）GSTC-D 

GSTC が観光地向けに策定した国際基準は，2019 年に策定された GSTC-D 第 2 版が最新

版である。GSTC-D の指標の特徴として，UNWTO ガイドブックとは異なり，マネジメン

ト，そして経済，文化，環境の四つの分野から体系化されて，明記されている点である。

GSTC-D には，基準への遵守を計測する際のガイドラインとして評価指標が設定されてい

るが，確定的・包括的な条件ではなく，GSTC-D の利用者が独自の指標リストを作成する

際に信頼性のある実例を示すためと記されている。GSTC-D を適用することにより，地域

が「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と 17 の「持続可能な開発目標（SDGs）」
(11)の達成に貢献することにもつながる。その観点で，それぞれの基準には，17 の SDGs

のうち最も関連性が高い目標が一つ以上選定されている（第 7-5表）。なお，GSTC-Dは，

様々な指標が乱立する中，観光に関わる全ての地域が目指す必須の基準として開発された

ものであり，指標の説明が中心で，運用等に関する記載はない。 

また，GSTC 基準は，国際社会環境認定表示連合（International Social and Environmental 

Accreditation and Labeling Alliance）（以下，「ISEAL Alliance」）の基準設定に関する規定を

遵守し，開発・改訂されており，2021 年 9 月，正式に ISEAL コミュニティメンバーとな

った。ISEALは，全ての産業部門で持続可能性の基準を設定するための国際規範について

指導を行う団体で，GSTC 基準の高い信頼性が特徴である。 

なお，参考までに，観光産業向けの基準である 2016 年に策定された GSTC-I 第 3 版の基

準を第 7-6 表に示す。GSTC-D 同様，マネジメント，社会・経済，文化，環境の 4 分野で

整理されている。 
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第 7-5 表 GSTC-D第２版の基準 

セクション A： 
持続可能なマネジメント SDGs セクション B： 

社会経済のサステイナビリティ SDGs 

A(a)マネジメントの組織と枠組み 
A1 地域マネジメントの責任 
A2 地域マネジメント戦略と実行計

画 
A3 モニタリングと成果の公表 
A(b)ステークホルダーの参画 
A4 事業者との協働と持続可能性の

基準 
A5 住民参加とフィードバック 
A6 来訪者の参加とフィードバック 
A7 プロモーションと情報 
A(c)負荷と変化の管理 
A8 来訪者数と活動の管理 
A9 計画に関する規制と開発管理 
A10 気候変動への適応 
A11 危機管理 

 

16，17 
17 
 
12 
 

12，17 
 
17，11 
12，11 
12，11 
 

12，11 
11，9 
13 
11，16 

B(a)地域経済への貢献 
B1 観光の経済財的効果の計測 
B2 ディーセント・ワーク（働きが

いのある人間らしい仕事）と雇用機

会 
B3 地域事業者の支援と公正な取引 
B(b)社会福祉と負荷 
B4 コミュニティへの支援 
B5 搾取や差別の防止 
B6 財産権と使用者権利 
B7 安全と治安 
B8 アクセシビリティ 

 

9，8，1 
8，4，5，10 
 
8，12 
 

3，4 
10，16 
11，16 
3，16 
3，10 

セクション C： 
文化的サステイナビリティ SDGs セクション D： 

環境のサステイナビリティ SDGs 

C(a)文化遺産の保護 
C1 文化資産の保護 
C2 工芸品 
C3 無形遺産 
C4 地域住民の慣例的なアクセス 
C5 知的財産 
C(b)文化的場所への訪問 
C6 文化的な場所における来訪者の

管理 
C7 来訪他の解説 

 

11 
11 
11，12 
11 
16 
 

11，12 
 
11，4 

D(a)自然遺産の保全 
D1 配慮が必要な自然環境の保護  
D2 自然的な場所における来訪者の

管理 
D3 野生生物との関わり 
D4 種の搾取と動物福祉 
D(b)資源のマネジメント 
D5 省エネルギー 
D6 水資源の管理 
D７ 水質 
D(c) 廃棄物と排出量の管理 
D8 廃水 
D9 廃棄物 
D10 温室効果ガスの排出と気候変動

の緩和 
D11 環境への負荷が少ない交通 
D12 光害と騒音 

 

14，15 
14，15 
 
14 
14，15 
 

7 
6 
3，6 
 

3，14 
12，14，15 
13 
 
9，13 
3，11 

資料：GSTC（https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0-Japanese.pdf）を基に筆者作

成。 

注．SDGs 欄の番号は，「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17 のうち最も関連性が高い目標の番号を表す。 

 

第 7-6 表 GSTC-I第３版の基準 

セクション A： 
効果的で持続可能な経営管理の

明示 

セクション B： 
地域コミュニティの社会的・経

済的な利益の最大化，悪影響の

最少化 

セクション C： 
文化的遺産の魅力の

最大化，悪影響の最

少化 

セクション D： 
環境メリットの最大

化，環境負荷の最少

化 
A1 持続可能な経営管理 
A2 法の遵守 
A3 報告と伝達 
A4 従業員の参画 
A5 顧客の体験 
A6 正確な広告宣伝 
A7 建築物及びインフラ整備 
A8 土地・水の権利及び所有権 
A9 情報及び解説 
A10 地域への参画 

B1 地域支援 
B2 地域雇用 
B3 地元での購入 
B4 地元事業者 
B5 搾取及びハラスメント 
B6 機会均等 
B7 ディーセント・ワーク（働き

がいのある人間らしい仕事） 
B8 地域サービス 
B9 地域住民の生活 

C1 文化間の相互関

係 
C2 文化遺産の保護 
C3 地域文化や遺産

の提示 
C4 考古学的な工芸

品 

D1 資源の保全 
D2 汚染の削減 
D3 生物多様性，生

態系，景観の保全 
D4 種の搾取と動物

福祉 
 

資料：GSTC（https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0-Japanese.pdf）を基に筆者作成。 

108 109



第７章 持続可能な観光指標の意義について―農泊地域による活用可能性―（平形） 

110 

（３）ETIS 

ETIS は，特に観光地を対象とした管理，情報，監視ツールで，また，目的地やそのス

テークホルダーが持続可能な管理プロセスを測定し，パフォーマンスや進捗状況を監視で

きるように支援することを目的としている。持続可能な指標を測定・監視する理由につい

て，地域の政策立案者は訪問者の到着数，雇用調査，訪問者満足度評価等限られた範囲の

統計に依存して，観光地を監視してきたが，これらの統計は環境の影響の全体の話を伝え

ておらず，地域経済，地域社会，環境への影響に関する幅広い問題に関するデータや情報

を収集することは，観光地で実際何が起こっているのかを正確に把握するのに役に立つと

説明している。また，ETIS は，持続可能な観光地管理に向けた共通の方法論を示してい

る。構成は，第 1 部では，ETIS 実施までの 7 ステップガイド（第 7-1 図）を，第 2 部で

は，コアの指標と補足指標について説明している。 

 
ステップ 1 意識を高める 
ステップ 2 目的地プロファイルの作成 
ステップ 3 利害関係者の作業グループの形成 
ステップ 4 役割と責任の確立 
ステップ 5 データの収集と記録 
ステップ 6 結果の分析 
ステップ 7 継続的な開発と継続的な改善を可能にする 

 
第 7-1 図 ETIS：システムを使用するための七つのステップのフローチャート（仮訳） 

資料：ETIS を基に筆者作成。 
 
 

地域に必要となる重要な情報としての 27 のコア指標と，地域が特定のニーズや地域の

カテゴリ（山，都市，沿岸，島，都市部等）等に対応できるように 40 のオプション指標

が策定されているが，いずれも，地域マネジメント，社会的文化的影響，経済的価値，環

境への影響の四つのカテゴリに分類される（第 7-7 表）。 

 
第 7-7 表 ETIS：コア指標の基準（仮訳） 

セクション A： 
地域マネジメント 

セクション B： 
経済的価値 

セクション C： 
文化・社会的影響 

セクション D： 
環境への影響 

A1 持続可能な観光

公共政策 
A2 顧客満足度 
 

B1 地域での観光の

流れ 
B2 観光事業 
B3 雇用の数量と質 
B4 観光サプライチ

ェーン 
 

C1 コミュニティ／社会的イン

パクト 
C2 健康と安全 
C3 男女平等 
C4 インクルージョン・アクセ

シビリティ 
C5 文化遺産，地域のアイデン

ティティ，資産の保護と強化 

D1 輸送の影響の低減 
D2 気候変動 
D3 固形廃棄物管理 
D4 下水処理 
D5 水管理 
D6 エネルギー使用量 
D7 景観と生物多様性保護 
 

資料：ETIS を基に筆者作成。 
 
 
（４）JSTS-D 

JSTS-Dは，自治体やDMO等が持続可能な観光地マネジメントを行うための支援ツール

利害関係者の作業グループに戻

り，優先順位に合意し，行動計

画を策定する 

110



農林水産政策研究所 ［ICT 活性化プロジェクト【農泊】］研究資料 第２号 (2022.3) 

111 

であり，主に三つの役割を果たすと記されている。一つ目は，自己分析ツールとしてであ

る。多くの地域では持続可能な観光に向けて何かやらなければいけないと意識しつつも，

実際にはその手段や方策が分からず，また具体的なツールがないといった状況があり，そ

の最初のステップとして JSTS-D にある自己分析（診断）が活用できるという趣旨である。

二つ目は，コミュニケーションツールとしてである。自己分析を行い，その結果を住民や

事業者等地域の関係者と現状を共有する。そうすることで，地域における持続可能な観光

に関する理解も促進し，今後の意見交換や合意形成において活用できるという趣旨である。

三つ目は，プロモーションツールとしてである。JSTS-D は国際基準である GSTC-D に準

拠していることから，JSTS-D に基づく取組を行い，そのことをロゴマークで対外的に示

せれば，観光地域としてのブランド化や競争力の向上につながるというものである。 

JSTS-D 実施の手順は７ステップであり，ETIS とほぼ同じである（第 7-2 図）。とはいえ，

地域によって，ニーズやステークホルダーの関心，直面している課題等も異なり，そのま

まステップを踏めるわけではない。また，地方行政等における観光施策の位置づけも異な

ることから，指標活用要領として，初級～上級レベルの活用方法を提示している。また，

JSTS-D 活用の大前提として，「スタート：観光地（デスティネーション）としてのプロフ

ィールの作成」を掲げている。 

つまり，まず，自治体の基本情報や地理的情報，主要観光施設，主な交通アクセス，

観光統計等を記入するデスティネーションプロフィールを作成し，これによって地域の属

性や全体像を明確にする。そして，初級の場合，JSTS-D の各項目をチェックシートとし

て活用する。具体的には，各項目に「〇」，「×」等を付けながら内容を確認することで，

この過程で今まで意識していなかったニーズや取組の必要性に気がつくこと等も想定して

いる。中級の場合，実際に JSTS-D の各項目の運用を行う。可能な範囲で優先すべき項目

から進める。そうした過程で地域の持続可能性を向上させるのが期待される。上級の場合

は，認証団体の認証や表彰を目指す。 

第 7-2 図 JSTS-D：指標導入のステップ 

資料：JSTS-D より抜粋。 
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指標は，GSTC-D をベースにしているため，持続可能なマネジメント，社会経済のサ

ステイナビリティ，文化的サステイナビリティ，環境のサステイナビリティの 4 分野に

分けられ，38の大項目を全て盛り込んでいるが，個別の小項目や文言は日本の特性・現

状に適した内容にカスタマイズされている（第 7-8 表）。また，GSTC と同様に，持続可

能な観光に取り組むだけでなく，観光において SDGs に取り組む際のガイドとしても参

照できる表記となっている（北村ら，2021：12）。 

 
第 7-8 表 JSTS-Dの基準 

セクション A： 
持続可能なマネジメント SDGs セクション B： 

社会経済のサステイナビリティ SDGs 

A(a)マネジメントの組織と枠組み 
A1 デスティネーション・マネジメン

ト（観光地経営）戦略と実行計画 
A2 デスティネーション・マネジメン

ト（観光地経営）の責任 
A3 モニタリングと結果の公表 
A4 観光による負荷軽減のための財源 

 
17 
 
16，17 
 
12 
12，17 
 

B(a)地域経済への貢献 
B1 観光の経済効果の測定 
B2 ディーセント・ワークと雇用機

会 
B3 地域事業者の支援と公正な取引 

 
1，8，9 
4，5，8，10 
 
2，8，12 

B(b)社会福祉と負荷 
B4 コミュニティへの支援 
B5 搾取や差別の防止 
B6 地権と使用権利 
B7 安全と治安 
B8 多様な受入環境整備 

 
3，4 
10，16 
11，16 
3，16 
3，10 

A(b)ステークホルダーの参画 
A5 事業者における持続可能な観光へ

の理解促進 
A6 住民参加と意見聴取 
A7 住民意見の調査 
A8 観光教育 
A9 旅行者意見の調査 
A10 プロモーションと情報 

 
12，17 
 
11，17 
11，12 
9，11 
11，12 
11，12 

A(c)負荷と変化の管理 
A11 旅行者の数と活動の管理 
A12 計画に関する規制と開発管理 
A13 適切な民泊運営 
A14 気候変動への適応 
A15 危機管理 
A16 感染症対策 

 
11，12 
9，11 
11，17 
13 
11，16 
3，11，16 

セクション C： 
文化的サステイナビリティ SDGs セクション D： 

環境のサステイナビリティ SDGs 

C(a)文化遺産の保護 
C1 文化遺産の保護 
C2 有形文化遺産 
C3 無形遺産 
C4 地域住民のアクセス権 
C5 知的財産 

 
11 
11 
11，12 
11 
16 

D(a)自然遺産の保全 
D1 自然遺産  
D2 自然遺産における旅行者の管理 
D3 自然遺産における旅行者のふるま

い 
D4 生態系の維持 
D5 野生動物の保護 
D6 動物福祉 

 
14，15 
14，15 
14，15 
 
14，15 
14，15 
14，15 

C(b)文化的場所への訪問 
C6 文化遺産における旅行者の管理 
C7 文化遺産における旅行者のふるま

い 
C8 観光資源の解説 

 
11，12 
11，12 
 
4，11 

D(b)資源のマネジメント 
D7 省エネルギー 
D8 水資源の管理 
D9 水質 

 
7 
6 
3，6 

D(c) 廃棄物と排出量の管理 
D10 排水 
D11 廃棄物 
D12 温室効果ガスの排出と気候変動

の緩和 
D13 環境負荷の小さい交通 
D14 光害 
D15 騒音 

 
3，14 
12，14，15 
13 
 
9，13 
3，11 
3，11 

資料：JSTS-D を基に筆者作成。 
注．第 7-5 表の注に同じ。 
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（５）まとめ 
まず（１）～（４）で見てきた持続可能な観光指標やガイドブック等の特徴をまとめ

ると第 7-9 表のとおりである。GSTC は指標の解説が中心であるが，GSTC 以外は指標の

解説に加え，指標導入のステップ等が段階ごとに記されている。また，UNWTO ガイドブ

ックには指標選定に係るプロセスも含まれていて，大変実用的である。指標を見ると，

UNWTO ガイドブックの指標が網羅的で，指標数においてやや差があるが，いわゆるトリ

プルボトムライン(12)の経済，社会・文化，環境に，マネジメントを加えた四つの観点から捉

えられている点は共通している。また，指標は，地域に合ったものを地域で策定する必要

があるという点は共通する考え方である。そもそも地域によって抱えるニーズや課題等は

異なるので，実態をよく把握することが重要だろう。 
 

第 7-9 表 主な持続可能な観光指標やガイドブック等の特徴 

名称 
（策定年） 特徴 

指標の領

域・ 
指標数 

導入ステップ 

UNWTO 
ガイドブッ

ク 
（2004年） 

・持続的な観光地を目指す地域の意思決定の支援が目

的。指標自体が目的ではない。 
・持続可能な観光開発の定義。 
・課題と対応させて指標を選定し，提示。 
・指標は定量データとアンケート調査による定性デー

タ。 
・観光地類型ごとに指標を適用，網羅的な指標。 
・世界各地の 25事例を解説。 

748指標 指標開発手順：

12ステップ 

ETIS改訂版 
（2016年） 

・質の高い観光地としての欧州ブランドを高め，国際的

な競争力強化が目的。 
・観光地を対象とした管理，情報，監視ツール。 
・観光地プロフィール様式，関係者へのレター例，指標

に必要なデータ収集方法，サンプル調査フォーム等が

ECウェブサイトからダウンロードできる。 

4領域・ 
43中核指標 
30補足指標 

実施のためのス

テップ：7段階 

GSTC-D-2.0 
（2019年） 

・地域向けに定められた基準で，個々の団体のみが対象

となるのではない。  
・GSTC-I（産業界向け）が別に定められている。 
・第三者機関による認証制度。 

4領域・ 
174指標 なし 

JSTS-D 
（2020年） 

・自治体や DMO が持続可能な観光地経営を行うための

指標。 
・GSTC-Dに準拠し，日本の特性を反映した指標。 
・GSTC-D と連携した認証団体の表彰や認証につなが

る。 
・付録に，用語集，デスティネーション・プロフィール

（原紙），GSTC-D-2.0の和訳，先進事例集。 

4領域・ 
113指標 

・指標導入のス

テップ：7 段

階 
・指標活用要

領 ： ス タ ー

ト・初級・中

級・上級） 
資料：UNWTO ガイドブック，ETIS，GSTC-D-2.0，JSTS-D を基に筆者作成。 
注．UNWTO ガイドブックの指標については，内容的には 4 基軸で捉えられている（二神，2008：163）。 
 
 

次に，持続可能な観光指標やガイドブック等での持続可能性指標の利点等に関する解

説をまとめると，第 7-10 表のとおりである。指標を通じて幅広い情報が得られることに
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より，より良い意思決定がなされ，持続可能な管理運営につながると整理できる。場合に

よっては，新たな問題を早期に認識し予防することも可能となり，また継続して監視する

ことで進捗度合いが測定できたり，必要に応じて是正措置を講じたりすることも可能とな

る。 

 
第 7-10 表 持続可能な観光指標の利点等に関する説明 

項目 出典 説明 
指標の利点・

指標活用の効

果 

UNWTO
ガイドブ

ック 

・より良い意思決定（リスクやコストを下げる） 
・新たな問題の特定（予防を可能にする） 
・影響の特定（必要に応じて是正措置を可能にする） 
・計画や経営活動の達成度の測定（観光の持続可能な発展の進捗状況を

評価する） 
・計画の誤りのリスク縮小（限界と機会を特定する） 
・より大きな説明責任（関係者向けの信頼の高い情報は説明責任を促進

する） 
・常時監視することは継続的な改善につながる（解決策を管理に組み込

むことができる） 
ETIS ・観光地の持続可能な管理向上に貢献する。 

・幅広い問題に関するデータや情報の収集は，観光地で実際に何が起こ

っているのかを正確に把握するのに役に立つ。 
JSTS-D ・自己分析ツール（観光政策の決定，観光計画の策定に資する） 

・コミュニケーションツール（地域が一体となって持続可能な観光地域

づくりに取り組む契機となる） 
・プロモーションツール（観光地域としてのブランド化，国際競争力の

向上） 
指標の種類 UNWTO

ガイドブ

ック 

・早期警戒指標 
・産業の現状を把握する指標 
・観光開発の環境・社会・経済的影響を測定するもの 
・管理の効果や成果を測定するもの 

資料：UNWTO ガイドブック，ETIS，JSTS-D を基に筆者作成。 

 
 

５．おわりに 
 
本稿では，持続可能な観光指標の開発において大きな流れを作った 1992 年の地球サミ

ットまで遡り，その経緯をたどり，主な持続可能な観光指標等の内容について述べた。指

標はいろいろな意思決定に対して信頼できる根拠を提供し，持続可能な発展の進捗状況を

測定したり，監視したりすることで持続的なマネジメントも可能となる。環境，経済，社

会文化側面の適切な均衡をとることが長期間の持続可能性につながることや地域関係者の

参画やリーダーシップが必要であることを確認した。また，指標の性質としては，早期に

警告するもの，現状を把握するもの，環境，経済，社会文化的影響を測定するもの，管理

の効果や成果を測定するもの等様々な種類があることも分かった。さらに，政策や計画策

定に当たって自己分析ツールとして，地域が一体となって地域づくりに取り組む際のコミ

ュニケーションツールとして，また地域としての価値を高めるためのプロモーションツー
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ルとしての役割を果たしうることも明らかになった。 

最後に，持続可能な農村観光やその指標等に関する既存研究の成果を通じて，観光指

標活用の意義等を再確認し，JSTS-D の農泊地域への適用についての考察を試みる。JSTS-

D は，各自治体や DMO 等が，地域での現状把握，継続的なモニタリング，エビデンスに

基づいた観光政策や計画の策定等，持続可能な観光地マネジメントの促進を目的に作成さ

れたものであり，地域資源を観光コンテンツとして活用する農泊地域においてもその活用

が期待される。しかしながら，JSTS-D は，開発の背景がオーバーツーリズム問題等であ

ったことや観光地マネジメントのためのガイドラインといった性格ということもあり，農

泊地域への適用可能性は容易に想定されず，十分な議論もなされていない。しかしながら，

2022年 3月に公表となった持続可能な地域運営手引きには，観光計画がない場合も含めど

のように観光を活用した持続可能な地域運営を実現するかというプロセスも含めた手順が

解説されており，JSTS-D との併用も可能であることから，これも活用しつつ農泊地域の

持続可能な取組方を検討する。 

 
（１）既存研究成果 
An and Alarcón（2020）(13)は，論文レビューを通じて，持続可能な農村観光に関する研

究は 2019 年までの 10 年間で着実に増加し，また特に直近 3 年ではより多くの論文が発表

されていることを示し，持続可能な農村観光への関心が時間の経過とともに大きく増加し

ていること，また「指標」は持続可能な農村観光に関する研究において主要な関連キーワ

ードの一つであることを明らかにしている。農村観光の持続可能性を測定するための指標

は，持続可能な開発の状況を客観的かつ正確に評価し，科学的に強く，信頼できるもので

あり，また地域の関係者がそれらを適用できる必要がある（Pérez et al.,2017; Reed et 

al.,2006）。また，持続可能な農村観光に関する研究をテーマ別でみると，全体的，環境，

社会，経済，顧客の五つに分類されるが，全体的のものが約 4 割を占め，他より有意に高

く，持続可能な農村観光に関する研究において，環境，社会，経済面が総合的に考慮され

ていることを示していると分析している。研究のテーマが持続可能性指標に関連のものは

「全体的」に分類され，分析対象とした論文全体の 17％を占める。これらの研究におい

て，農村観光の持続可能性を評価するための指標は主に経済的，環境的，社会的なものに

分かれているが，それらを導出するために，住民，専門家，利害関係者，観光客に対する

調査が行われている。また，五艘（2017：33-34）では，持続可能な農村観光のモニタリ

ング手法や指標形成は，対象となる国や地域の背景を考慮して都度設計することが必要と

考えられるが，これまでの一定量の研究の蓄積があるがゆえに，その考え方の枠組みはあ

る程度汎用的に明示されていると考えられるとしている。農村観光の持続可能性を測定す

るための指標は持続可能な開発状況を客観的に評価し，信頼できるものであると同時に，

地域の関係者が活用しやすいものであるべきことや，指標に関する調査研究が蓄積されて

いることや総合的な分析が重要であることが示唆される。  
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（２）農泊地域への適用 

３．でも説明したとおり，地域における観光施策の位置づけも様々であることから

JSTS-D の活用方法もいくつか示されており，農泊地域でも地域の実情に合わせて活用で

きよう。JSTS-D の指標導入のステップでは，JSTS-D 各項目に基づくデータの収集等を始

めるまでに，①実施主体で意識を高める，②観光地プロフィールを作成する，③関係者間

におけるワーキンググループを形成する，④役割と責任を確立するというステップが記さ

れている。地域の基本情報等を集めたプロフィールの作成は，取り組みやすい上，作成し

たものを関係者で共有し，共通認識を持つことは重要である。また，持続可能な地域運営

手引きでは，より詳細に手順が記されているので紹介する。なお，持続可能な地域運営手

引きの実現ステップは，UNWTO ガイドブックにおける指標開発の手順を基に作成されて

いる。 

ステップ 1：対象地域を決める 

ステップ 2：利害関係者を特定し，参画させる 

ステップ 3：観光資源と現状の課題を洗い出し，把握する 

ステップ 4：なりたい姿を共有し，「今後の課題」を明確にする 

ステップ 5：重点課題を特定し，合意を形成する 

ステップ 6：重点課題を解決する取組を検討し，共有する 

ステップ 7：重点課題と解決する取組を踏まえ，指標を検討する 

ステップ 8：指標を特定し，計測方法を具体化する 

また，観光を活用した持続可能な地域経営を成功に導くためには，実現に進む前に，取組

の目的を明らかにする整理，既存の計画・施策・課題／指標・データの整理，取組に参画

を得る内外の利害関係者の整理等，準備も必要であることが丁寧に記されており，参考に

なるだろう。JSTS-D の項目に基づくデータを収集等の後は，結果の分析，継続的な開

発・改善といった流れになる。この流れに関しても，持続可能な地域運営手引きではプロ

セスが丁寧に解説されている。 

最後に，農泊地域が活用しうる JSTS-D の各目について検討する。先に示したように，

農泊地域との関係をチェックシートとして活用することも考えられる。また， 地域資源

や現状を踏まえ，今後の課題を明らかにし，課題を解決する取組を踏まえ，指標を検討す

ることから，地域の実情や課題に沿った項目が選定されることになろう。一方，大江

（2019：12）は，我が国の農村ツーリズムの場合，社会面での意義に注目されがちで経

済性とのバランスをとることが難しくなっていると指摘する。主要な持続可能な観光指標

は，経済，社会，環境のいわゆるトリプルボトムラインに加え，マネジメントの四つの観

点から構成されており，経済，社会，環境分野が適切なバランスで総合的に考慮され，継

続的にマネジメントすることが持続可能性を保持し続けることが示唆されており，農泊地

域が均衡のとれた持続可能性を目指す際には，JSTS-D における社会経済のサステイナビ

リティを活用することも有用と想定される。具体的に，JSTS-D における社会経済のサス

テイナビリティの「地域経済への貢献」の部分（SECTION B (a)）を見ていると，地域へ
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の直接的な経済波及効果（観光消費額）や産業連関分析等を用いての観光による間接的な

経済波及効果，観光関連業種における雇用者数（雇用誘発効果）等の測定や，調査，性別，

年齢，季節等に左右されない，安定した雇用や公正な賃金の実現に向けた取組（例えば，

正規雇用者の割合，男性／女性の雇用割合，女性リーダーの割合，通年営業をしている事

業者の割合，通年雇用者数と臨時雇用者数の割合等の調査）や地域の特産品やサービスの

利用の促進等が記されている。農泊地域では地域の農作物等の利用や農業体験等のサービ

スを利用している場合も多いが，その場合のモニタリング方法として，地域の土産物店，

飲食店における販売品のうち，原材料に当該地域や近隣地域から調達したものが含まれる

販売品の割合を調査することが示されている。 

また，農泊推進体制の強化は「農泊推進のあり方検討会 中間とりまとめ」において

課題の一つとされ，その推進方向がとりまとめられている。持続可能な観光はその推進体

制が成功の鍵を握る（高橋，2021：98）こともあり，JSTS-D の持続可能なマネジメント

の部分（SECTION A）を活用することも想定される。特に，取り組みやすい指標として

はステークホルダーの参画（SECTION A (b)）も参考になるだろう。具体的には，農泊地

域経営について行政・民間事業者・地域住民の三者で構成される体制があること，農泊地

域経営に関する住民の期待，不安，満足度などのデータが定期的に調査されていること，

地域コミュニティ，特に児童・生徒に対して観光に関する教育が実施されていること，旅

行者満足度についてアンケート等を通じて調査を実施していること等をチェック項目とし

て検討することも有益だろう。 

JSTS-D のモデル事業においても，「持続可能な観光とは？」といった根本的なことから

学習するという。持続可能な開発目標（SDGs）への関心も，コロナを機に高まっている。

農泊地域においても，まずは，「持続可能な観光」に理解することが重要かもしれない。

JSTS-D のそれぞれの指標には 17 の SDGs の目標との関連性も記されており，コロナを機

に SDGs への関心が高まる中，農泊地域が JSTS-D を通じて持続可能な観光について理解

することは持続可能な運営において有益とは考えられる。 

他方，農泊と一般観光との違いが JSTS-D（指標）やその適用にどのように影響するか

については丁寧な考察が求められ，さらなる検討が必要である。今後農泊地域も含め，持

続可能な地域運営に関する議論が活発になることを期待する。 

 
注（1）観光庁（2022）を参照。令和 2 年度のモデル事業の詳細は， 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000181.html（2021 年 12 月 24 日参照）。 

令和 3 年度のモデル事業の詳細は， 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001416783.pdf（2021 年 12 月 24 日参照）。 

（2）観光庁（2021）を参照。 

（3）2018 年農林水産省農村振興局長により設置され，有識者で今後の農泊を推進する地域の実施体制強化をはじ

め，インバウンド受入れ拡大に向けた課題や必要な取組を明らかにするとともに，2020 年以降の農泊推進施策

の展開方向について検討した。 
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（4）藤稿（2018）によると，観光は第二次世界大戦後徐々に娯楽として定着し，1970 年代後半からいわゆる発展

途上国に行く機会も多くなり，未開発の地における豊かな自然と野生生物にふれる旅行形態は人気を博したが，

人々は途上国の希少な自然を楽しむ贅沢な観光の裏にある現地の貧困問題をも目の当たりにするようになり，

こうした背景から，自然保護と地域コミュニティの経済的利益の享受を両立するような観光として，エコツー

リズムが 1982 年世界自然保護連合（IUCN）世界公園会議で提唱されたという。また，環境保全と経済的発展

の両立を目指したものの，エコツーリズムによって環境が破壊されるという事態は 1980 年代後半から世界中に

見受けられるようになっており，エコツーリズムが真に「持続可能な」ものになるよう，国際エコツーリズム

協会は，1991 年からステークホルダーミーティングを繰り返していた。 

（5）行動のための優先分野としては，既存の規制や経済活動等有効性検証，組織活動の経済的，社会的，文化的，

環境的影響の調査，教育・訓練等，先進国と発展途上国での持続可能な観光についての情報，技術等の交換，

あらゆる階層による参加，新商品開発，持続可能な発展の進捗状況の測定，パートナーシップ等が掲げられた。 

（6）宮本（2009：14）は，持続可能な開発に向けた個々の取組の方向性を端的に示すものとして “持続可能な －” 

という表現がいたるところで用いられるようになっていったと指摘するとともに，「持続可能な観光」概念の形

成過程には，持続可能な開発からの流れのほか，マスツーリズムに代わる観光形態（オルタナティブツーリズ

ム）が模索されはじめていたという観光分野独自の問題意識からの流れがあるとする。田原（1999：64）は，

オルタナティブ・ツーリズムの概念的曖昧さや新しい観光形態の多様性は，観光に関する国際会議などで指摘

され，「持続可能性」を中枢概念とした観光形態の分類が提案されたとする。また，植田（2010：8）は，サス

テイナビリティ研究の各論化（持続可能な都市，持続可能な廃棄物管理等）傾向を指摘し，こうした各論化傾

向は，持続可能な発展の理念を具体的に実践しようとするならば，必ずそうならざるを得ない傾向であると説

明する。 

（7）九里・小林（2006：82）によれば，2002 年のヨハネスブルグ・サミットでも持続可能な観光は扱われ，会合

に先立ち国連環境計画（UNEP）は「旅行と観光」に関する報告書で，観光業が世界の GDP の 11％を担ってい

ること，観光業に世界の労働者の 8％が従事していることを示し，持続可能な観光を主に支えるのは個々の観光

業者であるとした。 

（8）ホテルなどの宿泊施設や旅行業者等の産業向けを意味する。 

（9）厳密には GSTC の発足は 2010 年で，その前身組織である，2007 年に設立されたグローバルサステナブルツー

リズム基準のためのパートナーシップが策定。同パートナーシップは，フォレスト・アライアンス，国連環境

計画 (UNEP)，国連財団 (UNUN)，国連世界観光機関 (UNWTO) が，観光産業における 32 のパートナーと連立し

て設立された。既に実施されている 60 を超える既存の認証制度や 4,500 以上の基準を分析し，自然保護論者，

業界のリーダー，政府当局，国連機関を含む 80,000 人以上が結果の基準についてコメントを踏まえて，基準を

開発した（https://www.gstcouncil.org/about/gstc-history/）（2021 年 12 月 24 日参照）。 

（10）二神（2014）は，EU の観光政策の進展と関連づけて EU による指標システムの開発動向について論じてい

る。2001 年から 2010 年までの主要な五つの政策文書の比較分析やヨーロッパの持続可能な観光を推進する上で

重要な役割を果たしているツーリズム持続可能性グループ（TSG：Tourism Sustainability Group）がまとめた報

告書の考察を行っている。 

（11）仮訳 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf（2021 年 9 月 27 日参照） 

（12）トリプルボトムラインとは，1994 年に英国の環境コンサルタントのエルキントン氏が提唱した概念で，企業
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活動を経済，環境及び社会の三つの側面から評価し，その結果を対外的に持続可能性レポートとして報告する

というものである（二神，2013:9） 

（13）An and Alarcón（2020）は，学術データベース（SSCI と SCIE）における持続可能な農村観光に関する論文

（2009 年～2019 年を対象）をレビューし，その特徴を分析した。 
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第８章 農山漁村滞在型旅行における旅行者の行動の実態 

   
八木 浩平・佐藤 彩生・平形 和世  

 

１．はじめに 
 

（１）背景・問題意識 

近年の訪日外国人旅行者の増加を受け，観光関連産業は成長産業として期待されてき

た。また，観光は地方創生への切り札としても位置づけられ，「農山漁村滞在型旅行」を

ビジネスとして実施可能な地域である「農泊」地域の創出は，地方への誘客促進や農山漁

村振興策として有望視されている(1)。農林水産省は，その「農山漁村滞在型旅行」や「農

泊」を「外国人を含む旅行者が農山漁村地域に宿泊し，滞在中に地域資源を活用した食事

や体験等を楽しむ」ことと定義しており，2017 年度よりその推進に積極的に取り組んで

いる(2)。 

遡れば，1990 年代にグリーンツーリズムが農村政策として位置づけられて以来，都市

と農村の相互理解を深め，連携を強化させるために様々な農山漁村滞在型余暇活動が推進

されてきた。今般，農泊推進で目指すものは，旅行者が農山漁村地域に滞在し，地域資源

を活用した食事や体験等を楽しむことであり，提供側はそうした旅行者ニーズに合った観

光コンテンツを提供し，持続的なビジネスとして取り組むことである。こうした農山漁村

滞在型旅行のビジネス化に取り組む上では，第一に，顧客である旅行者の意向や行動を詳

細に把握する必要がある。 

 

（２）課題・目的 

そこで本研究では，大規模なアンケート調査から都市住民の農山漁村への宿泊旅行や

体験の有無を確認した上で，農山漁村滞在型旅行を実施した旅行者の具体的な旅行行動を

明らかにする(3)。旅行者の旅行行動として，旅行者が事前にどのようなツールで旅行先の

情報を収集し，旅行中にどのような体験を行い，そこで何を不満に感じ，旅行後にどのよ

うな行動（旅行先の農産物の購入等）を取ったのか等，旅行前，旅行中，旅行後の行動把

握を行うことを課題とする。これらの結果より，都市住民に対する農山漁村滞在型旅行の

プロモーション活動に寄与する知見を提示することを本研究の目的とする。 

 

２．分析枠組み 

 

本研究は，都市住民向けの Web アンケート調査のデータを用いて，2 段階の調査・分析

を行った(4)。まず，都市住民の農山漁村への宿泊旅行や体験の有無の調査として「都市住
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民の調査」（スクリーニング調査）を実施した。次に具体的な旅行者の行動の把握のため，

「都市住民の調査」のサンプルのうち農山漁村滞在型旅行の体験者を 800 名無作為抽出し

「農泊体験者の調査」を実施した。以下では，各調査のデータの概要や分析手法について

提示する。 

 

（１）データ 

 

１）「都市住民の調査」のデータ 

 「都市住民の調査」では，株式会社ネオマーケティングの有する約 639 万人のモニター

のうち，三大都市圏の政令指定都市と特別区の住民のうち都市別，性別，年代別の人口構

成比により 2 万名を対象とした。三大都市圏に調査対象地を限定したのは，農村地域の経

済の活性化につながる都市農村交流の促進の観点から，都市部の住民の旅行行動の把握が

必要と考えたためである(5)。ただし，モニター数の少ない千葉市の 20 代男性 4 名分と相

模原市の 20 代男性 1 名分の回答を調査期間内に得られず(6)，結果として 19,995 名に対し

て都市住民の旅行実態に関する調査を実施した。 

 この「都市住民の調査」では，第 8-1 表で示す各コンテンツの農山漁村への宿泊旅行に

おける体験の有無や，回答者の個人属性について調査を行った。その上で，各コンテンツ

を体験した人の特徴や，体験の組合せについて分析した。このうち各コンテンツを体験し

た人の特徴に関する分析では，19,995 名の全サンプルを対象とした分析と，過去 2 年間に

農山漁村で宿泊した旅行者（以下，宿泊者サンプル）のみを対象とした分析の 2 通りの分

析を実施した。 

 

２）「農泊体験者の調査」のデータ 

 「農泊体験者の調査」では，「都市住民の調査」のサンプル（19,995 名）のうち都市地

域に居住し(7)，また過去 2 年間に農山漁村地域へ観光目的で宿泊し，以下に示す体験のう

ちいずれか一つでも経験した回答者を(8)，「農山漁村滞在型旅行」の旅行者とし，ここか

らサンプルとして 800 名の無作為抽出を行った（第 8-1 図）。 

該当する体験は，「農家民宿・農家民泊」「地元の郷土料理を食べる」「農家レストラン

で食事」「農業体験（田植え，芋堀り等）」「調理体験（そば打ち，郷土料理，チーズ作り

等）」「工芸品作り（わら細工，草木染め，クラフト体験等）」「ワイナリー・酒蔵巡り」

「地域の学習（ガイド付き）（歴史・文化等）」「観光農園・牧場（果物狩り，乳絞り等）」

「アウトドア（山登り，川下り，川遊び，サイクリング，キャンプ等）」「地元住民との交

流」「農山漁村でなにもせずくつろぐ」である（以上の体験の総称を，以下，農泊コンテ

ンツと呼ぶ）(9)。 
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第 8-1 表 体験内容の定義 

 
 

 なお，農泊体験者の調査のために無作為抽出した 800 名のうち，5 件法で質問した旅行

動機の設問において全て同じか一つを除いて全て同じ番号を回答した 49 名を外れ値とし

て分析から除き(10)，残りの 751 名のデータを分析した。「都市住民の調査」と「農泊体験

者の調査」の分析対象者の特徴については，第 8-2 表を参照されたい。 

 

第 8-2 表 調査対象者の特徴 

             （単位:％） 

  
注. 勤務時間は 20 時間刻みで聞き取った値である。 

全サンプル 宿泊者サンプル

49.5 36.6 30.2
20代 16.9 17.2 4.5
30代 21.2 22.0 13.7
40代 24.6 22.0 23.0
50代 18.3 17.3 29.3
60代 19.0 21.4 29.4

24.8 29.8 25.6
200万円未満 39.9 33.8 4.3
200-400万円 36.8 41.0 37.4
400-600万円 12.6 15.9 32.0
600-800万円 4.3 6.1 16.0
800万円以上 2.1 3.2 10.4

21.6 21.0 18.8
2.5(1.3) 2.7(1.4) 2.1(0.9)

36.2(26.2) 40.6(24.8) 41.4(24.4)
サンプル数 19,995 2,812 751

本調査

女性

18歳未満の世帯員あり

平均世帯員数(人)(標準偏差)
平均勤務時間(時間/週)(標準偏差)

年代

一人当たり
年収

子供の頃、農山漁村で育った

スクリーニング調査
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（２）分析手法 

 

１）「都市住民の調査」の分析手法 

 既述のように「都市住民の調査」では，各コンテンツを体験した人の特徴や，体験の組

合せについて分析した。 

まず体験を行った人の特徴については，先述の農泊コンテンツに「直売所・道の駅で

の地元産品の買い物」を加えて，それぞれの体験者の特徴を整理した。その際，農山漁村

への宿泊の有無を問わず都市地域で広くプロモーション活動を行う場合と，農山漁村への

宿泊者のみを対象にプロモーション活動を行う場合を想定して，前者は「都市住民の調査」

の全サンプルを対象とし，後者は「都市住民の調査」への回答者のうち過去 2 年間に農山

漁村で宿泊した旅行者（以下，宿泊者サンプル）のみを対象として分析を行った(11)。宿

泊者サンプルの中には農泊コンテンツを体験していない人も含まれているため，宿泊者サ

ンプルの分析によって，農山漁村への宿泊者の中における農泊コンテンツの体験者の特徴

（性別，年代，18 歳未満の世帯員の有無，年収等）を明らかにすることができる。なお，

内閣府（2014）でも，農山漁村での体験の有無と個人属性の関係を整理しているが，本

研究では大規模なアンケート調査によって，都市住民全般と宿泊者を分けて分析している

点や，年収や世帯員数といった個人属性の違いを考慮して分析している点に独自性がある。 

また，農山漁村滞在型旅行の滞在者数の増加や滞在日数の長期化のためには，旅行者

のニーズに合致した複数の体験を提供することが有効と考えられる。そこで，どういった

体験の組合せが望ましいかを把握するために，同一の人物が過去 2 年間の農山漁村滞在型

旅行でどのような体験を行ったのかを変数クラスター分析で明らかにした。その際，各変

数が 2 値データ（体験した，体験していない）であることを勘案し，距離尺度として単純

整合を，クラスタ化の方法としてグループ間平均連結法を用いた。なおここでは，「温泉」

や「自然景観」等の農泊コンテンツ以外の体験内容についても分析している。各体験の変

数名と定義は，第 8-1 表を参照されたい。 

 

２）「農泊体験者の調査」の分析手法 

「農泊体験者の調査」では，農山漁村滞在型旅行を行った旅行者の具体的な旅行行動

を明らかにした。旅行行動では以下の三つの項目に着目し，旅行者の特徴の分析を行った。

項目は，①旅行前の情報収集の手段，②農山漁村滞在型旅行での不満点，③旅行後の行動

の変化である。 

なお，以上の「都市住民の調査」と「農泊体験者の調査」の分析では属性ごとにクロ

ス集計を行い，カイ二乗検定や独立したサンプルの t 検定，一元配置分散分析等で統計的

な有意差の有無を分析した。用いた分析手法については，各分析結果の表の注釈を参照さ

れたい。以上の分析は，SPSS Statistics 25 の Base 及び Exact Tests を用いた。 
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第 8-1 図 各サンプルの定義の概要 

 

３．分析の結果・考察 

 

（１）都市住民の調査の分析結果・考察 

 

１）農泊コンテンツの体験者の特徴 

まず，ターゲットとすべき顧客層の特徴を提示するため，農泊コンテンツに「直売

所・道の駅での地元産品の買い物」を加えた体験について，全サンプル（第 8-3 表）と宿

泊者サンプル（第 8-4 表）を対象に回答者の特徴を整理した。 

① 性別 

性別で見ると，全サンプルを対象とした分析では「工芸品作り」を除く全ての体験で

女性よりも男性の体験割合が有意に高かった。一方で宿泊者サンプルでは，「工芸品作り」

「観光農園・牧場」「地元の郷土料理」「直売所・道の駅」「なにもせずくつろぐ」の項目

でいずれも男性より女性の体験割合が有意に高かった。全サンプルの分析で示すように農

山漁村への訪問は男性が多い一方で，農山漁村への宿泊者に限定すると，上述した項目の

体験割合は女性の方が高い。特に，ショッピングできる「直売所・道の駅」や，グルメに

関連する「観光農園・牧場」「地元の郷土料理」，草木染めやクラフト作り等の手芸にも通

じる「工芸品作り」等，女性に需要のある体験内容でそのような傾向が確認できる。 

② 年代別 

年代別では全サンプル（第 8-3 表）も宿泊者サンプル（第 8-4 表）も，20 代や 30 代の

若年層で「農業体験」「調理体験」「工芸品作り」「地域の学習」の体験割合が相対的に高

い一方，50 代や 60 代の高年齢層で「アウトドア」や「地元の郷土料理」，「直売所・道の

駅」の体験割合が相対的に高かった。内閣府（2014）でも，「農林漁業体験や農山漁村交

流活動で滞在した」人の割合が若年層で高いことが示されており，高齢者層と比較して，
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若年層が「農業体験」等の体験型の活動へより関心が高い様子がうかがえた。 

これらの結果から，高年齢層では，身体機能の低下に配慮した体験内容の選択を行っ

ているため，食事や買い物を好む傾向にあるとみられる。ただし，高年齢層においてもア

ウトドアの体験割合が相対的に高い点は，若年層と高齢者層でアウトドアの体験の種類が

異なり，一部の高齢者層が比較的簡単に参加可能な山歩き等を趣味として好むことが影響

した可能性もある。 

 

第 8-3 表 各体験の体験割合（都市住民の調査:全サンプル:n=19995，単位:％） 

 

 

③ 18 歳未満の世帯員の有無 

18 歳未満の子供の有無を考慮した分析を行ったところ，全サンプルの分析結果より，

18 歳未満の世帯員を有する層では有さない層に比べて「農業体験」「調理体験」「工芸品

作り」「地域の学習」「アウトドア」「観光農園・牧場」「ワイナリー・酒蔵」「農家レスト

ラン」において有意に高かった。全サンプルで 18 歳未満の世帯員がいる層の体験割合が

有意に高い点は，農山漁村への旅行が家族内でニーズが強い可能性を示している。 

農山漁村
宿泊者

地元住民と
の交流

農業体験 調理体験 工芸品作り 地域の学習 アウトドア

2812 314 286 393 261 499 843
男性 17.7 2.0 1.8 2.5 1.4 3.2 5.3
女性 10.4 1.2 1.0 1.5 1.2 1.8 3.1
検定 * * * * * *
20代 14.4 1.5 1.8 2.2 1.8 3.4 3.4
30代 14.6 1.8 1.6 2.1 1.6 3.0 4.2
40代 12.6 1.4 1.6 2.0 1.3 2.1 4.0
50代 13.3 1.6 1.3 2.2 1.2 1.9 4.9
60代 15.8 1.5 0.8 1.3 0.6 2.3 4.6
検定 * * * * * *
いる 14.9 1.7 1.6 2.1 1.4 2.7 4.4
いない 12.0 1.3 1.1 1.6 1.0 1.9 3.7
検定 * * * * * *
200万円未満 11.5 1.4 1.2 1.6 1.1 2.0 3.3
200-400万円 14.9 1.6 1.4 2.0 1.2 2.7 4.3
400-600万円 16.8 1.8 1.5 2.4 1.7 2.9 5.7
600-800万円 18.7 2.1 2.5 3.0 2.0 3.3 6.3
800万円以上 20.1 2.2 3.1 4.3 2.0 3.8 5.1
検定 * * * * * *
育った 13.7 1.4 1.1 1.5 0.8 2.0 4.1
育ってない 14.2 1.6 1.5 2.1 1.4 2.6 4.3
検定 * * * *
体験有り 2.7 3.0 3.1 3.0 3.1 2.8 2.8
体験無し 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
検定 * * * * * * *
体験有り 40.6 44.8 45.2 44.4 43.6 38.6 43.0
体験無し 35.6 36.0 36.2 36.0 36.2 36.0 36.0
検定 * * * * * * *

性別

平均世帯員
数(人)

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

体験者数(人)

年代

18歳未満の
世帯員

1人当たり
年収

平均勤務時
間（時間/週)
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ただし，宿泊者サンプルではそれらの項目の有意差はなく，18 歳未満の世帯員を持つ

層は農山漁村への宿泊者としての割合は比較的高いものの，各項目を選好する層の間では

必ずしも相対的に高くない点が示された。また宿泊者サンプルの分析では，18 歳未満の

世帯員を有さない層において，有する層と比べて「地元の郷土料理」と「直売所・道の駅」

で体験割合が有意に高かった。これらの体験は，子供を持たず比較的時間を自由に使える

層が好む傾向が示唆された。 

 

第 8-3 表 続き 

 

注. *は 5%水準で有意であることを示す。平均世帯員数と平均勤務時間は，体験した人としていない人の平均値を比

較している。また，平均世帯員数と平均勤務時間は独立したサンプルの t 検定，他はカイ二乗検定で分析した。こ

れは，第 8-4 表，第 8-6 表，第 8-7 表も同様である。 

 

④ 年収 

1 人当たり年収については，高所得層では，全サンプルの分析で有意差の確認された

全ての項目と，宿泊者サンプルの「ワイナリー・酒蔵」において体験割合が相対的に高

かった。これは，「ワイナリー・酒蔵」が嗜好品である酒類を扱っている点や，高所得

観光農園・
牧場

ワイナリー・
酒蔵

農家民泊・
農家民宿

農家
レストラン

地元の郷土
料理

直売所・道の
駅

なにもせずく
つろぐ

859 693 278 555 1,269 1,168 372
男性 5.1 4.4 1.8 3.3 7.5 6.4 2.1
女性 3.5 2.5 1.0 2.3 5.2 5.3 1.6
検定 * * * * * * *
20代 4.1 3.2 1.5 2.2 4.2 3.6 1.7
30代 4.3 3.4 1.4 2.7 5.6 4.9 1.9
40代 4.1 3.2 1.3 2.8 6.0 5.6 1.6
50代 4.3 3.3 1.3 3.1 7.3 6.7 2.2
60代 4.7 4.2 1.4 3.0 8.5 8.4 2.0
検定 * *
いる 4.7 3.7 1.4 3.0 6.5 6.0 2.0
いない 3.4 3.0 1.3 2.3 6.1 5.4 1.6
検定 * * *
200万円未満 3.4 2.5 1.2 2.1 4.9 5.0 1.5
200-400万円 4.7 3.7 1.5 2.9 7.1 6.4 1.9
400-600万円 5.0 4.7 1.5 3.4 7.4 6.1 2.3
600-800万円 5.9 5.1 2.0 4.7 8.8 7.7 2.5
800万円以上 6.7 6.5 2.0 4.3 8.5 6.7 3.4
検定 * * * * * *
育った 4.2 3.0 1.4 2.6 6.2 5.5 1.8
育ってない 4.3 3.6 1.4 2.8 6.4 5.9 1.9
検定

体験有り 2.8 2.8 3.1 2.9 2.7 2.8 2.7
体験無し 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
検定 * * * * * *
体験有り 41.6 42.4 44.6 43.2 41.2 38.6 40.6
体験無し 36.0 36.0 36.2 36.0 36.0 36.0 36.2
検定 * * * * * * *

平均勤務時
間（時間/週)

1人当たり
年収

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

平均世帯員
数(人)

体験者数(人)

性別

年代

18歳未満の
世帯員

130 131



第８章 農山漁村滞在型旅行における旅行者の行動の実態（八木・佐藤・平形） 
 

132 

層ほど旅行頻度自体が高い点が影響した可能性が考えられる(12)。 

ただし，宿泊者サンプルの結果では多くの項目で有意差がなくなったことから，高所

得層は農山漁村への宿泊旅行を行う割合が比較的高い一方，各体験への選好に所得は有意

に影響しない点が示唆された。また，全サンプルでは「直売所・道の駅」で高所得層の体

験割合が相対的に高かった一方，宿泊者サンプルでは低所得層の体験割合が相対的に高か

った。これは，農山漁村の宿泊者において高所得層の割合が高いことから全サンプルでは

「直売所・道の駅」の体験割合が高かった一方，宿泊者サンプルに限定すると比較的安価

で新鮮な農産物を購入できる「直売所・道の駅」を低所得層が好んだ可能性がある。 

 

第 8-4 表 各体験の体験割合（都市住民の調査:宿泊者サンプル:n=2812，単位:％） 

 

 

⑤ 幼少期に農山漁村で育ったか否か，世帯員数 

子供の頃に農山漁村で育ったか否かについては，両サンプルともに都市部で育った層

が農山漁村で育った層に比べて「農業体験」「調理体験」「工芸品作り」「地域の学習」の

体験割合が高かった。これは都市部の人の方がこれらの体験へのなじみのなさから貴重な

地元住民と
の交流

農業体験 調理体験 工芸品作り 地域の学習 アウトドア
観光農園・
牧場

314 286 393 261 499 843 859
男性 11.2 10.4 14.0 8.0 18.2 30.2 28.8
女性 11.1 9.7 14.0 11.6 17.0 29.6 33.6
検定 * *
20代 10.7 12.6 15.5 12.8 23.6 24.0 18.3
30代 12.6 10.6 14.2 10.8 20.6 28.7 29.7
40代 10.8 12.6 16.0 10.5 16.5 31.5 32.6
50代 12.1 10.1 16.4 9.0 14.2 37.0 32.6
60代 9.6 5.3 8.5 3.8 14.3 28.9 29.4
検定 * * * * *
いる 11.2 10.5 14.3 9.5 18.4 29.6 31.3
いない 11.1 9.0 13.1 8.6 15.7 31.0 28.2
検定

200万円未満 12.0 10.5 13.9 9.7 17.7 29.1 29.5
200-400万円 10.7 9.4 13.2 8.3 17.9 29.0 31.4
400-600万円 10.7 9.2 14.1 10.3 17.4 33.9 29.7
600-800万円 11.1 13.5 15.8 10.5 17.5 33.9 31.6
800万円以上 11.1 15.6 21,1 10.0 18.9 25.6 33.3
検定

育った 10.3 7.8 11.0 5.9 14.4 29.8 30.6
育ってない 11.4 10.8 14.8 10.2 18.6 30.0 30.5
検定 * * * *
体験有り 3.0 3.1 3.0 3.1 2.8 2.8 2.8
体験無し 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
検定 * * * * * * *
体験有り 44.8 45.2 44.4 43.6 42.8 43.0 41.6
体験無し 40.0 40.0 40.0 40.2 40.2 39.6 40.2
検定 * * * * * *

体験者数(人)

性別

年代

18歳未満の
世帯員

1人当たり
年収

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

平均世帯員
数(人)

平均勤務時
間(時間/週)
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機会と捉えたと考えられる。 

また，世帯員数においては，両サンプルともに有意差を確認できた全ての項目におい

て体験した層の世帯員数が多かった。このように，家族旅行のニーズが強い可能性がうか

がえる。 

⑥ 勤務時間 

勤務時間では，全サンプルでは有意差が確認された全ての項目で，また宿泊者サンプ

ルでは「直売所・道の駅」を除く有意差が確認された全ての項目において，勤務時間が長

かった。この点は，勤務時間が長いほど所得が多い点が影響した可能性が考えられる。な

お，宿泊者サンプルで「直売所・道の駅」体験者の勤務時間が短かった理由としては，同

じく宿泊者サンプルで「直売所・道の駅」の低所得層の体験割合が高所得層よりも高かっ

たことから，勤務時間が短いほど所得が低い点が影響した可能性が考えられる。 

 

第 8-4 表 続き 

 

  

ワイナリー・
酒蔵

農家民泊・
農家民宿

農家
レストラン

地元の郷土
料理

直売所・道の
駅

なにもせずく
つろぐ

693 278 555 1269 1168 372
男性 24.8 10.0 18.6 42.5 36.1 11.7
女性 24.4 9.6 21.7 49.6 51.0 15.8
検定 * * *
20代 22.5 10.5 15.3 29.5 24.8 12.0
30代 23.4 9.5 18.4 38.5 33.4 13.1
40代 25.4 10.7 22.6 47.8 44.4 12.6
50代 25.1 10.1 23.0 54.8 50.7 16.2
60代 26.6 8.8 19.1 53.8 53.0 12.6
検定 * * *
いる 24.6 9.7 20.0 43.4 40.3 13.2
いない 24.9 10.5 18.8 50.5 45.3 13.2
検定 * *
200万円未満 21.9 10.4 18.4 42.8 43.4 13.4
200-400万円 24.6 9.8 19.7 47.5 42.8 12.7
400-600万円 27.9 8.7 20.3 43.8 36.2 13.6
600-800万円 27.5 10.5 25.1 46.8 40.9 13.5
800万円以上 32.2 10.0 21.1 42.2 33.3 16.7
検定 * *
育った 22.0 10.5 19.1 45.5 40.6 13.5
育ってない 25.3 9.7 19.9 45.0 41.8 13.1
検定

体験有り 2.8 3.1 2.9 2.7 2.8 2.7
体験無し 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
検定 * * * *
体験有り 42.4 44.6 43.2 41.2 38.6 40.6
体験無し 40.0 40.2 40.0 40.2 42.0 40.6
検定 * * * *

平均勤務時
間(時間/週)

性別

年代

18歳未満の
世帯員

1人当たり
年収

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

平均世帯員
数(人)

体験者数(人)
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２）体験の組合せの分析 

農山漁村滞在型旅行での滞在者数の増加や滞在日数の長期化に向けて，旅行者が複数

の体験を行うことを考慮して，どのような体験の種類を揃えて提供することが望ましいか

を把握した。具体的には，同一人物が過去 2 年間の農山漁村宿泊体験でどのような種類の

体験を行う傾向にあるのかを，変数クラスター分析より提示した(13)（第 8-2 図）。 

分析結果は，より近い線で結ばれた項目ほど，過去２年間の農山漁村への宿泊旅行で

同じ人が選択していたことを示す。例えば，「農業体験」「工芸品作り」「地元住民との交

流」「農家民泊・農家民宿」は，同一人物が体験する傾向にあることから，これらの体験

を一緒に提供することが効果的であると考えられる。このほか，「地域の学習」と「芸

術・スポーツ」や，「観光農園・牧場」と「観光施設」（水族館やテーマパーク等）を同一

の人が選択する傾向が強かった。 

 

 

第 8-2 図 変数クラスター分析の推計（都市住民の調査:全サンプル:n=19,995） 

 

一方で，「温泉」は他に近い項目がなかったが，これをもって旅行者が「温泉」とその

他の体験を一緒に行っていないという根拠にはならない。農泊コンテンツの各体験を行っ

た人のうち「温泉」も体験した人の割合は，「農業体験」の 75.2%から「地元の郷土料理」

の 88.9%まで高い割合となっている。つまり，「温泉」は各コンテンツの体験の有無に関

わりなくほとんどの旅行者が体験しており，そのため他の体験との相関関係が認められず，
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変数クラスター分析で独立した項目になったものと考えられる。既述のとおり，先行文献

では農山漁村への旅行で「温泉」の意向が強いことを示しており，また本研究でも農山漁

村へ滞在した人のうち「温泉」を選択した人の割合は 74.9%と非常に高かった。よって，

「温泉」の需要は非常に大きく，「温泉」と農泊コンテンツの両者の提供が引き続き重要

であることは間違いない。 

 

（２）農泊体験者の調査の分析結果・考察 

 続いて，「農泊体験者の調査」に基づき，農泊体験者の旅行行動の特徴について考察す

る。なお，この分析で新しく用いた変数の定義と記述統計は第 8-5 表を参照されたい。 

 

第 8-5 表 農泊体験者の調査の分析で用いた変数名の定義（n=751） 

 

注. 各種体験をした旅行の頻度以外は，いずれも複数回答可で得た回答である。 

 
 

１）旅行前の情報収集源別にみた旅行者の特徴 

 まず，農山漁村滞在型旅行の旅行者が旅行前にどのように情報収集を行っているかを分

析するため，旅行者が利用する情報源について整理した。全体の結果として，宿泊・旅行

関連や観光協会・自治体，施設等のウェブサイトの利用割合が非常に高かった（第 8-6

表）。このように，農山漁村滞在型旅行においてインターネットを活用した情報発信が有

効である可能性が示唆された(14)。 

  

定義
平均

（標準偏差）

過去2年間に本研究で定義した農山漁村滞在型旅行を行った回数。なお、10回
以上は10とカウントしている。

2.033
(1.768)

体験が旅行目的（個人旅行） （農山漁村滞在型旅行で定義した）体験がメインの旅行（旅程は自分で計画） 0.525
体験が旅行目的（団体旅行） （農山漁村滞在型旅行で定義した）体験がメインの旅行（団体旅行を利用） 0.105
一人で旅行 0.186
家族と旅行 0.690
友人・職場の同僚と旅行　 0.217
恋人と旅行 0.079
宿泊・旅行関連のサイト じゃらん・楽天など宿泊・旅行関連のウェブサイト 0.599
観光協会・自治体のサイト 観光協会や自治体のウェブサイト・SNS 0.422
旅行先の施設のサイト 旅行先の施設のウェブサイト・SNS 0.382
家族・知人 家族・知人から（SNS含む） 0.337
ガイドブック ガイドブック 0.256
知らない人のSNS 知らない人の発信したSNSの情報 0.126
メディア TV、ラジオ、新聞広告 0.119
旅行会社の窓口 旅行会社の窓口 0.097
農家から農産物を購入 旅行先で知り合った農家から農産物を直接購入するようになった 0.113
地元住民と交流 旅行先の地元住民との交流が続いた 0.116
地域産品の取り寄せ 旅行先の地域産品を取り寄せるようになった 0.200
ふるさと納税 旅行先の地域にふるさと納税をした 0.125

旅行
目的

旅行の
情報源

各種体験をした旅行の頻度（回）

旅行後
の行動
変化

変数名

旅行の
同行者
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第 8-6 表 農山漁村滞在型旅行での旅行前の各情報源の利用割合 

（複数回答可:農泊体験者の調査:n=751，単位:%） 

 

  

宿泊・旅行関連のサイト 観光協会・自治体のｻｲﾄ 旅行先の施設のサイト 家族・知人

男性 58.0 42.4 39.5 30.5
女性 64.3 41.9 35.2 41.0
検定 *
20代 55.9 41.2 29.4 50.0
30代 75.7 45.6 38.8 36.9
40代 61.3 41.6 38.2 30.6
50代 59.1 39.1 36.8 31.8
60代 52.9 44.3 40.7 33.9
検定 *
いる 61.5 41.1 44.3 33.9
いない 59.4 42.6 36.1 33.6
検定 *
200万円未満 62.5 46.9 43.8 25.0
200-400万円 59.1 39.5 35.2 33.1
400-600万円 59.6 40.4 35.4 32.5
600-800万円 61.7 46.7 40.8 38.3
800万円以上 60.3 48.7 51.3 35.9
検定

育った 53.9 34.0 39.0 37.6
育ってない 61.3 44.1 38.0 32.8
検定 *
Yes 60.7 43.6 35.7 26.4
No 59.7 41.9 38.8 35.4
検定 *
Yes 62.0 46.9 40.5 32.6
No 55.4 31.8 33.0 36.1
検定 *
Yes 58.9 36.2 40.5 48.5
No 60.2 43.9 37.6 29.6
検定 *
Yes 69.5 37.3 40.7 33.9
No 59.1 42.6 38.0 33.7
検定

Yes 64.0 47.2 43.7 32.5
No 55.5 36.7 32.2 35.0
検定 * * *
Yes 62.0 65.8 41.8 31.6
No 59.7 39.4 37.8 33.9
検定 *
利用した 2.2 2.2 2.2 2.2
利用していない 2.1 2.1 2.1 2.1
検定

利用した 41.2 41.8 41.8 39.6
利用していない 41.8 41.2 41.2 42.4
検定

利用した 2.2 2.4 2.6 2.0
利用していない 1.8 1.7 1.7 2.1
検定 * * *

一人で旅行

農山漁村滞在
型旅行の平均
頻度(回)

性別

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

年代

家族と旅行

友人・職場の
同僚と旅行

18歳未満の世
帯員

恋人と旅行

1人当たり
年収

平均勤務時間
(時間/週)

体験が旅行目
的（個人旅行）

体験が旅行目
的（団体旅行）

平均世帯員数
(人)
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第 8-6 表 続き 

 

 

次に，旅行者の属性別に旅行先の情報源の利用傾向を示す（第 8-6 表）。性別では女性

において「家族・知人」や「知らない人の SNS」で相対的に利用割合が高かった。年代別

では，じゃらん・楽天等の「宿泊・旅行関連のサイト」の利用割合は 30 代で相対的に高

ガイドブック 知らない人のSNS メディア
旅行会社
の窓口

男性 25.8 10.3 10.9 9.2
女性 25.1 18.1 14.1 11.0

検定 *

20代 20.6 29.4 8.8 14.7
30代 18.4 20.4 5.8 11.7
40代 22.5 16.2 8.1 8.7
50代 24.1 9.1 16.8 9.1
60代 33.5 7.2 13.1 9.5
検定 * * *
いる 29.7 15.1 13.0 10.9
いない 24.2 11.8 11.4 9.3
検定

200万円未満 25.0 6.3 15.6 9.4
200-400万円 23.8 11.4 12.1 12.5
400-600万円 27.1 13.3 10.4 7.5
600-800万円 25.8 15.0 14.2 9.2
800万円以上 26.9 14.1 10.3 7.7
検定

育った 23.4 9.9 12.1 7.1
育ってない 26.1 13.3 11.8 10.3
検定

Yes 21.4 14.3 8.6 7.9
No 26.5 12.3 12.6 10.1
検定

Yes 28.8 13.7 12.5 10.6
No 18.5 12.2 10.3 7.7
検定 *
Yes 28.8 13.5 12.3 14.1
No 24.7 12.4 11.7 8.5
検定 *
Yes 28.8 23.7 18.6 10.2
No 25.3 11.7 11.3 9.7
検定 *
Yes 27.4 15.2 12.7 9.1
No 23.5 9.8 10.9 10.4
検定 *
Yes 31.6 26.6 10.1 22.8
No 24.9 11.0 12.1 8.2
検定 * *
利用した 2.2 2.3 2.3 2.5
利用していない 2.1 2.1 2.1 2.1
検定 *
利用した 39.8 42.6 38.0 45.0
利用していない 42.0 41.4 42.0 41.0
検定

利用した 2.3 2.3 2.5 2.3
利用していない 1.9 2.0 2.0 2.0
検定 * *

農山漁村滞在
型旅行の平均
頻度(回)

年代

平均勤務時間
(時間/週)

子供の頃、農
山漁村で育っ
た

友人・職場の
同僚と旅行

恋人と旅行

18歳未満の世
帯員

体験が旅行目
的（個人旅行）

1人当たり
年収

体験が旅行目
的（団体旅行）

平均世帯員数
(人)

性別

家族と旅行

一人で旅行
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かった。また，「知らない人の SNS」(15)は若年層で，「ガイドブック」と「メディア」の

利用割合は高年齢層で相対的に高く，利用している情報源は年齢層によって異なっていた。 

18 歳未満の世帯員がいる層ではいない層と比べて「旅行先の施設のサイト」の選択割

合が高く，例えば子供向けの対応（衛生面，食事面，施設面等）の有無の観点から，施設

の内容を前もって確認した可能性も考えられる。また，子供の頃に都市部で育った層は，

「観光協会・自治体のサイト」の利用割合が相対的に高かった。これは例えば，都市部で

育った（農山漁村で育っていない）層ほど地方での暮らしの知識が少ないため，旅行地域

全体の情報を知ることのできる「観光協会・自治体のサイト」に着目した可能性が考えら

れる。 

また，「一人で旅行」する層は，同居する世帯員が少ないとみられ「家族・知人」の情

報を利用する割合が相対的に低かった(16)。家族で旅行する層では，「観光協会・自治体の

サイト」や「ガイドブック」を利用する割合が相対的に高かった。一方で，友人や職場の

同僚と旅行する層は「家族・知人」や「旅行会社の窓口」を活用する割合が相対的に高か

った。友人や職場の同僚との旅行では，旅行に同行していない友人・同僚を含めたコミュ

ニティ内で旅行先が共通の話題となり得るため，知人と相談しながら旅行先を決めたり，

あるいは職場内での団体旅行として「旅行会社の窓口」を多く利用したりする傾向が強か

った可能性が考えられる。恋人との旅行では「知らない人の SNS」を参考にした割合が相

対的に高いが，これは若年層において SNS の利用頻度が高く，また恋人と旅行する機会

が多い可能性が考えられる(17)。 

個人旅行で農泊コンテンツを主な旅行目的とする層では，他の層と比べて「宿泊・旅

行関連のサイト」「観光協会・自治体のサイト」「旅行先の施設のサイト」「知らない人の

SNS」等，インターネットの情報の利用割合が高い傾向にあった。一方，団体旅行で農泊

コンテンツを主な旅行目的とする層では，「観光協会・自治体のサイト」や「知らない人

のSNS」，「旅行会社の窓口」を利用する割合が相対的に高かった。つまり個人旅行を行う

層は，第 8-6 表で示すように農山漁村滞在型旅行の頻度が高く，旅慣れていることから，

インターネットの様々なサイトでより詳細な情報を収集する傾向にある可能性が考えられ

る。第 8-6 表で確認できるように，農泊コンテンツが旅行目的（個人旅行）の層がよく利

用する情報源のうち，「知らない人の SNS」以外の情報源を利用する層は，農山漁村滞在

型旅行の平均頻度がそれぞれ有意に高かった。 

世帯員数に着目すると，世帯員数が多いほど「旅行会社の窓口」を利用していた。家

族の人数が多い場合には，まとまって行動しやすいパッケージ旅行ツアーを選択したり，

宿泊先や乗車券をまとめて予約したりするものとみられる。農山漁村滞在型旅行の平均頻

度では，「宿泊・旅行関連のサイト」「観光協会・自治体のサイト」「旅行先の施設のサイ

ト」「ガイドブック」「メディア」を利用する層の平均回数が利用しない層と比べて多く，

旅行に慣れた層ほどこうした情報源を活用する傾向がうかがえた。 
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２）農山漁村滞在型旅行での不満 

 農山漁村滞在型旅行に対する不満については，いずれも 2 割程度以下と低かったが，旅

行前では，交通アクセスの悪さ（第 8-3 図），旅行中では，「営業していないなど，事前情

報と違った」や「食事をできる場所が少なかった」等，情報発信不足の問題が指摘されて

いた（第 8-4 図）。また，Wi-Fi の不整備や携帯の電波状況のわるさ等に対する不満もみら

れた。内閣府（2018）も，農山漁村に滞在する旅行をしたくない理由として，「交通アク

セスが不便だから（12.7%）」や「農山漁村の情報が不足しているから（11.3%）」といっ

た項目を挙げており，一定程度整合性のある結果を得られた。 

 

 

第 8-3 図 農山漁村滞在型旅行での旅行前の不満 

（複数回答可:農泊体験者の調査:n=751，単位:％） 

 

 

第 8-4 図 農山漁村滞在型旅行での旅行中の不満 

（複数回答可:農泊体験者の調査:n=751，単位:％） 

 

３）旅行後の行動の変化 

 最後に，農山漁村滞在型旅行の旅行後の意識や行動の変化をみてみると（第 8-7 表），

年代別では，20 代で「地元住民と交流」と「ふるさと納税」の選択割合が，30 代と 60 代

で「地域産品の取り寄せ」の選択割合が他の年代と比べて高かった。これは 20 代で比較

的金銭的な負担が少ない行動を取る傾向にある一方，30 代や 60 代といった層ではより良
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品質な地域産品を取り寄せているものとみられる。また，若年層ほど「地元住民と交流」

の割合が高い点は，若年層ほど SNS をよく利用している点も影響した可能性が考えられ

る。 

 

第 8-7 表 農山漁村滞在型旅行後に行動が変化した割合 

（複数回答可:農泊体験者の調査:n=751，単位:％） 

 

 

 

農家から農産物を購入 地元住民と交流 地域産品の取り寄せ ふるさと納税

男性 11.3 11.8 19.8 12.4
女性 11.5 11.0 20.3 12.8
検定

20代 17.6 26.5 2.9 26.5
30代 11.7 14.6 27.2 19.4
40代 14.5 14.5 17.3 12.7
50代 10.9 9.5 17.3 10.9
60代 8.1 7.7 24.0 8.6
検定 * * *
いる 8.3 8.3 20.8 12.5
いない 12.3 12.7 19.7 12.5
検定

200万円未満 0.0 3.1 9.4 6.3
200-400万円 12.5 14.9 19.6 11.4
400-600万円 9.6 10.8 19.2 10.8
600-800万円 13.3 11.7 20.8 18.3
800万円以上 14.1 5.1 26.9 15.4
検定

育った 7.8 9.2 18.4 9.2
育ってない 12.1 12.1 20.3 13.3
検定

Yes 10.7 17.1 20.0 10.0
No 11.5 10.3 20.0 13.1
検定 *
Yes 11.8 11.0 21.4 14.1
No 10.3 12.9 16.7 9.0
検定

Yes 11.7 10.4 20.2 11.7
No 11.2 11.9 19.9 12.8
検定

Yes 13.6 11.9 25.4 8.5
No 11.1 11.6 19.5 12.9
検定

Yes 14.5 14.0 25.1 14.5
No 7.8 9.0 14.3 10.4
検定 * * *
Yes 27.8 35.4 39.2 29.1
No 9.4 8.8 17.1 10.6
検定 * * * *
変容あり 2.4 2.3 2.3 2.4
変容なし 2.1 2.1 2.1 2.1
検定 * *
変容あり 45.2 42.2 44.2 45.6
変容なし 41.0 41.4 40.8 40.8
検定

変容あり 2.4 2.0 2.3 2.3
変容なし 2.0 2.0 2.0 2.0
検定

性別

家族と旅行

年代

友人・職場の同
僚と旅行

恋人と旅行

一人で旅行

農山漁村滞在
型旅行の平均
頻度(回)

18歳未満の世
帯員

体験が旅行目
的（個人旅行）

1人当たり
年収

体験が旅行目
的（団体旅行）

平均世帯員数
(人)

子供の頃、農山
漁村で育った

平均勤務時間
（時間/週)
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一人で旅行する層では，「地元住民と交流」する割合が二人以上で旅行する層と比べて

高かった。これは例えば，一人で旅行して交流する層は同行者とのコミュニケーションが

ない分，地元住民とより交流する機会が多く，つながりが深まって交流が継続した可能性

が考えられる。 

農泊コンテンツが主な旅行目的の層では，個人旅行・団体旅行のいずれも旅行後に意

識や行動が変化する割合が相対的に高かった。これは，以前から農泊コンテンツへ関心の

ある層が農山村への旅行をとおして更に関心が深まり，旅行後も農山村とのつながりを求

めてより積極的な行動をとったものと考えられる。特に，団体旅行で行動が変化したとす

る割合が高かった。これは例えば，個人が計画した旅行と比べて，団体旅行では旅行会社

が農山漁村の主要なコンテンツを体系的に楽しめる旅程を組んでおり，そのためツアー参

加者の旅行先のコンテンツへの満足度が旅行後もより高く，旅行後の行動へ影響した可能

性が考えられる。 

また，世帯員数が多いほど「農家から農産物を購入」と「ふるさと納税」の選択割合

が高く，家族で消費することを前提に購入や申込みをしたと考えられる。 

 

４．おわりに 

 

 以上，本研究では大規模なアンケート調査によって都市住民の農山漁村への宿泊や体験，

さらに農山漁村滞在型旅行の具体的な旅行行動について明らかにした。以下では，主だっ

た知見を整理する。 

 まず，農山漁村滞在型旅行における各種体験への参加者の特徴として，都市部の全サン

プルから整理すると男性の体験割合が高い一方で，農山漁村への宿泊者に限定すると，女

性の体験割合が高かった。これは，農山漁村への宿泊旅行自体は男性が多いが，農泊コン

テンツに興味のある層は女性が多いことを示しており，プロモーション活動を行う場面に

よって，ターゲットとすべき層が異なる点を確認できた。具体的には，都市部への居住者

を対象としたプロモーション活動では，男性を中心に訴求することが有用である。一方で，

農山漁村への滞在中の人々へプロモーション活動を行う際には，女性を中心に訴求するこ

とが有効である。 

このほか，若年層で「農業体験」や「調理体験」といった体験型の活動への参加率が

相対的に高い一方で，高年齢層は「アウトドア」や「地元の郷土料理」等での参加率が相

対的に高く，年代別の特徴を捉えることができた。また，いずれも世帯員数の多い層で体

験割合が高く，家族向けのプロモーション活動が効果的とみられた。 

さらに，同一の人が行った体験について変数クラスター分析を行ったところ，「農業体

験」や「工芸品作り」「地元住民との交流」「農家民泊・農家民宿」を選択する人が多く，

これらの体験をセットにしたサービスの提供に需要があるとみられた。 

旅行先の情報源については，ウェブサイトを利用する割合が高かった。その属性ごと

の内訳を見ると，若年層では「宿泊・旅行関連のサイト」や「知らない人の SNS」を選ぶ
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割合が相対的に高く，高年齢層では「ガイドブック」と「メディア」を選ぶ割合が高かっ

た。よって，情報の発信方法によってターゲットとすべき年齢層を変える必要がある点が

示唆された。また，農山漁村滞在型旅行への旅行頻度が高い層ほど，「宿泊・旅行関連の

サイト」や「観光協会・自治体のサイト」「旅行先の施設のサイト」「ガイドブック」「メ

ディア」を相対的によく利用しており，これらの情報源からの情報発信が農山漁村滞在型

旅行へ興味がある層へプロモーション活動を行う上で有用である点が示唆された。このほ

か，農山漁村滞在型旅行における具体的な不満も確認することができた。 

最後に，旅行後の行動の変化については，若年層で「地元住民との交流」や「ふるさ

と納税」を行う割合が比較的高かったのに対し，30 代と 60 代で「地域産品の取り寄せ」

を行う割合が比較的高かった。また，農泊コンテンツの体験が主な旅行目的である層で

「農家から農産物を購入」等の行動を起こした割合が相対的に高く，とりわけ個人旅行者

よりも団体旅行者の行動変化の割合が高かった。これは，団体旅行の方が地域の観光資源

を生かした体系的なツアーが組まれており，行動が変化する誘因が強かった可能性が考え

られる。 

 このように本研究は，大規模なアンケート調査により農山漁村滞在型旅行における旅行

者の行動の実態を明らかにした。ただし，本研究のアンケート調査は COVID-19 の感染拡

大前である 2020 年 1 月に実施しており，COVID-19 感染拡大後の行動は追えていない。

COVID-19 の感染拡大により農山漁村地域を含む観光地は大きく疲弊したが，今後，ワク

チンの接種増により状況が改善し，観光業も復活していく可能性が高く，そうした時に，

農山漁村滞在型旅行の各体験へ参加した層の特徴等を整理した本研究は，プロモーション

戦略の策定に当たって中長期的に大いに参考になる。ただし，外出制限を強いられた

COVID-19 感染拡大収束後の旅行者の行動は，制限緩和による解放感や観光地の復興のた

めという動機等により一時的に通常時と異なる可能性があるため，その見通しについての

更なる研究が喫緊の課題の一つであろう。 

 
注（1） 「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）

において，「日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進

する」と位置づけられ，「観光立国推進基本計画」（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定），農林水産業・地域の活力創造

本部「農林水産業・地域の活力創造プラン」（改訂）（平成 30 年 11 月 27 日農林水産業・地域の活力創造本部決

定）では，農泊をビジネスとして実施できる体制を持った地域を平成 32 年までに 500 地域創出するとされてい

る。 

 （2） 「農山漁村滞在型旅行」と「農泊」の定義は，農林水産省「農泊推進のあり方検討会」中間とりまとめを参

照した。なお，本研究では「農山漁村滞在型旅行」と「農泊」を同じ意味で用いるが，「農泊」は宿泊施設とし

ての農家民宿・農家民泊と混同しやすいため，できるだけ「農山漁村滞在型旅行」を活用する。ただし，政策の

用語を用いる際や，後述する「農泊コンテンツ」と「農泊体験者の調査」のような簡潔な用語を用いる際は「農

泊」も用いている。なお，宿泊施設としての農家民宿・農家民泊は，「農家民宿・農家民泊」と記載する。 

（3）なお，本稿は八木ら（2021）を簡潔にまとめたものである。 
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（4）Web アンケート調査であるため，スマートフォンやパソコンによりインターネットを利用する層に調査対象

者が偏っている。特に，2018 年における 60 代のインターネットの利用割合は 76.6%であり，90%を超える 20 代

から 50 代と比べて低い状況にある（総務省，2020）。このように特に 60 代の回答者について，サンプルに偏り

がある可能性に留意されたい。今後，特定の旅行先の旅行者へアンケートを行う等，個人のインターネット環境

に左右されないような調査の実施が研究課題の一つである。 

（5）本研究での都市農村交流に関する言及については，農林水産省ウェブサイト 

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23_h/trend/part1/chap4/c4_3_01.html (2020 年 5月 11日参照)を参考にした。 

（6）5 名不足したが，全体の 0.25%と割合は小さく，大きな問題はないと判断した。 

（7）居住地の都市地域と農山漁村地域の区分については，内閣府（2014）や佐々木（2016）にのっとって回答者

自身の主観的な認識による区分を採用した。具体的には，都市地域と農山漁村地域の定義について「周辺に農地

や森林が広がり，農林漁業が盛んな地域であり，都市地域はそれ以外の地域」と説明し，「都市地域」と「どち

らかというと都市地域」を都市地域，「どちらかというと農山漁村地域」と「農山漁村地域」を農山漁村地域と

区分した。なお，本研究で用いた農山漁村地域は全てこの定義を踏襲し，アンケート調査票で説明している。 

（8）アンケート調査では，帰省や仕事での出張での体験は含まず，観光目的の旅行のみを対象とすることを説明

した。また，宿泊を伴うことを要件としたのは，ビジネス化に向けて滞在型農山漁村の確立・形成が重視されて

いるためである。滞在型農山漁村の確立・形成については農林水産省ウェブサイト 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/170203-44.pdf (2020 年 5 月 11 日参照)による。 

なお，農山漁村滞在型旅行の旅行者に該当する回答者は合計で 2,079 名おり，既述のようにそこから 800 名を 

無作為抽出した。 

（9）上述した農泊コンテンツは，漁村に当てはまる項目が少ない。ただし，アンケート調査では農山漁村への滞

在旅行に係るアンケートとして各設問を立てて調査を行っており，そのためここでは，「農山漁村滞在型旅行」

と漁村も含めた定義で整理を行った。漁村での体験内容のより詳細な分析は，今後の課題としたい。 

（10）「全て同じ」とは例えば，全ての項目で「どちらでもない」を選択した回答者を指す。 

（11）農山漁村滞在型旅行への旅行者は，過去 2 年間に農山漁村地域へ観光目的で宿泊して農泊コンテンツのいず 

れか一つでも体験した回答者であるが，宿泊者サンプルは，過去 2 年間に農山漁村地域へ宿泊した者を全て含ん

でおり，両者は定義が異なっている。 

（12）古屋・全（2014）は我が国において，所得が高い者ほど高頻度で宿泊旅行をすることを示している。 

（13）ただし，旅行者側の選択だけでなく各体験の立地面の制約も結果に影響し得るため，旅行ニーズを完全に反

映した組合せでない可能性に留意が必要である。また，1 回の旅行で選択した体験でなく，あくまで過去 2 年間

に同じ人が体験した組合せである点にも留意されたい。 

（14）ただし，既述のように本研究は Webアンケート調査によるデータを用いているため，スマートフォンやパソ

コンの利用者層が回答者である点に留意が必要である。 

（15）総務省（2020）は，2018 年における年代別の SNS 利用割合について 20 代が最も高い 78.5%であり，それ以

降は歳を経るにつれて減少傾向であることを示す。 

（16）本研究の調査結果では，「一人で旅行する」層の平均世帯員数は 1.66 人であるのに対し，「一人で旅行しな

い」層は 2.25 人と大きな差があった。 

（17）年代別の「恋人と旅行」する層は，20 代で 17.6%，30 代で 13.6%，40 代で 9.8%，50 代で 6.8%，60 代で
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3.2%と若年層ほど割合が高かった。 
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第９章 イタリアにおけるアグリツーリズムについて 

―動向・制度的枠組み― 
 

平形 和世・國井 大輔・須田 文明  

 

１．はじめに 
 

2020 年 1 月 31 日，イタリア政府は国内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認され

たため，緊急事態を宣言した。3 月には感染が全国に拡大することも視野に入れ，人の移

動や行動が制限されたが，5 月には制限を一部緩和し，諸活動と感染抑止の両立を図る措

置がとられている(1)。当然のことながら，こうした緊急事態はイタリア経済に危機をもた

らしたが，特に 2020 年前半は，アグリツーリズムも含め農業分野は大きな打撃を受けた

という（Ismea, 2020）(2)。イタリアのアグリツーリズムは，フランスやドイツ，英国等に

比べ遅れてスタートしたと言われる（山崎，2005）が，イタリアにおける農業の多角化

は EU 内でも進んでおり，農村地域に多くの観光客を迎え入れることで，農業収入を補い，

地域の活性化や発展に貢献するアグリツーリズムは，農業の多角化の重要な活動の一つと

して捉えられている。 

本稿では，農山漁村の所得向上と活性化を目的とする我が国の農泊推進の参考情報と

するため，イタリアのアグリツーリズムについてその動向と制度的枠組みを明らかにする。

まず次節で，イタリアのアグリツーリズムの動向について統計データに基づき把握した上

で，コロナ禍の実情を文献調査等により把握する。次に，イタリアのアグリツーリズムの

特色の一つである制度的枠組みについて解説し，アグリツーリズム農家の二事例を 2018

年と 2019 年に行った現地調査の結果を基に紹介する。最後に，イタリアのアグリツーリ

ズムの特徴を総括し，日本への示唆を考察する。 

 

２．アグリツーリズムの動向 
 

イタリアのアグリツーリズムは，アグリツーリズムに取り組む農家（以下，「アグリツ

ーリズム農家」）数や宿泊施設のベッド数といった供給面でも，旅行客の到着数や宿泊数

といった需要面でも成長し続けていたが，新型コロナウイルスの感染拡大により，特に需

要面で深刻な影響を受ける。以下では，イタリア国立統計研究所（Istat）の統計データ及

び農産物市場サービス研究所（Ismea）が発行するアグリツーリズムと多面的機能に関す

る報告書を基に，最近の動向も踏まえつつ，イタリアアグリツーリズムの概観を明らかに

する。 
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（１）供給面 

アグリツーリズム農家数は，伸び率は鈍化していたが，長年上昇基調にある。

Istat(2021)によると，コロナ禍にあって閉鎖する農家もあったが，新たに取り組む農家も

あり，2020 年は 25,060 経営体（前年比 2.0％増）となった。イタリアの総農家の約 2％に

当たる。2020 年の地域分布をみると，山岳地帯 31％，丘陵地帯 53％，平野部 16％で，北

部 44％，中部 37％，南部 19％で，近年大きな変化はない。州・自治県別では，中部丘陵

地帯のトスカーナ州が最も多く全体の約 2 割を占め，次いで北部山岳地帯のボルツァーノ

自治県が全体の約 13％を占める。また，イタリアには基礎自治体であるコムーネが約

8,000 あるが，その 63％に少なくとも一つのアグリツーリズム農家があり，トスカーナ州

とウンブリア州ではほぼ全てのコムーネにアグリツーリズム農家がある。100 以上のアグ

リツーリズム農家があるコムーネも九つあり，アグリツーリズムが盛んな地域がいくつか

あるとともに，全国的な拡がりがあるのがイタリアのアグリツーリズムの特徴といえる。 

最も普及している形態はレクリエーション・スポーツ・文化活動ができる宿泊施設で，

主な活動別にアグリツーリズム農家経営体数の推移をみると，第 9-1 図のとおり，宿泊施

設のあるアグリツーリズム農家は，アグリツーリズム農家全体の約 8 割を占め，全体とほ

ぼ同じ伸び率で増加しているのに対して，レクリエーション・スポーツ・文化活動ができ

るアグリツーリズム農家はここ数年微減傾向にあり，全体の約 5割（2020年）となってい

る。また，総アグリツーリズム農家に占める割合は最も低い（26％，2020 年）が，試飲

できる農家は近年急激に伸びている。 

 

第 9-1 図 アグリツーリズム農家数の動向（主な活動別）（2004 年～2020 年） 

資料：Istat (2015) 及び Istat (2021) を基に筆者作成。 
注．1 農家に 1 又は複数のアグリツーリズム活動の実施が認められる。 
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（２）需要面 

まずは，コロナ禍前の 2019 年の状況をみる。Ismea（2020）によると，アグリツーリズ

ムの到着数は 376万人，宿泊数は 1,406万人泊で，対前年比で各々9.6％，4.7％増加し，イ

タリア観光動向全体の各々2.9％，3.2％を占めた。また，ホテル（全体）の宿泊数は対前

年比 0.5％増加なのに対して，アグリツーリズムが分類される，ホテル以外の施設の宿泊

数は対前年比 4.3％増加した。ホテル以外の施設では，キャンプ場が約 4 割を占めるが，

近年微減や横ばいが続いており，観光客のための賃貸住宅（部屋，家，休暇用アパート等）

(3)や B&B（宿泊と朝食）は，対前年比で各々9.4％，7.2％の増加傾向となっていた。また，

需要の増加は近年緩やかだったが，そうした中で需要の増加を支えていたのは外国人（特

にドイツ人）で，総宿泊数に占める外国人宿泊数は約 6 割となっていた。 

こうした状況に対して，2020 年の統計データ（Istat,2021）をみると，アグリツーリズ

ムの到着数は 220 万人，宿泊数は 920 万人泊となり，対前年比で各々41.3％減，34.4％減

で，各々，2010 年以来最も少ない値，2010 年と同様の値だった。また，2020 年の宿泊数

は，過半の 6 割をイタリア人が占めることになった。 

 

（３）コロナ禍のアグリツーリズム 

2020 年のアグリツーリズム業生産額は 8 億 200 万ユーロで，対前年比 48.9％減となっ

た。しかし，ロックダウンやパンデミック封じ込めの制限の結果として，閉鎖されたアグ

リツーリズムも多いが，他方，宅配やテイクアウトサービスは提供されている

（Istat,2021）。 

2020 年にアグリツーリズムを廃業した農家 1,385経営体のうち，30％以上は宿泊施設や

飲食サービスを提供していない農家で，主に，試飲，トレッキング，スポーツ活動を行っ

ていた。他方，宿泊施設を提供する農家や飲食サービスを提供する農家や宿泊施設と飲食

サービスを提供する農家は各々1～2％しかおらず，コロナ禍において宿泊と飲食サービ

スが重要な鍵だったことがうかがえる。 

全国農村ネットワーク活動の一環として，パンデミックの影響を把握するため，500 以

上のイタリアのアグリツーリズム農家を対象とした調査が，州政府やアグリツーリスト協

会等の協力を得て 2020 年夏の後に実施された。その調査結果を紹介する（Ismea,2020）。

アグリツーリズム農家は，パンデミックの初めから収入の減少に苦しみ，前年と比較して

約 7 割の農家が 30％以上の減少を，さらに約 3 割の農家が 50％以上の減少があったと報

告されている。他方，約 3 割の農家が地元の人々によるアグリツーリズム（いわゆるマイ

クロツーリズム）に起因するサービス需要が前年と比較して増加，また約 2 割の農家が近

場の顧客により，前年と比較して製品需要が増加している。また，コロナ前に農産物を購

入していたり，アグリツーリズムを利用したりしていた顧客の需要は安定していたとされ

る。アグリツーリズム農家は，特にインターネットや SNS，直接の連絡（電話や電子メー

ル等）を通じて，顧客との対話を続けた。対面でのコミュニケーションの代わりに，イン

ターネットやデジタル化が重要な役割を果たしたといえよう。コロナ禍以前の顧客との関
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係が生かされたのは宿泊だけではなく，農産物や食料品の販売においても重要なライフラ

インであった。約 2 割の農家が地元（半径約 150km）住民の要望に応じたことにより収入

が増加している。宿泊等のツーリズムが深刻な打撃を受ける中，新たな国内市場に敏感に

反応して，近場の需要を見いだしている状況がうかがえる。 

 

３．イタリアのアグリツーリズムの制度的枠組み 
 

（１）アグリツーリズム法制定までの経緯 

宗田（2012）によれば，イタリアでアグリツーリズムという言葉が最初に唱えられた

のは，アグリツーリズム組織「アグリツーリスト協会」が設立した 1965 年だという。農

村の過疎化が進み，地域経済が衰退する中，農業と観光を結びつけることで，新しい世界

を拓くという理念に基づいていた。とはいえ，母体となったイタリア農業連盟はイタリア

最古の農業団体で，当時は訪れる見込みがない観光客のために費用をかけて廃屋を改装す

ることは非難もされたという。しかし，環境団体はじめ，多様な組織と協力し，文化的・

政策的なプロモーションが続けられた。 

1973 年に，北部のチロル地方，トレント自治県の条例で，アグリツーリズムが定めら

れた。自治権を活用して宿泊施設，飲食施設に求められる防火・衛生基準を緩和し，農家

民宿経営を支援するねらいである。また EU の共通農業政策（CAP）による条件不利地域

農業への助成制度も発足し，イタリアのアグリツーリズムは大きく前進した。しかし，ア

グリツーリスト協会は，オーストリアのチロル地方の真似ではない，イタリア独自のアグ

リツーリズムへのこだわりがあった。1970 年代後半，フランスや英国の農村観光を調査

し，多様なイタリアの農業，多様なイタリアの農村の魅力を訴えるアグリツーリズムの可

能性を追求した。 

1985 年の「アグリツーリズム法」（1985 年 12 月 5 日の法律第 730 号）（以下，「1985 年

AT 法」）が制定された背景について，長手（1996）は，イタリア農業の斜陽化が進行する

中，農村地区の再興を志向するイタリア農林政策省は，農業活動の活性化と，環境保護を

もねらいとし，これにツーリズムを結びつけたアグリツーリズムの推進を政策課題として

考えるようになったと説明している。 

 

（２）アグリツーリズム法の概要 

1985年 AT法は，第 2条で「アグリツーリズム活動とは，民法 2135条の農業経営者（及

びその家族）が，専ら行う観光客の受入れ，接遇を意味する。自身の農場を利用すること

によって，耕作，林業，牧畜が継続され，これを補完する関係となる。アグリツーリズム

活動の発展は，本法律の規定を守る限り，基本的な農業目的の逸脱とはならない。」(4)と

規定している。つまり，本法の対象は，農業経営者が農業を補完するものとして行うアグ

リツーリズム（活動）と限定している。そして，その活動は，「季節的接遇の提供，キャ

ンプ者には滞在用オープン・スペースの提供」，「飲食の提供，飲物は地場産を主体とし，
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それには通常アルコールや度数の高いアルコールも含まれる」，「農家の敷地の範囲内での

レクリエーション活動や文化活動の組織化，製品，飲料食品全てその農家の生産したもの

で，外部の加工は加えてあっても，材料はその農家のものが使用される」と定められてい

る。 

長手（2000）によれば，1985 年 AT 法により，アグリツーリズムに対する認識が深まり

出したものの，1992 年イタリア農林政策省は，回章第 10 号で「アグリツーリズムが農村

における仮面をかぶった観光活動であってはならない」として，商業化への傾斜に歯止め

をかけなければならなかった。この背景には，北欧において多様な形で組織化され普及し，

次第に南へ伝播してきたルーラルツーリズム現象があったためであるが，実際にはアグリ

ツーリズムとルーラルツーリズムの区別は十分でない場合もあったようである。 

1985 年 AT 法制定後 20 年が経過し，アグリツーリズムに携わる農家数はほぼ 2 倍とな

った。しかし，実情とそぐわなくなった点を改めること等が求められるようになり，

2006 年，新法律（2006 年 2 月 20 日の法律第 96 号）（以下，「2006 年 AT 法」）が成立する

（萩原，2008）。以下，1985 年 AT 法と比較しながら，主な改正点について解説する。 

まず，アグリツーリズム活動については，農業経営者及びその家族に加え，有期，無

期又はパートタイムの雇用労働者が従事することができると定められた。また，付加的な

活動やサービスについてのみ外部の主体に援助を求めることとも認められた。 

また，活動については，以下の 4 項目「宿泊施設，又はキャンプを行う者が滞在するた

めの屋外空間の提供」，「主に，自家生産物及びその地域の農業経営者の生産物から作られ

た飲食物の提供。そして，DOP（保護指定原産地表示），IGP（保護指定地域表示），DOC

（統制原産地呼称）及びDOCG（統制保証原産地呼称）の表示を有する地域特産の生産物

又は伝統的農産物加工品の全国リストに含まれた生産物を優先する」，「ワインの提供を含

む農場生産物の試食・試飲を企画すること」，「経営者が利用可能な所有地の外部も含め，

必要があれば地方自治体との協定によって，地域及び農村遺産の有効活用を目的とした，

レクリエーション活動，文化的活動，教育的活動，スポーツ活動，エクスカーション及び

乗馬観光を企画すること」が掲げられ，1985 年 AT 法に比べるとかなり具体的に内容が定

められた。特徴としては，自家及びその地域の農産物等の提供に加え，地域特産品等を優

先させることが明記され，また，経営者の所有地以外での活動も含まれるようになった点

等である。 

さらに，アグリツーリズム業を経営する際の手続について，1985 年 AT 法では，まず所

在地のコムーネに申請し，コムーネ長の認可を得てから，州が作成する有資格者リストへ

の登録が必要であったが，2006 年 AT 法では，活動開始のコムーネへの届出をもってアグ

リツーリズムの営業を始められ，事業者にとって開業手続が簡素化された。あわせて，州

は，AT 業の営業資格証明書を取得させるために，農業人材養成機関を通して，AT 業者団

体の協力により，準備講座を企画することができるとも規定された。2006 年 AT 法制定に

は，農業・農村の変化に対応させるとともに，国と州の権限配分を見直す憲法第 5 章の改

正に適合させる（芦田，2006）との意図もあり，国と地方自治体の役割が明確化されて
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いる点も特筆すべき点であろう。アグリツーリズムの全国的な均質性の観点から，農林政

策省は，全国同一の格付基準を定めるとともに，地域特性に基づく評価パラメータの州に

よる利用法の決定，また，アグリツーリズム振興のための 3 か年計画の策定，さらに，全

国レベルの代表的なアグリツーリズム業者団体が参加するアグリツーリズム全国監視機関

の設置，州等から送付された情報を基に，年次報告の刊行や提言等も行うこととされた。

他方，州は，以前から行政上の基準，制約，義務等を定めていたが，農業とアグリツーリ

ズム業の結合関係の評価のための基準についても，農業経営に必要な労働時間に準拠して

定めるとされた（第 9-1 表）。 

 

第 9-1 表 2006 年 AT法の主な条項 

国（農林政策省） 州等 

格付（第 9 条） 
・農林政策省は，AT の需要供給の関係をより透

明かつ均一にするため，生産活動省の意見を聴

取し，国，州並びにトレント及びボルツァーノ

特別自治県間の関係整備のための常設会議にお

いてあらかじめ合意した上で，全国同一の格付

基準を定めるとともに，地域の特性に基づく評

価パラメータの州による利用方式を決定する。 
AT の計画及び展開（第 11 条） 
・農林政策省は，州及び自治県と合意し，かつ，

全国レベルでも最も代表な AT 団体の意見を聴

取した上で，全国及び国際市場におけるイタリ

アの AT の促進を目的とする，毎年更新可能な

3 か年計画を策定する。 
AT 全国監視機関（第 13 条） 
・農林政策省に，全国レベルの代表的な AT 業者

団体が参加する AT 全国監視機関を設置する。 
・AT全国監視機関は，州及び AT業者団体より提

供される情報の収集及び整理を行い，毎年，

AT の実態に関する年次報告を刊行するととも

に，外国の経験をも参考として，発展のための

提言を行う。 
 

AT 業のための家屋（第 3 条） 
・州は，類型学的及び建築学的特性並びに位置する地点の景

観及び環境の特色を考慮し，AT 業の経営を目的として，

農業経営者が使用している現存の建築遺産を修復する措置

を定める。 
AT 業の基準及び制約（第 4 条） 
・州は，AT 業実施のための基準，制約，管理義務を取り決

める。 
・農業と AT 業の結合関係の評価のための基準を，特に農業

経営に必要な労働時間に準拠して定める。 
・州の特色づけに資する目的で，飲食の提供について，法律

に掲げる基準を考慮しつつ規定する 
保健衛生に関する規定（第 5 条） 

・AT 業のために利用すべき不動産及び施設の保健衛生上の

要件は，州によって定められる。 
資格及び租税上の規則（第 7 条） 

・州は AT 業の営業資格証明書の発行のための方式を定め

る。証明書を取得させるために，州は，農業人材養成機関

を通して，最も代表的 AT 業者団体の協力により，準備講

座を企画することができる。 

AT の計画及び展開（第 11 条） 

・州は，乗馬観光の事業を促進する目的で，AT 農場におけ

る乗用馬の購入及び飼育並びにそれに係る収容及び調教の

ための施設整備を奨励助成することができる。州は，さら

に，AT 業の最も代表的な団体と共同で，研究，調査，実

習，人材育成及び普及活動を通して，AT の発展を支援す

る。 

AT 全国監視機関（第 13 条） 
・農林政策省の方針及び管轄調整の展開に有益な情報を提供

し，かつ，経験を全国レベルで伝達及び相互交換すること

を目的として，州は，毎年，農林政策省に，管轄地域にお

ける AT の実態に関する概括的な報告書を提出する。 

資料：萩原(2008)を基に筆者作成。 
注．表中の AT はアグリツーリズムを指す。 
 

（３）アグリツーリズムの格付制度 

2013 年，アグリツーリズムの需給関係をより透明かつ均一にするため，2006 年 AT 法

に基づき，全国のアグリツーリズム農家の分類基準を定め，5 段階の格付制度が発足した。
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イタリアには 20 州あり，各州が独自にマークを作り，それぞれの基準によって格付を行

っていたが，国としては，全国的にアグリツーリズムを推進するために，統一したマー

ク「agriturismo italia」の作成及び格付制度の導入に至った。これにより，アグリツーリズ

ムが提供するもてなしの快適さ，サービスの種類，環境（自然，景観，静けさ）などが

一般に提示されることになる。制度創設に当たり，農林政策省は各州政府とイタリアア

グリツーリズム協会と協力して，イタリア人及び外国人観光客需要を把握するため調査

研究を行った。その結果，多くの地域の特異性も踏まえつつ，認可を受けたアグリツー

リズム農家であれば，いずれかのクラスに分類される単純なスコアリングシステムが導

入された。こうした制度の導入は国際市場にとっても有益であると考えられている。 

各州は，マーク「agriturismo italia」使用のライセンスを付与するための規則と手続を

定める必要があるが，州政府が地元の農業生産の構造的な特徴，集客構造，生産体系の

事業規模，景観の特徴，土地利用や伝統といったその農業の実情に合わせて，国の要件

を適宜変更することもできる。法整備ができた州から順次格付を実施しており，2020 年

現在完了しているのは 11 州 4,799 経営体で，各州の状況は以下のとおりである（Ismea，

2019；2020）（第 9-2 表）。 

 

第 9-2 表 格付されたアグリツーリズム農家数（州別） 

単位：経営体 

州 2019 年 2020 年 
トスカーナ 1,633 1,986 
ウンブリア - 736 
リグーリア 550 550 
ロンバルディア 462（推定） 525 
エミリア・ロマーニャ 324 467 
フルウーリ ヴェネツィア・ジュ―リア 131 136 
サルデーニャ 107 130 
バシリカータ 31 85 
リゾオ - 71 
モリーゼ 71 69 
バレダオスタ - 44 
イタリア全体 3,309 4,799 

資料：Ismea (2019) 及び Ismea (2020) を基に筆者が作成。 
注.ウンブリア，リゾオ，バレダオスタについては，Ismea (2019) に記載がないため，「-」と表記。 

 

格付基準は，七つのテーマ（ビジネスと景観，受付とマネジメント，宿泊施設のサー

ビスと設備，キャンプのサービスと設備，料理サービスと管理，レクリエーション活動

サービス，農業生産活動）で，5 段階で評価される。マーク「agriturismo italia」には，ひ

まわりの中に，農家，木，イタリア国旗が描かれ，5 段階の格付はマーク下部に位置する

1～5個の太陽のマークで示される（第 9-2図）。なお，格付は Ismea（イタリア農業食料市

場サービス研究所）が行っている(5)。 
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また，全国アグリツーリズムポータルサイト「agriturismo italia」ウェブサイト(6)では，

全国のアグリツーリズム農家のリストが掲載されている。地図アプリ上に農家がマッピ

ングされ，農家の宿泊の有無，飲食の有無，活動内容等の情報だけでなく，農業データ

（全国農業情報システム（SIAN）(7)の農家の関係書類から抽出）も掲載されている。ま

た，州ごとに歴史的特徴，地理的説明，自治体リスト，伝統的な農産品・食品，お祭

り・イベント等もまとめられている。ポータルサイトは 10 か国語でみることができ，内

容は限定されるが日本語ページもある。SNSとも連携して積極的に情報発信が行われてい

る。 
 

 

第 9-2 図 イタリアアグリツーリズムのマーク 

資料：Agriturismo italia（2022）より転写。 
 

（４）州の法的枠組み 

2006 年 AT 法に基づき制定されるアグリツーリズムに関する州法は，制定時期や枠組み

は様々で，2006 年 AT 法制定以前に制定されたものもあれば，農業・農村関連の規律にお

いて規定される場合もあるが，適宜改正されている。本稿では，いくつかの州を例に挙げ

て，その内容を解説する。 

 

１）アグリツーリズム業の位置づけ 

州法では，アグリツーリズム業実施のための基準，制約，管理義務を定めるとともに，

農業活動に対するアグリツーリズム業活動の割合を評価のための基準を，労働時間に準拠

して定めることとなっている。つまり，アグリツーリズム活動としてみなされるためには，

農業活動に必要とする労働時間より少ない時間である必要があるが，農家が行った農業や

アグリツーリズムに使った労働時間を書類で証明するのではなく，州があらかじめ，耕作
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や飼育，農産物の加工や直売，アグリツーリズムの運営に必要な平均労働時間（基準）を

示すことが求められている（Ismea,2019:76）。 

トスカーナ州の例を取り上げると，2003 年に制定されたトスカーナ州のアグリツーリ

ズムに関する州法では，「1 年間でアグリツーリズム業を行うために費やされる時間は，

農業に費やされる時間よりも少なくなければならない。又は，年間農業生産の販売総額

（補助金含む）はアグリツーリズム業からの収入より高くなければならない。」と規定し，

施行規則でその詳細を定めている（第 9-3 表，第 9-4 表）。 

 

第 9-3 表 トスカーナ州：労働時間の基準（農業） 

製品 栽培（ha／年） 転換 販売 
野菜 600 時間 +20％ +20％ 

牧草地 15 時間 0 +10％ 
オリーブ 350 時間 +10％ +20％ 
ぶどう 500 時間 +20％ +20％ 
苗床 2,100 時間 +20％ +20％ 

資料：トスカーナ州政府観光局への調査を基に筆者が作成。 

 

第 9-4 表 トスカーナ州：労働時間の基準（アグリツーリズム業） 

アグリツーリズム業のタイプ 労働時間／年 
アグリツーリズム：部屋と住居（一体型）食事なし 80 時間／ベッド 
アグリツーリズム：部屋と住居（一体型）2 食 120 時間／ベッド 
アグリツーリズム：部屋と住居（一体型）3 食 135 時間／ベッド 
アグリツーリズム：飲食のみ 25 時間／テーブル／場所 
アグリキャンプ：8 名（食事なし） 8 時間／顧客 
アグリツーリズム（教育農場）：4 時間／人・15 活動 4 時間／人／活動 

資料：トスカーナ州政府観光局への調査を基に筆者が作成。 

 

農業が主たる活動であることを示すために，こうした基準が定められ，農業活動が優

位であることを計算することになってはいるが，実際には，州間で試算に著しい違いが見

られたり，年によって変化があっても実際には見逃すことになったりと様々課題を含んで

いる（Ismea,2019:76）。 

 

２）受入限度や農産物の由来 

宿泊，キャンプ場，飲食に関する受入限度や，飲食に使用する農産物の由来について

も，州法で，地域の特性を踏まえ定めている。 

受入限度に関して，例えば，トレント自治県では，宿泊については 30 台ベッド（最大

15室又はアパートメント 6室），キャンプ場については 15ピッチ，30名，飲食に関して，

山小屋除き 60 テーブル以内の制限を設けている。また，トスカーナ州ではキャンプ場は

農地 1 ヘクタール当たり最大 6 名，35 ピッチ，90 名以内との規定があるが，宿泊や飲食
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については制限が規定されていない。 

飲食に使用する農産物の由来に関しても，例えば，エミリア・ロマーニャ州では，自

家農産物を最低 35％，自家農産物＋保護原産地呼称（DOP）・保護地理表示（IGP）・有機

的伝統的と保証された州の農産物を 80%，州の農産物から作られた手作り食品を最大

20％とされ，例外として山岳地域では自家農産物は最低 25％とされている。他方，トス

カーナ州では，明確な数値は記載せず，自家農産物を主とし，残りは州内の他の農家の産

物，トスカーナ州由来の産物又は認証された産物，短いサプライチェーンを尊重すると定

めており，州によってかなり様々であることがうかがえる。 

 

（５）アグリツーリズム農家の事例 

最後に，一例として，イタリアでアグリツーリズムが盛んな地域からアグリツーリズ

ム農家の事例を紹介する。調査時期は，いずれも 2018～2019 年に行ったものである。 

 

１）トスカーナ州のアグリツーリズム農家「Agriturismo Poggio Mario」 

畜産農家である夫婦（現在 60 歳代）の妻が 2001 年にアグリツーリズムを開業したが，

現在は，ホテル宿泊専門学校を卒業した娘が主体的に民宿（6 部屋）を経営している。農

場（経営面積は 27ha）では，羊 300 頭，牛（リムジン品種と在来種マレンマ），アヒル等

を飼養するほか，飼料用の小麦，大麦，牧草が栽培しているが，羊肉は欧州の地理的表示

産品（中央イタリアの羊肉 Agnello del Centro Italia IGP（保護指定地域表示））である。 

母親は，開業に当たって補助金を活用する予定だったが，40 歳をわずかに過ぎていた

ことから得ることができなかった。経営所得のうちアグリツーリズムによる部分は 35％

で，売上げが 33,000 ユーロを超えると農業税制ではなく，商業税制が適用になるため，

会計士とも相談しながら 30,000 ユーロ程度に抑えている。なお，旅行 EC サイトの

Booking.Com を利用しており 15%の手数料を支払っている。 

他の地域の観光シーズンは 7～8 月だが，ここは近所に温泉（Saturnia: thermal spring and 

rural development）があるため，年間を通じて観光客を受け入れている。2018 年は 1 年間

で 396 人（実数）の観光客が利用した。 
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第 9-3 図 Agriturismo Poggio Mario（アグリツーリズム農家）（左：外観，右：農場） 

資料：左：Agriturismo Poggio Mario のウェブサイト

(http://www.poggiomario.com/index.php/ea4/it/principale/Home_Page_1.ea4)から引用，右：筆者撮影。 
 

 

第 9-4 図 Agriturismo Poggio Mario（アグリツーリズム農家） 

資料：筆者撮影。 
注．左：主にアグリツーリズムを担う娘，右：アグリツーリズムを始めた母親。 
 

 

２）南チロル地方のアグリツーリズム農家「Agriturismo Oberhasler Hof」 

代々続く農家で，主に両親，息子（兄弟）の 4 名が従事しているが，祖父母と雇用者 1

名も働く。主にりんごとワイン用のブドウを生産しており，他にハーブやトマト等も栽培

している。経営面積は 20ha で，2 年前から有機栽培も始めている。アグリツーリズムは

2002 年に開業しており，3 棟のアパートメント（Wi-Fi 完備）を提供している。利用者の

ほとんどがドイツ人で，主に，4～11 月 1 週間程度滞在する。 

開業に当たっては，知り合いの設計士や大工に頼んで古い建物をリフォームした。り

んごは生産組合，ワインはワイン生産組合を通じて販売するが，敷地内の直売所でも販

売している。 
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第 9-5 図 Oberhasler Hof（アグリツーリズム農家）の外観 

資料：筆者撮影。 

 

 
第 9-6 図 Oberhasler Hof（アグリツーリズム農家）の内観 

資料：筆者撮影。 

 

 
第 9-7 図 Oberhasler Hof（アグリツーリズム農家）の直売所 

資料：筆者撮影。 

 
４．おわりに 
 

本稿では，まずイタリアのアグリツーリズムの動向について，需要と供給の両面から

捉え，コロナ禍の状況をも把握しつつ，最大の特徴であるアグリツーリズムの制度的枠組

みとこれに基づく国と地方の役割分担を明らかにした。そして最後に，一例として，アグ

リツーリズムが盛んな地域から取組事例を簡単に紹介した。 

イタリアのアグリツーリズムの特徴は，一つは，欧州諸国の中でアグリツーリズムと

しての歴史は比較的浅いが，アグリツーリズム法を制定し，その中でアグリツーリズムを

定義しつつ，農業を補完するものとして位置づけている点である。また，主たる農業と従
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たるアグリツーリズムとの関係はじめ，アグリツーリズムを運営する上で基準等について

は州法で規定することとなっており，地域の特性を考慮したルール作りができる点も特徴

の一つであろう。この点は裏返せば，地域に合った多種多様なアグリツーリズムを出現さ

せる素地があるということでもあり，こうしたことがアグリツーリズムの全国的な拡がり

をもたらしているとも推察される。宗田（2012）は，イタリアにある複数の農民組織が

それぞれアグリツーリズムを展開したことで，広がりと深さが生まれているとし，フラン

スやドイツでは農家民宿の全国組織は統一されており，地域色は豊かでもイタリアほどに

個性はないとも述べている。 

もう一つの特徴としては，アグリツーリズムで提供される食材について，地域産農産

物や品質保証されたものが求められる点である。飲食に使用する農産物の由来に関しては

州法で規定できるが，大前提として，2006 年 AT 法において，アグリツーリズムは，主に

自分の農園や地域の農園の農産物やそれらから作られた飲食物を提供し，そして，品質保

証された産品や製品を優先することが規定されている。ツーリズムを通して，旅行者の地

域の食や食文化，そしてそれを支える農業への関心を引き寄せている。 

イタリアと日本とでは，農業の特徴や農業構造はじめ，アグリツーリズムの発展過程

も異なり，日本においてもイタリアのような法的枠組みの必要性を説いているわけではな

いが，三点，我が国への示唆となりうる点として指摘したい。 

一つ目は，アグリツーリズムで提供される食材の地域産や品質へのこだわりである。

我が国でも地産地消がうたわれ，自家農産物や地域農産物が優先されるケースは多いと思

うが，前節で記述したとおり，イタリアでは州によっては割合まで細かく定めるケースか

ら，短いサプライチェーンを尊重するとだけ定めるケースもある。地域産を優先するルー

ルを明示することは，地域資源の活用，地域資源への誇りの醸成，他地域との差別性にも

つながるだろうし，旅行者の地域の食や農業への関心を高める機会にもなるだろう。 

二つ目は，宿泊施設の設備やレクリエーション活動に関する基準が定められており，

アグリツーリズムの質の観点からの管理徹底している点である。地域においてアグリツー

リズム起業向けの講習等が体系的に行われている場合もある(8)。基準によって格付（分類）

されることは質の高い農泊実現のためのモチベーションにつながるし，また，旅行客の農

泊地域や施設選びにおいてメリットとなる。 

三つ目は，コロナ禍の新たな市場にも素早く反応する柔軟性とビジネスマインドであ

る。イタリアのアグリツーリズムは，近年外国人旅行者に牽引されていたところがあった

が，コロナ禍では新たな国内市場に素早く反応し，また以前からの顧客との関係を維持し

続け，農産物や食料品の販売，マイクロツーリズム等を展開するレジリエンス（回復力）

を発揮した。こうした推進力は，2020年のアグリツーリズム農家が 484経営体の増加（対

前年比で 2％増）している点にも見て取ることができる。実際には，新しく 1,869 経営体

が参入している。イタリアの成熟したアグリツーリズム農家は一朝一夕で出来上がったも

のではないが，我が国でも，アグリツーリズム農家の人材育成等を強化することは，持続

可能な経営にも貢献するだろう。 
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イタリアのアグリツーリズムがどのような背景で，どのような議論があり，現在の制

度や施策になっているのか，また，コロナ禍において，どのようにしてできるだけ影響を

軽減しようとしているのか，またコロナ対策に限らず，持続可能な経営をどのように捉え

ているのか等，一連の流れで説明してきた。日本の農泊推進に当たって参考になれば幸い

である。 

 
注（1）芦田（2020c）では，移動の自由等に対してより厳しい制限を可能にする 2020 年 3 月 25 日緊急法律命令第 19

号「COVID-19 による疫学上の緊急事態に対抗するための緊急措置」に定める制限等が解説されている。また，

井田（2020）では，COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に関する各国の緊急事態宣言や行動規制措置（外

出規制，営業規制等）について，その根拠となる法制を中心に紹介されており，イタリアは憲法の緊急事態に関

する規定によると考えられる国に分類される。 

（2）Ismea（2020）は，国家農村ネットワークプログラム計画 2019/2020 の一環として作成されたもので，2020 年

版は特に COVID-19 のアグリツーリズム等への影響を分析している。 

（3）alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale（起業家によって管理される賃貸宿泊施設）のこと。 

（4）1985 年 AT 法の条文（他条も含む）については，長手（1996）を参考に筆者が翻訳。 

（5）2018 年 11 月 7～9 日，イタリアのボルツァーノで開催された第 1 回アグロツーリズム国際大会（Eurac 研究所

主催）におけるイタリア農業食料市場サービス研究所（Ismea）Umberto Selmi 氏の基調講演による。 

（6）http://www.agriturismoitalia.gov.it/flex/FixedPages/Common/Search.php/L/IT（2022 年 1 月 4 日参照） 

（7）SIAN は，イタリア農林政策省の様々な部門又は機関で使用されている単一の統合情報システム。

https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/italian-informative-agricultural-system-agea-sian（2022 年

3 月 1 日参照） 

（8）2006 年 AT 法第 7 条において州は準備講座を企画できると規定されている。五艘（2020）によれば，南チロ

ル農民連合傘下に発足したルーラルツーリズム推進組織のルーター・ハンは農家向けセミナー等を実施し，農家

が円滑にアグリツーリズムに参入できる支援体制を整えている。 
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第 10 章 イタリアにおけるアグリツーリズムと

アルベルゴ・ディフーゾ 
 

國井 大輔・福田 竜一  
 
１．はじめに 
 

現在世界的に農村と都市との格差が問題となっており，特に条件不利な農村部におけ

る収入増加策として，農村ツーリズムへの期待が高まっている。例えばヨーロッパ諸国

では，条件不利地域における農家の収入増加策として農家民宿への補助を行っている国

が多くある。特に，イタリアでは農家による宿泊やアクティビティの提供等を農業収入

の一部として，アグリツーリズム（以下 AT とする）に関する法律が整備されており，農

村ツーリズムの先進国として注目されている。一方，近年のイタリアでは町内の空き家

をホテルの一室として活用し，町をまるごと活性化しようとする「アルベルゴ・ディフ

ーゾ（以下 AD とする）」というイタリア発祥の新しい宿泊形態が注目されている。そし

てその取組はイタリア国内だけでなく，スペインやクロアチアなどでも誕生しており

（中橋，2017），我が国においても岡山県矢掛町で認定された事例がある。AD は過疎高

齢化の進展するイタリアの小集落において展開されている地域再生及び観光まちづくり

の取組であり（松下，2016），イタリアと同様に農村の過疎高齢化が問題となっている我

が国における農村活性化策として注目に値する。AD や AT の既存研究を見ると，AT は農

家の所得向上や農村活性化への貢献に関する研究は数多く行われており（例えば，大

江・Ciani，2005；Lupi et al., 2017 など），大江 (2019) では，持続的な農村ツーリズムとい

う視点から AT と我が国における農村ツーリズムの比較を行っている。一方，AD は町づ

くりや観光業という視点からの分析は行われているものの（例えば，田丸・渡辺，

2017；松下，2016；De Montis et al., 2015 など），農村ツーリズムという視点での分析はほ

とんど行われていない。例えば Cucari et al. (2019) では，農村ツーリズムをテーマとして

AD の事例を報告しているが，企業による AD 経営事例を取り上げており，AT のような農

家が中心となる農村ツーリズムの視点とは異なっている。 

そこで本稿は，地域活性化策として注目されている AD を，既に農村ツーリズムとして

の地位が確立している AT と比較することで，AD の農村ツーリズムとしての課題を整理

する。分析の対象は，イタリアのアルベルゴ・ディフーゾ協会（以下 AD 協会とする）に

認定され，2020年 11月現在 AD協会のウェブサイトに掲載されているイタリア国内の AD

とする。このほか，筆者らが 2018 年 12 月及び 2019 年 7 月に，イタリア（トレンティー

ノ・アルト・アディジェ州，エミリア=ロマーニャ州，マルケ州及びトスカーナ州）で実

施した現地ヒアリング調査結果も参考とする。また我が国でも AD を手本とした分散型ホ

テルの取組も行われていることから，補論として我が国における「分散型ホテル」の取

組と，農家民泊主体の「農家民泊型 AD」についての考察も行う。 
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２．アルベルゴ・ディフーゾの概要 
 

AD とはイタリア語で「分散したホテル」という意味で，町の中に点在している空き家

を一つの宿として活用し町をまるごと活性化しようというもの（松下，2016）であり，

1976 年のヴェネツィア北部で発生した地震の後に，ジャンカルロ・ダッラーラ氏（アル

ベルゴ・ディフーゾ協会会長）が考案したものである（中橋，2017）。ADは AD協会のオ

フィシャルサイト(1)や同協会会長のダッラーラ氏講演会資料(2)では，いわゆる AD のほか，

村まるごとの宿 (Paese A: Paese Albergo)，分散型の宿泊 (Residence D: Residence Diffuso)，

田舎の AD (ADC: Alberghi Diffusi di Campagna)，オスピタリタ・ディフーザ (OD: Ospitalità 

Diffusa)，アルベルゴ・ディフーゾ・タウン (AD Town)(3)という様々な形態が紹介されて

いるものの，包括的な整理が行われていない。 

そこで AD の概観を把握するため，アルベルゴ・ディフーゾ インターナショナル極東

支部(4)代表の長谷川昭憲氏へのヒアリングを行い，第 10-1 図のようにまとめた(5)。まず，

基本的には全ての中心にあるのが AD である。けれども，AD が普及していくにつれ，基

本的には AD の理念に沿っているものの，立地条件や歴史的背景から取組範囲や事業主体

がその理念に沿わない事例が出始めたため，それらの実際の取組内容に合わせて ADC や

Paese A，Residence D という AD から派生した概念を設けて整理された。ADC は宿泊施設

が町の中心から離れた場所にあるものの，町と強い歴史的・文化的な結びつきを持って

いることから AD として認められたものであり，AT が AD として認定されている場合も

ここに含まれる。Paese A は町として AD に取り組んでいるものであり，複数の事業者が

連携しているものが多い。Residence Dはレセプションから 200mを超える範囲に宿が分散

している AD であり，複数の事業者が連携している場合もある。また，我が国のように地

方自治体が中心となったり，事業体と連携したりする事例を支援するために，地域全体

を認証する仕組みとして，Paese A から AD Town が派生した。そして，取組範囲が広範囲

に及ぶ Residence D は OD の原型の概念となった。なお，OD の取組範囲はおおよそ 1km

としているが，これはダッラーラ氏と長谷川氏が日本における旅館業法を参考にして，

有事の際にレセプションから 5 分以内に宿まで到着できるということを想定している。ま

た，OD は，AD の理念を継承しつつ，AD を包含し取組範囲やサービスの形態，事業者数

などを柔軟に捉える概念としても整理された。したがって，現時点（2022年 3月）では，

AD から派生した ADC，Paese A，Residence D，AD Town は，全て Residence D から派生

した OD に含まれるものとして整理を行っている。 

ここで注意しなければいけない点として，第 10-1 図のような AD を中心とした概念は

状況に応じて変化していくものであるため，今回示す整理はあくまで 2022 年 3 月現在の

ものとなることである。長谷川氏によると，「AD に関するこのような種類が生まれてい

るのは，AD の概念を維持しつつ多様な地域へ AD の理念を適用できるようにするためで

あり，町の文化や歴史を保全しながら地域を活性化することが重要」とのことである。

つまり，AD が地域で暮らすように宿泊者が滞在できるようにするために，レセプション
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から 200m 以内に宿泊施設を置くようにという制限をかけているが，実際には集落の立地

条件や歴史的な背景によって，集落や村全体で行うものや集落などの枠に収まらないも

のなどが散見されるため，その実態に合わせた概念の整理が行われていると考えられる。

そのため，「AD は AD 協会で認定するが，認定時には AD 協会の理念（次節で説明）に完

全に一致する必要はなく，認定後に AD 協会と協議しながら変えていけば良い。ただしそ

の際には 2 年間という期限を設けており，その中で変わることができなければ認定は取り

消される場合もある(6)。AD 協会としては，このような過程を経ることで AD の品質を維

持することができるようにしている」のである。 

 
第 10-1 図 AD の概観 

資料：長谷川昭憲氏へのヒアリング（2022 年 3 月）を基に筆者作成。 
 
 

３．イタリアにおけるアルベルゴ・ディフーゾの認定 
 

 2020 年 11 月 13 日現在 AD 協会に認定された AD は，同協会のウェブサイトでは AD が

54，ADC が 6，OD が 7 件公表されており，ADC や OD の認定事例数は少ないものの，

AD については全ての州で認定されている（第 10-1 表）。前節で述べたように，ADC は

ODに含まれる概念として現在整理されているが，AD協会のウェブサイトではAD，ADC，

OD と分けて事例が紹介されていたため，本稿でもそれに従い整理を行った(7)。AD 協会

による認定数を見ると，特にトスカーナ州で 10（うち ADは 8），ラツィオ州で 7，サルデ

ィーニャ州で 8（うち AD は 6）と認定数が多い。また，ADの立地をみると，山間部に多

く分布していることがわかる(第 10-2 図)。これは，そもそも AD が過疎地域の空き家を活

性化することを目的として始められたこともあり，より人口減少が顕著な山間部で多く

取り組まれているものと考えられる。 
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第 10-1 表 イタリアにおける AD 協会による AD 認定数 

 

資料：AD 協会ウェブサイトを参考に筆者作成。 

 
AD は，イタリアの観光基本法の中で四つの宿泊施設カテゴリの中の「ホテルとホテル

類似施設」の一つとして定められており，正式なホテルと捉えることができ(中橋，

2020)(8)，客室の設備やサービスについても，一般的なホテル同等の水準が求められる。

各州によって設置年度は様々であるが，1984 年から 2018 年にかけてイタリアにおける全

ての州において，AD に関する制度が設置されており（Droli，2019），ADは各州における

基準をクリアし州により承認されれば，AD としての営業を開始することができる。さら

に，州に承認された AD が AD 協会に申請し承認されることで，AD 協会認定の AD とな

ることができる。州における AD の承認要件は，AD 協会の定めた要件を参考にしつつ州

の実情にあった整理を行っているため，各州によって異なっている。例えば，各州の AD

に求められる要件として，地域社会や歴史，文化の重視という点は共通しているものの，

レセプションから客室までの距離の制限については，200mから500mまでと幅がある(9)。 
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第 10-2 図 イタリアにおける AD 協会に認定されている AD 及び OD 

資料：AD 協会ウェブサイトを参考に筆者作成。 
注. 黒丸は AD，白丸は ADC，白三角は OD を示している。 

 
 
一方，AD 協会により認定されるためには，各州における AD の条件を満たしつつ，第

10-2 表に挙げたような AD 協会の理念にのっとった経営を行う必要がある。AD 協会が認

定する AD は，特に地域性や文化，コミュニティを併せ持ったホスピタリティの提供とい

う点が，従来のホテルと大きく異なっているとされている（Dall’Ara）。ただし，AD はレ

セプションと宿泊施設の分布に対する範囲の制限をもうけているが，これはそもそも，

宿泊者がレセプションと宿泊施設を徒歩で行き来できることが重要であるというダッラ

ーラ氏の発想に由来するものである。観光客が集落内を行き来し，地元住民も利用する

レストラン等を利用することで，観光客が地域住民の生活に入り込む体験ができること

が AD の大きな特徴である。 
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第 10-2 表 AD 協会で重要視される AD の理念 

 

資料：Dall’Ara より筆者作成。 

 
４．アルベルゴ・ディフーゾの現地調査 
 

（１）Borgo Montemaggiore（ボルゴ・モンテマッジョーレ） 

 Borgo Montemaggiore は，マルケ州で 300 年以上の歴史がある丘の上の集落にある AD

である。現在の経営者であるM氏は，オーナーから部屋を借りてADを経営している（第

10-3 表）。当該 AD は，別のオーナーが 1990 年頃から宿泊業を開始して，2005 年頃から

2013 年頃まで AD として経営していた。その後現在のオーナーが宿泊施設等を購入し，

2015年から M氏がオーナーから施設を借りて経営をしている。M氏は，2003年から 2013

年までは別の場所で AD を経営していた経験がある。AD の経営に当たっては，週末や繁

忙期には地域住民がパートとして AD で働くなど地域との連携をとっているが，AD 協会

の理念にあるような地域振興よりもビジネスとしての経営要素が強い。当該 AD は，集落

にあるアパートをそのまま客室として利用しているため，集落の民家と外見では区別が

つかない（第 10-3 図；左）。また，客室については，元々の家具をそのまま利用しつつ，

ベッドや水回りをホテル用に新しくしている（第 10-3 図；中央及び右）。 
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第 10-3 図 Borgo Montemaggiore の外観（左）及び内装（中央・右） 

資料：筆者撮影。 

注．外観に関しては，左中央にあるアパートが AD の建物になり，手前と奥は一般の民家。 

 
 
（２）Il Canto del Maggio（イル・カント・デル・マッジオ） 

Il Canto del Maggio は，トスカーナ州郊外に位置する丘の上の集落にある AD である。

当該 ADは，経営者である S氏の父が 1991年に集落の中でレストランを開業した際，S氏

は集落内で 1 軒のアパートメントを購入し，貸しアパートメントの経営を開始した後，少

しずつ空き家を買い増した（第 10-3 表）。S 氏が 2016 年に訪日した際に，日本の「おもて

なし」に感銘を受け，その後 AD協会のダッラーラ氏との面会を通じ，2017年にレストラ

ンとアパートメントを合わせた AD を開業した。AD を開業した際には，集落の住民にと

っては集落に観光客が出入りすることについて抵抗感があったようであるが，現在は好

意的に受け入れてもらえている。当該 AD は，集落内には特別な観光施設等は無いものの，

アパートと離れた場所に AD の施設としてプールや農園があり，農園ではぶどうの摘み取

り体験等を行うなど，AD 滞在中に集落の中でアクティビティを体験できる。当該 AD も

外見は周囲のアパートと区別がつかないが，内装は綺麗に改装済みである（第 10-4 図，

左及び中央）。また，アパートから離れた場所にあるプールでは，パーティーを開けるよ

うな設備を整えている（第 10-4 図，右）。 
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第 10-4 図 Il Canto del Maggio の外観（左），内装（中央），プール（右） 

資料：筆者撮影。 
注．外観写真の右奥のアパートが AD。 

 

 

（３）Borgo Mocale（ボルゴ・モカーレ） 

Borgo Mocale は，トスカーナ州の山間部にある AD である。当該 AD の経営者である A

氏は 33 年前に AT を始めたが，AT は旅行客が泊まりにきてくれるものの，村としては旅

行客が通り過ぎていくだけという印象であった（第 10-3 表）。もっと旅行者に地域の良さ

を知ってもらいたいと考えていたところ AD のことを知り，2014 年から AD を始めた。

AD の経営は専ら A 氏が行い，夫は農業に従事している。また，息子が AD の経理やウェ

ブサイトのメンテナンス等を行っており，地域住民をパートとして雇用している。さら

に，当該 AD は，もとが AT であることから，オリーブや自家製のチーズをレストランで

提供したり，農業体験も行っている。なお，当該 AD は集落からは離れた場所にある AT

であるため，ADCに該当する事例であると考えられる。当該 ADは，上述の二つの ADと

は異なり，集落のアパートの一部を客室として利用するわけではなく，農村の 1 戸建ての

ような雰囲気となっている（第 10-5 図，左）。古い農家の住居を利用しているものの，内

装はホテルのように綺麗に改装されている（第 10-5 図，中央及び右）。 

 
第 10-5 図 Borgo Mocale の外観（左）及び内装（中央，右） 

資料：Borgo Mocale の公式ウェブサイトより転載 (https://www.borgomocale.it)。 
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第 10-3 図 Borgo Montemaggiore の外観（左）及び内装（中央・右） 

資料：筆者撮影。 

注．外観に関しては，左中央にあるアパートが AD の建物になり，手前と奥は一般の民家。 

 
 
（２）Il Canto del Maggio（イル・カント・デル・マッジオ） 

Il Canto del Maggio は，トスカーナ州郊外に位置する丘の上の集落にある AD である。

当該 ADは，経営者である S氏の父が 1991年に集落の中でレストランを開業した際，S氏

は集落内で 1 軒のアパートメントを購入し，貸しアパートメントの経営を開始した後，少

しずつ空き家を買い増した（第 10-3 表）。S 氏が 2016 年に訪日した際に，日本の「おもて

なし」に感銘を受け，その後 AD協会のダッラーラ氏との面会を通じ，2017年にレストラ

ンとアパートメントを合わせた AD を開業した。AD を開業した際には，集落の住民にと

っては集落に観光客が出入りすることについて抵抗感があったようであるが，現在は好

意的に受け入れてもらえている。当該 AD は，集落内には特別な観光施設等は無いものの，

アパートと離れた場所に AD の施設としてプールや農園があり，農園ではぶどうの摘み取

り体験等を行うなど，AD 滞在中に集落の中でアクティビティを体験できる。当該 AD も

外見は周囲のアパートと区別がつかないが，内装は綺麗に改装済みである（第 10-4 図，

左及び中央）。また，アパートから離れた場所にあるプールでは，パーティーを開けるよ

うな設備を整えている（第 10-4 図，右）。 

 
 

170



第
10

章
 

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
ム

と
ア

ル
ベ
ル

ゴ
・
デ

ィ
フ

ー
ゾ

（
國

井
・
福

田
）
 

1
7
0 

第
1
0
-3

表
 
ア
ル
ベ
ル
ゴ
・
デ
ィ
フ
ー
ゾ
事
例
の
概
況
 

 

資
料

：
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
を
基
に
筆
者
作
成
。

Bo
rg

o 
M

on
te

m
ag

gio
re

Il 
Ca

nt
o 

de
l M

ag
gio

Bo
rg

o 
M

oc
ale

場
所

マ
ル

ケ
州

ト
ス

カ
ー

ナ
州

ト
ス

カ
ー

ナ
州

経
営

経
営

者
（

M
氏

，
男

性
）

が
オ

ー
ナ

ー
か

ら
AD

を
借

り
受

け
て

，
経

営
。

S氏
（

女
性

）
自

身
が

経
営

。
父

が
レ

ス
ト

ラ
ン

。
A氏

（
女

性
）

自
身

が
経

営
。

夫
は

農
業

、
息

子
が

経
理

や
Ｈ

Ｐ
等

を
手

伝
う

。

農
業

と
の

関
わ

り

特
に

な
し

。
自

家
栽

培
を

行
っ

て
い

る
が

、
農

家
と

い
う

わ
け

で
は

な
い

。
農

家
。

体
験

農
場

も
経

営
し

な
が

ら
、

オ
リ

ー
ブ

栽
培

や
、

山
羊

を
飼

育
し

、
チ

ー
ズ

を
生

産
し

，
レ

ス
ト

ラ
ン

で
提

供
。

建
物

８
軒

の
建

物
に

23
部

屋
を

経
営

。
別

の
オ

ー
ナ

ー
が

カ
ン

ト
リ

ー
ハ

ウ
ス

と
い

う
名

前
で

30
年

前
か

ら
宿

泊
業

を
行

っ
て

お
り

，
１

５
年

前
か

ら
７

年
前

ま
で

AD
と

し
て

営
業

。
そ

の
後

，
現

在
の

オ
ー

ナ
ー

が
施

設
を

購
入

。
５

年
前

に
現

在
の

M
氏

が
，

現
在

の
オ

ー
ナ

ー
か

ら
部

屋
を

借
り

て
，

AD
を

再
び

始
め

た
。

AD
を

始
め

る
際

に
、

す
で

に
ガ

ス
と

水
道

の
設

備
は

整
っ

て
い

た
が

、
ベ

ッ
ド

や
電

気
等

に
つ

い
て

は
改

修
工

事
を

行
っ

た
。

税
金

に
つ

い
て

は
オ

ー
ナ

ー
が

払
う

。

９
軒

を
経

営
。

ア
パ

ー
ト

メ
ン

ト
ホ

テ
ル

と
し

て
購

入
。

コ
テ

ー
ジ

や
ア

パ
ー

ト
メ

ン
ト

タ
イ

プ
の

宿
泊

施
設

を
７

軒
経

営
。

自
宅

や
自

己
所

有
の

納
屋

を
利

用
。

始
め

た
き

っ
か

け

M
氏

は
、

当
該

AD
に

来
る

以
前

、
20

03
〜

20
13

年
ま

で
、

他
の

地
域

で
AD

の
運

営
を

し
て

い
た

が
、

家
賃

更
新

の
際

に
、

家
賃

が
値

上
が

り
し

た
た

め
次

の
AD

を
探

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

当
該

AD
に

行
き

当
た

っ
た

。
前

職
の

AD
も

、
オ

ー
ナ

ー
か

ら
借

り
て

運
営

し
て

い
た

。

19
91

年
に

現
在

の
S氏

の
父

が
今

の
場

所
で

レ
ス

ト
ラ

ン
を

開
業

。
そ

の
際

，
1軒

の
ア

パ
ー

ト
メ

ン
ト

を
購

入
し

，
貸

し
ア

パ
ー

ト
メ

ン
ト

も
始

め
た

。
開

業
当

時
は

，
地

域
住

民
か

ら
観

光
に

よ
る

害
が

生
じ

る
の

で
は

と
い

う
反

発
が

あ
り

，
認

め
て

も
ら

う
ま

で
に

10
年

く
ら

い
か

か
っ

た
。

そ
の

後
，

空
き

屋
を

買
い

増
し

21
年

か
け

て
9軒

購
入

し
た

。
20

16
年

に
訪

日
し

日
本

の
「

お
も

て
な

し
」

に
感

動
。

AD
に

関
す

る
記

事
を

読
み

ダ
ッ

ラ
ー

ラ
氏

と
コ

ン
タ

ク
ト

を
と

っ
た

。
20

17
年

に
，

レ
ス

ト
ラ

ン
か

ら
AD

に
専

念
す

る
こ

と
に

し
て

，
経

営
を

父
親

か
ら

引
き

継
い

だ
。

元
々

AT
を

３
３

年
前

か
ら

始
め

，
AD

は
６

年
前

か
ら

行
っ

て
い

る
。

AD
を

始
め

た
理

由
は

，
AT

に
来

る
客

は
い

る
も

の
の

，
旅

行
者

が
た

だ
村

を
通

り
過

ぎ
て

い
く

だ
け

だ
っ

た
。

旅
行

者
に

も
地

域
の

良
さ

を
知

っ
て

欲
し

か
っ

た
た

め
，

村
を

体
験

で
き

る
AD

を
始

め
た

。

地
域

と
の

関
係

週
末

や
繁

忙
期

に
、

地
域

住
民

が
パ

ー
ト

で
働

い
て

い
る

。
開

業
当

初
は

、
地

域
住

民
と

の
摩

擦
が

あ
っ

た
。

現
在

は
、

認
め

て
も

ら
っ

て
お

り
、

お
裾

分
け

を
も

ら
う

よ
う

な
仲

に
な

っ
て

い
る

。
Ａ

Ｔ
と

し
て

は
、

地
域

と
の

関
わ

り
が

無
か

っ
た

が
、

地
域

と
の

関
わ

り
を

持
つ

た
め

に
、

Ａ
Ｄ

を
始

め
た

。
現

在
は

、
地

域
住

民
を

パ
ー

ト
で

雇
用

し
て

い
る

。

そ
の

他

AD
は

各
州

の
観

光
法

の
一

つ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

位
置

付
け

ら
れ

て
お

り
 、

AD
を

行
う

に
あ

た
り

特
別

AD
協

会
に

認
定

さ
れ

る
必

要
は

な
い

が
、

AD
協

会
に

入
る

と
、

PR
力

が
あ

る
他

、
勉

強
会

や
意

見
交

換
会

が
開

催
さ

れ
る

と
い

う
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

。

AD
を

始
め

る
こ

と
に

よ
り

，
地

域
の

不
動

産
価

格
が

３
倍

に
上

昇
。

た
だ

し
，

イ
タ

リ
ア

は
経

済
状

況
が

悪
い

の
で

，
買

う
人

は
い

な
い

だ
ろ

う
 。

従
業

員
は

，
ほ

と
ん

ど
が

パ
ー

ト
タ

イ
ム

。
税

金
が

高
い

の
で

，
正

社
員

と
し

て
雇

う
こ

と
が

で
き

な
い

。

AT
と

AD
を

合
わ

せ
て

い
る

。
AT

と
し

て
の

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
の

提
供

も
用

意
し

て
い

る
。

息
子

さ
ん

が
経

営
を

継
承

予
定

。

農林水産政策研究所 [ICT プロジェクト【農泊】]研究資料 第１号 (2022.3) 

171 

５．アグリツーリズムとアルベルゴ・ディフーゾの比較 
 

AD の農村ツーリズムとしての可能性を検討するため，AT と AD を比較する（第 10-4

表）。まず，AT と AD の立地条件と取組範囲について比較する。AT は農業生産を行うに

は条件不利な丘陵地帯から山間部で主に行われており，各農家の個人経営の範疇で行っ

ているため，主に農家 1 戸単位での取組である。ただし，一つの農家が一つの AT を経営

しているというわけではなく，一つの農家が異なる場所で複数の AT を経営している場合

もある。さらに，イタリア北部の南チロル地方では農業組合を母体とするレッド・ルー

スターという組織が，AT 実践農家への研修や生産品のプロモーション，AT の独自の格付

などを行うことで，観光を通じた農業や農村地域の活性化に成功しており（五艘，2016），

AT が地域ぐるみでの取組となっているケースもある(10)。一方，AD は空き家を活用した

ホテルというコンセプトからもわかるように，丘の上にある町や村，山間部の街道沿い

などに立地し，主要都市からは車で 1〜2 時間程度かかるケースが多い（山田・藤井，

2018）。取組範囲としては，前述のようにレセプションのある母屋と宿泊場所である別棟

が 200ｍ以内に立地していることが目安となっている。このように，AT は農家による点

の取組であるのに対して，AD は単一経営者であるものの，集落等の面的な広がりを持っ

た取組である。 

取組の認定について，第 9 章で述べたとおり，AT は州が定めた営業資格証明書をコム

ーネに届出を行うことで取得し，AT として認定される。また，各州が定めた基準による

格付制度や全国統一のロゴマーク「agriturismo italia」が設置されている。さらに，AT は

農業生産活動の一部とされているため，農業政策の一環として国や州からの支援が農家

個人に対して行われる。なお，宿泊や食事の提供を伴わないレクリエーションや文化的

な活動も AT として認められている。一方 AD の認定は，上述のとおり AD 協会によって

行われているが，AD 自体は基本的にはホテル経営の一形態として，各州において定義や

規制がある。そのため，各州に定められている宿泊業のライセンスを取得することで AD

を営業することができる。さらに，AD はホテル経営の一種ということもあり，基本的に

は個人の経営者によるところであるが，オーナーが民間企業というケースも存在する。

例えば中橋（2017）は，AD の経営形態を AD の理念通りに開業，元ホテルオーナーが周

囲の空き家を購入・賃貸することで増設し開業，バカンス用の貸家オーナーが空き家を

購入・賃貸して開業，何人かのオーナーが空き家を集めて経営，というつの経営パター

ンをまとめている。以上のように，AT は農業生産の一部として各州の規定により認定さ

れる一方，AD はホテル・宿泊業の１種として各州の規定により開業可能であるが，AD

協会に認定される AD と認定されていない AD が存在する。 
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第 10-4 表 AT と AD の比較 

 
資料：筆者作成。 

 

 地域とのつながりをみると，AT は地域の伝統や環境への配慮は重視されているものの，

農家個人の経営であるため地域とのつながりは必須ではない。ただし，2006 年に改訂さ

れたイタリアにおけるアグリツーリズム法で定められているように，AT で用いる食材は

地域のものを用いる必要があることから，AT は一定程度地域とのつながりを持った取組

になっている。ただし，第 10-3 表の AT から AD を始めた A 氏のコメントで「AT は地域

とのつながりが希薄であり，旅行者は地域には滞在してくれない。旅行者に地域にとど

まってもらうため AD を始めた」とあるように，AT を利用する旅行客にとっては，地域

とつながりを持つような旅行スタイルとは限らないといえる。一方，AD はもともとのコ

ンセプトが，観光客と地域とのつながりを生み出すことを目的とする取組であるため，

地域との強いつながりが期待される。また JFC Tourism & Management（イタリアの観光関

アグリツーリズム アルベルゴ・ディフーゾ

立地条件
主に山間部等の条件不利地域に分布している（山間
部31%，丘陵地53%，平地16%）。

郊外の小さな集落を利用しているケースが多いた
め，市街地からは離れていることが多い。
市街地において行われていることもある。

取組範囲

個別の農家経営単位。
農家によっては，複数の場所でATを経営している
農家もいる。
農業組合等の組織が，地域のATをまとめる役割を
することで，地域ぐるみの取組となっているケース
もある。

レセプションと母屋のみという小さなものから，
集落レベルがあり，AD認定のためにはレセプショ
ンから半径200mの範囲とされている。

認定基準

州が定めた営業資格証明書を，コムーネへの届出を
することにより取得する。
各州が定めた基準による格付け制度と全国統一の
マーク「agriturismo italia」がある。

公的機関による認定等はないが，各州ごとに宿泊
業態としてのADの要件を定めている。
ADとしてAD協会の認定を受ける場合は，審査があ
る。

取組内容

農業生産の一部。
必ずしも宿泊を行なっていなくてはいけないわけで
はない。
農家による個人経営。

レセプションと客室が離れた施設になっているこ
とが必要。
集落の住宅に客室が混在していることが多い。
個人経営が主。ただし，施設のオーナーが民間企
業ということもある。
ホテルと同様カテゴリーとなっているため，客室
やサービスもホテル同等の水準が求められる。

地域との関係

食事及び飲料の提供に用いられるその他の生産物
は，当該地区の食品製造業者に由来するものを優先
し，それが難しい場合でも，州またはその州と境を
接する州にある，隣接する同質の地区の農業生産物
に係るものでなければならない。

ADの概念として，地域と連携することが望まれて
いる。
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連コンサルティング企業）の報告書（JFC feruzzimassimo tourism & management, 2013）に

よると，AD におけるスタッフ雇用の 48.7％が地元から採用されており，地域への経済効

果が見込まれる。例えば，島村（2021a；2021b；2021c）では，AD によって村の地価が

上昇し，若者の移住，地域の女性を巻き込んだ伝統工芸の再生等の成功事例が紹介され

ている。けれども，AD はホテルの経営という面も強く持ち合わせており，中橋（2020）

によると，第 10-2 表にも示したようなコミュニティや文化，地域のアイデンティティの

重視などの理念を実現できている AD は極めて少なく，今後いかに地域との連携を実現さ

せていくかが課題となっていると考えられる。 

大江（2019）によると，イタリアの AT は，農村の伝統的な文化や資源の保全という観

点が重視されており，農家の経済性を重視した取組となっているために，AT が新規就農

のメニューとしても十分成り立っている。そのため，AT は農家個人による点での取組で

はあるものの，農業・農村との関わりも強く，農村ツーリズムによる地域活性化への貢

献として重要な役割を担っている。ただし，観光客が地域とつながるような取組には必

ずしもなっていないと考えられる。一方，AD は集落をベースとした取組となり，観光客

が地域とのつながりを保つことが期待されるものの，取組範囲が半径 200m 以内という制

限から，家屋が離れて立地している農村地帯等では成立しなくなってしまう。このよう

な点からすると，農村ツーリズムへの適用としては，AD よりも OD のコンセプトの方が

適していると考えられる。 
 
６．おわりに 
 

AT と AD は地域の文化や伝統，景観等を重視している点が共通しており，観光を通じ

て地域活性化に大きく寄与していると考えられる。その一方，農村ツーリズムという視

点に立つと，取組範囲や地域との関わり方については，大きな違いがみられた。AT は農

業経営の一部という性質上，取組範囲が農家個人となっており農業との関わりは強いけ

れども，宿泊者の地域との関係性が希薄になりやすいことが指摘される。AD の取組範囲

は面的であるので，経営は一つの事業体が行っているものの，そのコンセプトとしては

地域との連携が強く求められている。また，AD は基本的にホテル経営の一種であること

から，都市部からは離れた集落等で行われているものの，農業との関わりは弱いと考え

られる。さらに，農村のように家屋が広範囲に分散しているような場所では，AD のコン

セプトを厳密に適用するには限界がある。AD の理念は地域社会や文化との関わりが重要

視されているが，旅行者が農業や農村と深く関わりを持てる取組とはなっていないため，

農村ツーリズムという視点では課題となるだろう。 

他方，我が国でも AD のコンセプトを手本とした AD の日本語訳である「分散型ホテル」

と呼ばれる取組が各地で行われており，そのうちのいくつかは農泊地域で行われている。

その説明は補論に譲るが，日本の分散型ホテルや農家民泊を主体とする独自の「農家民

泊型の AD」は，現状では明確な基準に基づく取組ではない。イタリアの AD や AT は，
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そのコンセプトが明確に確立され，そのコンセプトを元にして様々な発展を見せている。

我が国の場合，農泊の普及が先立っているため，今後は農泊の取組としてのコンセプト

や認定の基準等の確立が必要になると思われる。 

 
補論 我が国における「分散型ホテル」と「農家民泊型 AD」について 

 

（１）アルベルゴ・ディフーゾと「分散型ホテル」 

既に指摘したように，我が国において現時点（2022 年 2 月）で AD に公式認定されて

いる宿泊施設は，農泊実践地域としても取り組まれている岡山県矢掛町(11)の事例がある。

これに対して，AD 協会による AD 認定はされていないものの，例えば，当該地区に「暮

らすように泊まる」といった宿泊施設のコンセプトの下，AD の和訳語である「分散型ホ

テル」と称する宿泊施設等は各地に多く開業している(12) 。それら宿泊施設に共通する点

（以下，「分散型ホテルの三条件」と呼ぶ）として，①宿泊棟が同一地区内に複数ある，

②宿泊施設等は新築ではなく，古民家や町家などの歴史的建造物等を利用している(13)，

③各宿泊棟のレセプション（フロント）は一か所に集約されている，ことが挙げられる。

なお③は，最低客室数や玄関帳場（フロント）設置義務などの規制が，2018 年の旅館業

法改正で撤廃されたことがその背景にある(14) 。 
 

（２）農泊と分散型ホテル 

分散型ホテルは，宿泊施設のみならず当該地区の街並みやそこにある様々な店舗等を

ことごとく一体化して観光事業化するところに，他の一般的な宿泊施設との本質的違い

があると考えられる。その際，飲食店などの他事業者との業務上の連携等が必要となる

という面で，同じく複数の事業者らが地域一体となって取り組むことを要請される農泊

とも通じる。ただし分散型ホテルでは，飲食などの関連する事業を宿泊施設と同一事業

者が全て行うこともできるので，必ずしも「地域ぐるみの体制」が構築されるわけでは

ない。 
立地条件に着目すると，分散型ホテルの多くが「歴史的・伝統的景観が残る町」に立

地(15)している。また，農山漁村地域に立地する分散型ホテルは多いが，都市部の商店街

などに立地する場合(16)もある。同じ分散型ホテルと称していても，農山漁村と都市部で

比較すれば，提供される宿泊・食事・体験などに違いが自ずと出るだろう。また農泊で

も，旅行者のプライベートが確保される一棟貸しの農泊と，ホストとの交流を楽しむ農

家民宿（民泊）の農泊では，利用者が得られる体験や印象に違いが大きいことは明らか

である。 
このように農泊でも分散型ホテルでも，そこに統一的なコンセプトや何らかの認定基

準が確立されていなければ，農泊や分散型ホテルに対する利用者等の印象は，宿泊する

場所や施設によって大きく異なると思われる。アルベルゴ・ディフーゾ インターナシ

ョナル極東支部代表の長谷川氏は，イタリアにおける AD は様々なバリエーションがあり，
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それが魅力であるとともに，今までの画一的なホテルを基軸とした観光と大きく異なる

点だと指摘している。ただし，AD として認定を受けるためには，AD 協会が定める要件

を満たすことが必要であり，そういう意味では，根本となるコンセプトは共通しており， 
だからこそ AD としての品質を保つことができるのである。 
 

（３）「農家民泊型 AD」を目指す農泊実践地域 

政策的な支援を得て全国各地で取組が拡がった農泊だが，今後は各地の取組がその独

自性や自己実現としての農泊の取組を実践させつつも，農泊としての「共通コンセプト」

を確立していくことが，そのさらなる発展には必要であろう。実際，農泊ではその実践

地域数の増加に伴って，独自の分散型ホテルや AD の実現を構想する事例も各地で現れて

いる（第 10-5 表）。これらいわば「農家民泊型の AD」は，上述した分散型ホテルとは違

い，他の多くの農泊と同様に農家民泊等を宿泊施設として想定していると思われる。し

かし AD のような明確なコンセプトはまだ確立されていないので，各地域が独自の取組を

独自に実践しているのが現状と推察される。農家民泊等を主な宿泊施設と想定している

農泊実践地域が AD 協会の認定要件を満たすことは，極めて困難であることは間違いない。

先に指摘した分散型ホテルの三条件を満たす農泊実践地域は既にあるが，ここでいう農

家民泊型 AD の場合，分散型ホテルの三条件を全て満たすことは困難であろう。 

第 10-5表 「農泊型 AD」の取組事例 

農泊実践地域名 主な特徴 
特定 NPO 法人 SET 
（岩手県陸前高田市） 陸前高田市の旧広田町を範囲とする農家民泊の AD 

石巻地域農漁泊推進協議会 
（宮城県石巻市） 

牡鹿半島の 13 の浜で AD を構築．ホテルがフロント 
機能を果たす 

（一社）仙北市農山村体験 
推進協議会（秋田県仙北市） 

高齢受入農家の労力軽減，AD の考え方に基づく 
地域づくり 

Inaka Tourism 推進協議会 
（三重県津市美杉町） 

町全体を滞在型交流施設と捉え，各宿泊施設を客室と

し，協議会がフロントとする分散型宿泊による農泊 
宇佐国東半島をめぐる会 
（大分県国東市） 

国東半島全体を滞在型交流施設と捉える．宿泊部門は

宿坊などを利用 
資料：農林水産省作成の農泊実践地域関係資料を基に筆者作成。 

 
よって農家民泊型 AD を目指そうとする各地域に共通する当面の課題は，AD とも分散

型ホテルとも異なる農家民泊型 AD のコンセプトを確立することになる。そのためには，

そのような類似した取組を実践する地域が互いに連携して，取組の共通点などをまず見

いだすことが必要になるだろう。農泊の取組が AD から派生して OD などの新たなコンセ

プトを生み出しているといった事実もある（注 5 を参照）。そうした新たなコンセプトを

生み出す作業過程は，できる限り早期の段階から行われる方が，その後の発展にとって

都合が良いことは言うまでもない。 
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注（1）https://www.alberghidiffusi.it（2020 年 11 月 13 日参照) 

（2）2022 年 2 月 15 日に開催された日伊国際農山漁村セミナー（一般社団法人 日本ファームステイ協会主催；オ

ンライン開催） 

（3）2018 年 6 月に，岡山県矢掛町が AD Town として世界で初めて AD 協会に認定されている。 

（4）https://albergodiffuso.jp (2022 年 3 月 17 日参照) 

（5）長谷川氏によると，ADの概念は，地域の状況により様々に変化するものであり，今後も変化していく。今回

の整理は，あくまで現時点のスナップショットとなる。OD や AD Town などの概念整理は，ダッラーラ氏と長

谷川氏が議論を行いつつ整理をしてきたものとのことである。またその際には，日本の取組を参考にしている

ことが多く，OD の取組範囲は日本の旅館業法，AD Town の概念は日本の農泊事業を参考にしている。なお，

アルベルゴ・ディフーゾ インターナショナル極東としては，今後我が国では，AD,OD,AD Town の三つを軸に

した認証制度を整備していくことを検討している。 

（6）長谷川氏によると，イタリアの AD 協会認定数は，毎年のように変化しており，毎年 20%前後の入れ替わり

がある。これは，AD が協会からの指摘に耐えられずに認定を取り消しになっており，その代わり新しい申請が

あるためである。 

（7）長谷川氏によると，2021 年 3 月現在では概念上 AD や ADC，OD などの表記をしているものの，AD も OD も

AD として認定しており，概念整理や認定については今後整理が行われていくとのことである。 

（8）これは，ダッラーラ氏が各州に対して長年かけて AD を正式なホテルとして承認するように求めた成果との

ことである。 

（9）例えば，第 10-1 表で AD 協会の認定数が多いトスカーナ州，サルディーニャ州，ラッツィオ州では，客室と

レセプションの距離はそれぞれ， 500m，200m，300m となっている。 

（10）南チロル地方は，オーストリアとの国境に位置しており，AT についてもイタリア国内よりもオーストリア

からの影響を強く受けている。レッド・ルースターによる AT の組織化のような取組は，イタリアの中でも珍し

い。 

（11）矢掛町はイタリアの AD 協会から「アルベルゴ・ディフーゾ・タウン (AD Town)」として認定されている。

これは江戸時代の宿場町としての矢掛宿としての特性，すなわち大名行列の受入れで大人数の宿泊が生じる場

合などには街道沿いの家々が宿泊施設として利用され，いわば「街全体が宿泊施設」となった，という歴史的

事実を踏まえて「AD town」と認定された。 

（12）2020 年 10 月 26 日現在，施設の公式ウェブサイトや各種報道等に基づく筆者調査で，「分散型ホテルの 3 条

件」を満たす 2020 年 11 月 9 日以前に開業した宿泊施設は，全国に少なくとも 23 か所あり，うち「農泊実践地

域」としての取組が 10 か所ある。 

（13）このほか，伝統的な建築様式で新築した建物を利用する事例もある。 

（14）旅館業法の改正については廣岡（2020）を参照。 

（15）筆者調べによれば，全国 23 か所の分散型ホテルのうち，「重要伝統的建造物群保存地区」に所在しているの

は 9 か所であった。 

（16）例えば，大阪市，京都市，大津市の市街地や商店街において，空き屋や空き店舗を宿泊施設などとして活用

した分散型ホテルの取組が行われている事例がある。 
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第 11 章 都市近郊アグリツーリズムの持続的発展 
―イタリアのキアンティを事例に― 

 

 須田 文明  

 

１．はじめに 

 

新型コロナ COVID-19 の蔓延により，海外の富裕層を対象とした農泊促進施策の実施は

中断を余儀なくされている。本稿が対象とするイタリアでも事情は同様である。日本でも

イタリアでも，海外からの外国人旅行者の誘客は見通しがつかない状況にある(1)。それで

もイタリアでの外国人富裕層を対象としたアグリツーリズムがどのようなものであったか

を検討しておくことは，コロナ後の我が国の農泊施策を構想する上で有益であろう。 

本稿はイタリアのトスカーナ州のキアンティ地方の事例を紹介する。イタリアの農泊

施設 2万 2,661のうち，トスカーナ州のそれは 4,518で，第一位を占めていることからも，

同州を対象とすることは自然のように思われる（CREA, 2018:144）。またキアンティ地方

を事例研究の対象としたのは，この地方がイタリアの最高級のワイン（キアンティ・クラ

シコ）とオリーブオイルの産地で，こうした地域に特徴的な産品（テロワール産品）がア

イコンとなって多くの外国人の富裕層がこの地方を訪れており，農泊の先進地となってい

るからである(2)。食をテーマとした外国人観光客の誘客事例は，我が国の「SAVOR 

JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」等の施策の実施に際して貴重な示唆を与えてくれ

ると思われる。他方で教育農場はといえば，ピエモンテ州の 306，カンパニア州の 284，

エミリア・ロマーニャ州の 269 等と比べ，トスカーナ州のそれは 62 でしかない（ibid., 

p.146）。ここからも同州が外国人富裕層に的を絞ったアグリツーリズムを展開してきたこ

とがうかがわれる。データは古いが，2007 年のトスカーナ州の旅行者宿泊者 55 万 6,658

人のうち，29 万 22 人がイタリア人であるのに対して（平均 3.9 泊），26 万 636 人が外国人

であった（平均 6.7 泊）（Perrin, 2008）。 

キアンティでは，高級ワインとオリーブオイルの生産者団体（コンソルツィオ）によ

る外国人富裕層を対象にしたアグリツーリズムが展開されているだけではなく，広域の市

町村共同体はより持続的で社会包摂的な地産地消的な地域振興を目指す動向を見せている

（井上, 2021）。こうしたダイナミックな萌芽的展開が，COVID-19 を契機にどのような方

向へと発展するのか，興味深いところであり，こうした動向を見るためにも，本稿では，

これまでのキアンティの軌跡をたどってみた(3)。 

 

２．キアンティ地方のアグリツーリズムの展開 

 

（１）都市近郊農地とツーリズム振興：南仏プロヴァンスとの比較から 
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 Perrin（2009）はフランス南部のマルセイユ近郊とトスカーナ州のフィレンツェ近郊の

キアンティ地方とを比較して，両国のアグリツーリズムの展開を論じている。両地域の都

市近郊の農村は観光地として人気があること，ブドウ畑とオリーブ畑の景観があることを

共通点としていながらも，アグリツーリズムの展開においてどのような相違があるのだろ

うか。フランスと比較することでイタリアの都市近郊農地と農場を利活用した観光振興の

特徴を見るために，少々迂遠
う え ん

ながら，農地の都市化について言及しておく必要があろう。 
 観光開発については，イタリアやフランス南部のような地中海地域において，とりわけ

都市近郊農地保全が課題をなしてきた。海岸付近に位置する農地は都市化や工業，観光業

との競合により農地縮減圧力にさらされてきたのである。Perrin（2015）は農地の都市化

についてイタリアとフランスは対照的な軌跡を経てきたという。フランスでは 1982 年以

降，3 万 6,000 のコミューン（市町村）にたいして，徐々に都市計画の権限が与えられて

きた。その後 1999 年以降は都市計画について，市町村連合などの広域行政が権限を有す

るようになった。他方，イタリアは歴史的に都市国家の伝統が強く，コムーネの数は

8,000 でフランスよりも規模が大きく，自立性が高かった。その後，1972 年以降，都市計

画に関する立法的，行政的権限を州に委譲してきた。 

 都市計画についてはイタリアの特徴が際立っている。少し長いが宮内（2020）から引

用しておこう。「（イタリアにおいては）自治体ごとに定められる都市計画に基づき，建設

許可を受けるが，開発圧力からどうしても自治体では土地利用規制が甘くなりがちである。

そこで国や州が，上位計画である風景計画を用いて，トップダウンで風景保護を理由に，

市街地をコンパクトに維持する土地利用規制を求めている。新しい風景計画が策定される

と，自治体の都市計画ゾーニングは見直しを求められる。（中略）日本と違って，イタリ

アの自治体の都市計画は，国土全域が都市計画法の及ぶ都市計画区域であるとともに，都

市計画法に農業ゾーンのゾーニング規制ができるので，田園エリアの建設を規制する権限

が自治体の都市計画部局にある。こうしてトップの風景計画からボトムの自治体の都市計

画まで土地利用規則を実現する手段を持っている。（中略）イタリアが欧州の中でも特に

秀でているのは，風景財のように保護すべき広範囲のエリアに及ぶ歴史的風景の特定の指

導が，国の権限を持って独立して行われている点である。個人や自治体による経済開発の

優先志向に対抗できるのは，直接利害関係のない国または州しかないのが現実である」

（宮内，2020：29-30）。 

 第二次大戦後の都市計画において，フランスは中央集権的性格が色濃く，橋梁エンジニ

ア（建設省技官）が規範的な都市計画化を優先させてきたのに対して，イタリアではこう

したエンジニアよりも建築家が，既存の建築物の類型を重視して都市計画を作成してきた

という経緯があり，こうした相違が両国の都市計画にとって決定的であった

（Perrin,2015）。再び宮内（2020）から引用しよう。「イタリアでは，風景計画づくりに都

市計画家や建築家が参加してプランニングしていることで，土地利用の規制に対して，き

め細かい配慮が見られる特徴がある。また，国の風景財の監督についても全国（文化財監

督局）のスタッフの多くが建築家であり，風景規制エリア内の開発行為に対抗する専門的
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指導を可能にしている」（宮内, 2020：31）。 

 以上のようなフランスとイタリアの都市計画の相違を踏まえた上で，都市近郊農地のツ

ーリズム的活用を検討しよう。南仏のマルセイユ近郊と比較してイタリアのトスカーナ州

フィレンツェ近郊キアンティ地方のアグリツーリズムの展開の特徴として，Perrin（2009）

はトスカーナ州のそれが中世以来の折半小作制度の名残として，大規模な農場と建物を有

していたという歴史的な要因に帰せられるとしている。イタリアでは大規模土地所有制度

が歴史的に存在していたのに対し，フランスのとりわけ南部では小規模自作経営が展開し

ていたことが，両国のアグリツーリズムの展開に影響を与えたと考えられる。 

 フランスではアグリツーリズム経営者は主たる建物の中に，あるいは干草小屋や納屋，

物置小屋を改修して二つか三つの宿泊用の部屋を整備している。このように経営者は，ト

スカーナの分益小作の大規模所有者のようには経営に不要な大規模農場施設を有してはい

なかった。また都会のフランス人もホテルタイプの，観光客用の宿泊施設に投資するより

も，自分のセカンドハウスの取得を好む。したがって都市近郊の古い農家は，主たる居住

地として，農村部でのそれはセカンドハウスとして売り出される。これは南仏プロヴァン

スでは特別な認可は必要としなかった（Perrin, 2009:556）。 

 逆にトスカーナでは，農業者の住居は経営者の建物として考えられている。農業地帯で

は，古い農場は，コムーネによってまず，その目的変更が認可されていないと，都市住民

には販売できない。他方ではアグリツーリズムのために，経営者は既存の建物，農業建物

さえ改修することができるし（たとえそれらがもはや経営に有用ではないにしても），経

営者はこれに建物延長部分とプールを追加して建築することもできた。何年かすれば，ア

グリツーリズム施設は非農業居住地として再び販売できた。不動産価格高騰により，都市

近郊はアグリツーリズムをめぐるこの種の逸脱を促してきた。だからこそトスカーナ州法

（no. 30/2003）以降，アグリツーリズム用に転換された建物は 20 年間は非農業住居には

転換できなくなったのである。 

 このようにフランスのプロヴァンス地方では多くの農業住居が住宅として，若しくはセ

カンドハウスとして売却され，都市のスプロール化と農地価格高騰への期待が，アグリツ

ーリズムへの投資を妨げてきたようである。それに対してトスカーナ地方では，分益小作

制度の終焉の後，農村建物の重要さと立法により，都市住民への売却よりも，旧大地主に

よるアグリツーリズムが促進されたのである（ibid. :556）。 

  

（２）キアンティ地方の折半小作制度の終焉 

 トスカーナ州キアンティの高級ワインであるキアンティ・クラシコ DOCG はイタリア

を代表するテロワール・ワインであり，キアンティ地方の八つのコムーネで生産されてい

る。ワインの生産者団体（コンソーシアム）と，八つのコムーネの村長たちとの間でのコ

ンフリクトに満ちた関係がテロワールと地域（テリトーリオ）の結合にダイナミズムを与

えている。ブドウやオリーブの農園と農場の伝統的建物，糸杉の景観からなるトスカーナ

丘陵のイメージは，新興国ワインとの製品差別化とワイン・ツーリズムを推進するコンソ
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ーシアムにとって重要な戦略的資源である。他方で，村長たちはキアンティの強すぎるイ

メージを回避し，地域住民の雇用やサービスの考慮，フィレンツェやシエーナの都市近郊

農村として地産地消活動や都市住民を対象とした週末の農場開放，教育農場，小規模なア

グリツーリズムなどの地域振興施策を進めている。コンソーシアムの資本主導的地域開発

と村長たちの地域主導的なそれとの対立という単純な図式には収まりきらず，コンソーシ

アムは環境保護団体と連携して，キアンティ景観の守護者を自認している。以下，この錯

綜した地域振興のダイナミズムを紹介する。 

 イタリアのトスカーナ州キアンティは，グローバリゼーションが進む資本主義の主導の

もと推し進められる農村地帯の刷新，いわゆるルーラル・ジェントリフィケーションをめ

ぐる複数プロジェクト間の対抗的プロセスとして興味深い事例である。ルーラル・ジェン

トリフィケーションとは，都市部でのジェントリフィケーションについて一般的に言われ

ている古い建物の建て替え，集合賃貸住宅から持ち家への転換，不動産価格の高騰，中産

階級による労働者階級の締め出しといった都市化現象の農村バージョンである。これまで，

ルーラル・ジェントリフィケーションは「農業生産の景観 v.s.美的消費の景観」という対

立軸から論じられ（Carrosio, et al., 2019），農業生産の周縁化とあいまって都市中間層によ

る緑の空間への欲求に突き動かされて進行するとされてきた。ルーラル・ジェントリフィ

ケーションでは，アメニティとエコロジー的価値を追求する都市中間層の移住による住宅

やセカンドハウス，ツーリスト向け施設の建設のために，古くからの住民が閉め出される

現象である（Carrosio, et al., 2019）。欧州の CAP の農村振興政策による農村経済多角化と

農村の刷新への支援がこうした動向を推進した。 

 トスカーナ州キアンティは，キアンティ・クラシコ DOCG という国際的に有名なワイ

ン生産とそのツーリズムを通じた独特なジェントリフィケーションの事例を示している。

以下では地域全体がどのように「不動産コレクション」になるのかを示す（Boltanski and 

Esquerre, 2014）。イタリアのトスカーナ州キアンティ地方は，古代からブドウ栽培が行わ

れ，ルネサンス期にはメディチ家により高く評価され，フィレンツェの貴族階級に供給さ

れ，英仏戦争のおかげ英国にも多く輸出された。英国市場に向けて偽造されたキアンテ

ィ・ワインが横行するようになると，1716年にトスカーナ大公・コスモ・メディチ 3世が

イタリアの最初の地理的表示に類する布告を行っている。 

 中世後期から 20 世紀前半までトスカーナでは都市の貴族階級による巨大農地所有と折

半小作制度が支配的であった。第二次大戦直後には，家長の下で 10 人ほどの拡大家族の

小作人が平均 25haというわずかばかりの農地とポデーレ（podere）と呼ばれる居住地を与

えられ，収穫物を折半するという小作経営が行われていた。小作人はファットリア

（fattoria）と呼ばれる平均 250ha の農場経営者に組織される。キアンティの景観はこうし

た社会経済的組織化により歴史的に形成されてきた（Brunori and Rossi, 2007） 。 

 第二次大戦後，トスカーナ，エミリア・ロマーニャ，ウンブリア，マルケなどのいわゆ

るレッド・ベルト地帯でイタリア共産党が躍進し，折半小作農たちの支援によりキアンテ

ィ地方の全てのコムーネで同党が議会多数派を獲得することになった。イタリア共和国は
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小規模農民土地所有を形成することで再興を図っていたこともあり，かつての小作農たち

は自作農化する者もいれば，フィレンツェなどの近隣の都市に働きに出て労働者となった

者もいる。テキスタイルや自動車部品工業などがキアンティ地方に進出することになり，

左翼のコムーネ議会はこうした発展を支援し，企業に農地を提供し，労働者の住宅アクセ

スを容易にすることで，極端な農村流出を伴わない離農が進んだ。キアンティの八つのコ

ムーネ全体で 1951 年から 1971 年の 20 年で人口は 26%減少したものの，1971 年から 1981

年は 3.6%の増加に転じ，1991 年から 2001 年も 7.1%増となっている（ISTAT，ただし

Brunori and Rossi,2007 より）。所有者となった小作農たちはコムーネ議会と州に支援され

て農協を結成し，農協にブドウやオリーブを出荷することになった。小規模生産者でも，

工場で働きつつ果樹生産を続けることができた。他方で大規模農地所有者はコンソーシア

ムを通じて 1967 年に DOC に認定させ，1984 年にキアンティが DOCG に登録され，さら

に 1996 年に高級ワインのキアンティ・クラシコが生産されることになった。折半小作制

度の終焉により 1960 年代から 1970 年代には国の投融資制度により畑作や草地，ブドウ・

果樹の複合作物経営からブドウとオリーブのモノカルチャーへと転換が進んだのである。 

  

３．キアンティをめぐるアグリツーリズム振興プロジェクトの対立 

 

 第二次世界大戦後，大土地所有者は，小作人たちの農場を統合し，機械化と雇用労働に

よってキアンティ・クラシコを発展させた。小作人から土地所有者となった小規模経営者

はコムーネ議会とトスカーナ州の支援により農協に結集した。1979 年から 1984 年のワイ

ンの過剰生産危機の後に多くのブドウ畑が抜根され，農協は閉鎖ないし合併され，キアン

ティ・クラシコが地域経済を牽引するリーダーとなる。フィレンツェやシエーナに近いこ

ともあり，都市近郊化と工業化の進行と，労働者の支持を得たイタリア共産党のコムーネ

議会多数派の掌握がなされた。2021 年現在もキアンティ地方では折半小作制度の影響を

色濃く残しつつ，コンフリクトに満ちた二つの発展戦略が展開されている。 

 中世以来の大土地所有の流れをくむキアンティ・クラシコの生産者団体であるコンソー

シアムは，国際的に有名なワインのバリューチェーンの高付加価値を目指し，キアンテ

ィ・クラシコ地域保全基金（Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico）以

下，「基金」と記す）を 1991 年に設立し，当該地域の歴史的資産と環境保全を目的とした。

基金はキアンティの八つのコムーネの工業化とコンクリート化に反対するキャンペーンを

行い，建築家を雇用してコムーネの開発計画に対して州の行政裁判所に多くの差し止め請

求を行っている。例えば Greve コムーネに対しては歴史的建物の改修プランに反対し，

Castelnuovo Berdenga に対しては採石場計画や分譲地計画に反対している。2003 年に

Gaiole in Chianti におけるゴミ収集施設や工業地帯の建設を撤回させた際には，WWF 等の

環境保護団体と連携するなど，コンソーシアムはキアンティ・クラシコ地帯の景観保全の

守護者をもって任じるようになった。環境保護団体は左派のコムーネ議会と良好な関係に

あったため揺さぶりをかける形となったのである。 

182 183



第 11章 都市近郊アグリツーリズムの持続的発展―イタリアのキアンティを事例に―（須田） 

184 

 コンソーシアムの地域経済への圧倒的な力を背景とした高級ワインにもとづいた地域振

興プロジェクトに対して，キアンティ・クラシコにかかる八つのコムーネのそれぞれの議

会は，異なったプロジェクトを推進しようとした。キアンティ・クラシコの呼称区域は八

つのコムーネで構成される。四つのコムーネはその全体が呼称区域に含まれるが，残りの

四つのコムーネはその一部しか含まれず，特定の地域を排除することは後者の地域をなお

ざりにしてしまうと考えられたのである（Perrin, 2011）。1997 年，基金はユネスコ世界遺

産への登録を申請しようとし，八つのコムーネの村長たちは，コンソーシアムの力に抵抗

するために団結するべく，環境，景観，建築保全のために「キアンティにおけるアグロツ

ーリズモと文化の保護と振興のための協定（Pontignano 協定）」を締結した。彼らは建築

可能な区域の拡張を抑制し，伝統的な建築資材と技術を活用することを取り決めた。農業

については，段々畑やブドウとオリーブの混植畑を保全し，ブドウ畑と他の農村景観のバ

ランスをとらせようとした。この協定は 1999 年に延長されることになり，広域コムーネ

連合の創設によってキアンティ・クラシコ・コムーネ村長常設委員会が設置された。コム

ーネの村長たちは，環境保全の観点から，丘陵地帯でのブドウのモノカルチャーは土壌を

浸食し，景観を平板化させ，生物多様性を縮減すると批判する。2005 年，彼らは「キア

ンティにおける土壌の持続的な農業利用のための憲章」を制定した。社会的公正にも言及

して，キアンティのテロワールは本質的に農地所有者であるコンソーシアムに加盟する

600 人，外国人富裕層，及び観光業者にしか恩恵をもたらさないと批判した。村長たちは

オルタナティブな農村振興モデルを主張し，多面的機能の農業，環境保全型農業，小規模

複合経営，コムーネの住民やフィレンツェなどの近隣の都市住民への新鮮な農産物供給に

応えるべく，地産地消を訴える（Perrin, 2011）。 

 同時期にフランスで進んでいたボルドー・ワインのサンテミリオン地区は 1999 年にユ

ネスコの世界遺産に登録された。他方，キアンティでは管理プランの作成においてコムー

ネの関与と協力がないことを理由に 1997 年に国が世界遺産への申請そのものを却下した。

Tavarnelle val di Pesa コムーネ村長（当時）Dirindelli 氏は以下のように語る。「ユネスコ世

界遺産への登録申請を行ったのはコンソーシアムであって，コムーネには相談もなかった

ので，我々はそれを拒絶したのです（Anger, 2010:71）」。村長たちにとって，キアンティ

はワインとツーリズムには還元できないのである。同氏は続ける。「（ユネスコ世界遺産登

録は）我々の地域にとってすばらしいことです。それは我々を目立たせてくれるから。し

かしコムーネはキアンティ・クラシコの生産者の地域には還元されません。我々は製造業

も雇用を生み出すことを望んでいます。我々はツーリズムとワインだけでは生きていけな

いと確信しています」。工業や製造業は地方の収入の 50%を占めるだけでなく，多角的な

経済を維持することを可能とする。フィレンツェへの近さは観光客を引き寄せるが，非観

光部門の企業誘致にも貢献する。コムーネ議会はユネスコ世界遺産への登録が他のあらゆ

る地域経済振興への道を閉ざすと警戒したのである。Greve in Chianti コムーネ村長は地域

振興について「コンクリート化を回避しなければならないとしても，あまり裕福でない社

会層への住宅供給をしなければならない。さもなければキアンティを富裕層のオアシスに
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してしまうであろう」という（Perrin, 2011）。 

 コンソーシアムが推進するテロワールの農業と，フィレンツェ都市近郊などの地産地消

的プロジェクトとの連携との相違は，第 11-1 表のとおりまとめられる（Perrin, 2011）。 

 

第 11-1 表 都市近郊農業の地域化の二つの形態 
 テロワールの農業 近接性の地産地消的農業 
農業 ワイン企業 小規模の複合経営(野菜，畜産) 
地域 産地:キアンティ・クラシコの区域 生活圏:フィレンツェの都市近郊地域 
市場 国際(輸出＋観光客) ローカル:地産地消 
コーディネーショ

ン 
バリューチェーン:ワイン，オリーブオイ

ル 地域(コムーネ，大都市圏，メトロポール) 

イニシアチブ コンソーシアム コムーネとその共同体 

イノベーション 
1. 組織的:キアンティ・クラシコ地域保

全基金 
2. 地域的:「ワインとオリーブの道」 

1. 組織的:Pontignano 協定，キアンティ持

続的農業憲章 
2. 地域的:キアンティではなく，フィレン

ツェ市を参照基準 

資料：Perrin (2011),105。 

 

 

 2001 年，イタリアは法律(no.228)により農村ディストリクトを規定し，州がこれを認定

することを規定している。それによれば「この地域生産システムは，歴史的アイデンティ

ティにより特徴付けられた均質的な地域で，農業活動とその他の地方活動との間の統合の

みならず，種別的な財とサービスの生産をなす」。これを受けてトスカーナ州法 21/2004

は農村振興政策の手段として農村ディストリクトを制定した。ディストリクトとして認定

されるためには，地域の強い均質性と種別的な文化，自然，経済資源を特定しなければな

らないことから，地方公共団体は資源を活用した経済発展計画を提示しなければならない。

ディストリクトは公共部門と民間との緊密なパートナーシップがなければ成立しない。キ

アンティは，文化景観，ワインやオリーブ，農村文化遺産を有するため，コンソーシアム

もコムーネもディストリクトに認定されようとしてきたが，上述の対立があったため，認

定に至らなかった。対立とは，コンソーシアムが DOCG ワインの高付加価値化のために

ディストリクトの範囲は DOCG ワインの生産範囲と同じであるべきだと主張したのに対

して，村長側が行政区分全体をディストリクトとすべきだと主張したのである。コンソー

シアムにとってディストリクトはあくまでも地域マーケティングの手法であった

（Brunori and Rossi, 2007:190）。 

 近年あらたに，キアンティ・クラシコ地帯のユネスコ世界遺産登録申請への機運が高ま

り，県の権限が著しく減少する中で，二つの県にまたがった八つのコムーネの連携を進め

るべく農村ディストリクトの認定に向けた動きが活発となった。2018 年 1 月 15 日，トス

カーナ州法のデクレ（no.282）によりキアンティ農村ディストリクトが認定された。八つ

のコムーネ，キアンティ・クラシコ・ワインコンソーシアム，キアンティ・クラシコ・オ

リーブ・オイルコンソーシアム，及びキアンティ・クラシコ地域保全基金が調印している。

ディストリクトに対応するゾーニングは DOCG のそれに対応しているとおり，コンソー

シアムの主導的側面が見られるものの，ディストリクトの目的としてはワインやオリーブ
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の特徴的産品をめぐる地域のマーケティングの強化に加え，アグリツーリズモ，教育農場，

地産地消活動の推進などこれまでキアンティ地方の地域振興を二分していたテーマが取り

入れられている点が特徴的である 。 

 

４．おわりに 

 

 本稿で見てきたように，折半小作制度の下での大土地所有とその分益小作人との間の歴

史的対立という軌跡の延長に，現在のキアンティ・クラシコのコンソルツィオが主導する

外国人富裕層を対象としたアグリツーリズムと，八つのコムーネの村長たちが主導する地

産地消的で持続的な都市近郊農業プロジェクトとの間で，コンフリクトを伴いながらも地

域振興がなされてきた。本稿執筆時点で，イタリアも日本も，COVID-19 の蔓延のため，

今後のアグリツーリズムの展開を見通せる段階にはない。本稿で検討したトスカーナ州キ

アンティのような，デラックスなアグリツーリズムは時代遅れになり，むしろより持続的

で社会包摂的なツーリズムが求められるようになるのかもしれない。しかしながら株高を

背景にした金融資本の保有者を中心に，パンデミックの終焉の後に，旺盛な観光需要が再

び喚起されることもあろう。もちろん世界の富裕層を対象としたアグリツーリズムの得意

な地域と，週末に都市住民を受け入れる小規模なアグリツーリズムに適した地域とはそれ

ぞれ歴史的に形成されてきたことである。こうしたそれぞれの地域における，アグリツー

リズムをめぐる萌芽的な傾向を観察することが重要であろう。 

 

注（1）COVID-19 のイタリアの観光業への影響についてはさしあたり Gismondi et al., (2021)を参照せよ。 

（2）伝統や「ホンモノらしさ authenticity」がどのようにアグリツーリズムにイノベーションをもたらすかについ

てのイタリアのプーリア州の事例は Palmi and Lezzi (2020)を参照せよ。 

（3）本稿の主要な部分は須田(2022)「テロワール産品を通じたルーラル・ジェントリフィケーション：イタリア

のキアンティ」（木村純子・陣内秀信編著『イタリアのテリトーリオ戦略』白桃書房）からの抜粋が多くを占め

る。より詳細な分析については拙稿を参照されたい。 
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第 12 章 フランスにおけるアグリツーリズム 

 
國井 大輔・平形 和世・須田 文明  
 

１．はじめに 
 

我が国における「農泊」は，「農山漁村に宿泊し，滞在中に豊かな地域資源を活用した

食事や体験等を楽しむ『農山漁村滞在型旅行』（農林水産省ウェブサイト）」とされてお

り，農家民宿や農家レストラン等を活用する場合があるものの，単なる農家による取組

を指すのではなく，農山漁村の所得向上と活性化が目的となっている。佐藤・八木

（2021）によると，農山漁村への旅行者にとっては，地域の学習や農業・調理体験や温

泉や観光スポットとの連携の重要性が指摘されており，実際農泊の運営主体（中核法人）

は，農林漁業関連は 2 割程度で，観光協会やアウトドアガイド，宿泊事業，旅行業等観光

関連産業のサービスを行う事業体が半数以上を占めている（農林水産省，2019）。農業だ

けでなく，宿泊，体験，観光等の幅広い要素を併せ持つ農泊では，行政，民間企業，農

家等の多くのステークホルダーの連携が重要であると考えられ，例えば青木（2010）は，

グリーンツーリズムの持続性確保のためには安定的な推進体制の整備が必要であり，行

政，民間企業，住民の 3 者を有機的に連携させる中間的推進・支援組織（以下，中間支援

組織）の必要性を指摘している。 

ヨーロッパの中でもグリーンツーリズム(1)の歴史が長い国の一つであるフランスでは，

グリーンツーリズムは，農村の価値を高めることを目的としており，農村住民全てが参

加できるツーリズムである（大島，2010）。また，フランスでは，グリーンツーリズムを

支援する組織が古くから存在し，民宿のネットワーク組織である「ジット・ド・フラン

ス（Gîtes de France）」はじめ，農家によるツーリズム事業のネットワークとして農業会議

所が設立した「農家へようこそ（Bienvenue à la ferme）」や，「農民のもてなし（Accueil 

Paysan）」，「緑の休暇地」，「フランスの最も美しい村」などがある（井上，2002）。しかし

ながら，近年台頭する Booking.com や Airbnb などのようなオンライン旅行会社（OTA：

Online Travel Agent）が，これらネットワーク機能を持つ支援組織の強力な競合相手とな

っていることが指摘されている（綜研情報工芸，2018）。こうした状況の中，フランスで

は既存の支援組織と OTA 等との連携や，地域独自で OTA と連携してアグリツーリズム

（以下，AT とする）推進に取り組む事例が現れてきている。そこで本報では，我が国に

おける農泊推進のための中間支援組織の参考情報とするために，まずフランスにおける

AT を外観し，農村ツーリズム先進国であるフランスの支援組織の動向，その中でも特に，

農家を中心とした ATへの支援組織である「農家へようこそ」と OTAやクラウドファンデ

ィンとの連携に注目する(2)。その後，フランスのウール・エ・ロワール（L’Eure-et-Loir）
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県の事例として，地域観光委員会が OTAの持つデータ等を活用しながら ATを支援する取

組や AT 農家の実態について，2020 年 3 月に行った現地調査の結果をとりまとめる。なお，

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行はフランスのツーリズムに大きな影響を与え

ているが，本報では，パンデミック後の状況（2020 年 4 月以降）については取り上げて

いない。 
 
２．フランスにおけるアグリツーリズムの外観 

 
フランスの 2010年農業センサスでは， ATを宿泊（民宿（B&B），貸別荘，キャンプ等），

食事，レジャー（教育農場，スポーツ，レクリエーション，農場見学等）を含む全ての

活動と定義している。その定義によると，フランスでは 13,800 の経営体が AT に従事して

おり，そのうち宿泊業は 9,500 経営体が行っている（フランス農業・食料・漁業・農村

省,2013）。そこで，フランスの農業会議所が運営する「農家へようこそ」のウェブサイト

で紹介されている 1,461 軒（2018年 10 月現在）について，宿泊タイプ（民宿（B&B），貸

別荘（一棟貸し），大型民泊（団体利用），キャンプ，子供のバカンス(3)）についての情

報を整理したところ，ジット（一棟貸し），キャンプ，民宿（B&B）がそれぞれ 43%，

36%，30%と多い傾向であった（第 12-1 表）。また，1,461 軒の AT をマッピングし，州自

然公園の地図情報を重ね合わせたところ，AT の多くは山岳地帯及び沿岸部に分布してお

り，全体の 16.7%が州自然公園内に分布しているなど，自然景観豊かな場所で経営されて

いると推察された（第 12-1 図）。 
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第 12-1 表 「農家へようこそ」に登録された農家民宿（n=1461;2018 年 10 月現在） 

 
資料：農家へようこそのウェブサイト(https://www.bienvenue-a-la-ferme.com)を基に筆者作成。 
注（1）地域圏名は，「農家へようこそ」のウェブサイトに記載されていたものを筆者が和訳。 
注（2）宿泊形態の数値は，一つの農家で複数の宿泊形態の施設を経営している場合もあるため，重複を含んでいる。 
  

Ｂ＆Ｂ
ジット

（一棟貸し）
大形民泊

（団体利用）
キャンプ

子供の
バカンス

アルザス 7 0 1 0 6 0
アキテーヌ 164 62 76 4 61 4
オーベルーニュ 107 46 39 6 25 5
ブルゴーニュ 24 6 11 2 6 0
ブルターニュ 110 29 56 7 20 15
サントル 38 17 17 1 10 0
シャンパーニュ・アルデンヌ 23 6 7 1 9 0
コルシカ島 35 17 4 0 17 0
フランシュ・コンテ 38 18 20 1 7 0
オー・ド・フランス 59 20 38 9 5 2
イル・ド・フランス 9 2 6 0 4 0
ラングドック・ルシヨン 124 31 57 4 49 2
リムーザン 40 10 15 0 18 0
ロレーヌ 49 21 15 1 4 13
ミディ・ピレネー 153 31 43 3 96 1
ノルマンディー 130 46 48 4 52 1
ペイ・ド・ラ・ロワール 61 7 18 2 35 9
ポワトゥ・シャラント 43 10 13 1 24 0
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール 78 30 43 4 18 0
ローヌ・アルプス 169 33 104 5 60 4
合計 1461 442 631 55 526 56

農家数
宿泊形態
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第 12-1 図 フランスにおける AT の分布状況 

資料：農家へようこそのウェブサイト(https://www.bienvenue-a-la-ferme.com)を参考に，筆者作成。 
注．黄緑の丸が各 AT を示しており，黄色のエリアは州自然公園に指定されている範囲を示している。 
 
 

３．フランスにおける AT 支援組織の新たな取組 

 
前述のように，近年 OTA の台頭により，既存の農村ツーリズム支援組織と OTA との競

合が見られ，フランスの AT 実践農家へのヒアリングにおいても，「ジット・ド・フラン

ス」や「農家へようこそ」に加盟しつつも，OTA の方が集客には重要であるという声が

聞かれた。そのような状況において，「農家へようこそ」は OTA である Airbnb 及び農業

に特化したクラウドファンディングの MiiMOSA と連携し，AT の支援を行う新たな取組

が 2017 年より開始された。これは，農家の収入の多様化や付加価値化の支援を行うとと

もに，AT の取組を資金面でもサポートすることを目的としている。具体的には，「農家へ

ようこそ」からは収入の多様化や生産物の価値を高めるような AT に関する専門的なサポ

190 191



第 12章 フランスにおけるアグリツーリズム（國井・平形・須田） 

192 

ート，Airbnb からは財政的支援や集客支援，MiiMOSA からは追加融資を受けることがで

きる(4)。本節では，「農家へようこそ」，MiiMOSA 及び Airbnb の担当者へのヒアリング及

び既存資料を基に，3 者連携の取組について整理を行う。 

 

（１）「農家へようこそ」 

「農家へようこそ」は，フランスの農業者への農業指導等を行う公的機関である農業会

議所(5)によって運営され，農家による観光事業サービスの充実と多様化，農家の観光事

業に関する育成，事業の広報・宣伝活動を目的とする農家のネットワーク組織であり，

1988 年に設立された（大島，2010）。農業会議所はパリに本部があるが，そもそも農業者

の利益擁護・代表機関として各県に設立されたものであり，現在では 89 の県農業会議所

（Chambres départementales）において，農業経営や酪農，農産物加工や交流・ツーリズム

に関する普及員が配置され，「農家へようこそ」の活動も県会議所ごとに行われている。

例えばドローム県の農業会議所では，農村ツーリズムに関して，農業会議所と県，県の

観光振興局が連携して様々な支援を行い，県農業会議所（「農家へようこそ」）は，AT を

開始したい人に向けたマニュアルを作成・配布している。なお，フランスにおいて農家

によるツーリズムは様々あるが，ツーリズム活動が農業経営の補完であり，経営所得の

50％以内であれば農業活動としてみなされ(6)，税制上でも優遇される。また，農業者が

経済的支援を申請するときには，農業投資だけではなく，ツーリズム投資も申請理由に

できる（綜研情報工芸，2018）。 

「農家へようこそ」の担当者によると，2020 年現在約 8,000 人の農家会員を有しており，

「農家へようこそ」の会員になるためには，①農業従事者であること，②宿泊事業の規

制に従っていること，③当該組織で定められた規則に従うことが求められる。特に③に

ついては，農家としての品質を保つために，食事の提供において金額当たり 51%以上が

地元の食材を利用する必要がある。従来は，会員の要件として Meuble de tourisme 認証(7)

を取得する必要があったが，OTA により様々な品質評価が行われていることを踏まえ，

2017 年以降この認証を取得する必要はなくなった。また「農家へようこそ」の入会に当

たっては，地域（州や県）によって異なるものの，150 ユーロから 600 ユーロの年会費が

必要となる(8)。 

「農家へようこそ」では AT を，「農家でお召し上がりください（食事提供）」と「農家

でお過ごしください（宿泊・体験提供）」の二つのカテゴリで整理している（第 12-2 表）。

「農家で食べる」は農家での直売，直売所での販売，マルシェなどで，農産物や加工品

の販売を中心とするものであり，「農家で暮らす」は農家レストランや料理教室などの外

食，B&B 等の宿泊，農業体験等の体験の三つの部門がある。「農家へようこそ」の会員と

なることで，会員はそれぞれの部門において製品開発やブランド化，AT の開始等に関す

る専門的なサポートを受けたり，「農家へようこそ」のウェブサイトや各種イベントで PR

したりすることができる（第 12-2 図）。 
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第 12-2 表 農家へようこそのアグリツーリズム事業の種類 

アグリツーリズムのカテゴリー 内容 
農家でお召し上がりください（農産物や食品の販売） 

(Mangez fermier) 
食品，ワイン，その他食品以外の製品等，農場で生産され
る製品の販売。 

農家でお過ごしください（食事・宿泊・体験提供） 
（Vivez fermier） 

農家レストランや料理教室，その他アクティビティの提供。 
B&B，ジット，キャンプ場等の宿泊。 
農業体験。 

資料：農家へようこその HP(https://www.bienvenue-a-la-ferme.com)を参考に，著者作成。 

 

 

第 12-2 図 農家へようこそのウェブサイト：農家検索画面 

資料：農家へようこそのウェブサイト(https://www.bienvenue-a-la-ferme.com)を基に筆者作成。 

  

農家の紹介ページ

へのリンク 

テーマ別 

地域で検索 
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（２）MiiMOSA 

MiiMOSA は，2015 年に食品や農業への支援のために設立したクラウドファンドであり，

設立から 2020 年 3 月現在まで，2,500 のプロジェクトがトータルで 2,000 万ユーロの資金

を調達している。MiiMOSA 担当者によると，「フランスでは，そもそもクラウドファン

ドが注目されておりその利用が伸びていたが，2015 年当時は農業に特化したクラウドフ

ァンドがなかった。一方，農業にはお金が必要であるとともに，消費者が農業生産者を

支援したいというニーズも把握していた。農家は銀行からも融資を得ているが，

MiiMOSA はそれを補うものである。それと同時に，現在では MiiMOSA で資金を得てい

ること自体が銀行への信用となっている面もある」とのことである。MiiMOSA は AT だ

けでなく，農業関連のプロジェクト全般を取り扱っているが，近年は取り扱うプロジェ

クトの 3 分の 1 が AT に関連するものになっているところからも，AT への注目が高いこと

が推察される。 

MiiMOSA の投資スタイルには，ファンド型と貸付型の 2 種類があり，成功率はファン

ド型が 75％，貸付型が 100%となっており，MiiMOSA への手数料は成功報酬型で，ファ

ンド型が 8％，貸付型が 4％となっている。クラウドファンディングの応募は，開始した

2015 年から 19 年現在の間毎年 100 件くらいのペースで増加しており，19 年にはおおよそ

1,000 件の応募があった。また，応募されたプロジェクトのうち 3 分の 1が AT に関するも

のとなっており，基本的には小さな農場経営者が経営の多角化を目指して行うプロジェ

クトで，宿泊施設や動物のための施設の改良，土地の購入，資材の購入など支援対象は

様々である。MiiMOSA へ応募する場合には，まずは MiiMOSA のウェブサイトからコン

タクトを取ると，一つひとつのプロジェクトに対して MiiMOSA の担当者がつき，無料で

ファンドを募る段階にまでサポートをしてもらうことができる。プロジェクトの規模は，

ファンド型で 1,000 から 75,000 ユーロ（平均で 6,000 ユーロ），貸付型で 15,000 から 100

万ユーロ（平均で 30 万ユーロ）となっている。 

 
（３）Airbnb 

Airbnb は，民泊のホストとゲストをマッチングさせるオンラインビジネスとして有名

である。フランスの Airbnbの担当者によると，『現在フランスの 28,000のコミューンにお

いて，Airbnb に登録されている宿がある。近年フランスにおいても農村ツーリズムは成

長しており，2019 年は人口が 2,000 人以下のコミューンに合計で 370 万人の旅行者が訪

れ，コミューンに支払われた宿泊税は 1,100 万ユーロにものぼる。Airbnb は，2018 年 11

月から 12 月にかけてウール・エ・ロワール県とのパートナーシップを締結し，その後

2019 年 2 月には，フランス農村部市長連合会（Association des Maires Ruraux de France: 

AMRF），2019 年 7 月から 9 月にかけて，ヌーヴェル・アキテーヌ（Nouvelle-Aquitaine）

県ともパートナーシップを結んでいる。現在の観光は，従来のマスツーリズムから田舎

での体験に移行し始めており，このような流れを受けて農村地域では地域の資源を利用

して人を呼び込む仕組みが必要となっている。そのため Airbnb では，農村地域との連携
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をするに当たって，地域や住民とのつながりを重視し，イベントなどを作り出すことで

観光客を呼び込もうとしている。また，外国からの旅行客は宿泊をする。たとえ 300 人ほ

どの集落だったとしても，五つの宿泊施設に 50 日観光客が滞在することで大きな収入と

なるため，インバウンドの引きつけは重要である』(9)とのことであり，Airbnb 側から積

極的にフランス国内の農村地域との連携を働きかけている。 

 

（４）支援組織の新たな取組 

後述のとおり，AT 実践農家は，「ジット・ド・フランス」や「農家へようこそ」に加盟

しつつ，実際の集客については Booking.com を利用し，さらに Airbnb の利用を検討して

いる農家もある。このように OTAの進出により既存の AT推進組織の利用者離れが懸念さ

れる中，「農家へようこそ」は OTA である Airbnb 及び農業に特化したクラウドファンデ

ィングの MiiMOSA と連携した AT の支援を行っている。これは，「農家へようこそ」と

Airbnb が AT の発展と農家の収入の多様化や付加価値化の支援を行い，MiiMOSA がこれ

らの取組を資金面でサポートするために，2017 年に当該 3 者がパートナーシップを結ん

だものである。もともと「農家へようこそ」は農家の資金調達手段として MiiMOSA を紹

介する等，両者はつながりを持っていた。さらに Airbnb が近年 AT への支援に興味を持ち

始め，2017 年に Airbnb から 3 者のパートナーシップの提案をすることで実現した(10)。こ

のパートナーシップでは，「農家へようこそ」は AT に関する専門的・技術的な支援を行

い，Airbnb は AT 市場の調査・分析やプロモーション，MiiMOSA は金銭的な融資を行っ

ている。2018 年から 2021 年現在まで，毎年プロジェクト応募型のキャンペーンを行って

おり，ウェブサイト「Tous à la ferme（https://tousalaferme.com）」で紹介している（第 12-3

図）。また，キャンペーンへのプロジェクトの応募も，当該ウェブサイトからできるよう

になっている。選定の対象となるプロジェクトとしては，農業の多角化，宿泊・観光の

促進，その地域と関連の深いものなどであり，プロジェクトの予算配分や計画がしっか

りしていることが重視される(11)。2022 年 1 月現在，当該キャンペーンによって 2018 年か

ら 2021 年までに合計 41 のプロジェクトが選定されており，農地の整備や加工品，教育農

場等の施設整備に利用された（第 12-3 表）。 
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第 12-3 図 「Tous à la ferme」のウェブサイト 

 
第 12-3 表 Tous à la Ferme のキャンペーン選定 AT 

 
資料：Tous à la ferme のウェブサイト（https://tousalaferme.com（2022 年 1 月 26 日参照））を基に筆者作成。 

 
 
４．現地調査 

 
前節までは，既存の支援組織と OTA やクラウドファンドとの連携について紹介したが，

現場レベルにおいても，OTA と地域の連携が進んでいる。本節では，県の観光協会や地

域と OTA の連携について紹介するとともに，AT の聞き取り調査の概要をまとめる。 

 

（１）ウール・エ・ロワールにおける取組 
パリから南西へ鉄道で 1 時間程度の距離にあるウール・エ・ロワール県では，県観光委

員会（ADRT: Agence de Development et de Reservation Touristiques d’Eure-et-Loir）が 2018

年から Airbnb 及び AirDNA との連携を結んでおり，Airbnb は宿泊サイトの運営及びグロ

ーバル規模の宿泊に関するインターネット情報の収集・分析，AirDNA はローカルな情報

の収集・提供を行っている。また AirDNA の情報は高額なため，州の他の県と協力して共

同購入をしている。同県は，パリから鉄道，車ともに 1 時間程度の距離にあるため（第

12-4 図），パリからの日帰り客が多く宿泊客を増やすことが課題となっている。 

選定年 選定数 プロジェクトの内容
2018 11 障害を持つ子どものための教育体験，ぶどう畑，農場，教育ワークショップ開催等
2019 10 アグリツーリズム用コテージ建設，教育農場施設整備等
2020 10 畜産の加工品生産，ぶどう畑の再生，教育農場やエコツーリズムの施設整備等
2021 10 教育農場やアグリツーリズムの施設整備等
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Airbnb との連携は，2018 年に当県の県議員が Airbnb とコンタクトを取ったところから

始まる。県議が県内の村で村長をしていた頃，若者が村から外に仕事で出てしまうこと

による人口減少が著しいことを問題視し，まずは自らが地域の空き家を購入してジット

（一棟貸し）を始め，その後，これを村のプロジェクトとして，空き家を活用した観光

事業をスタートさせた。これがうまくいったために観光業が地域の産業になると確信す

ることとなり，さらに人を呼び込むためにはインターネットの活用が重要だと考え，自

ら Airbnb とコンタクトをとり実際に Airbnb に載せたところ，それまで以上に世界中から

人が訪れるようになった。一方 Airbnb としては，近年大都市におけるオーバーツーリズ

ムや地代上昇などの問題を抱えており，同県議から連携の話を持ち掛けられ，農村との

連携が自社のイメージアップにつながると考えた。このように両者の利害が一致したた

め，2018 年に県議長と Airbnb が調印し，連携するに至った。本連携では，Airbnb はあく

までサイトの運営のみを行っており，県が宿泊施設経営者へのサポートや法的な規制を

行っている。 

Airbnb との主な連携内容は以下の四つである。 

①調査会社によるパリからの旅客者に関する調査に対して，Airbnb：地元＝50：50 で

出資する。 

②Airbnb は，地域の宿泊施設稼働率のデータを ADRT に提供する。 
③ADRT は，宿泊施設経営者が集まる場や議論する場を作るとともに，ホストに対する

経営等のアドバイスをする。 

④ADRT が Airbnb の会議に役員として参加する。 
特に③については，上述の県議の娘がインターネット上に経営者が意見交換をするこ

とのできるサイトを開設し，経営者同士の情報交換や，専門家によるサポートが行われ

ている。 
Airbnb との連携について，地元からは米国の企業と連携するということや，税金がフ

ランスに入らない，なぜわざわざフランス以外の企業と組むのかという点などについて，

強力な反対があった。ただし，AT を始めたいという人にとっては稼働率を把握すること

は極めて重要であり，Airbnb から稼働率の情報を得られるのは有益であるため連携に踏

み切った。OTAとしては Booking.comも有名であるが，Airbnbと Booking.comとの違いは

宿泊料に含まれる手数料と宿泊税の関係にあり，ホストが同額の宿泊料を設定した場合

には，Airbnb の方がホストの収入が多くなる傾向にある。 
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第 12-4 図 ウール・エ・ロワール県の位置 

資料：Google map により筆者作成。 

 
例えば第 12-5 図のように，Airbnb は宿泊料には Airbnb の手数料 3%が含まれているも

のの宿泊税は含まれていないため，ゲストは Airbnb で予約した場合に宿泊料+宿泊税を支

払うことになる。一方 Bookig.com は宿泊料には手数料が含まれていないものの宿泊料は

内税となっているため，ゲストは宿泊料として指定された金額のみを支払う。ホストは

OTA への手数料や宿泊税分を差し引かれた金額が収入となるため，ホストが同額の宿泊

料を設定した場合，ゲストが支払う金額は Booking.com の方が低くなるが，一般に手数料

は宿泊税よりも少額であるためホストの収入としては Airbnb の方が高くなる仕組みとな

っている。また宿泊税は，県が 10%，群（コミューン共同体: ComCom）が 90%を受け取

り，ComCom の観光オフィスはこの税金により運営が賄われている。なおフランスの法

律では，ホストではなく OTA が宿泊税を納めることになっている。シャルトル市内では

シャンブルドット（個人宅のゲストルームなどの宿泊施設）やジット（一棟貸し）が増

加しており，予約サイトとしては Airbnb よりも Booking.com の方が優勢であるが，ADRT

は，どのプラットフォームに加盟するとホストにとって有益かを考慮して，経営者に指

導を行っている。 

パリ 

ウール・エ・ロワール県 
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第 12-5 図 Airbnb と Booking.com における宿泊料とホスト収入との関係 

資料：ヒアリング調査内容を基に筆者作成。 
注．Airbnb の手数料は宿泊料の 3％。宿泊税は 1 人 1 泊当たり 0.20～4 ユーロ 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-sejour-tarifs（2020 年 5 月 28 日アクセス）。 

 
（２）ウール・エ・ロワール県における AT 農家聞き取り調査 

ウール・エ・ロワール県内の ATの状況を把握するため，AT実践農家 2軒に聞き取り調

査を行い，結果を第 12-4 表にまとめた。 

農家 A は，元々ホテルの経営に興味を持っていた夫婦が，農業の多角化を目的として，

子どもの独立をきっかけに 2014年から ATを始めた。平日は農業，休日のみ宿泊を行って

いるが，自分の負担を軽減するために，寝具の洗濯や会計業務は外注し，夫婦の仕事と

しては食事の提供や掃除を行うことに絞られている。AT を経営するに当たり，EU と州か

ら補助金をもらい建物を建てている。AT と地域との関係を考えた場合，AT によって地域

の他産業の活性化にもつながるため，宿泊客が食材等の購入を希望した場合には，自分

の家で販売するのではなく，近くのお店やレストランを紹介するようにしているとのこ

とである。集客や予約の管理にはいくつかの OTA を利用しているが，それらを一括で管

理できるソフトを利用しており，特に Booking.com からの予約が多い状況である。 
  

Airbnb

ホストの収入

ホストの収入

宿泊税

宿泊税

手数料

ゲストの支払い

ゲストの支払い

Booking.
com

宿泊料 
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第 12-4 表 ウール・エ・ロワール県における AT 聞き取り調査内容 

 

資料：ヒアリング調査を基に筆者作成。 

 
 

農家A 農家B

経営

夫婦２人で経営。農家としては３代目。平日は農業を
行っているため，宿泊は週末に偏っている。
始めて4年くらいはすべて自分でやりくりしていた
が，シーツは地元の業者に出したりしている。自分が
好きでない仕事は，委託した方が自分が楽だし，持続
的。

夫婦2人で経営。HP等の運営は義理の息子に任せてい
る。
ジットの運営は妻が行っており，宿泊客の多くは1泊。

農業 140ha（ジャガイモ，トウモロコシ，ナタネ，小麦）
120ha(小麦，ナタネ等の耕種作物)
８台のトラクター，コンバインを所有。農地はすべて自
分で耕作している。

建物 ジット（1棟）, シャンブルドット（3部屋）
ジット（3棟）
1haの池（プールとしても利用），室内プール，パターゴ
ルフ場がある。

いつからAT
を始めたか 2014年から。計画に1年，工事に1年かかった。

父親が，40年前にここで宿泊業（ジット）を始めた。自
分は2001年にここを継いで２代目。

始めた
きっかけ

もともとホテル等の宿泊業に興味。
農業の多角化として，子供が独立したのをきっかけに
始める。
妻は，会社の会計の仕事をしていたが，宿泊業を始め
るのを契機に退職。ただし，宿泊業の会計は，プロに
委託している。

1971年に父親が土地を買い，引っ越してきた。当時は，
肉牛と酪農を行っていたが，うまくいかなかったため，
小屋が空いてしまい，それの有効活用として始めた。
その後，父親が当地域では先駆的にジットをはじめ，自
分はそれを引き継いだ。

補助金の
有無

EUと州から補助金をもらって建物を建てた。
自己，補助，ローンは1/3ずつ。EUの補助金は，CAP
ではなく，ツーリズム関係の補助金。

建物を建てるにあたり，補助金の申請(2005年)を行って
いる。申請にはADRTがサポートし，15,000ユーロの補助
金。

地域との
関係

ATによって，地域の他産業も活性化すると考えてお
り，波及効果がある。自分たちのATで販売できるも
のがあったとしても，積極的にここで販売することは
ない。地元で買える場所を紹介している。食事につい
ても，できるかぎり地元のレストランを使ってもらえ
るように紹介している。
同業者で競合するのではなく，協力して地域の活性化
を行っていくと考えるべきだろう。

地域とのつながりは，特別ない。マルシェなどで集まる
こともあるが，そのくらい。

OTAに
ついて等

「Channel Manager」というソフトを利用すること
で，様々なOTAサイトを一度にコントロールできる。
ただし，Booking.com経由が多い。

Airbnbに載せており，管理は義理の息子が行っている。
田舎なので，あまり多くの観光客は来ない。そのような
状態で，ジット・ド・フランスは全国的な宣伝ができた
ために，大変助かった。また，インターネットが進化し
て，近年どんどんと状況が変化している。
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 農家 B は，経営者男性の父親が 40 年前にこの場所でジット（一棟貸し）の経営を始め，

2001 年に自分が後を引き継ぎ，現在は夫婦 2 人で経営をしている。ジットの運営は主に

妻が行い，夫は農業を行っている。また当該 AT には，宿泊施設以外にも，1ha の池や室

内プール，パターゴルフ場などを備えており，これらは夫が自分で建設したものである。

自分たちの代でもジットを追加で建設しており，施設を建てるに当たっては，ADRT にサ

ポートしてもらい補助金（EU か州かは不明）を利用している。農家 B は，特別地域との

つながりを持った経営をしているわけではなく，自分の AT で完結している。これは，経

営者の父親が 1971年にこの場所へ引っ越してきてから ATを始めたために，地域としての

つながりが弱いと考えられる。集客や予約の管理は，義理の息子に任せているが，Airbnb

には加入している。 

AT へのヒアリングは 2 軒のみであるが，どちらの AT も農家としては耕作面積が 100ha

以上の農家でありながら宿泊業も行っている。また，宿泊予約については，OTA をメイ

ンとしており，特に農家 A では，複数の OTA サイトを一括管理できるソフトを使うなど，

積極的に ICT を取り入れている。またどちらの AT においても，AT を収入源としてみな

しているものの，それ以上に宿泊者とのコミュニケーションを楽しんでいる様子がうか

がえた。一方，地域との関係については，農家 A は AT を通じた地域活性化を考えるなど，

地域との強いつながりを感じられたが，農家 B は地域と特別関係を持っていなかった。 

 

５．おわりに 
 

グリーンツーリズム及び AT の先進国であるフランスにおいて，古くから支援組織がツ

ーリズムを支えてきたが，ICT の発達を背景とした支援組織と OTA との競合により大き

な転換点を迎えている。そうした苦境において，AT 支援組織として活躍してきた「農家

へようこそ」は，OTA と連携することでより AT 推進の裾野を広げるような戦略をとって

いる。また，地域が観光客を取り込むために，独自に OTA と連携する事例もでてきてい

る。 

我が国においても旅行者と旅行先・宿泊先をつなぐ役割としては OTA が今や最も一般

的なツールとなっているが，農家と旅行者，行政機関等をつなぐ中間支援組織の役割の

重要性が指摘されてから 10 年以上が経過する中，日本ファームステイ協会は農泊地域の

OTA 体制構築のための支援を進めており，OTA 導入による認知度アップや販売力の増大

が期待される。また，新たにツーリズムに取り組むに当たって，運営支援，財政的支援，

集客支援は必要不可欠である。我が国における農泊は地域としての取組という特徴があ

るが，そのステークホルダーをとりまとめたり，観光客や行政機関等との連携を取る上

で，中間支援組織のような存在が重要であり，フランスにおけるクラウドファンディン

グ・OTA・中間支援組織による 3 者連携やウール・エ・ロワール県のような地域が独自に

OTA と連携する取組は参考に値するだろう。 
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注 （1）大島（2010）では，フランスのグリーンツーリズム振興センターTER の見解に従い，「田園地域のほかに，

海水浴場やスキー場としてリゾート地化されていない海浜・山岳地域をも含めた農村ツーリズム」をグリーン

ツーリズムとしており，ここでは，その定義に従いグリーンツーリズムという用語を用いることとする。ただ

し，農村の農家におけるツーリズムを示す場合には，アグリツーリズムという用語を用いる。 

（2）フランス農業省のウェブサイト（https://agriculture.gouv.fr/agritourisme-tous-la-ferme; 2022 年 1 月 5 日参照）で

は，アグリツーリズムの推進組織として，農業会議所が母体となっている「農家へようこそ（Bienvenue à la 

ferme）」と，農家や農村のネットワーク組織である「農民のもてなし（Accueil Paysan）」が紹介されている。 

（3）子供のバカンスとは，子供たちだけで農家や農家の別棟に宿泊し，宿泊する農家や資格を持つアニメーター

による，子供を対象とした農業体験や自然体験などのアクティビティを行うこと。 

（4）特に，ヒアリングを行った 2020 年 3 月現在，AT 支援のキャンペーンを行っており，6 月末までに AT 関連プ

ロジェクトを募集し，10 のプロジェクトを選定する。選定は，MiiMOSA におけるクライドファンディングのプ

ロジェクトのうち，農業活動の多角化，宿泊施設や観光施設の改善，文化やガストロノミーに関係しているも

ののうち，予算が明確になっているプロジェクトから行われるとのことであった。 

（5）フランスの農業会議所は，農業省と農家から資金を集めて運営されており，農業全般をサポートする組織で

ある。 

（6） 8. Agritourisme et vente de produits fermiers, (www.herault.gouv.fr)  

（7） Meuble de tourism は，国で定められた民泊のための公的な認証制度であり，民間の認証団体（Gite de France， 

Clévacance， Ttout france 等）が認証を行う。それぞれの認証団体は認証した農家に対して，団体独自のマーク

を付与することができる。また各団体は，認証した農家の監査を行う必要がある。なお，「農家へようこそ」は，

この認証団体とはなっていない。 

（8）例えば，サルト県における AT 農家へのヒアリングによると，「農家へようこそ」への年会費はおおよそ 350

ユーロとのことである。 

（9）ヒアリングは，2020 年 2 月 26 日に行ったため，新型コロナによる影響を受ける前の情報となる。 

（10） MiiMOSA 担当者へのヒアリング結果より。 

（11）実際に応募プロジェクトに関するウェブサイトを閲覧すると，獲得予算に応じた資金の利用計画が細かく記

載されている。また，MiiMOSA 担当者によると，このような計画については，MiiMOSA の担当者が計画作成

から計画の実行に至るまで手厚くサポートをしているとのことである。 
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終章 まとめ 

 

平形 和世  

 

農山漁村に宿泊し，地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農泊」は，農山漁村

地域に活力をもたらす。本研究では，その現状を，農泊を提供する側，また農泊を利用

する側から接近し，可能な限り農泊地域のコロナによる影響やコロナ禍における対応に

ついて把握し，課題等を検討した。また，我が国への示唆となりうる情報の観点から，

アグリツーリズム先進国であるイタリア，フランスの実情を把握した。 
本章では，これまでの各章のとりまとめを行うとともに，本研究から得られた知見を

基に農泊のさらなる発展に向けて考察する。 
 
１．各章のまとめ 

 

第 1 部では，新型コロナウイルス（以下，「新型コロナ」）感染拡大による国内農泊への

影響とその対応について，国内の農泊地域への調査等により把握し，アフター・コロナ

も踏まえた農泊のあり方を示した。第 1 章では，新型コロナ感染拡大による宿泊者数への

影響を 2020 年の統計データにより確認して農泊の特徴を踏まえて分析し，農泊地域のコ

ロナ禍の実際の対応等を踏まえ，新型コロナ感染拡大の渦中においてアフター・コロナ

を見通した対策等が重要であることを指摘した。第 2 章～第 5 章は，地域資源を活用した

国内の農泊地域の事例を基に考察を行った。第 2 章では，埼玉県秩父地域と長崎県西海市

の二事例から，コロナ禍での教育体験旅行型農泊のビジネスモデルとしての脆弱性を示

すとともに，今後は受入家庭のスキル向上，宿泊と体験の分離による受入家庭等の負担

軽減，地域ぐるみの農泊等が発展への道筋となることを示した。第 3 章では，古民家活用

型農泊を運営する北海道八雲町の事例を紹介し，農泊事業を福祉事業や農業・漁業の振

興といった地域課題と結びつけて運営することが持続可能性を高める上で有効であるこ

とを明らかにした。第 4 章の長崎県西海市西浦地区の古民家農泊施設の事例では，農泊施

設を地域住民もが利用する拠点施設としても利活用することで多面的効果が生じている

こと，またコロナ支援策を活用しつつ，アフター・コロナに向けた取組が地域内で進め

られていることが示された。第 5 章では，近隣温泉地と連携する農泊地域，岐阜県中津川

市加子母地区と宮城県仙台市秋保地区の二事例から，農泊地域が体験，温泉地が宿泊と

の役割分担がなされていること，高まる個人旅行需要への対応が求められる温泉地と新

たな連携の可能性が生じていること，また連携が農泊地域側の体験提供の機会創出につ

ながっていることを明らかにした。 

第 2 部では，アフター・コロナを見据えつつ，持続可能な農村観光を目指す上で必要と
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なる知見を明らかにした。第 6 章では，多様な宗教・生活習慣への対応との観点から，農

村におけるムスリム対応の四つの先進地の取組を詳述し，取組を主導する主体等の違い

に着目しながら各地域の取組内容の現状を把握し，課題について考察した。第 7 章では，

持続可能な観光指標開発の経緯，国際的な持続可能な観光指標や 2020 年に公表になった

日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）について概説し，農泊地域が JSTS-D を利

用する意義を検討した。 

第 3 部の第 8 章では，大規模アンケート調査を基に，農山漁村滞在型旅行における行動

を分析し，旅行先で行う各種体験での男女差や年代別の特徴，旅行先の情報源，旅行後

の行動の変化等について詳述し，農山漁村滞在型旅行のプロモーション活動における有

用な知見を提示した。 

最後に第 4 部では，アグリツーリズムの先進国イタリアとフランスにおけるアグリツー

リズムの特徴や支援組織等について紹介した。第 9 章では，イタリアのアグリツーリズム

の動向や制度的枠組みを整理し，州で規定するアグリツーリズムの位置づけやアグリツ

ーリズム農家の特徴について述べた。第 10 章では，イタリアにおけるアグリツーリズム

とアルベルゴ・ディフーゾの特徴を比較分析しつつ，現地ヒアリング調査等を基に農村

ツーリズムとしての課題を示した。第 11 章では，イタリアのキアンティ地方の高級ワイ

ン生産者団体による富裕層向けツーリズムと，キアンティ地方を抱える 8 広域市町村共同

体村による地産地消活動や都市住民を対象とした小規模なツーリズムなどの地域振興施

策との対立を歴史的に明らかにした。第 12 章では，フランスのアグリツーリズムの宿泊

形態や分布等を概観し，アグリツーリズムを支援する全国ネットワーク組織の活動やオ

ンライン旅行会社との連携事例や，ウール・エ・ロワール県観光委員会の Airbnb との連

携によるアグリツーリズム農家のネットワーク作りの事例を紹介した。 

 

２．農泊のさらなる推進に向けて 

 

（１）持続的にビジネスとして実施できる体制 

農泊は地方創生の潮流，インバウンド需要の中で推進され，政策のねらいは「持続的

なビジネスとしての農泊地域」の推進にあった。訪日外国人旅行者数が 2,000 万人に達し，

なお増加し続ける 2016 年 3 月，明日の日本を支える観光ビジョンにおいて初めて農泊の

推進がうたわれ，2016年 11 月の農林水産業・地域の活力プランや 2017年 3月に閣議決定

された観光立国推進基本計画において，2020 年までに持続的なビジネスとして実施でき

る農泊地域を 500 地域創設することが目標とされた。農泊地域は着実に受入体制を整え，

地域資源を観光コンテンツとして磨き上げるなど進展した。農山漁村振興交付金の農泊

推進対策により支援を受けた農泊地域は 2019 年度に 500 地域を超え，2021 年度 599 地域

となった。数字の上では目標を達成しているが，持続的にビジネスとして実施できる体

制にあるのかといった点については評価が分かれるところであろう。 

古民家を活用した農泊事例において，ビジネスとしての視点が際立っていた。一般的
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に古民家を再生・活用する際，まず現代的な生活様式に沿うよう断熱・気密性能の向上，

水回り（台所，トイレ，浴室等）の入替え等改修が必要であり，また古民家を維持して

いく上での費用を継続的に確保する必要がある。いずれの事例もゲストハウスとして活

用しているが，一般的にゲストハウスは他の宿泊施設よりも比較的初期投資が安価で抑

えられるというメリットがある。とはいえ，補助金を活用したり，自ら機器類を調達し，

有志らで改修したりとかなり工夫を凝らしている。また，交通アクセスがよい物件を選

定し，レストランや直売所，コミュニティカフェ等も備えたことにより，多くの利用客

を集めた。八雲町の事例では，福祉事業は農泊運営での財政的基盤となり，地域の農業

者や漁業者と協力して体験事業を行い，事業収入を得る一方，短期的な農業・漁業のア

ルバイトを長期滞在者に提供するなどして，持続的に古民家活用型農泊を運営している。

コロナ禍において外国人旅行者が激減したことで一部事業を見直し，関係人口につなげ

るためのインターンの受入れやワーケーションの場としても活用されている。また，西

海市雪浦地区の事例では，コロナ禍で宿泊者は激減したが，ゲストハウスは地域企業の

ワーケーションに活用された。 
他方，1990 年代のグリーンツーリズム農政以降，農山漁村滞在型旅行の普及を牽引し

てきた農林漁業体験民宿や教育体験旅行は，農泊推進において大きく寄与しているが，

コロナ禍で直面している状況をみると，教育体験旅行が 1 年のうち最も集中する時期に第

1 回の緊急事態宣言が発出されて全てが中止，その後も不透明な状況で受入れができない

状況が続くケースが多く，ビジネスとしての脆弱性が浮き彫りとなった。今なお未曽有

の危機にある中，持続的なビジネスとしての視点があればコロナによる影響を被らずに

済んだということではないが，教育体験旅行の受入れを主に行う農泊地域の中には，コ

ロナ禍に三密を避けるため宿泊施設はビジネスホテル等となったが，体験の受入れのみ

行った例や，一般旅行客の体験事業が感染拡大の影響を大きく受けていないため，対象

を一般旅行客に変更した例も見られた。体験と宿泊の分離はリスクだけでなく，高齢家

庭の負担軽減にもつながる。これまで教育体験旅行等に特化した地域では転換が難しい

という課題があるが，改めて持続的なビジネスの観点からの検証が急がれる。状況に応

じて，受入農家のための技能講習や受入家庭同士の交流機会などを増やして，受入態勢

の立て直しも必要だろう。持続的な運営の観点からは受入家庭の事情等も見極めつつ一

般旅行客の受入可能性等を検討することが重要となる。 

 

（２）地域運営・地方再生としての視点 

古民家を活用した農泊事例において，地域運営・地方再生としての視点が生かされて

いた。八雲町の事例では，中心的な役割を担う NPO 法人やくも元気村は，宿泊施設を福

祉作業の場として活用しつつ，まちづくりや第一次産業の活性化の一環として観光事業

に取り組むという明確なビジョンを持って農泊事業に取り組んでいた。コロナ禍におい

て，関係人口創出インターンシップの参加者の受入れを行ったり，農業や漁業の季節的

な労働力不足を農泊施設滞在者の労働力で補う仕組みを整えたりして，宿泊施設の稼働
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率向上に役立てている。また，西海市雪浦地区の事例では，中心的な役割を担う NPO 法

人雪浦あんばんねは当初から外部からの訪問者だけではなく，地域住民も含めて誰もが

気軽に集えるコンセプトで地域内の拠点施設として整備され，コロナ禍でも感染防止策

を講じつつ同施設でイベントが開催されたり，地域住民の施設利用や地域企業のワーケ

ーションにゲストハウスが活用されたりしている。提供される体験プログラムは，NPO

法人雪浦あんばんねが行う農業体験や同地区の農家民宿が行う勾玉づくり体験，また地

域の酢造事業者が行う味噌づくり体験など様々なプログラムがあり，最近は移住者によ

る新たな体験プログラム企画も進められており，地域住民や地域の事業者が連携して，

農泊による地域活性化に取り組んでいる。 

いずれの事例も，農泊事業と地域運営を結びつけることが持続性を高めていること，

また関係者をうまく結びつけるコーディネーターの存在が不可欠であることも確認でき

た。また，地域外客に過度に依存せず，地域内の需要を取り込みながら運営するコミュ

ニティ拠点型農泊の可能性も明らかになった。農泊事業によって地域を活性化させると

いうビジョンがある場合は比較的取り組みやすいかもしれないが，地域が抱える課題も

様々であり，地域内でよく議論した上での連携が必要であろう。 
 

（３）地域の関係者とのネットワーク 

コロナ禍を機に新たな関係が生まれている例では，温泉地連携型農泊が挙げられる。

秋保温泉の旅館が，コロナに対応した経営戦略として個人旅行客獲得のためにグランピ

ング施設を導入し，そのオプション体験として，農泊地域が提供する農業体験や自然体

験が評価されている。また，コロナ禍に岐阜県が県内の小中学生がいる家庭を対象とし

たマイクロツアーで，農泊地域（加子母地区）での見学や体験と下呂温泉の宿泊を盛り

込む旅行商品が販売された。これはコロナ以前から大手旅行会社が販売する同様の団体

バスツアー（コロナ禍により中止）が主要商品であったためと考えられるが，コロナ禍

を機に，近場の家族客をターゲットとして体験等を提供することとなり，今後更に体験

提供の機会が広がることも期待される。農泊地域の協議会側が体験プログラム等を，温

泉地側が宿泊という明確な役割分担があり，連携が成り立っていたが，コロナ禍で加速

した国内の個人旅行需要の高まりへの対応は，温泉地の旅館やホテル経営にとって重要

であり，農泊地域側が提供する体験が個人旅行者向きであったという点で両者の連携の

可能性も高まっていることが明らかになった。また，八雲町の事例では，コロナ禍で，

以前より交流があった他地域のまちづくり団体と連携してインターンシップ事業に取り

組んだり，道南の周辺町と連携し，新たに観光地域づくり法人を目指して取り組んだり

している。西海市雪浦地区の事例でも，コロナ対策事業を活用して新たな協議会を立ち

上げ，地域の食品製造社，博物館，体験プログラム事業者とともに観光地域づくりを検

討している。 
いわゆる農泊の定義（農山漁村に宿泊し，滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や

体験等を楽しむ農山漁村滞在型旅行）に則して考えれば，農泊を提供する側の特徴は，
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地域の多様な関係者が関わり，協力しつつ，一丸となって，食事や体験等を提供するこ

とである。「日常の回復」を待つばかりでなく，新たなネットワークづくりはコロナ禍の

打開策になりうるかもしれない。 

 

（４）質の高い農泊 

イタリアでは国が行うアグリツーリズムの格付制度では，宿泊施設の設備やレクリエ

ーション活動に関する基準が定められている。認可を受けた農家であればいずれかのク

ラスに分類されるスコアリングシステムであるが，こうした仕組みは農家にとってモチ

ベーションになり，取得すれば付加価値にもつながる。また州法で地域産農産物の使用

割合など詳細なルールを定めているところもあり，いわゆる質の観点からの管理が徹底

している。また地域の農家支援組織がアグリツーリズム起業向けの講習を体系的に行っ

たり，アグリツーリズム農家間のネットワークづくりを行ったりする取組はイタリア・

フランスともに行われていた。持続的な農泊の運営には質の向上が必要であり，質の高

い農泊実現のためには，モチベーション向上につながるような基準の策定や人材育成の

ための支援等が，まずは地域を中心に行われることが望まれる。 
 

（５）デジタル技術を活用した利便性の向上 

今やインターネットによる宿泊予約はかなり浸透している。本研究における調査先で

も，インターネットでの宿泊予約が可能な上，ウェブサイトや，Facebook，Instagram，

Twitter といった SNS から定期的に情報発信が行われ，Wi-Fi 対応やワーケーションの受入

れも行われていた。コロナ禍で旅行客の受入れができないことから EC サイトを立ち上げ，

地場産品の販売を行っている事例も見られた。また，都市住民を対象とした大規模アン

ケートにおいて，旅行前の情報収集で宿泊・旅行関連や観光協会・自治体，施設等のウ

ェブサイトの利用割合は高く，特に若年層では宿泊・旅行関連のサイトだけでなく，SNS

を通じて情報収集していることが分かった。海外でもインターネットでの宿泊予約は主

流となっており，フランスでは，アグリツーリズムのネットワーク組織が，OTA：Online 

Travel Agent（オンライン旅行会社）の進出により利用者離れを懸念し Airbnb と提携する

ほか，地方の観光委員会が Airbnb と連携協定を締結して稼働率向上に努めていることが

分かった。またフランスの農業と食品を専門にするクラウドファンディングは 6 年間で

5,000 プロジェクトを達成しており，大きく成長している。また，イタリアのアグリツー

リズムの格付制度では，宿泊施設でのインターネット接続やアグリツーリズム情報を掲

載する独自のウェブサイトに関する基準も含まれている。農泊地域においても，OTA 予

約対応や Wi-Fi 対応が約 6～7 割（令和 2 年度）となり，利用者の利便性を向上させてい

るが，ICT 環境の一層の浸透と人材育成が期待される。 
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